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序章 問題の所在と分析視点 

 

第 1 節 問題の所在 

 

日本は第二次世界大戦後、人口の増加は著しく 1970 年には 1 億人を突破し、老齢人口は

7.0％を超え、高齢化社会1に突入した。その後も人口は増加し、1995 年には老齢人口が

14.6%を超え高齢社会に突入した。2010 年には全人口の 23%を超え超高齢社会となり、世

界の先進国において最も高齢化率は高く、今後も高齢者が増加していくことは明らかであ

る。 

高齢社会は様々な問題を抱えている。その一つに認知症高齢者の増加がある。二宮らの

22014 年度厚生労働科学研究成果によると、認知症の推定患者数は 2025 年 675 万人、2040

年 802 万人、2060 年 850 万人であり、時代とともにその数は増加するという結果を示し

ている。認知症（MCI）3は約 400 万人と推計されており、認知症高齢者の日常生活自立度

Ⅱ4以上の高齢者が増加していくとも言われている。動ける認知症を例にあげると、徘徊や

睡眠障害、介護抵抗等に対する昼夜にわたる介護が必要となる。そのため家族の負担は大

きく、家族介護者が心身の変調をきたすことも考えられる。家族に負担がかからぬために

は、介護従事者の確保、施設サービスといった介護サービスの充実が求められる。 

2015 年度国民生活基礎調査5によると、高齢者がいる世帯は全世帯の 47.1％を占めてい

る。世帯構造別にみると、夫婦のみの世帯は 31.5％、単独世帯 26.3％、親と未婚の子の世

帯 19.8％といずれも増加傾向にある。加齢に伴う筋力の衰えや関節の可動域の変化、感覚

機能の衰え等によって、日常生活や社会生活の自立が困難な状況となりやすい。加えて一

人で多くの疾病にり患することもある。そうなることで、単身者は日常生活の自立が困難

になり、自宅生活が継続できない状態となる可能性がある。他方、高齢者夫婦のみの場合

は「老老介護」と言われるように、お互いが加齢に伴う衰えや疾病を持ちながら生活を営

み、介護を継続することが困難となりやすい。2016 年度高齢者白書6によると、介護が必要

となった主な原因は、65 歳以上の男女合わせて脳血管疾患が 17.2%と最も多く、つぎに多

いのは認知症で 16.4％であった。 

                                                   
1 老齢人口が総人口に占める割合を一般的に高齢化率と呼ぶ。高齢化率７％で高齢化社会、高齢化率 14%は高齢社会と

されている。 
2 認知症施策の規模や有効的な資源活用などを検討するうえで、将来の患者数を正確に予測することを目的に、モデル

地区の認知症有病有病率の推移モデルを統計学的に作成し、年齢分布や危険因子の頻度の推移を考慮に入れた将来の認

知症高齢者数を推計した。 
3 MCI(Mild Cognitive Impairment：軽度認知障害)と言われている。認知機能（記憶、決定、理由づけ、実行等）のう

ち 1 つの機能に問題が生じるが、日常生活に支障がない状態のこと。MCI から認知症に症状が発展する人の割合は年平

均 10%と言われている。MCI の人が認知症に進まないための介護予防も今後の課題と言える。 
4 認知症高齢者の日常生活自立度は、認知症の方にかかる介護の度合い、大変さをレベルごとに分類したものである。

Ⅰに近い方が軽く、Ⅳに近い方が重くなる。Ⅱbは認知症の重度の段階が 1 つ上がり、普段家庭内でできていたことがで

きなくなることであり、介護の負担が増加することにつながる。 
5 世帯数数と世帯人員の状況の概要から引用した。 

6 厚労省：平成 28 年版高齢者社会白書 高齢者の健康・福祉 
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特に、認知症は前述したとおり在宅介護が困難になりやすく、今後増え続ける養介護高

齢者を支えていくためには、今以上に介護の社会化を図ることが必須であり、入所施設や

地域密着型サービスの利用を図ることが当事者及び家族を支えるためには必要不可欠であ

ると考える。 

養介護高齢者の生活を支える福祉サービスは数多くあるが、そのなかで筆者が注目して

いるのが地域密着型サービスである。 

地域密着型サービス7は、認知症高齢者や一人暮らしの高齢者ができる限り住み慣れた地

域での生活が継続できるサービス体系として介護保険制度の改正を機会に創設された。 

その地域密着型サービスのなかでも認知症高齢者の生活を支援する「認知症対応型生活

介護（以後グループホームと略す）」は、認知症高齢者が増加する我が国において必要不可

欠なサービスであると筆者は考えている。 

グループホームは、認知症高齢者が住み慣れた地域の小規模で家庭的な環境のなかで、

認知症の専門的知識を有する介護職8と 24 時間生活を共にして、自分らしい生活を送ること

ができる施設である。その特徴は、認知症の症状緩和に寄与し、その人らしい生活を支援

できることにある。認知症は、記憶障害や理解・判断能力の障害等を主とし、幻覚・妄想

や徘徊、興奮や暴力等、様々な周辺症状が出現する特徴を有している。自分の行動を否定

されたり、環境が急激に変化すると、それに対応できず徘徊行為に結びつき、感情的にな

ったり興奮した状態になることで暴力や暴言等が起こる。従来型の入所施設は１フロアの

利用者が多く、一人ひとりに細やかなケアや対応をおこなうことが難しとした問題点を解

消する期待が込められていた。 

厚労省「介護サービス施設・事業所調査」（2015 年 10 月現在）によると、グループホー

ムは 13,003 事業所が登録され、利用者数も年々増加している。施設基準は 1 事業所あたり

2 ユニット以下で、1 ユニットの定員は 5 人以上 9 人以下となっている。介護職員9はユニ

ットごとに利用者 3 人に対して介護者 1 人の割合で配置されている。そこで働く介護職は、

認知症の理解や認知症ケアを専門的にできる介護職とされている。 

グループホーム協会の調査10を基にグループホームの介護職の役割を考えると、入所者は

要介護度 3 以下が 70％と比較的自立度の高い認知症高齢者が多いことから、利用者自身の

生活役割を探し維持することや、利用者同士の関係性の確保や維持等が介護職の役割とし

て求められる。グループホームの介護職は、専門的知識技術を生かしやすい環境にあるこ

とから、他の大規模施設の介護職と比較してやりがいは大きい。しかし利用者個々人の多

様な症状や状況に対応する必要があり、加えて 24 時間生活を共にすることから夜勤業務も

ある。小規模施設のため夜勤は 1 ユニットに一人の介護職配置となる。加えて、個別記録

                                                   
7 原則として当該市町村の被保険者のみが利用可能である。国民の福祉と介護の動向（2016/2017）ｐ159 

8 介護職は相対的に職業を表すととらえ、介護職員と区別する。 
9 介護職員は個人や規程上参考にする際に用いる。 
10 2,140事業所の参加、1事業所 5名の介護職の回答で、回収率は事業所 45.7％、職員 44.7%であった。入居者の介護

度は「要介護 3」29.4％、「要介護 2」25.8%、「要介護 1」17.9%の順で多い。 
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の記入といった事務的な仕事も加わり身体的・精神的ストレスは高いとする問題も考えら

れる。介護職のストレスが高くなることは、高齢者虐待に結びつく危険性をはらんでいる。

介護施設でも身体拘束等の虐待が問題となり、2005 年「高齢者虐待の予防、高齢者と養護

者に対する支援等に関する法律」の制定により、虐待報告が義務付け11られた。この報告義

務の影響もあり、2015 年度に高齢者虐待が認められた件数は、介護従事者によるものが 408

件と、前年度より 108 件（36.0％）増加している。また、認知症高齢者の日常生活自立度

Ⅱ以上の高齢者に対する虐待は 75.4％という報告12もある。同報告による介護施設別の虐待

については、介護老人福祉施設が 30.6%と最も多く、グループホームは 15.9%であった。 

なおグループホームや小規模施設では「心理的虐待」が他施設に比較して多いという特

徴が認められ、認知症高齢者の症状として見られる徘徊行為や興奮による暴力といった周

辺症状への対応が、介護職のストレスに結び付き、結果として心理的虐待につながると考

えられる。 

グループホームの介護職は、認知症や認知症高齢者ケアの専門家としてケアにあたって

いるにもかかわらず虐待は起こっている。その理由は何処に求められるのか。高崎ら 13

（2010）の研究によると「不十分で不適切な教育」に原因があるとされ、高齢者虐待につ

いての知識不足、高齢者の特性や認知症についての理解不足と分析されている。 

不十分で不適切な教育の背景には、介護職の国家資格である介護福祉士の養成過程にも

一つの原因あると考えられる。 

2025 年問題14といわれるように、後期高齢者数の増加に伴う認知症高齢者の増加に反し

て家族機能が低下していくなかで、介護の担い手として、専門的な知識を身につけた介護

福祉士の存在意義は益々高くなっていく。しかし、現在の介護福祉士教育課程は、養成校

ルートと実務経験者ルートに分かれている。介護福祉士登録者数15は年々増加しているが、

2016 年度は国家試験ルートである実務経験者数が約 7.7 万人と、養成校ルートの約 8 倍と

なっている。このことは、介護福祉士として求められる専門知識や技術が不足している介

護職が多数いることを意味している。介護福祉士の養成カリキュラムでは、人間の尊重に

関することや社会福祉に関すること、高齢者や障害のある人者の心理、医学知識や介護技

術等に 1,650 時間をかけて学習している。他方、実務経験者16は 3 年間の実践経験に初任者

研修等を受けた後に国家資格を得ている。初任者研修等では、認知症の理解や発達と老化、

                                                   
11 虐待の報告の義務付けは、第二章、第七条  

養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じて

いる場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 
12 本調査は、厚労省：平成 27 年度高齢者虐待対応状況調査結果概要である。被虐待高齢者は、要介護 3 以上が 79.9%

を占めていた。入所系施設における被虐待高齢者の認知症程度と種別関係をみると、 被虐待高齢者に認知症があり「自

立度Ⅳ／Ｍ 」の場合、身体的虐待 を受ける割合が特に高い。 

13 高﨑絹子監修（2010）：実践から学ぶ高齢者虐待の対応と予防、日本看護協会出版会，41-47. 

14 団塊の世代が 2025 年までに後期高齢者に達することで、介護・医療費などの社会保障費の急増が懸念されるという

問題のことである。 

15 厚労省：介護福祉士の登録者数の推移のデータである。 
16 2016 年度から実務者研修が義務づけられている。 
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介護技術の基本等は短時間であり人間の尊厳と自立の学習は欠けている。虐待は、その人

の尊厳や自立を脅かす行為であるため、人間の尊厳と自立の学習を受けるか否かによって、

介護福祉士養成施設を卒業している介護職と実務経験による介護職には人間の尊厳に対す

る意識の差が出てくると考える。 

 

第 2 節 研究の課題 

 

以上の問題意識から、次の分析視点を着想するに至った。 

まず始めに、グループホームで働く介護職員のストレスは次の 2 点から生じると考えた。 

①認知症高齢者の生活に 24 時間密着して働くことによる、利用者との関連性から生じるス

トレス。 

②小規模施設特有の少人数（特に一人夜勤）勤務による、労働の負担とストレス。 

①②によるストレスを受けることにより利用者に対する虐待が生じる可能性が高くなると

考えた。 

 次に、虐待行為を回避するためには、養成過程において「人間の尊厳」等の人権意識や

職業倫理に関する教育が重要な役割を果たしていると考えた。しかし実際の現場では、 

①養成校で教育を受け、仕事に従事する者より、短時間教育と実務経験で仕事に従事する 

者の割合が圧倒的に多い。 

②実務経験者に対しては養成校のカリキュラムにみられる「人間の尊厳」等の人権意識や

職業倫理に関する教育がない。介護職員の中には介護福祉士以外の者も従事していること

から、相対的に人権意識や職業倫理に関する知識が不足する介護職員が多いことが予測さ

れる。このことは人間としての尊厳を基本とする認知症高齢者に対する理解不足につなが

っているのではないかと考えた。 

 

第 3 節 本論文の構成 

  

本論文は 6 章から構成している。 

第 1 章「研究の背景」では、日本の高齢者虐待の実態と認知症高齢者の現状、認知症グ

ループホームや介護職、養介護施設による高齢者虐待の現状、さらに介護職の教育等の現

状と課題についてまとめている。認知症高齢者が増加する一方、家族機能は弱体化し、在

宅介護は困難な状況になりつつある。認知症高齢者の施設入所は増加すると考えられるな

かで、認知症グループホームの果たす役割は大きい。その反面認知症高齢者の生活を支え

る介護職の負担は大きく、介護職によるストレスが虐待へと結びつく関係性を検討した。 

第 2 章「先行研究と分析の視点」では、高齢者虐待や介護職のストレス、グループホー

ムの介護職、管理職と教育体制等の先行研究について国内の研究書、先行研究論文、海外

先行研究論文について整理・検討した。研究の背景と先行研究の結果から、研究の分析視
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点についてまとめ、調査内容を導き出した。 

第 3 章「調査Ⅰ」では、「認知症グループホームの介護職における虐待の認識とストレス」

の調査結果をまとめた。この調査は、介護職の虐待の認識について量的調査を実施した。

認知症グループホームの介護職を対象とした自記式質問紙調査であり、心理的指標として

ストレスを測るバーンアウト尺度を用い、虐待の認識とストレスの関係について分析し結

果をまとめている。 

第 4 章「調査Ⅱ」では、「介護職における教育指導体制の認識」についての調査結果をま

とめた。この調査は、認知症グループホームの施設管理者に対して、職員の教育指導に関

する認識を中心に半構造化面接を実施した。一人約 60 分のインタビューを行い、その語り

を整理し、カテゴリ化するとともに、管理者の教育に関する認識を整理した。調査Ⅰ・Ⅱ

の結果から次章の虐待防止への取組に言及した。 

第 5 章 認知症グループホームの介護職における虐待防止への対策と、虐待防止に向け

た支援策を提言した。先行研究や調査結果から、介護職の研修の重要性が明らかになった。

虐待防止対策とした研修の目的や方法に工夫をおこなうことで、介護職の虐待に関係する

知識や技術につながり、その結果介護職のストレスが低減することが虐待防止への有効な

手段であるとあきらかにした。 

 第 6 章 研究のまとめと本研究の課題について整理した。 
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第 1 章 介護職の虐待防止に関する研究の背景 

 

第 1 節 日本の高齢者17虐待の実態と社会的対応 

 

 まず初めに、高齢者虐待の実態や高齢者虐待への社会的対応について述べる。高齢者虐

待は、家庭内の養護者による虐待と施設の介護職による虐待があり、両者を対比しながら

記述する。 

 

１．養護者による高齢者虐待の実態 

  

 2015 年度厚労省の調査18によると、養護者による虐待判断件数は 16,599 件であり、2010

年と比較してわずかながら減少している。また、相談通報は 29,396 件であり 2014 年と比

較して 3.5％増加している。 

虐待の種別・類型では、「身体的虐待」66.6％と最も多く、以下「心理的虐待」41.1％、

「経済的虐待」20.0％、「介護放棄」20.8％（重複あり）の順であった。虐待等で死亡に至

った事例は養護者による殺人 7 件、介護放棄による致死 6 件、ネグレクトを除く虐待死 5

件等であった。 

被虐待高齢者は、女性が 76.8％を占め、年齢は 80～84 歳が 24.1％、75～79 歳が 21.4％

であった。被虐待者のうち介護認定を受けている高齢者の割合は 66.7％であった。介護度

は、要介護 1、23.8％、要介護度 2、22.0％の順である。要介護者の日常生活自立度をみる

とⅡ以上が 69.0％であり、被虐待高齢者の 48.0％を占めている。このことは、自分で歩行

や移動ができる認知症高齢者が虐待を受けやすい状況にあると理解することが出来る。例

えば、食事や排せつ、移動行動等は自立しているが、繰り返し同じことを言う、危険なこ

と、突拍子もない行動をとる、大声を発する等の行為に対して、家族がその都度対応に苦

慮していると推測できる。特に徘徊や弄便、暴力などの行為が認められると、介護者をは

じめとする家族の身体的・精神的なストレスは図り知れない。 

次に同居家族の内訳と虐待の割合19をみると、「虐待者とのみ同居」は 49.2％であり、「虐

待者及び他家族と同居」は 37.4％であった。「未婚の子と同一世帯」が 33.0％と最も多く、

次いで「夫婦のみ」は 21.5％であった。続柄では「息子」が 40.3％と最も多く、ついで「夫」

21.0％、「娘」16.5％の順であった。 

養護者による虐待要因について注目すべきは、虐待者とのみの同居が半数を占めること

である。認知症高齢者の介護や生活を支えながら、自分の生活も営むことが考えられ、生

                                                   
17 国連では 60 歳以上、世界保健機構（WHO）では 65 歳以上を高齢者と定義している。一般的に 65 歳~74 歳を前期

高齢者。75 歳以上を後期高齢者としている。 
18 厚労省：平成 26 年度「高齢者虐待の防止」による調査結果。全国 1741 市町村及び 47 都道府県で実施。 
19 虐待者に関して、前述している 2015 年調査で虐待者の総数 17,614 人における割合である。2003 年では、息子、息

子の配偶者、娘、夫の順であった。最も多い息子は変化ないが、約 10 年間で虐待者が変化しており、家族世帯で夫婦の

みや未婚の子とひとり親が増加していることが影響している一要因と思われる。 
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活面の負担がすべて虐待者にかかっている。他からの支援がない状態も考えられことから、

2 人きりという密室な環境が虐待を起こしやすくなると考えられる。 

認知症の症状は、時間帯に関係なく 1 日中症状があらわれ、それに対応することでさら

に異なった行動や言動が起こる。それらの一つひとつに対して一生懸命に介護するあまり

に、介護や生活自体が調整できなくなり、そのジレンマから、身体的虐待がおこることも

考えられる。認知症高齢者の介護を続けることの大変さを伺うことができる。 

 

２．養介護高齢者施設20における虐待の実態 

 

前出の調査21において、養介護高齢者施設（以下、要介護施設とする）の従事者等におけ

る高齢者虐待が公表されている。（表 1 参照） 

養介護施設の従事者による虐待は、2010 年度と 2015 年度を比較すると約 4 倍増加して

おり、2014 年と 2015 年の比較では増加率は 36.0％であった。市町村への相談・通報件数

も養介護施設の従事者による虐待については 2014 年からの 1 年で 46.4％増加している。 

養介護施設別ごとの虐待（表 2 参照）では、「介護老人福祉施設」が 125 件 30.6％と最も

多く、次いで「有料老人ホーム」85 件 20.9％、「認知症対応型共同生活介護施設（認知症

グループホーム）」65 件 15.9％、「介護老人保健施設」37 件 9.1％の順であった。養介護施

設の従事者による虐待の種別（図 1 参照）は、「身体的虐待」が 478 人 61.4％と最も多く、

「心理的虐待」215 人 27.6％、「介護放棄（ネグレクト）」100 人 12.9％であった。虐待の

程度（深刻度）は 5 段階評価で最も軽い「生命・身体・生活への影響や本人意思の無視等」

が 370 人 47.6％、一方最も重い「生命・身体生活に関する重大な危険」は 25 人 3.2％であ

った。 

加害者としては介護職員が 81.2％と最も多かった。虐待者の性別は男性 52.5％、女性

46.8％であり、虐待者の年齢は、30 歳未満の男性 30.0％、女性 13.9％、50 歳以上では女

性が 54.3％と多かった。介護労働実態調査22の介護従事者全体に占める男性の割合は 20.4％

であるため、この結果からは 30歳未満の若い男性が加害者となる割合が高いと考えられる。 

養介護施設における虐待の種別と自立度や介護度との関係をみると、被虐待高齢者の認

知症の程度では「自立度Ⅳ/M」の場合、身体的虐待を受ける割合が高い。しかし、「認知症

がない/自立」は心理的虐待を受ける割合が高いことも明らかになっている。要介護度では、

要介護1以下では心理的虐待が50％を占めており、要介護2以下では身体的虐待は少ない。

寝たきり度 C23では身体的虐待を受ける割合が高く、心理的虐待を受ける割合は少なかった。

                                                   
20 養介護施設とは、高齢者虐待防止法において施設従事者による虐待防止の対象となる施設のことで、 老人福祉施設、

有料老人ホーム、地域密着型介護福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域包括支援センターをいう。 
21 平成 27 年度高齢者虐待対応状況調査結果概要からのデータである。 

22 2015 年介護労働実態調査による結果と比較している。 
23 寝たきり度は障害高齢者の日常生活自立度と言われ、ランク J（生活自立）、ランク A(準寝たきり)、ランク BC（寝

たきり）と判断される。判定基準は地域や施設等で、保健師らが何らかの障害を有する高齢者の日常生活自立度を客観

的かつ短時間で判定することを目的として作成した。 
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施設別では、認知症グループホーム・小規模多機能型居宅介護等では、「経済的虐待」が含

まれるケースが他の施設より低く、「心理的虐待」が含まれるケースが高い結果となってい

る。 

前述のとおり要介護度が高いと身体的虐待が多くなるが、グループホームは個室内での

介護が多くなることから、密室性も虐待や不適切ケアに結びつくと考えられる。 

 グループホームは、認知症高齢者を対象とした日常生活中心の支援をしていることから、

認知症に現れる BPSD（幻覚、妄想、徘徊、異食、暴言暴力等）の症状に振り回される可

能性が高い。認知症ケアにおいても、中枢症状より介護者が対応に苦慮する多くは BPSD

であると言われている。介護職員は認知症と理解していても、環境条件の違いや人間関係

等で急に周辺症状が出現したりすることもあり、常に細やかな対応をする必要があるため、

身体的・心理的負担が高く、それに伴い「心理的虐待」が起こる可能性も高いと考える。 

加えて、資格がないことや研修を受けていないことで認知症や虐待の理解やその対応が

できない介護職員が多数存在する可能性もある。その場合、介護職員の教育課程や施設の

研修等について現状を把握することが虐待防止との関係のうえで重要となる。 

 

３．高齢者虐待に関する社会的対応 

  

家庭や養介護施設での高齢者虐待が表面化したことにより、2005 年に高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が成立し、2006 年 4 月 1 日から施行された。 

 法の目的は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、高齢者 

の権利利益の擁護に資することであるとされている。虐待の種別は身体的虐待、介護世話 

の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待と定義された。加えて、虐待者として 

養介護施設の従事者（表 6 参照）と高齢者を擁護する養護者も含まれた。この法律では、 

養介護施設または養介護事業において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐 

待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに市町村に通報24しなければならな 

いことである。その影響もあり、虐待通報件数は年々増加している。 

 さらに、高齢者虐待の防止に向けた基本視点として、次の 6 点を挙げている。①発生予

防から虐待を受けた高齢者の生活の安定までの継続的な支援、②高齢者自身の意思の尊重、 

③虐待を未然に防ぐための積極的アプローチ、④虐待の早期発見・早期対応、⑤高齢者本

人とともに養護者を支援すること、⑥関係機関の連携・協力によるチーム対応である。 

 この 6 点のうち、特に本研究に密に関連することは、③⑤にあげられた虐待を未然に防 

ぐための積極的アプローチと高齢者本人と養護者を支援することである。 

 

 

 

                                                   

24 第 21 条 養護施設従事者等による高齢者虐待にかかる通報等で定められている。 
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表 1 虐待通報件数25      

 養介護施設従事者等（※１）によるもの 養護者（※２）によるもの 

 虐待判断件数(※3） 相談・通報件数(※4） 虐待判断件数(※3） 相談・通報件数(※4） 

2010 年度 96件 506件 16,668件 25,315件 

2014 年度 300 件 1,120件 15,739件 25,791件 

2015 年度 400 件 1,640件 15,976件 26,688件 

2014.2015 増減 108件(36.0%) 520件（46.4%） 237件(1.5%) 897件（3.5%） 

※1 介護老人福祉施設など養介護施設又は居宅サービス事業など養介護事業の業務に従事する者 

※2 高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等 

※3 調査対象年度（平成 27 年 4月 1 日から 28年 3月 31 日まで）に市町村等が虐待と判断した件数（施設従事者等に

よる虐待においては、都道府県と市町村が共同で調査・判断した事例及び都道府県が直接受理し判断した事例を含む。） 

※4 調査対象年度（同上）に市町村が相談・通報を受理した件 

出所：厚労省；平成 27 年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関

する調査結果   http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155598.html（2017.7.31） 

 

  

    

 図 1 養介護施設従事者・養護者における高齢者虐待の種別割合 

         

出所：厚労省；平成 27 年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関

する調査結果   http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155598.html（2017.7.31） 

 

 

表 2 施設別虐待割合 

施設 件数（％） 

特別養護老人ホーム 12（30.6） 

介護老人保健施設 37（ 9.1） 

                                                   
25 2014 年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果 

61.4 

12.9 
27.6 

2.4 
12 

66.6 

20.8 
41.1 

0.4 
20 

身体的虐待 介護放棄等 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待 

高齢者虐待種別の割合（％） 

介護職 養護者 
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介護療養型医療施設 6（ 1.5） 

認知症対応型共同生活介護 6（15.9） 

有料老人ホーム 85（20.9） 

  住宅型 39（ 9.6） 

  介護付き 46（11.3） 

小規模多機能型居宅介護等 7（ 1.7） 

軽費老人ホーム 3（ 0.7） 

養護老人ホーム 5（ 1.2） 

短期入所施設 19（ 4.7） 

訪問介護等 25（ 6.1） 

通所介護等 24（ 5.9） 

居宅介護支援事業 2（ 0.5） 

その他 5（ 1.2） 

計 408（100.0） 

出所：厚労省；平成 27 年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等 

に関する調査結果 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12304500-Roukenkyoku-Ninchishougyakutaibous 

hitaisakusuishinshitsu/0000155730.pdf（2018.6.4） 

 

第 2 節 認知症対応型グループホームの現状 

 

 ここでは、虐待につながる認知症高齢者の理解のために、まず初めに認知症に関する概

念の変遷と疾患の概要について整理する。次に、認知症対応型グループホームの歴史的変

遷と現状、そこに従事する介護職の教育課程について述べていく。 

 

１．認知症の概要と歴史 

  

認知症とは、一度正常に達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続的に低下し、

日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態をいい、それが意識障害のない時に

見られることをいう。ICD-1026による定義では「通常あるいは進行性の脳疾患によって生

じ、記憶、思考、見当識、理解、計算、学習、言語、判断等多数の高次脳機能の障害から

なる症候群」とされている。 

                                                   
26 疾病及び関連保健問題の国際統計分類：International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems（以下「ICD」と略）」とは、異なる国や地域から、異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な

記録、分析、解釈及び比較を行うため、世界保健機関憲章に基づき、世界保健機関（WHO）が作成した分類である。 

最新の分類は、ICDの第10回目の改訂版として、1990年の第43回世界保健総会において採択されたものであり、ICD-10

（1990 年版）と呼ばれている。（厚労省） 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12304500-Roukenkyoku-Ninchishougyakutaibous
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認知症の主な原因は、その種類によりさまざまであるが、多くはアルツハイマー型やレ

ビー小体型などのように、異常な蛋白質の産生や蓄積により脳細胞が死滅し、障害が起こ

ることに起因している。また、脳梗塞や脳出血など脳血管障害によって脳細胞が死滅する

ことでおこる認知症もある。 

認知症は、アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症

に分類され、認知症に似た症状を有する病気には正常圧水頭症、甲状腺機能低下症、ビタ

ミン欠乏症等がある。アルツハイマー型認知症が全体の 60％を占め、脳血管障害 20％、レ

ビー小体型 10％の割合である。男女比においてアルツハイマー型は女性、レビー小体型や

脳血管性は男性が多いと言われている。 

 認知症の中核症状は下記の図 2 にあるように、記憶障害、見当識障害、理解・判断力の

障害、実行力の障害が認められる。一方、周辺症状（BPSD）は、①知覚認識障害（幻覚）、

②思考内容障害（妄想）、③気分障害（うつや不安感無気力等）、④行動障害（暴力、徘徊、

不潔行為等）の行動の異常がみられると言われ、環境や心理状態、人間関係などが絡み合

って変化する。人によって様々な症状がみられることが特徴である。このBPSD（Behavioral 

and Psycho- logical Symptoms of Dementia）は 1996 年に国際老年精神医学会が認知症の

行動障害に関する合意会議を開催し、BPSD の定義、病因、臨床症状の記載、研究の方向

について議論がなされ、行動障害を BPSD という用語に代えて用いるべきと決定した

（2018:山口）27。 

認知症は、かつて「呆け（ぼけ）」「痴呆」と呼ばれており、新村（2003）の著書28では、

源氏物語に「ほけ人」「ほけほけ人」と認知機能が低下した高齢者と考えられる記述がある

との指摘がある。また、痴呆の語源29は 1872 年の「医語類聚」では「狂ノ一種」と訳され

ていた。明治の末期に我が国の精神医学の権威であった呉秀三氏により「狂」の文字を避

ける観点から「痴呆」を提唱し、それが徐々に一般化していったといわれている。 

福祉サービスが充実していない時代は、認知症になった高齢者の多くは自宅で介護を受

け過ごしていた。認知機能障害は記憶障害（ものわすれ）が中心である。特に周辺症状の

徘徊や暴力、幻覚等が顕著となると、他の精神病患者と同様に高齢者を家の中に閉じ込め

たり、手足を縛ったりして隔離状態にしていたと推測される。また、初期の特別養護老人

ホームは、認知症高齢者の対応ができず、医療・治療の対象として精神病院や老人病院へ

入院させたが、医師も認知症の原因はわからず専門的治療も行っていなかったと考えられ

る。1972 年に有吉佐和子の小説「恍惚の人」30が発表され、認知症の症状やその変化と介

護する家族の苦悩や恐怖、身体的・精神的負担が社会問題として大きく取り上げられ、日

本の近い将来を予測していると話題になった。1980 年代になり、特別養護老人ホームに認

知機能障害の高齢者が受け入れられることになった。また、介護福祉士資格がつくられた

                                                   
27 山口晴保（研究開発代表者）：BPSD の定義、その症状と発症要因、認知症ケア研究誌、2：1-16. 
28 新村拓著:痴呆老人の歴史 pp19-25 

29 厚労省:痴呆に替わる養護に関する検討会報告書から引用した。 
30 有吉佐和子著：恍惚の人、新潮社、1972. 翌年映画化もされた。 
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ことにより、介護の専門家が養成される時代となっていった。1990 年代は、宅老所や認知

症グループホームといった小規模で多機能な居場所づくりが全国に広がり始め、認知症グ

ループホームは 1997 年に制度化された。 

認知症高齢者のケアを語るとき、必ず出てくることは「身体抑制」である。認知症は、

徘徊や暴力、興奮状態となることも多く、ベッドや車いすからの転落や点滴を自分で抜く

こと、自らオムツを外し体やベッドが排泄物で汚染されること、他者との暴力沙汰を起こ

すなど自他ともに安全が脅かされ、危険な状況になるとの理由で身体抑制31が当然のごとく

行われていた。重度化するほど長期間抑制が続けられるようになった。そのようななかで

職員の教育を徹底し身体抑制を全廃したのが、上川病院32である。身体抑制を全廃した結果、

夜間よく眠るようになり、食事や排せつ等自立できる人も多くなったと言われている。そ

の後、抑制しない方法や抑制しない施設がケアの成果を出すにつれて、1999 年厚労省は身

体拘束禁止を打ち出した。 

2000 年には介護保険制度が創設され、養介護施設や訪問介護、デイサービス等の在宅サ

ービスなど多様な介護サービスが拡大されていった。 

 2004 年国際アルツハイマー病学会（京都）国際会議が開催され、当事者が自らの言葉で

意見を発表し話題となったが、厚労省は同年「痴呆症」を「認知症」と変更した。「痴呆」

という言葉は『愚か（頭の働きが悪い・劣っている）』『ぼんやり』の意味をもっており、

これらは侮辱的な表現であり、本人や家族に恥ずかしい病気であるとの認識を植え付け、

社会的にもマイナスイメージが浸透し、その結果、当事者や家族を差別する等の問題が大

きくなったことが用語の変更された理由と考えられる。団塊の世代が後期高齢者となる

2025 年には、「認知症」は増加することが予測されていることから、国は「認知症の人の意

思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることがで

きる社会を実現する」ことを目的に、2015 年新オレンジプラン33と呼ばれる認知症施策推

進総合戦略を策定している。 

 認知症に関する歴史の中で先述したように、認知症に対する対応は時代により変化して

きた。現在、認知症は中核症状と周辺症状に区別され、適切な治療と対応によってこれま

で対応が困難と考えられていた徘徊や興奮、暴力、幻覚等の周辺症状が改善できると理解

されるようになった。そのケアが推進されるためには保健医療福祉の専門家だけではなく、

多くの一般市民への啓発活動がより重要となっている。 

認知症という病気を理解する事、認知症高齢者への対応方法、さらに地域で認知症の当

事者とその家族を支援する体制つくりを構築していくことが必要とされている。そのため

                                                   
31 転落徘徊予防もためにベッドや車いす等に体幹や四肢をひもで縛る、点滴や経管栄養のチューブを抜かないようにミ

トンで手を覆う、オムツを外さないためにつなぎの服を着せる等を言う。 
32 高齢者医療を専門とする病院で、1986 年から抑制禁止運動に取り組んだ。 
33 7 つの柱に沿ってすすめる。①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進②認知症の容態に応じた適時・適切

な医療・介護などの提供③若年性認知症施策の強化④認知症の人の介護者への支援⑤認知症の人を含む高齢者にやさし

い地域づくりの推進⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデルなどの研究開発およ

びその成果の普及の推進⑦認知症の人やその家族の視点の重視であった。 
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には、介護保険制度によるサービスの充実や介護職員の専門性を高め、認知症高齢者のケ

アを充実していくことが重要である。特に認知症グループホームは、地域密着型のサービ

スとして認知症高齢者のケアを専門的に行っている施設であることからも、今後その役割

に対する期待は大きいといえる。 

 

図 2 認知症の症状－中核症状と周辺症状 

   

 

 

 

 

２．日本における認知症グループホームの現状 

 

1）認知症グループホームの誕生の経緯 

 認知症グループホームは、1985 年にスウェーデンで始まった試みであり、精神科医バル

ブロ・ベック・フリス34氏が民家を改造した小規模で家庭的な生活環境の下、介護者と認知

症高齢者との共同生活を始めたのが発祥と言われている。認知症高齢者ケアの実践と認知

症グループホームの成果は社会的に評価され、日本の認知症グループホームの基礎となっ

た。 

スウェーデンでの取り組みがなされていた同時期に、日本でも独自の活動がでてきてい

る。その発祥に関しては研究者によってまちまちであるが、その時点の宅老所は行政の制

度に則っていないため定義自体も定まっていない。山井35（2004）は民家などを改造して高

齢者が落ち着いて滞在できる場所を指すと説明している。加えて宅老所は住民やボランテ

ィア、福祉施設の元職員が集まって自然発生的に始めることが多いとも述べている。 

                                                   
34 バルブロ・ベック・フリスは、現在、認知症緩和ケア教育の専門機関であるスウェーデン王立財団シルヴィアホーム

の最高責任者として、医師や看護職への指導にあたっている。 
35.山井和則著（2004）：改訂版グループホームの基礎知識、リヨン社．p179 

出所：厚労省政策レポート「認知症を理解する」から抜粋した 

http://www.mhlw.go.jp/seisaku/19.html 
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1987 年に宅老所としてスタートした我が国の認知症グループホームの先駆けとなる小規

模多機能型老人ホームに取り組んだのは、島根県出雲市のことぶき園と言われている。ま

た、小笠原36（2003）は、グループホームの取り組みの始まりを 1986 年八戸市「紬の家」

などの民間人の努力によってつくられた無認可の小規模施設であると指摘している。林37

（2016）は文献研究から、制度化される前には「愛の郷・フランシスコの家」（福島）、「元

気な亀さん」（埼玉）、前出の紬の家等で実践の動きがあったと説明しており、高齢化が進

む日本各地において、地域で生活する高齢者、特に一人暮らしや認知症高齢者の介護に必

要な施設として宅老所等が開設されてきたと思われる。 

その他に、1991 年福岡県の宅老所「よりあい」が伝照寺において、一人暮らしの認知症

高齢者の居場所を作ることを目的に始まっている。また、山井38（2004）は、宅老所につい

て県をあげて取り組んだ自治体は宮城県であると述べている。 

1990 年代までは介護保険制度創設前であるが、民間人や自治体が将来の高齢社会や認知

症ケアへの対応策を先駆的に検討、実践していた時期であるといえる。こうした実例は、

認知症ケアに携わる多くの実践者の注目を集め、徐々に社会へ浸透していくこととなる。 

 2000 年から施行された介護保険制度において、それまでの認知症グループホームや宅老

所39の一部は、居宅サービスの一つである認知症対応型共同生活介護事業（認知症対応型グ

ループホーム）とし再てスタートした。当初の対象者はコミュニケーション能力が維持さ

れている軽度から中度までの認知症要介護者であったが、入居期間が長くなり、認知症の

進行等によって、看取りや医療ニーズの必要性が生じてきた。2006 年の介護保険制度の改

正40によって、中重度の認知症高齢者もできるだけ住み慣れた地域での生活が継続できるよ

うなサービス体系として、地域密着型サービスに位置付けられた。 

 「地域密着型サービス」41とは、要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため、地域

の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう創設されたサービスである。

住み慣れた地域で生活することを基本としており、事業者が所在する市町村に居住する高

齢者が対象となっている。このため、認知症グループホームの入居者と介護職は、地域の

行事やイベントといったさまざまな活動に参加・協力し、地域住民との密な連携を図るこ

とが求められる様になった。また、地域の住民が参加する認知症グループホームの運営推

進会議も実施されており、認知症グループホームを運営する事業所や管理者、介護職員お

よび入居者は、常に地域住民から注目されることになった。 

                                                   
36 小笠原祐次編（2003）：今、なぜ痴呆症にグループホームか スウェーデンからのメッセージ、筒井書房.p6 

37 林和秀：認知症グループホームの光と影‐文献から読み解く課題と可能性‐コミュニティ福祉学研究科紀要 第 14

号（2016）103-110 

38 山井和則著（2004）：改訂版グループホームの基礎知識、リヨン社、p181 
39 現在は宅幼老所（地域共生型サービス）が多くなっている。高齢者も子供も障害者も一人ひとりの生活リズムに合わ

せて柔軟なサービスを行うことで、地域で家族のように生活できる施設として、全国で展開している。 

40 介護保険制度は施行時 5 年後をめどに必要な見直しを行うとされており、2006 年では「制度の持続可能性」「明る

く活力のある超高齢社会の構築」「社会保障の総合化」を基本的視点として見直された。その後 3 年を 1 期として見直し

をしている。 
41 グループホームを監督する監督する権限が都道府県から市町村に移譲された。 
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2）認知症グループホームの基礎知識（山井：2004 を参考）42 

 ①グループホームの規定 

介護保険制度では「認知症対応型共同生活介護」とされ、次のように規定されている。 

  「共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで入浴、排せつ、 

食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者がそ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければな

らない」（2006 年 3 月 24 日厚生省令第 34 号第 89 条） 

  この規定で重要なことは、「家庭的な環境下で共同生活を行いその人の能力に応じた自 

立した生活を営む」ことである。認知症高齢者は、自分という存在を失っていく不安を 

抱えながら生活していくことになる。また、環境の変化に適応しにくい状況となり、さ 

らに、できないことが多くなり、不安や恐怖が増強する。そのような認知症高齢者が家 

で生活するような環境で、その人ができることを生活の中に見出していく。そうするこ 

とで安心して穏やかな生活ができることになる。介護職は安心して穏やかで、その人な 

りに自立した生活を支援する重要な役割をもつ。 

 ②認知症グループホームの施設形態 

  認知症グループホームは 3 つの形態がある。 

 【併設型】病院や老人保健施設、特別養護老人ホームなどに併設された形で開設された

施設。入居者の多くは「親施設」「本体施設」から移動してきた高齢者が多い。認知

症の症状が進む中で在宅復帰が困難な場合に選択される。医療的な処置や看取りの

対応等にメリットがある。 

 【単独型】民家や一戸建ての家を新築・改築して、9 人の高齢者とスタッフが共同生活す

る。大型規模施設にない、普通の街並みの大きな家という感覚が特徴である。地域

との触れ合いも多くなる。 

 【合築型】マンションのワンフロアやオフィス、元社員寮など、ビルの一角を「グルー

プホーム」として独立・設置している。 

 ③認知症グループホームの介護保険制度上の設置基準43 

  市町村から指定を受けるためには、人員基準、設備基準、立地基準、運営基準の 4 つ 

を満たすことが必要である。 

  入所対象者44：認知症でかつ要介護 1 以上の高齢者 

  要員体制：入所者 3 人に対して 1 人の介護職員を配置する。夜間は利用者の人数に 

関係なく常時 1 名を配置する。1 ユニットは 9 人で、1 事業所は 2 ユニットまで併設

が可能である。職員のうち常勤管理者は 3 年以上の認知症介護の経験が必要となる。

                                                   
42 山井和則著（2004）：改訂版グループホームの基礎知識、リヨン社 
43 草地真（2011）：グループホームをはじめよう！、ぱる出版．ｐ73-95 
44 要支援 2 の高齢者は介護予防サービスの類型である「介護予防型認知症対応型共同生活介護」を利用することがで

きる。要支援１は利用できない。 
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計画担当者や代表者の配置が必須となる。 

  設備：個室45を原則とする。共用施設は玄関、外周、リビング、キッチン、ダイニング、

浴室等である。居室の面積は、7.4m2（和室であれば 4.5 畳）以上とされている。 

   居間、食堂、台所はユニット毎に専用設備とする。 

  立地46条件：特養や老健47との併設型を除き、住宅地の中に設置することが求められる。 

  

以上の認知症グループホームの設置基準は、入居者にとって生活の場としての空間

であるが、その反面、スタッフにとっては「労働の場」である。この二つが同一の建

物内・空間に存在している。スタッフが休憩や当直をする空間、施設を管理するため

の事務作業する空間は、労働者にとって必要である。しかし、その空間が狭く休憩が

しづらい状況であったり、休憩中も入居者の言動が聞こえたり、場所を確保すること

さえ困難な施設もあると考えられる。それによって、労働の意欲や身体的・精神的疲

労が多くなり、介護職のストレスにつながる可能性も考えられる。 

   

3）日本の認知症グループホームの現状 

 認知症グループホーム数48は、介護保険制度が開始された 2000 年は 790 事業所、2001

年では 1,493 事業所と 1 年間で 2 倍に増加している。2005 年では 7,604 事業所と 5 年間 

で約 10 倍にまで増加している。認知症高齢者の増加に伴い施設が多くなることは必然であ 

るが、小規模施設であり入居者も介護職員も少ないことや、既存の建物をリフォームして 

運営することが可能なこと等から、一気に増加していったと推察される。 

2015 年度介護サービス施設・事業所調査49では、10 月現在 13,003 事業所が登録されて 

おり、前年比 3.9％増加し、利用者数は 184,500（平成 26 年度）人となっている。2010 年

認知症グループホームの実態調査事業報告50では、定員「16～20 人」の事業所が 49.8％、

「6～10 名」の事業所が 40.8％、定員充足率は 95％以上が 82.4％であった。グループホー

ムの事業主は営利法人 53.1％、社会福祉法人 24.1％、医療法人 17.0％となっている。1 ユ

ニットで運営しているのは、特定非営利活動法人 63.4％、地方公共団体 84.6％であり、2

ユニットが多いのは、営利法人で 64.0％、医療法人が 59.6％を占めていた。 

入居者は（図 3.4 参照）、女性 81.8％、男性 17.8％、平均年齢女性 85.4 歳、男性 82.4 歳 

であった。入居期間平均 3.0 年、要介護４は平均 3.5 年、要介護 5 は平均 4.4 年で要介護 4

以上の入居年数は長くなっている。要介護度別は、要介護 3 は 29.4％、要介護 2 は 25.1％、

要介護 1 は 17.9％、合わせて 70％以上を占めており、要介護度から見ると動ける認知症高

                                                   
45 プライベート空間は重要とされている。自分の部屋であることがわかる工夫をするために表札や目印を工夫する。 
46 住み慣れた街で地域との触れ合いを保てることを考えると、商店街や商業施設、公共交通機関が利用しやすく、医療

機関を含めたサポート体制が整っている場所であることが必要とされている。 

47 特別養護老人ホームと老人保健施設の略である。 
48 独立行政法人福祉医療機構（WAM NET）による調査データ 

49 厚生労働省：平成 27 年度介護サービス施設・事業所調査の概要 
50 認知症グループホーム協会：認知症グループホームの実態調査事業報告書 
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齢者が入所対象となっている。入居者の在宅復帰率は可能性なしが 81.1％であり、終の棲

家となっているのが現状である。 

 

図 3 図 4 認知症グループホームの入居者の性別と年齢 

     

                              

   

  出所：日本認知症グループホーム協会；認知症グループホームの実態調査事業報告書 

 http://ghkyo.or.jp/news/wp-content/uploads/2017/02/chousakenkyuujigyouhoukoku-20100730-02.pdf（2017.6.10） 

 

認知症グループホームの課題について、上田51（2008）は、入居者が重度化し医療が必

要になった場合や看取りが必要になった場合等、認知症グループホームの方針や条件に

あわない時には退去させる問題があると指摘する。また、判断能力の落ちた入居者に代

わって権利擁護していくことや、地域といかに連携して運営していくか、介護職員の人

手不足等と言った多様な課題があると述べている。 

介護保険制度が開始されて以後、認知症グループホームの入居者は入居年数が長くな

り、高齢化が進むことによって介護度も重度化している。在宅復帰率は低く看取りも行

われている。 

                                                   
51 山井和則監修 上田理人著（2008）：改訂新版 グループホームの基礎知識、リヨン社．p33‐35 
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入居者の重度化によりそこに働く介護職員の負担も増えていると考えられる。認知症

グループホームに従事する介護職52の約 50%は、職員数は不足していると回答している。

介護職員は、ホームヘルパー2 級が約 60%を占めており専門的資格のない介護職も多い。

小規模施設であり職員数は限られており、外部研修を受ける機会が少ない可能性は高い。

それに加えて重度の認知症高齢者への対応も負担が大きいのに対し、夜勤はほぼ 1 人で

あり、入居者の急変を気にかけながら，他の入居者への対応も行うため、精神的負担は

大きいと思われる。 

 

３．認知症グループホームの介護職 

  

2010 年グループホームの実態調査事業報告53において、80%以上の常勤職員が雇用され

ている事業所は約 50％であった。介護職員の資格保有については、介護福祉士資格者は

32.9％、看護師資格者は 2.3%、准看護師は 1.9％であった。 

 介護福祉士の割合を法人格別にみると、「NPO 法人・その他」が 41.3％と多く、次いで

社会福祉法人の 39.9%であった。正規職員は全体で 65.8％、株式会社・有限会社が 69.0%、

医療法人は 68.5％であった。 

 入居者一人当たり介護職員は「0.6～0.8 人」（33.8％の事業所）が最も多く、「0.8～1.0

人」（28.5％の事業所）が次いで多く、他の入所施設に比べて比較的手厚い職員配置になっ

ている。夜間に関しては、1 ユニットに 1 人配置が 96.8％、2 ユニットで 2 人配置が 83.5％

であり、規定通りに配置されている事業所が多い。しかし、2 ユニットでの 1 人配置は 16.5％

あり、約 20 名の認知症高齢者を一人で夜間対応している事業所もある。 

 介護職の平均年齢は 43.3 歳。事業所ごとの職員の平均年齢は、40 歳代が 60.4％、50 歳

代が 24％と比較的高い年齢構成であった。常勤職員の平均年齢は 30 歳代が 24％であり、

介護職全体と比較すると若い世代が多い。非常勤職員のみで平均年齢をみると 60 歳以上を

占める事業所は 16.6％であった。職員男女比は、女性は 83.1％、男性 16.5％と圧倒的に女

性が多い。男性のうち 24.8％が管理職であった。他の職務と兼務なしの介護職は 81.6％で

あった。 

 夜勤回数の平均は月あたり 3.9 回で、「5～8 回」が 47.4％と最も多かった。夜勤専門職員

を雇用している施設もあり、全体の 23.4％であった。常勤者の夜勤平均回数は 4.2 回と多

く、非常勤は「なし」が 55.1％であった。また、養介護施設の中で小規模多機能施設や認

知症グループホームはすべて 2交替夜勤54であった。2交替夜勤は 16時間以上勤務が 77.8％

と最も多く、夜勤帯が終わったあとも続けて勤務をしている。 

 職員の離職状況について、常勤換算職員数に対する離職者割合は、職員全体において常

                                                   
52 認知症グループホーム協会：認知症グループホームの実態調査事業報告書調査 
53 認知症グループホーム協会：認知症グループホームの実態調査事業報告書 
54 このデータは 2013 年介護施設夜勤実態調査結果である。 
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勤職員は 13.1％、非常勤職員は 7.3％、法人格別では常勤職員で株式会社・有限会社が 16.2％

であった。非常勤職員では NPO 法人・その他が 11.7％であった。また、介護職員全体調査

55では、1 年未満の離職率は 40%を超える高い離職率を示している。 

認知症グループホーム介護職における離職者の再就職先は無職が 19.7％と最も多く、そ

の他の職業は 13.2％で、離職者の 30%以上が介護職として再就業していない。 

職務満足度は「まあ満足している・大変満足している」が合わせて約 75％、「あまり満足

していない・全く満足していない」を合わせて 23.5％であり、概ね職務満足度は良好であ

るが、不満足が 1/4 存在している。賃金満足度は同様に 78.3％が満足していると答え、不

満足は約 15％であった。ストレス・疲労は「良くある・時々ある」が合わせて 92.5％であ

り、身体的・精神的負担が大きいことを示している。 

 常勤換算職員数に対する認知症介護実践者研修の修了者割合をみると、全体では 24.9％

と少ない。また、認知症介護実践リーダー研修は全体の 5.3%にとどまっている。 

 以上の認知症グループホームで働く介護職員の現状をみると、介護職員は小規模で家庭

的な生活環境で、入居者一人につき介護職員が 0.8 人と概ね 1 対 1 で、他施設と比較する

と比較的手厚い介護ができており、少人数で認知症高齢者の生活を支えている。職務満足

度において認知症グループホームの介護職員は 75％が満足と回答していることから、仕事

に対してやりがいを持って働いている職員が多いことがわかる。離職率も 13.1％と全産業

の平均離職率56約 15%と比較しても、高い離職率とは言えず、認知症グループホームの介護

という仕事に充実感を持っていると思われる。一方、離職後、介護職に再就職しない人が

30%存在すること、また非常勤職員の離職率が高いことから、認知症グループホームが持つ

特有の問題があるとも考えられる。その理由として、入居者は全員認知症であり、認知症

の症状や周辺症状における行動が多様であり、また日によって個々に違うこと等、認知症

を理解することがかなり難しい。そのような高齢者の変化が予測できず、入居者の生活を

支えることが負担となることで身体的・精神的ストレスが高くなると推測できる。夜勤を

含む 16 時間以上の勤務をしている場合が 70％以上であること。そして夜勤はほぼ 1 人で、

急変や異常事態を予測しながらの勤務をおこなう身体的・精神的疲労は図り知れない。 

介護職に若い世代が多い場合は、人生経験や社会経験が少なく、多様な対応が困難とな

ることも考えられる。さらに、認知症介護実践者研修57は 25%程度の受講にとどまっており、

認知症の理解が進んでいない場合は、対応に苦慮する可能性がある。 

認知症グループホームに入居する高齢者は、それまでの個々の生活や習慣を背景として

入居してくる。高齢者であることから一般的に加齢に伴う身体的変化もある。それに加え

て、認知症によって個別に様々な症状が出現することからも、それに伴う生活状況が目ま

                                                   
55 2015 年介護労働実態調査結果であり、訪問介護職員と介護職員合わせての離職率である。 
56 2015 年厚労省：雇用動向調査の結果である。 

57 実際に介護現場で働く介護職員を対象とし、実践的な認知症介護の知識や技術を習得する。研修の主催者は各都道府

県や政令指定都市で、研修は自治体によって年数回～20 回開催されている。認知症に関わる施設などでは、認知症介護

実践者研修の修了者を配置する義務がある。 
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ぐるしく変化すると考えられる。そのような状態、状況を受け止め日々の介護を行う介護

職の負担は大きいと言える。既存の調査では、ほとんどの介護職がストレス・疲労がある

と回答していることから、介護職の身体的・精神的負担は大きく、ストレス・疲労の改善

が必須であると言える。 

 

第 3 節 介護職の教育、就労状況 

  

 第 2 節では先行研究や調査を参考に、認知症グループホームに従事する介護職の現状や 

課題を明らかとしてきた。本節では介護福祉士の創設の経緯と養成施設・実務経験による 2 

つの養成ルートに関するカリキュラム等について整理し、教育時間、教育内容と介護職が 

虐待や不適切ケアを起こす可能性と問題点の関係性について考察していく。 

 

１．介護福祉士創設の経緯と定義について 

  

介護福祉士が創設された社会的要因について、相澤58は（1990）人口構造の変化と家族機

能の脆弱化にあると説明している。我が国は 1970 年に高齢化社会へ突入したが、高齢化の

スピードが諸外国に比して速いことが、高齢者問題と介護体制問題をクローズアップさせ

たと述べている。核家族化が進むことで家族機能が低下し、家族介護が困難な状況を予測

したからである。 

和田59は（2005）、介護福祉士の資格化について、『介護職を資格化しえるほどに必要な知

識や技術の教育、研究の十分な蓄積があったわけではない。急激な高齢化と介護の社会化

における介護需要の増加によって、介護マンパワーの質・量の両面における確保のための

政策展開として資格化された』と述べている。 

介護職の専門性（和田60：2005）については、社会福祉士及び介護福祉士法の制定 2 年

前から検討61されおり、専門性について、①介護の対象は、在宅や施設での高齢者が考えら

れていること。②社会福祉に携わる者として必要な倫理性を有すること。③内容には家政

学や社会福祉、リハビリテーション、医療関係者とチームを組めるような教養が必要であ

ること。④ 介護は自立を促す方向にあること。⑤援助は創意工夫を必要とすること。⑥ 専

門分化したものではなく総合的な専門性であることの 6 つの要素が含まれるとする。また、

これらの基本的な考え方が、介護福祉士養成施設の教育カリキュラムに反映されたとも述

べている。この 6 つの要素は、1970 年代末に難病の在宅ケアチームによって、ホームヘル

                                                   
58 相澤譲治（1990）：社会福祉士および介護福祉士成立の背景と課題〔Ⅰ〕‐本福祉法成立の社会的背景‐、平安女学

院短期大学紀要、21、48-55． 
59 和田幸子（2005）：介護福祉士の専門性を高めるために、大阪城南女子短期大学研究紀要、39、89-102. 

60 59 同掲載。p91 
61 日本学術会議社会福祉・社会保障研究連絡委員会報告で「社会福祉におけるケアワーカー（介護職員）の専門性と資

格制度について（意見）」が 1987 年 2 月に出された。 
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プの専門性が始めて明らかにされたことに系譜を持つ。その専門性とは①日常の家事・介

護を通じた自立促進、②利用者の心身と生活を総合的にとらえる力の 2 つに大別できたと

述べている。さらに、ホームヘルプのなかでも基幹的な役割を果たす職員には、専門性が

不可欠と認めたことが介護福祉士の法制化に結び付いたと結論づけている。 

 このような議論を踏まえて「社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30 号）」は 

1987 年 5 月 26 日公布され、1988 年から資格制度が開始された。 

介護福祉士は、同法に基づく名称独占の国家資格であり、「介護福祉士の名称を用いて、

専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営む

のに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に

対して介護に関する指導を行うことを業とするものをいう。」と定義62された。 

介護福祉士は日本の急激な高齢化と、核家族化による家族介護の機能低下を背景に介護

の社会化を目的に資格化された職業と言える。 

その後、介護保険制度の創設や介護福祉のニーズの多様化・高度化に対応し、2007 年に

法改正された。改正のポイントとして、義務規定の見直として「誠実義務」と「資質向上

の責務」が加わり，他職種との「連携」の規定が見直された。 

 

２．介護福祉士の教育課程 

1）介護福祉士の資格取得ルート 

  介護福祉士の資格取得ルートは複数ある。以下の図 5 に示す。 

 

 

出所：厚労省；介護福祉士養成教育の直面する課題 （図は河野が改変した） 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065767.pdf（2017.7.31） 

図 6 介護福祉士養成施設入学者数の推移（人） 

                                                   
62 2007 年に改正され、心身の状況に応じた介護（喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、

医師の指示の下に行われるもの（厚生労働省令で定めるものに限る。）を含む。）を行い、並びにその者及びその介護者

に対して介護に関する指導を行うこととされた。 

図 5 介護福祉士の資格取得ルート 

 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065767.pdf（2017.7.31
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出所：厚労省；介護福祉士養成教育の直面する課題（図は河野が改変した） 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065767.pdf（2017.7.31） 

 

 資格取得ルート（図 5 参照）は、養成校ルートと実務経験者ルートに大きく分かれてい

る（福祉系高校ルートは除く）。養成施設は大学、短期大学、専門学校と多様で、2016 年

度までは養成施設を卒業すると国家資格が与えられた。当初、養成施設は将来の介護ニー

ズの増大に適合したことで増加し、毎年多くの介護福祉士資格を取得した若い世代が介護

の現場に従事していった。小林63（2015）は、多数養成された介護福祉士が多くいたこと

によって、介護保険制度がスムーズにスタートしたと述べている。しかし、2006 年をピー

クに養成校の入学者は定員割れとなり、2008 年に大手事業者が全国規模の不正問題64を起

こしたことも敬遠される材料となり、さらに入学者の定員割れが進んだと言われている。

それに加えて、介護保険報酬が減額されたことで、介護職員の報酬の低さと報酬に見合わ

ない過酷な労働が問題となり、進学希望者が減少したとされている。ちなみに養成校の定

員と入学者について（図 6 参照）、2006 年度の定員が 26,800 人であったのに対して、入

学者は 19,200 人だったが、2016 年度は定員枠が 16,700 人（377 校）に対して、入学者

は約 7,700 人にとどまり、この 10 年間で入学者は 50％以下になっている。 

 実務経験者コースは、3 年以上の介護等の業務に関する実務経験及び、都道府県知事が

指定する実務者研修等（2016 年度から開始）における必要な知識及び技能の修得を経た後

に、国家試験に合格して資格を取得する方法である。厚労省によると 2016 年度の介護福

祉士登録者数のうち国家試験ルート（実務経験者）数は約 77,000 人、養成校ルートは約

                                                   
63 小林千恵子（2005）：介護福祉士養成教育における教育カリキュラムの評価について、地域ケアリング、17（8）、37-42. 
64 コムスン事件として語られている。訪問介護最大手として全国展開していたが、介護報酬の不正請求や違法な指定申

請が発覚し厚労省の処分を受けた。 

2006年 2008年 2010年 2013年 

入学定員 26855 25407 20842 18861

養成施設数（学科数） 409 434 396 378

離職者入学者数 0 0 3926 2709

一般入学者数 19289 11638 11845 10381
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8,700 人と、約 8 倍の開きとなっている。実務経験者コースは、教育時間が短いことから、

養成校を卒業した介護福祉士に比べて専門的知識の乏しい介護福祉士であるとも言える。 

厚労省の事業所調査によると、福祉の現場に働く介護職員のうち介護福祉士有資格者は

2007 年では 28.6％、2012 年では 37.6％に過ぎない。小林65（2015）によると、当初国は

養成施設で教育することを基本とし、専門職に位置づけしていたが、人材不足を考慮し、

速成教育として、実務経験者コースを認めたと指摘している。介護福祉士でさえも、教育

時間が十分とは言えない状況にあるのに、60%強の介護職員は、国家資格を未習得である

状況からみると、福祉現場で働く介護職員の多くは、介護に関する専門性に欠けていると

言えるのではないだろうか。。 

 

2）介護福祉士養成課程（表 3、図 7 参照） 

 介護福祉士養成課程のカリキュラムと授業時間数は開始以来 2 回カリキュラム改正を行 

っている。 

水上（2007）66は、資格創設時の 1987 年と介護保険制度施行後の 2000 年以後では、

教育が内容的に67大きな変化があると述べている。1 回目の改正においては、「老人福祉

論」、「家政学概論」、「医学一般」、「介護技術」、「形態別介護技術」、「実習指導」を 30 時

間ずつ増やし教育時間数は 1,500 時間から 1,650 時間になった。 

  その後、介護保険制度の改正や障害者自立支援法の施行に伴い、高齢者介護や障害者

福祉を取り巻く状況が変化し、対象者の介護ニーズが多様化・複雑化した結果、2009 年

に介護福祉士養成カリキュラムは 2 回目の改正（表 3 参照）68を迎えている。その特徴は、

①その基盤となる教養や倫理的態度の涵養に資する「人間と社会」、②尊厳の保持、自立

支援の考え方を踏まえ、生活を支えるための「介護、」③多職種協働や適切な介護の提供

に必要な根拠としての「こころとからだのしくみ」の 3 領域にカリキュラムを再編成し、

教育時間は 1,800 時間に拡充した。より専門性の向上を目指し、実践を重視した改正と

言われ、「求められる介護福祉士像」12 項目を養成の目標とした。 

  このカリキュラム改正によって、介護の実践とその必要性を理論的に学び、実践に結

び付け、実習を通して習得していくことで、介護がより専門的な教育へなっていったと

考える。また、介護職員の教育内容が専門性を高めていくことで、介護職の知識と技術

が向上し、人権を尊重した介護ができる可能性が強くなった。 

他方、実務経験者ルートの教育も改正が行われている。2009 年の改正では、実務経験

者は 3 年以上の介護職実務経験と厚生労働大臣指定の 600 時間課程を修了しなければな

らなくなった。さらに、2016 年度から実務経験者を対象とした 450 時間以上の実務者研

修が追加され、受講修了者のみ国家試験を受験できるようになった。 

                                                   
65 小林千恵子（2015）：介護福祉士養成教育における教育カリキュラムの評価について、地域ケアリング、17（8）、37-42. 

66 水上幸代（2007）：介護福祉士養成教育の課題－国家資格化を省みて－、社会関係研究、13（1）、75-104. 

67 水上は、2007 年の時点で改正案を基に比較して述べている。 
68 田中愽一（2010）：実務経験者ルート資格取得課程の概要と課題、地域ケアリング、12（4）、28-32. 
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教育時間が短い実務経験者ルートに 600 時間の課程や 450 時間の研修を導入したこと

は、介護職員の質を高める意義があると一定の評価はできる。しかし、実務経験の対象

者は福祉や介護の現場で働いているため、教育手段は通信教育が中心とならざるを得な

い。通信教育の問題は、1 人で学習を進めることになり、仕事や家庭の負担が大きな中で、

教育を続けていく点にある。印刷物や放送メディア、スクーリング等で学びを深めてい

くことは可能である。しかし、関連する多職種との連携、介護展開過程や的確な記録、

制度の理解、チームとして実践する組織管理、倫理の知識等に対して何処まで質が保証

されるのかについては不安が残る。 

               

 表 3 介護福祉士養成施設等の教育内容69（表は河野が改変した） 

 教育内容 時間数 備考 

基礎分野 人間とその生活の理解 120 専門分野の基礎となる内容。人権の尊重に関することを含む 

 社会福祉概論（講義） 60 年金、医療保険、公的扶助、介護保険の概論を含む 

専門分野 老人福祉論（講義） 60 介護保険法に関することを含む 

障害者福祉論（講義） 30  

リハビリテーション論（講義） 30 日常生活の自立支援、生活能力の維持向上の支援を中心とする 

社会福祉援助技術（講義） 30 介護保険を規定する居宅・施設サービス計画に関することを含む 

社会福祉援助技術演習（演習） 30  

レクリエーション活動援助法 60 （演習） 

老人・障害者の心理（講義） 60  

家政学概論（講義） 60 老人・障害者とその家族の改定生活の支援に必要な栄養、調理、被

服、住居の基礎知識 

家政学実習（演習） 90  

医学一般（講義） 90 介護に必要な人体の構造と機能、公衆衛生知識、医事法規 

精神保健（講義） 30 精神障害者の福祉に関すること 

介護概論（講義） 60 保健医療等他分野との連携、職業倫理、人権の尊重に関すること 

介護技術（演習） 150 コミュニケーション技法、住宅設備機器、福祉容疑の活用法を含む 

形態別介護技術（演習） 150 知的障害者、精神障害者の介護、居宅における介護に関すること 

介護実習（実習） 450  

介護実習指導（演習） 90 事例研究を含む 

合計  1,650  

            

図 7 求められる介護福祉士像  

                                                   
69 水上（2007）の資料から抜粋した。 
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出所：厚労省；介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて（図は河野が改変した） 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000188572.pdf（2018.5.4） 

 

３．介護職の人材確保の課題 

   

介護福祉士の教育課程が充実してきた反面、人材確保については課題が残されている。 

  まず、介護職員数の確保に関する課題である。介護職員数の推移70については、2000

年 54.9 万人、2015 年 183.1 万人と、15 年間で約 3.3 倍に増加している。そのうち入所

施設等で働く介護職員が約 50%を占めている。2007 年から 2025 年にかけて、生産年齢

人口は 15％減少し、労働力人口も 5～13％程度減少すると見込まれる。現行サービス水

準を維持・改善しようとする場合、介護職員数は、倍以上に増やす必要があると見込ま

れている。厚労省の福祉人材確保対策検討委員会71では、2025 年に向け、毎年 6.8~7.7

万人の介護人材を確保する必要があり、2025 年には最大 250 万人の介護職を確保する必

要があると推計している。 

しかし、現行の働き方をみていると、介護職員が量的に確保出来るかについては、簡

単に物事が進むとは言い切れない現状がある。介護職員の確保に対する不安材料として、

最も大きな課題は非正規職員の離職率の高さである。施設の介護職員の 41％は非正規職

員であり、非正規職員の離職率は 21.3％と報告されている。介護労働安全センターの労

                                                   
70 厚労省：介護人材確保の参考資料のデータ。 

71 厚労省は 2014 年に第 1 回の検討会を開催しており、介護人材の確保が議題となっているデータである。 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000188572.pdf（2018.5.4
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働実態調査72によると、2014 年から 1 年間の介護職員の離職率は 17.6％、そのうち１年

未満の離職率は 41.6％であり、充足したくとも採用困難と回答する事業所が 70％以上あ

ると報告されている。 

2 点目は、潜在介護福祉士が多いことである。介護福祉士の登録者数73は、1989 年の

2,631 人から、2000 年には 10 万人を超え、年々増加し 2012 年には 100 万人を超え、2016

年現在では 149 万人となっている。そのうち介護職としての従事者率は 60％程度であり、

その他は介護等に従事していない潜在介護福祉士となっている。そのうち将来的に条件

があえば、約 50%が福祉や介護分野への復帰意向を示している74が、その場合、長期に介

護業務から離れているため、新しい制度や仕組みの変化に対応できないことが考えられ

る。復職のためには、復職のための相談機関や研修等を検討することが必要と考える。 

3 点目は、養成施設の減少である。介護福祉士養成施設の入学者が減少するということ

は、介護福祉士として専門的教育を受けた人材が減少することにつながる。実務経験者か

ら国家資格を得る介護福祉士は増加しているが、専門職としての基礎的な知識は養成施設

出身者に比べて豊富とは言えず、今後ますます多様化していく高齢者を取り巻く状況や制

度等への対応力は不足するのではないかと考える。質を高めていくためには、キャリアア

ップできる仕組みや研修の整備が必要である。 

4 点目は、賃金や待遇の低さ、労働条件等の整備不足75である。介護報酬等の改定によ

り、多少は賃金が上昇したと思われる。しかし、医療福祉分野における他職種と比較する

と賃金水準は低い傾向にある。仕事内容の割に賃金が低いと思っている介護職は 50%程度

76いる。また、休暇や有給休暇が取りにくいと思っている介護職が 30~40%いる。このこ

とは、継続して就労できる物理的・人的環境等の労働条件を整備していく必要があり、整

備することによって介護職の身体的・精神的負担を軽減することが重要と考える。 

介護人材の不足は、介護の質を低下させるだけではなく、不適切なケアや虐待につなが

る可能性も考えられる。また、介護報酬を得るためには、施設基準に見合った人材を確保

する必要があり、確保できない場合はサービスの休止や廃止に追い込まれる危険性もある。

これらは結果的に、介護が必要な高齢者やその高齢者を支える家族への不利益と直結し、

我が国の高齢社会の危機へとつながる問題でもある。 

 

 

 

 

 

                                                   
72 平成 27 年度「介護労働実態調査」の結果 
73 厚労省：介護福祉士の登録者数の推移のデータで、毎年 9 月末の登録者数 

74 介護福祉士協会による介護福祉士の取り巻く現状からのデータ 
75 厚労省：介護人材確保の参考資料のデータ 
76 75 の同調査による 
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第 2 章 先行研究と分析の視点 

  

第 1 節 先行研究 

 

先行研究に関しては、国内論文、海外論文、書籍から、高齢者虐待に関すること、認知

症グループホームに関すること、介護職とストレスに関すること、管理者と教育指導に関

することを中心に、概要をまとめ、検討を行った。 

 

 １．国内研究論文 

 

2016 年に以下のキーワード別に医中誌、CiNii  Articles、Google Scholar、インター

ネット検索を行った。 

「虐待・認知症高齢者」をキーワードとして 56 件がヒットした。そのうち施設や医療機

関の虐待に関する文献は 7 件であった。 

「介護職・虐待」をキーワードとして 97 件がヒットした。そのうち本研究に関連する文

献は 16 件であった。 

「介護職・ストレス」では、医中誌 27 件、CiNii 94 件で重複を除くと 54 件であった。 

「認知症グループホーム・管理者」では、医中誌 4 件、CiNii で 1 件、Google Scholar

で 1 件であった。 

これらの中から、本研究に関係する以下の論文に対して検討を行った。 

養介護施設における高齢者虐待に関する論文 12 件、介護職のストレスに関する論文 14

件、養介護施設・認知症グループホームの介護職に関する論文 7 件、認知症グループホ

ーム管理者に関する論文 4 件、介護職の教育研修・キャリアに関する論文 8 件である。 

 

1）養介護施設における高齢者虐待について 

1990 年代後半から老人虐待に関する調査研究が散見され、2006 年の高齢者虐待防止法制

定に伴い、論文数は急激に増加している。養介護施設や介護職、在宅高齢者等の虐待の実

態や要因等についての研究が多くみられるが、虐待防止法制定以降は、予防や防止策の実

践や効果等に関する論文が増えている。各研究の概要は次の通りである。 

養介護施設における高齢者虐待の要因について、認知症グループホーム協会77（2007）は、 

「虐待をおこした職員の生活・人間性」、「職員全般のケアサービスに対する認識」、「職員

全般の虐待に関する認識不足」、「介護職員の労働条件」をあげている。古屋78（2008）は、

虐待との関連で「有資格者が少ない」、「高齢者に関する知識を学習する機会が不足してい

                                                   
77 特定非営利活動法人全国認知症グループホーム協会編（2007）：認知症グループホームにおける虐待防止・権利擁護

研究事業調査報告書、特定非営利活動法人全国認知症グループホーム協会． 
78 古屋博子（2008）：高齢者福祉施設における援助職者の態度および意識と不適切ケアの実態調査、高齢者のケアと行

動科学、14（1）、20-28. 
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る」ことを理由として報告している。谷田79（2010）の研究では、虐待の起こる状況は介護

者のストレスが高く、虐待を認識している人がその傾向にあると指摘している。また、虐

待の理解度が高い介護職は、虐待項目をすべて認識している人であると報告している。以

上の研究から、虐待や不適切なケアが起こる要因は、虐待や高齢者に関する知識や認識が

不足していること、学習の機会が不足していること、そして介護職にはストレスがあるこ

とが関係していると理解できる。 

 虐待の行為や不適切なケアについて木下ら80（2013）は、高齢者の認知症の重度化で、対

応の困難さが増す事によって、個別性と尊厳に配慮した介護職と高齢者間の対人交流には

なりにくくなっていると報告している。土屋81（2014）は、不適切なケアの例として異性に

よる入浴介助、汚れた衣服の放置、車いす上での固定等が多いと報告している。任82（2014）、

は尊厳の侵害、役割の侵害、自律の侵害、交流の侵害を準虐待と定義している。倉林ら83（2014）

は、不適切行為の認識について、見守りで対応可能な高齢者を全介助すること、異性によ

る入浴介助、居室の入り口に鍵をかける等をあげている。これらのことから、虐待が行わ

れている事実と不適切であるケアが行われていること、虐待行為について理解をしている

介護職は、虐待の認識をしていると理解が出来る。つまり、虐待の認識を持つことが虐待

を防ぐ要因となる可能性があることを示している。加えて、認知症の重度化によって介護

職の対応が困難な状況が起こる可能性が高い重度の認知症高齢者は虐待の対象となりやす

いことも理解できる。 

虐待の予防について松本8485（2013.2015）は、労働環境、職場特性、知識・研修受講経

験等が予防因子であること、資格や虐待の研修受講のない職員ほど予防対策を受けていな

い傾向にあることを報告している。さらに、佐藤ら86（2016）は、不適切なケアかどうか判

断に迷うときは、自分より経験値の高い人に相談することが効果的であると指摘する。。 

先行研究からは、防止策、予防策については、上司や同僚との良好な人間関係、相談や

アドバイスをうける体制整備等が図られている労働環境ほど効果があると理解できる。 
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与える影響、日本認知症ケア学会誌 12（2）、2013. 
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びその認識に関わる背景と要因、生命倫理、24（1）、76-86. 

84 松本 望、今井幸充（2013）：認知症グループホームの介護職員が求める虐待予防因子の構造と課題；職員・職場の

属性による認識の違いをもとに、高齢者虐待防止研究、9（1）、44-53. 
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高齢者自身の虐待の認識について古川ら87（2009）の研究では、スウェーデンと日本の虐

待の実態調査の結果から比較・検討を行っている。施設内で虐待を受けていると回答した

高齢者は両国とも 30％以上であり、虐待に対する認識はスゥエーデンも日本も差異がない

ことを報告している。虐待を受けている高齢者は、虐待を認識していることが理解できる。 

先行研究からは、虐待や不適切なケアが起こる要因として、介護職員の虐待や高齢者に

対する知識・認識の不足が多く指摘されている。加えて認知症の重度化により、介護職の

対応が困難になるにつれて、悪循環のごとく虐待や不適切ケアへと結びついている。これ

らの負の連鎖を断ち切るのに有効な手段は、介護職員が虐待行為をきちんと認識できるた

めの、知識不足を補い、人権意識の向上に結びつける研修や講義等を受講することである。  

加えて、対応や介護について困っている事に対して、同僚や上司に相談出来る職場環境

の形成が重要であるとされている。しかし、ストレスがなぜ虐待につながるのか、その要

因を明らかとする研究は見当たらなかった。 

 

2）介護職のストレスについて 

職場（組織環境、上司・同僚との関係性）、利用者（認知症高齢者、利用者の家族）、労 

働条件、仕事内容等がストレスに関連があるという先行研究は多かった。養介護施設は特

別養護老人ホームの介護職を対象とするデータが多く、2000 年～2010 年にかけて多くが発

表されている。ストレス指標には、バーンアウト尺度を利用している研究が多かった。 

その中でいくつかの研究概要を紹介すると、ストレスが高くなる要因は、一般的疲労が

ストレッサーになること（音山ら88：1997）、組織の中の自分の役割、他職種との関係がス

トレスにつながる（藤野89：2001）、同じく、ストレス要因として組織の人間関係・体制・

仕事量をあげているもの（高良90：2003）、利用者の受容（畦地ら91：2006）、利用者中心介

護（張ら92：2007）、上司とのコンフリクト（小野寺ら93：2007）、小規模ケアの事業所は事

務的仕事の負荷があり、労働意欲が低下する（長三ら94：2007）、心理的な仕事や仕事の質

に対する負担（三徳ら95：2008）、労働条件・個の尊重（渡辺ら96：2012）、急変時の対応（鈴

                                                   
87 古川潤子、堀米史一（2009）：高齢者虐待に関する関心‐日・北欧比較‐、社会医学研究、26（2）、133-140. 
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刊・社会保障研究、33（1）、80-89. 
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検討－、老年社会学、27（4）、427-437. 
92 張 充楨、長三紘平、黒田研二（2007）：特別養護老人ホームにおける介護職員のストレスに関する研究‐小規模ケ

ア型施設と従来型施設の比較‐、老年社会学、29（3）、366-374. 

93 小野寺敦志、畦地良平、志村ゆず（2007）：高齢者介護職員のストレッサーとバーンアウトの関連、老年社会学、28

（4）、464-475. 

94 長三紘平、黒田研二（2007）：特別養護老人ホームにおける小規模ケアの実施と介護職員のストレスの関係、厚生の

指標、54（10）、1-6. 
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川崎医療福祉学会誌、18（1）、121-128. 
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木ら97：2013）、仕事の満足度・相談者の有無（原田98：2013）、人間関係の不調（谷口99：

2013）と、多くの先行研究でストレスと要因については明らかになっている。 

しかしこれらの研究の多くは、特別養護老人ホームをフィールドにしており、認知症グ

ループホームに特化した介護職の研究はわずか次の 2 件のみであった。古村らの研究では、

スタッフのバーンアウトは認知症高齢者との葛藤、職場のサポート体制、スタッフ同士の

葛藤、負担感と関連していたと報告されている（古村ら100：2012）。二宮らの研究では、認

知症の重症度で介護職のストレスに差があり、重度群はストレス度と自己効力感に負の相

関があると指摘している。二宮ら101：2013）。 

先行研究のうち、小規模施設やグループホームの介護職に関する研究では、環境（労働 

体制、組織等）、上司や同僚の人間関係がストレスの要因として報告されている。認知症グ

ループホームでは、認知症そのものが介護職のストレス要因であると報告されている。ま

た、バーンアウト尺度を指標として利用できるとの知見をうけた。 

  

3）養介護施設・認知症グループホームの介護職について 

特別養護老人ホームや認知症グループホームをフィールドとした、介護職の職場環境や 

利用者の生活支援、離職の原因等に対する調査研究は多く見受けた。離職者に対する調査

結果から、あいまいな業務内容・スタッフ同士の軋轢・管理者に対する不満等に対する改

善要求を整理したもの（古村ら102：2011）。認知症を理由に利用や入所を断ったことがある

認知症グループホームが 20%あったと報告しているもの（五十嵐ら103：2011）。利用者の生

活の質・サービスの質・ホームの質を高めるための研究機能を介護職も担うと考えている

もの（舟越104：2013）。認知症高齢者の生活支援について、終末期ケア・看取りに向き合う

とするもの（永田ら105：2014）。また、認知症グループホームと地域の交流に視点をおくも
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の（高山106：2014）。利用者の重度化に対応した人員配置や事務的仕事の負担の軽減等を介

護職の要求としてまとめたもの（小木曽ら107：2017）。さらに、精神的負担・人間関係・相

談できる上司・同僚といった職場内の人間関係の改善について提言するもの（納戸ら108：

2017）等があった。  

労働環境や職場内の人間関係が虐待に関連するかを検討することも調査項目を作成する

うえで参考となるが、本研究とは研究目的を異にするものが多いといえる。  

 

4）認知症グループホームの管理者について 

先行研究では 2010 年以降、離職や職場環境等に関する調査が散見された。本研究と関連 

ある研究としては、管理者の仕事裁量について、組織形態（株式会社・非営利法人等）や

経験年数による管理者の裁量権の違いについて明らかとしたもの（谷垣ら109：2013）。認知

症グループホームの管理者が担っている業務内容や困難内容についてのカテゴリを抽出し

たもの（金ら110：2015）。サービス評価の高い管理者は、組織内ルール・規範を重視してい

ることを明らかとしたもの（米原ら111：2017）。及び、優良福祉施設の評価において良い高

齢者福祉施設は集団参画型に近い組織であることを指摘したもの（清水ら112：2017）等を

見受けることが出来た。 

認知症グループホーム少ない職員数で運営されているため、管理者と職員の信頼関係が 

労働環境として重要であることは調査にあたっての参考となった。   

 

5）介護職の教育研修・キャリアについて 

高齢者虐待防止法の制定前後から介護職に対する研修や教育について研究がすすめられ 

ている。高齢者の理解や認知症、虐待防止等についての研修は多くみられた。 

大学卒介護職員を対象とした研究では、同僚との教育課程の違いを理由に専門性を発揮

しにくいと感じていると指摘するもの（宮上113：2010）。研修に関する調査では、勤務経験

年数の少ないスタッフや資格がないスタッフは研修受講希望があるとの結果が示されてい
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る（古村ら114：2013）職員の健康問題や健康管理についての研修に関する調査では、腰痛

の不安が軽減し、健康管理に対する自信が高くなったとの報告もある（大野ら115：2010）。

キャリア向上の研修結果からは、「他人と同じでなければ将来が不安」とする意識が低下し、

「自分は人から頼られている存在であると思う」ことを意識しているとの報告がある（平

川ら116：2011）。介護職員のワークモチベーション117について、看護職員と比較した調査結

果をみると、リーダー志向が高く、経験年数を重ねると仕事に対するコミットメントの向

上が困難となる（白石ら118：2011）などの報告がされている。 

特別養護老人ホームの介護職における職業意識についての調査からは、仕事に関する社

会的意義の認識、実践による利用者からの肯定的な応答、自己成長の自覚が重要な働きを

していると報告されている（阿部119：2014）。地域密着型介護事業所職員に対する心理援助

に対するニーズ調査では、「職員充実感」と「はらつさ」を形成する管理者・リーダーへの

研修を行うことが介護の質の向上とメンタルヘルスに寄与するとの結果が報告されている

（堀ら120：2015）。職場継続意思の強さに関する調査では、愛着的要素、職業・専門分野に

対するキャリアコミットメントが高いとの結果（井上ら121：2016）があった。 

先行研究は、直接本研究と重なるものは見当たらなかったが、学歴や勤務経験年数によ

り、研修意識や研修成果の違いが表れており、経験年数に応じた研修やキャリア形成への

システムを作ることへの参考となった。 

 

２．海外論文 

 

2017 年現在、Pub Med122を使用し、介護職（care workers）、虐待（abuse）、グループ

ホーム（group home）、認知症（dementia）をキーワードとし、検索した。 

                                                   
114 古村美津代、草場知子、中島洋子、他 1 名（2013）：認知症高齢者グループホームにおけるケアスタッフの研修の

実態と受けたい研修の個人特性による比較－認知症高齢者グループホームの全国調査より－、日本看護福祉学会誌、19

（2）、87-99. 

115 大野佳子、榎原るり子、浜崎眞美、他 5 名（2010）：介護福祉学生に対する職務継続のための健康教育の評価、日

本予防医学会雑誌、5（1）、17-22. 
116 平川仁尚、安井浩樹、青松棟吉、他 2 名（2011）：介護職員のキャリア意識向上のためのワークショップ・プログ

ラムン開発、Hospice and Home Care 、19(1)、33-37. 
117 ワークモチベーションは①リーダー志向②目標達成・有能感③協働④ライフスタイル重視⑤自律の 5 項目である。

そのなかでリーダー志向は、他の従業員に助言指導すること。他の従業員のやる気を高めること。チームワークがうま

く機能することの 3 項目であった。 
118 白石旬子、藤井賢一郎、田口 潤、他 1 名（2011）：介護職員のワークモチベーションの内容およびワークモチベ

ーションの内容とキャリアコミットメントの関連：看護師との比較による介護職員の特徴、介護経営、6（1）、16-28. 
119 阿部正昭（2014）：特別養護老人ホームに勤務する介護職の職業意識－テキストマイニングを用いた分析を中心に

－、介護福祉学、21（1）、54-61. 
120 堀 恭子、いとうたけひこ（2015）：地域密着型サービス事業所における職員の心理援助に対するニーズの探索的

研究Ⅱ：臨床心理士が職員研修を行うための基礎資料として、聖学院大学論叢、28（1）、107-119. 
121 井上由美、西田真寿美（2016）：認知症グループホーム介護職員の職場継続意思とコミットメントとの関連、認知

症ケア学会誌、15（3）、613-623. 
122 PubMed とは米国国立医学図書館（NLM）が作成する、生命科学や生物医学に関する参考文献や要約を掲載する

MEDLINE を含む. 医学分野の代表的な文献情報データベース。この MEDLINE では世界中の 5,600 誌以上の雑誌に

掲載された文献情報を検索できる。1997 年、NLM は、MEDLINE を含む PubMed という検索システムをインターネ

ット上に無料で公開を開始した。 
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その結果、この 4 つのキーワードによる先行研究は 0 件であった。 

介護職（care workers）、虐待（abuse）、認知症（dementia）での検索は、27 件であっ

た。この 3 つのキーワードに老人ホーム（nursing home）を追加し、検索したところ 7 件

が検索された。このうちの 2 件の著者は日本人で、高齢者虐待の解説（Nishiyama K.:2013）、

介護保険制度の改正とその概要（Endo H.:2007）について書かれたものであった。 

27 件を概観すると、5 件が HIV と認知症に関連する論文であった。その他、医療従事者

の職場内暴力に関する研究が 1件、ディオゲネス症候群123と認知機能に関する研究が 1件、

高齢者の薬物乱用に関する研究が 2 件であり、残りの 18 件が老人ホームの高齢者虐待や介

護職の虐待、医療従事者の虐待等に関する研究であった。 

次に介護職（care workers）と虐待（abuse）によるキーワード検索では、2013 年から 5

年間で 97 件の該当があった。虐待（abuse）、認知症（dementia）による検索では、2013

年から 5 年間で 76 件の該当があった。 

管理者（manager）、教育（education）、グループホーム（group home）による検索で

は 58 件が該当した。この検索から探した論文は、地域ケア、小児に関するケア、ケアマネ

ジャーの支援、ナーシングホーム124の栄養管理等多様な内容であった。この 3 つのキーワ

ードに認知症を加えて検索すると 2 件該当し、退役軍人に対する社会資源の研究と、農村

在住の認知症退役軍人へのインターネットによる支援研究であった。確認した限りでは、

日本の認知症グループホームの教育の研究にあたる内容は見当たらなかった。 

なお、虐待とその予防についての先行研究は以下のようなものがある。 

医療職・介護職の虐待については、在宅サービスの看護師は 40%が心理的虐待や放棄で

あると報告するもの（Rabold S. et al.:2007）。虐待の対象は高度なケアが必要な高齢者や

認知症の程度が重い高齢者が対象となりやすいとの報告があるもの（Nishiyama K．：2013）。

また、介護方法や認知症の管理についての理解が不足しているとする内容のもの（Cooper C. 

et al.:2013）。さらに、特別養護老人ホームの虐待内容について、心理的虐待 50.8%、放棄

23.7%、身体的虐待 1.4％の順に多く現れていると結果を示したもの（Blumenfeld Arens O. 

et al.:2017）。 

虐待予防の対策については、高齢者虐待の知識と管理に関する教育介入は虐待改善の効

果があること（Richardson B. et al.:2002）。認知症特有のケアの習得やスタッフをサポー

トする体制の重要性を指摘したもの（Scott A. et al.:2011）。虐待に関する知識や認識への

介入訓練は効果があるとするもの（Jeanne A. Teresi. et al.:2013）。性的虐待への気づきと、

教育の介入について言及したもの（Iversen MH. et al.:2015）。介護職のチームワークと高

齢者の生活環境の改善を行うことで、介護職の仕事によるストレスを軽減し、虐待が減少

                                                   
123 ディオゲネス症候群とは、老年期に生じる自身の生命活動に関心を示さなくなる精神障害のことである。 
124 ナーシングホームは、日本の老人ホームと老人病院を合わせたような医療施設で、大別すると、専門的看護をする 

skilled Nursing Facilities(SNF) と、濃厚な看護サービスをしない Intermediate Care Facilities(ICF) となる。 
本来、米国のナーシングホームは、老人のためだけの施設ではないが、現在では約 90％の入居者が 65 歳以上の高齢者

となっている。また、約 80％が営利を目的とする企業や民間団体によって経営されている。入所には巨額の費用がかか

る。 
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すると報告するもの（Blumenfeld Arens O. et al:2017）。労働者間のいじめ等職場環境を改

善することで高齢者の安全が守られると指摘するもの（Pickering CEZ. et al.:2017）など

である。 

以上、海外の研究論文においても日本と同様な内容が報告されている。 

日本と同様に介護職による虐待は、高度なケアが必要な高齢者や認知症の程度が重い高 

齢者が対象となりやすいこと、労働環境が心理的ストレスとなり、高齢者虐待や不適切な

ケアにつながることも日本と同様であった。虐待の改善については、虐待に関する知識や

認識を高める教育や訓練に効果があることも共通した課題であった。 

 

３．その他 

 

研究論文に限らず高齢者虐待等に関する書籍を検索したところ、その多くがグループホ

ームの開設や運営に関する書籍であった。本研究の参考となる書籍について整理すると以

下のとおりである。 

 

1）認知症グループホームに関する書籍の概観 

 村田 125（2003）、認知症グループホーム協会 126（2006）は、認知症グループホームの

開設にあたる準備やそれにかかる制度、運営等について詳細に述べている。 

 上田 127（2008）、草地128（2011）は、認知症グループホームの基礎知識として社会背景

や介護保険制度等との関連、また開設・運営するためのノウハウについて詳細に説明して

いる。  

その中で認知症グループホームは「共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の

もとで、その人に応じた自立した日常生活を営むことができるようにする」と定義されて

いる。この定義を基に、介護職に対する認知症の理解や認知症高齢者への介護方法、入居

者の生活や関係性を保つこと等について具体的に説明をしている。 

草地は、認知症を理解するスタッフをどう育成するかが重要であると述べている。そし

て、高齢者の個々の生活歴を理解すること、感情に寄り添うこと、一人の人間として向き

合う姿勢、思いに寄り添いともに行動することが認知症介護にとって重要であるとしてい

る。 

 上田も言葉は異なるが、認知症介護の基本は「ゆっくり」、「一緒に」、「楽しく」である

と述べている。そして、「叱らない、怒らない」、「せかせかと仕事をしない」、「忙しい時も

笑顔でケアする」を介護職員の心構え 3 原則として提案している。 

                                                   
125 村田裕子著（2003）：注目!!有限会社のグループホーム‐痴呆症高齢者グループホーム開設のために、筒井書房． 
126 全国認知症グループホーム協会編（2006）：グループホームの手引き－開設から運営まで、ワールドプランニング． 
127 山井和則監修 上田理人著（2008）：改訂新版グループホームの基礎知識、リヨン社． 
128 草地真著（2011）：グループホームをはじめよう！、東京． 
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 ブリット 129（2006）はスウェーデンの認知症高齢者の介護から、認知症の病態や接し方

等を具体的に述べている。特に、食事時間は知らない人が仲良くなれる時と場所であり、

介護職員は一緒に食卓に着き、一人一人をよく観察することが重要と述べている。辛抱強

く相手の気持ちをくむようにし、人間愛に満ちた態度で接することが大事であるなど認知

症介護の先進国であるスウェーデンのグループホームの環境や職員の接し方についてまと

められている。 

 

2）高齢者虐待に関する書籍の概観 

 パトリシア・ブラウネル（Patricia Brownell）他著130（2004）は、世界の高齢者虐待防

止プログラムの取り組みを紹介している。アメリカ、カナダ、オーストラリア、ノルウェ

ー、ラテンアメリカ諸国の虐待の歴史や法律、虐待防止のプログラムといった内容である。 

例えば、アメリカの高齢者虐待の定義は各州の法律で異なり、高齢者虐待の通報義務の

規定も州ごとにさまざまである。アメリカではヘルスケア分野からの虐待防止に対する関

心が高く、高齢者虐待防止活動のモデルプロトコルを作成し、関係者に配布している。ナ

ーシングホームでの虐待防止のために、利用者とその家族を対象としナーシングホームの

選定や法律、救済支援方法等の情報を提供していると報告している。 

 多々良編 131（2001）では、家庭における高齢者虐待の実態をサービス機関の職員を対象

としたアンケート調査の結果を基に、被虐待者、虐待者の特徴や、虐待の具体的事例に対

して家族社会学、老年学の視点から高齢者虐待を分析している。被虐待者の年齢は 80 歳以

上が 62.7％と多く、多々良らの別調査でも 80 歳以上が 2/3 分を占めると述べている。被虐

待者の性別では女性 73.8％と多く、虐待者も女性が 62.5％と多いことも別調査と同様であ

ったとしている。被虐待者と虐待の続柄は子ども 38.4％、子の配偶者は 36.0％を占めてい

た。虐待の種類では子どもは身体的虐待が 40.1％、子の配偶者は世話の放任 43.8％であっ

た。虐待の種別割合は「身体的」30.8％、「放任」32.2％、「心理的」22.8％であった。虐待

と介護負担の関連性では、介護負担は虐待の原因の一要因 66.5％としている。社会参加に

ついては、虐待した家族の 40％は、社会参加はないという結果であった。そして、介護ス

トレスから虐待が生じる、また、家族単位が小さくなり介護負担が特定の人に重くのしか

かることが要因であると述べている。介護殺人や自殺等も多くあり、要介護高齢者と介護

者の関係性、特に親密な親子関係132 が日本の家庭内虐待の温床と締めている。そのうえで

体系的な老年学の教育課程133を実現させるよう努力が必要とまとめている。 

 小林 134（2004）は、新聞社に勤務していた関係から、多くの虐待事例と出会い、その事

                                                   
129 ブリット＝ルイーズ・アブラハムソン著（2006）：スウェーデンの認知症高齢者と介護、ノルディック社. 
130 パトリシア・ブラウネル、スーザン・カール、エリザベス・ポドニークス、オーラグ・ユークレスタ、リア・スザ

ナ・ダイチマン（2004）多々良紀夫、塚田典子監訳：世界の高齢者虐待防止プログラム、明石書店. 
131 多々良紀夫編著（2001）：-高齢者虐待-日本の現状と課題-、中央法規． 
132 要介護者と介護者の関係性を筆者は息子と母親の親密さと考えて追記した。 
133 体系的な老年学教育課程とは、筆者は高齢者の特性や加齢に伴う病気や現象等を体系的に教育することと考える。 
134 小林篤子著（2004）：-高齢者虐待-実態と防止策-、中央新書． 
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実を基に虐待の種類や被虐待者と虐待者の関係性、虐待の起こった環境等を記している。

著書では日本の事例に限らず海外の事例も紹介している。さらに、高齢者虐待の防止につ

いて、オムツ外しや身体拘束をやめることを施設一丸となって取り組むことが、誰のため

の介護かを考える機会となることを紹介している。 

 多々良（2001）、小林（2004）の 2 冊は、高齢者虐待防止法施行以前に出版されており、

我が国で虐待の実態が明らかになった代表的な書籍である。80～90 年代は高齢化が進行し、

家族介護者の負担が大きくなってきた頃であった。また、特別養護老人ホームは、3 年待機

が必要と言われていた。さらに、介護疲れによる殺人や無理心中、施設介護では環境の劣

悪さや介護者の虐待事件等が報道され、高齢者の介護問題が社会問題としてクローズアッ

プされていた。 

 高齢者虐待防止法制定後に出版された高崎監修 135（2010）では、養介護施設内の虐待発

生の要因について、①職員の不足、②虐待に関する知識不足、③職場環境をあげている。

職員数の不足により利用者の希望やニーズを優先させたケアというより、職員の業務を優

先させたケアになり、それ自体が高齢者の選択の権利を侵害していると述べている。高齢

者や認知症の特徴の理解不足は、一人のケアに費やす時間が多く、業務が進まず焦燥感を

感じ、またケアの効果を実感できす高齢者の尊厳を無視した不適切行為につながると指摘

する。加えて、職場環境では多忙で上司や同僚に相談する余裕がないことや、残業で疲労

が蓄積しバーンアウトな状態になりやすいため、高齢者虐待の予防には研修が必要である

ことを強調している。 

 有馬 136（2008）は、虐待種別ごとに虐待防止を行うための評価として、チェックリスト

とその対応方法について具体的に示している。また、介護職の自己評価の重要性を述べて

いる。 

  

４．先行研究のまとめ 

 

先行研究論文を調べるとかなり多くの研究がおこなわれている事がわかった。それだけ

高齢者虐待や不適切なケアについての関心は高いものであると考えられ、同時に本研究の

テーマが社会的に意義のあるものであると認識できる。 

国内外の文献からは、施設内虐待の内容については、心理的虐待、放棄といったことが

共通して行われやすいことが示されていた。高齢者虐待の要因は明らかとなっており、そ

の予防については少しずつ研究が進められている。虐待の認識を高めることや資格取得や

研修受講を勧めること、労働環境を整備することが効果的であると先行研究に示されてい

る。最新の研究結果では、介護職のチームワークと高齢者の生活環境を改善することで仕

                                                   
135 高﨑絹子監修（2010）：実践から学ぶ高齢者虐待の対応と予防、日本看護協会出版会 
136 有馬良健著（2008）：介護・看護職のための虐待防止ケースアドボケイト実践チェックリスト、医歯薬出版株式会

社． 
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事によるストレスを軽減し、虐待が減少することも示されていた。 

しかしながら、本研究のように認知症グループホームに対象を絞り、そこに働く介護職

のストレスと虐待との関連について整理された先行研究は見当たらない。また、虐待の認

識とストレスの関連性について整理された研究も見当たらなかった。虐待を防ぐ手段とし

ての研修に関しても、どの様な内容や方法が適切なのかは明らかになっていない。管理者

による教育指導の実態について調査をおこなうものもみられなかった。以上の先行研究の

検討から本研究は十分に独自性を持つ研究であるといえる。 

 

第 2 節 本研究の分析の視点 

 

筆者は、共同研究として家族介護者のストレスについて研究を重ねており、在宅で認知 

症高齢者を介護する家族介護者のストレスが高いこと、歩行等の移動ができる認知症高齢

者の介護負担が大きいことを明らかにしている。このことから、認知症グループホームの

介護職は、24 時間認知症高齢者の生活を支援しており、在宅で認知症高齢者と生活を共に

する介護者と同様のストレスや介護負担が生じるのではないかと考えた。また、認知症グ

ループホームは小規模施設であることから介護職員数は少なく、一人夜勤の場合が多く、

労働環境からもストレスが強くなると考え、認知症グループホームの介護職を研究対象と

したいと考えた。 

そこで、先行研究における虐待の認識を高めることが虐待予防につながる可能性がある 

ことを踏まえて、本論文では認知症グループホームの介護職に対するストレスの実態と虐

待の認識との関連を明らかにすることを目的とすることにした。この研究によって、介護

職のストレスの要因、虐待の認識との関連を明らかにすることで、介護職のストレスの低

減を図ることが可能となり、認知症高齢者を尊重した介護に結びつき、虐待防止につなが

るのではないかと考えた。 

次に、その虐待防止策を図るためには、認知症グループホームの管理者の役割が重要で 

あると考えた。そこで、認知症グループホームの管理者を対象とした介護職への教育指導、

特に人材育成に対する認識を明らかにすることを第 2 の目的とした。そのうえで、認知症

グループホームの介護職に特化した、教育支援のあり方を提案したいと考える。その教育

支援により虐待に関する適切な認識を身につけることが可能となり、管理者に対する具体

的な教育支援方法を提案することで、教育的サポートをすることができると考える。さら

に、管理者に対するサポート体制を確保することで、認知症グループホームの利用者の穏

やかな生活と、組織マネジメントが充実していくと考えられる。あわせて、介護職が自信

を持って働くことへの支援につながり、それによって認知症高齢者への虐待を防止できる

のではないかと考えた。 

 海外論文においても、今回、調べた限りにおいて認知症グループホームの介護職を対象 

とした虐待とストレスについて特化した研究はなく、特に虐待の認識とストレスに関する 
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先行研究は見当たらなかった。日本は、今後認知症高齢者が増加する中で、認知症高齢者 

のグループホームの存在は大きく、本研究の意義は大きいと考える。介護職のストレスが 

高く、虐待と関連していることは先行研究で理解できるが、虐待の認識とストレスの実態 

についておこなう本研究の意義はあると考える。本研究が明らかになったうえで、先行研 

究による改善策が日本の介護職にとって有効か、また参考にできるかを検討したいと考え 

る。 

 

第 3 節 調査仮説、解決問題 

 

先行研究では、認知症グループホームで働く介護職は、認知症高齢者を中心とした介護

ができ、介護職の仕事への正当な評価がされるとした個の尊重が強い場合、ストレスは軽

減する。そして、組織の上司や同僚との人間関係が良好で、意見交換ができるとストレス

が少ない。また、管理者からの職員に対するサポートが高く信頼関係が築かれた労働環境

ほど効果が高い。さらに、組織の決定に対する参加度が高い場合、管理者はリーダーシッ

プを発揮させる等がまとめられている。一方、高齢者虐待の要因は、介護職の知識不足や

学習の機会が少ないこと資格の有無、経験年数等によるもの、職場環境が整備されていな

いことによるものが大きいことが理解できる。そのために、経験年数の短い介護職や無資

格者における高齢者虐待予防についての研修への取り組みや、職場で取り組む研修では高

齢者の理解から人権擁護、介護ケアに至るまで、多様な内容の研修が実施され成果を上げ

ている等がまとめられている。 

 しかし、養介護施設における虐待は増加している。特に小規模な認知症グループホーム

においては平成 27 年度統計で 15％の虐待が存在しており、認知症グループホームにおける

虐待の種類は心理的虐待が多くあり、介護放棄は他の施設に比べて割合が高かった。また、

認知症グループホームの介護職は、ストレス・疲労は「良くある・時々ある」が合わせて

92.5％と回答していることから、ほとんどの介護職は何らかのストレスを抱えている。 

これらのことは、認知症グループホームの利用者の特徴である認知症特有の症状を理解

できていないことが要因の一つと考える。特に幻覚・妄想、徘徊や暴力といった認知症の

周辺症状が理解できず、認知症高齢者に対する適切なケアができていないことが挙げられ

る。そして、人権擁護や意思を尊重することに関する理解が乏しいため、認知症高齢者へ

の日常ケアや言動が虐待行為と認識できていない介護職が存在するためと考える。さらに、

認知症グループホームは小規模施設であり介護職員数は利用者 3 人に一人であり、夜勤は

ほぼ一人という実態から、日常生活支援のほかに事務業務も加わり、身体的・精神的負担

が大きいことを示している。管理者も、職員の介護実践力の把握や利用者の生活支援への

マネジメントに対応できていない現状もある。さらに組織として、労働時間や夜勤体制等、

労働条件等が介護職のストレスに関連すると考える。 

先行研究の結果から、虐待の関連要因や介護職のストレスの関連要因のそれぞれはまと
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められているが、認知症グループホームにおける介護職に関して、認知症高齢者への虐待

の認識と介護職のストレスについて分析した研究は見当たらなかった。また、管理者を対

象とした教育指導体制における認識について分析した研究はなかった。 

そこで、仮説として、認知症グループホームの介護職は、虐待に関する認識が乏しいこ

とがストレスを高めている可能性があると考えた。 

そのため、まず、虐待の認識やストレスが介護職の特性として、養成課程や経験年数や

介護福祉士の資格取得状況、研修受講や心身の状況、入居者への自己決定支援の対応等に

関連があることを検証する。そして、本研究の特徴の１つめとして、認知症グループホー

ムにおける介護職における個人の虐待に関する認識、および職場環境における虐待に関す

る認識と介護職のストレスとの関連を検証することである。そのなかでも、日常的に行わ

れる 1 つ 1 つの介護行動が虐待であるか否かの認識について介護職のストレスとの関連を

検証すること。また、虐待に関する労働環境や個人の認識とストレスとの関連を検証を行

う。 

日常的に行われている具体的な介護行動と虐待の認識の関連を探ることで、どのような

介護行動を虐待と認識しているか、また虐待に結び付く可能性があるかが明らかとなる。

そして、その介護行動の要因を詳細に検討することができ、虐待に関する認識や介護行動

における虐待の認識を高めるような方法を検討することができる。 

これらのことから、介護職のストレスによる虐待の認識との関連が明らかになれば、ス

トレスを低減する方法が検討でき、また介護行動の虐待に関する適切な認識を得ることで、

虐待に結び付くことを予防できるのではないかと考える。 

本研究を検討する際に、ストレス関連要因の分析によって、介護職の専門的知識や人間

の尊厳等、倫理的思考の理解度が不足していることも、関連していることが考えられるの

ではないかと思われる。そのため、介護職員の人権意識や職業倫理に関する知識不足を補

う手段としては、職場内教育や外部研修の受講による意識や知識向上が有効と考えられる。 

そこで、研究の特徴としての 2 つめは、認知症グループホームの介護職は認知症の専門

的知識や高齢者ケアについての理解や技術が乏しいことや、適切な教育指導を受けられて

いない可能性があり、管理者を対象として人材育成に関する認識を明らかにすることであ

る。小規模で職員数が限られた中での人材育成の体制を整備することは、管理者として重

要な役割である。介護専門職の養成が十分でない現状や、無資格でも働くことができる介

護の現場で、認知症高齢者の生活を支援するためには、認知症の理解とその対応力が求め

られる。今回、管理者の人材育成の認識が明らかになれば、管理者が必要としている教育

支援体制を整備できると思われ、不十分な教育が要因となる虐待が防止できる可能性があ

ると思われる。 

 

そこで、以下の 2 点の調査をおこない、分析したいと考える。 
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１．認知症グループホームの介護職におけるストレスの実態と虐待の認識との関連を明ら

かにする。 

  

先行研究では、認知症グループホームに特化した介護職に対するストレスを分析したも 

のは少なく、虐待に関連した研究も少ない状況である。認知症グループホームは認知症高

齢者の終の棲家として穏やかな自分らしい生活ができる場であり、それを支援する介護職

はやりがいも感じつつストレスは大きいと思われる。そのような介護職のストレスの実態

と虐待に関する認識の関連をあきらかにする。また、研修の項目や内容等についてもスト

レスや虐待の認識の関連をみることで、今後の研修計画検討に生かすことができる。 

 

２．認知症グループホームの管理者の介護職に対する人材育成体制の認識を明らかにする。 

  

先行研究では、管理職を対象とした研究は管理者の困難や仕事に対する認識が散見され 

る。また、介護職の研修やキャリアアップに関しては、資格の有無で受けたい研修受講内 

容がある介護職や、経験年数が短い介護職は研修受講を希望していることが明らかであり、 

管理者としてどのように人材育成の体制を認識しているかが重要と考えた。管理者の認識 

が明らかになれば効果的な介護職への研修を企画運営できるのではないかと考える。 
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第 3 章 認知症グループホームの介護職におけるストレスの実態と虐待の 

認識との関連 

 

第 1 節 本章における調査の背景と目的 

  

今後の日本において、日常生活に支障をきたし介護が必要となる認知症高齢者が増加し、

介護従事者の確保や施設サービス等の充実が求められる。その中で認知症高齢者を支援す

る地域密着型サービスである認知症グループホームは、重要であり必要不可欠なサービス

である。認知症グループホームの特徴は、少人数で共同生活を行っていることである。そ

して、自立度が高い認知症高齢者が多いことから、利用者自身の生活役割を探し維持する

ことや、利用者同士の関係性の確保や維持等が特徴的と言える。そのような特徴を持つ認

知症グループホームの介護職は、他の養介護施設の介護職と比較してやりがいも大きいが、

個々の関わりが多様であり精神的ストレスは高いと考える。 

一方、高齢者虐待は介護従事者によるものが年々微増している。また、認知症高齢者の

日常生活自立度が低い高齢者への虐待が増加しているという報告もある。このような現状

を鑑みると、24 時間認知症高齢者の日常生活と社会生活を支援する認知症グループホーム

の介護職は、多様なストレスを感じているのではないか。そして、そのストレスが高い場

合、認知症高齢者に対する虐待発生の重要な因子となるのでないか、また、介護職の虐待

に関する適切な認識が乏しい場合においても、虐待発生につながる可能性あるのではない

かと考えた。 

 そこで、本章では、認知症グループホームの介護職に対する、ストレスの実態と虐待の

認識との関連を明らかにすることを目的とした。それが明らかになることによって介護職

のストレスを低減を図るための提案ができ、認知症高齢者を尊重した介護につながるので

はないかと考え調査を行った。 

 以下に、その調査の概要と結果について述べる。 

 

第 2 節 本章における調査全体の概要 

 

1）調査対象者 

本調査の対象者を、平成 26 年 9 月 1 日現在における全国介護事業所介護サービス情報

公表システム137から、北信越地域 5 県の認知症対応型共同生活介護事業所全 808 事業所

で働く介護職とした。対象地域の選定については、研究者の居住する地域を中心として、

5 県の認知症グループホームを対象とした。研究対象の県は、北陸 3 県（富山、石川、福

井）と信越地方（新潟、長野）を合わせた 5 県である。全国を地域分けした際に、細分

化過ぎずかつ数的に著しく片寄らないようにするために形成された地域。行政や国政選

                                                   
137 厚労省が介護事業所・生活関連情報検索として公表しているシステムである。都道府県別に情報が提示されている。 



42 

 

挙、スポーツ競技の地方予選大会等で地方区分や名称として使用される場合が多い。地

域の規模で人口・面積・GDP は 5 県を合わせると中国圏 5 県をやや上回る規模となる。  

以上のことから、この地域性を考えて研究対象とした。認知症グループホームの介護

職を対象とした研究は、多県にわたる研究は少なく地域性から見ても有意義と考えため、

5 県の認知症グループホームを対象とした。 

また介護職の選定について、まず、事業所の管理者宛てに文書で研究参加の有無を確

認した。そして、参加協力可能な場合に、管理者宛に協力人数分の調査用紙を郵送し、

介護職へ配布を依頼した。その後の介護職個人の協力は自由意思とし、調査用紙が返送

されたことで研究に同意したとみなし、本研究への同意が得られた介護職とした。 

さらに、対象者から管理者を除くとし、資格は問わないこととした。これは、管理者

は職員と同様に日常生活への介護は行っているが、管理職としての意識がバイアスとな

ってデータに影響を及ぼす可能性があると考えたため、除外した。資格については、前

章でも述べたとおり資格がなくても介護職として従事できること、資格の有無もストレ

スの一因となる可能性も考えられため、対象として除外した。 

  

2）調査期間 

調査期間は、所属機関において倫理審査委員会の承認を受けたのち、平成 26 年 11 月 1

日から平成 27 年 2 月末日とした。これは、施設に対して調査の協力を得ること、調査用

紙の郵送、返送までとした。 

 

3）調査方法 

 調査方法は、無記名自記式質問紙調査(巻末資料：調査用紙参照)とし、下記の調査項

目について選択肢別、数値記入等、できるだけ簡便に回答できる方法とした。無記名自

記式質問調査としたのは、ストレスや虐待の認識等個人のプライバシーに関する内容が

多く、無記名にすることで自分の意思や認識について記載ができると考えたためである。

そして、調査用紙の回収方法は、管理者に事業所で一括して研究者に返送してもらうこ

とを依頼した。管理者からの一括郵送という方法について、調査参加の有無が管理者に

わかるので、回答は記入の有無を問わず、調査用紙は無記名で返送個人用封筒に入れ厳

封するよう依頼した。そして、糊つき封筒を使用し開封が困難な状況にし、介護職の意

思を尊重した方法とした。 

 

4）調査項目（調査用紙参照） 

 調査項目は、①対象者の基本属性について、年齢、性別、介護福祉士資格の有無（学

歴を含む）、②就業状況について、経験年数、雇用形態、夜勤回数、③心身の健康につい

て、主観的健康感（以後健康感）、心身の自覚症状（20 項目）、以上①から③は対象者の

基本的属性について確認した。④研修受講に関することとして、研修受講の有無、1年間
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に受講した研修内容（7 項目）、今後受講したい研修内容（9 項目）、1 年間で年研修を受

講できなかった理由を確認した。⑤虐待の認識について、個人および職場環境に関する

虐待の認識の有無（13 項目）、介護行動に関する虐待の認識の有無（33 項目）について

質問した。⑥自己決定支援について、認知症ケアにおける重要な要点である自己決定支

の有無(支援必要、支援したい、支援している)を確認した。⑦ストレスを測る心理尺度

として、日本版バーンアウト尺度を測定した。 

 以上の調査項目の中で、調査において重要な項目として介護行動とバーンアウト尺度

の概要について、以下に具体的に述べる。 

介護行動（表 1 参照）の概要について、33 項目を抽出した。この介護行動 33 項目の

選定基準は、先行研究138や調査139140141で虐待行動とされる項目を参考に筆者が抽出した。

身体的虐待・心理的虐待・ネグレクト・性的・その他（不適切なケア）の 5 分類にした。

身体的項目は、暴力や乱暴にするなど表面に出やすく理解し易いと考え少なくした。心

理的・ネグレクト項目は普段の介護場面に遭遇する 10 項目以上を選択した。経済的虐待

は明らかな犯罪となるものが多く、判断しやすいと考え今回は削除した。性的虐待は排

泄、入浴介助等身体の露出や接触等も含め、判断に迷う項目を選択した。 

 

      表 1 介護行動に関する虐待の認識の項目（33 項目） 

種類  介護行動に関する虐待の認識の項目 

身
体
的
項
目 

入浴時、声掛けもなく頭からシャワーをかけたり、着替えの時に何も言わずにズボンを下げた 

ベッドに長時間抑制・拘束した 

手荒く寝具をかける 

嫌がる利用者に無理やり食事をさせた 

利用者に叩かれたので叩き返した 

心
理
的
項
目 

利用者から話しかけられても一切無視した 

「ちゃん」付で呼ぶ 

大声で怒鳴った 

「おじいさん」「おばあさん」と呼んだ 

他の人の前で排泄に関することを話した 

認知症なので本人はわからないので「あだ名」で呼んでいた 

「臭い」「ばっちい」と言っておむつ交換した 

                                                   
138 水上敦子（2009）：看護師の患者に対する虐待の実態と要因，神奈川県立保健福祉大学実践教育センター看護教育

研究収録．No.34：9-16 

139 神奈川県：「施設職員のための高齢者虐待防止の手引き」自己点検シート 
140 高齢者処遇研究会編集・発行（1998）：わが国における一般市民の高齢者虐待に関する意識調査 調査研究報告書．

東京． 
141 高齢者処遇研究会編集・発行（2000）：特別養護老人ホームにおける高齢者虐待に関する実態と意識調査 調査研

究報告書．東京． 
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「頭を撫でる」など子どもに対するような対応や言葉かけをする 

「あれが悪い」「これができない」など短所ばかり言う 

説明や声かけをせずケアや処置をした 

ネ
グ
レ
ク
ト 

 

項
目 

意思を伝えられない人に対し「もう食べないの」と聞いた 

「今忙しいから」と言って、訴えを後回しにした 

自分で食べられない利用者に配膳はしたが、食事介助をしない 

失禁でシーツや下着等が汚れてもそのまま放置した 

ナースコールが頻回な場合、ナースコールを使えないようにした 

粉薬をご飯と一緒に混ぜる 

運動させない 

トイレで排泄できる人にオムツで対応する 

オムツ交換を時間で行う 

日中車椅子に座らせたまま放置した 

本人の返事を待たずに食事膳を片付けた 

性
的 

項
目 

女性に対して男性介護者が入浴介助や排泄介助をした 

下着をはているかどうか、安易にズボンを下げて確認した 

元気づけるために安易に体に触れた 

性的な冗談や身体について話題にする 

他者に見える状態で排泄や入浴の介助をする 

そ
の
他 

他の職員が見ていないと対応がぞんざいになる 

利用者の前で職員同士が私的な会話をする 

 

  ストレスを測定する心理尺度（表 2 参照）として、日本版バーンアウト尺度142を使用 

 することにした。バーンアウト尺度は、ヒューマンサービスにおいてストレスを測る尺 

 度として取り上げられている。バーンアウト尺度は、マスラックを中心として開発され 

Maslch Burnout Inventory（MBI）として多くの研究に採用されている。そして、看護 

師を対象とした研究が多く、近年では精神科看護業務や障がい者施設等一般病棟に従事 

する看護職を対象として、暴力に対する影響や、看護職の特性、看護の対策に利用され 

ており多様な研究がなされている。 

介護職においても、高齢者介護職員のストレッサーとの関連、介護職管理職の役割ス 

レッサーとの関連、特別養護老人ホーム職員を対象としているもの、介護職員の職場特

性による主観的ストレスの影響要因等ストレスについてバーンアウト尺度を用いて分析

した研究が多い。介護職とストレスに関する先行研究は多数発表されているが、介護職

                                                   
142 久保真人（2014）：バーンアウトの心理学 燃え尽き症候群とは、第 4 刷、21-61、株式会社サイエンス社． 
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のストレスと虐待に関する先行研究は見当たらなかった。先行研究の結果、久保143と田

尾が MBI を参考に我が国のヒューマンサービスの現場に適合するよう作成した日本版バ

ーンアウト尺度を心理的指標として測定することにした。尺度は 17 項目である。 

尺度から得られた得点は、その高低による相対的評価に用いるべき144としており、本

研究も同様に評価しストレスを評価とする尺度とし、得点が高いとストレスが高い状況

であると判断することとした。この尺度における各得点は、情緒的消耗感（以後消耗感）

（5～25 点）、脱人格化（6～30 点）、個人的達成感（以後達成感）（6～30 点）に 3 分類

される。 

          

表 2 日本版バーンアウト尺度質問票145 

NO  項    目  いつもある しばしばある 時々ある まれにある ない 

1 「こんな仕事、もうやめたいと思うことがある。 5 4 3 2 1 

2 我を忘れるほど仕事に熱中することがある。 5 4 3 2 1 

3 こまごまと気くばりすることが面倒に感じることがある。 5 4 3 2 1 

4 この仕事は私の性分に合っていると思うことがある。 5 4 3 2 1 

5 同僚や利用者の顔を見るのも嫌になることがある。 5 4 3 2 1 

6 自分の仕事がつまらなく思えて仕方のないことがある。 5 4 3 2 1 

7 1 日の仕事が終わると「やっと終わった」と感じることがある。 5 4 3 2 1 

8 出勤前、職場に出るのが嫌になって、家にいたいと思うことがある。 5 4 3 2 1 

9 仕事を終えて、今日は気持ちの良い日だったと思うことがある。 5 4 3 2 1 

10 同僚や利用者と何も話したくなくなることがある。 5 4 3 2 1 

11 仕事の結果はどうでもよいと思うことがある。 5 4 3 2 1 

12 仕事のために心にゆとりがなくなったと感じることがある。 5 4 3 2 1 

13 今の仕事に心から喜びを感じることがある。 5 4 3 2 1 

14 今の仕事は、私にとってあまり意味がないと思うことがある。 5 4 3 2 1 

15 仕事が楽しくて、知らないうちに時間がすぎることがある。 5 4 3 2 1 

16 体も気持ちも疲れ果てたと思うことがある。 5 4 3 2 1 

17 我ながら、仕事をうまくやり終えたと思うことがある。 5 4 3 2 1 

 

5）分析方法 

  （1）基本属性については、①性、年代（10～70 代）、学歴、法的資格の有無、介護福 

祉士資格の取得方法（養成校卒、実務経験）、経験年数、雇用形態（常勤、非常勤、そ 

の他）、夜勤回数、心身の自症状の有無について記述統計を行った。経験年数は経験年 

                                                   
143 久保真人（2014）：バーンアウトの心理学 燃え尽き症候群とは、第 4 刷、株式会社サイエンス社． 
144 バーンアウト尺度：一般社団法人社会評価システム研究所が久保らの研究を基にした点数の合計でその程度をみる。 
145 脚注 143 の同書籍 pp214-215 の表を改変した。 



46 

 

数 4 群（2 年未満、2～5 年、6～9 年、10 年以上）にまとめ、夜勤回数は夜勤回数 3 

群（なし、1～4 回、5 回以上）にまとめ記述統計を行った。②年代と他の個人特性、 

介護福祉士資格取得別と他の基本属性、夜勤回数と他の基本属性、雇用形態と他の基 

本属性間について記述統計を行った。 

（2）虐待の認識について、介護行動に関する虐待の認識と、個人および職場環境に関

する虐待の認識について記述統計を行った。 

（3）研修受講について、①過去 1 年間の研修受講の有無、今後受講したい研修内容（8

項目）、研修を受講できなかった理由、②研修受講希望の有無と基本属性間、虐待の認

識間について記述統計を行った。 

  （4）自己決定支援について、①認知症高齢者への自己決定支援の必要性がある、自己

決定支援したい、自己決定支援を実施しているの 3 項目についてそれぞれの有無、②

自己決定支援と基本属性間、研修受講希望内容間、虐待の認識間の記述統計を行った。 

  （5）介護職のストレスを測定するバーンアウト尺度について、①バーンアウト尺度 17

項目は 5 件法（ないは 1～いつもあるは 5）で質問し、そのまま 1 点から 5 点に換算し

合計した。基本属性、研修受講希望内容、虐待の認識、自己決定支援の項目について

それぞれ平均得点と標準偏差を算出した。次に、記述統計後、高情緒消耗感、高脱人

格化、低個人的達成感の有無と基本属性、希望研修受講内容、個人の健康状態、自己

決定支援とそれぞれχ２検定を行った。尺度得点について、一般社団法人社会評価シス

テム研究所の分類では各尺度合計点数以上が注意を要するとしていることを参考に、

それぞれの項目について消耗感は 19 点以上を高情緒消耗感（消耗感あり）、脱人格化

は 15 点以上を高脱人格化（脱人格化あり）、達成感は 16 点未満を低個人的達成感（達

成感なし）とし、これらの群をストレスが高いと定義した。また、③個人および職場

環境に関する虐待の認識 13 項目、および介護行動に関する虐待の認識 33 項目、自己

決定支援の有無とバーンアウト尺度の 3 分類について 2 項ロジスティック回帰分析（強

制投入法）を行った。基本属性のうちバーンアウト尺度の 3 分類のいずれかに有意差

を認めた、性、介護福祉士資格の有無、経験年数、夜勤回数、主観的健康感を調整因

子とした。年齢は年齢 3 群（10～30 代、40～50 代、60 歳以上）にまとめた。主観的

健康観は主観的健康観 3 群（おおむね健康である、どちらともいえない、健康でない）

にまとめた。そして、調整因子選択の基準において、年齢は基本属性との関連ですべ

ての項目に有意差があり削除した。また、有意差はないが関連性があると考え 5 項目

を選択した。④集計・分析は、集計分析ソフト PASW Statistics18 を使用し、有意水

準 5%未満として分析を行った。 

 

6）倫理的配慮： 

   倫理的配慮は、所属機関の倫理審査委員会の承認（No.219）を得て実施した。そし

て施設管理者に研究目的、対象者、調査方法、調査期間、倫理的配慮について文書で
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説明し、署名をもって研究協力の同意を得た。協力が得られた施設の個々の介護職へ

の研究調査の参加については、文書で研究目的、対象者、調査方法、調査期間、倫理

的配慮について説明し、参加協力を依頼し、調査用紙の返信をもって同意したものと

みなすことを文書に記した。 

個人情報の取り扱いについては、研究のみに利用すること、無記名で集計処理をし

て使用することと、集計したデータの管理を厳重にすることを文書で説明した。成果

は学会発表および論文発表することを文書で説明した。 

 

7）用語の操作定義 

介護行動：認知症高齢者の日常生活全般に対する援助行動、ならびにその状況とする。 

 

第３節 本章における調査の結果  

 

１．調査結果の概要 

   

5 県の認知症グループホーム全 808 事業所に研究協力依頼をした。そのうち、247 事業

所から研究協力が得られ、その事業所に対し調査用紙 969 通を送付した。910 名の介護

職から返信があり、記入のない用紙やほとんど回答がない用紙を除き、分析に必要な回

答がなされた用紙を有効とし、645 名（有効回答率 66.6％）を分析対象者とした。 

   

２．基本属性 

 

   分析対象者 645名に対して、対象者の基本属性について以下の 4項目について示す。 

 

1）分析対象者の性別、年齢、学歴、介護福祉士の資格、経験年数、雇用形態、夜勤回

数、介護福祉士以外の資格、心身の自覚症状、バーンアウト尺度得点の記述統計結

果を示す。次に、基本属性間の記述統計を行った。 

  2）年代と性別、介護福祉士資格の有無、雇用形態、夜勤回数 

3）介護福祉士資格取得方法と性別、年代、経験年数、雇用形態、夜勤回数 

4）夜勤回数と性別、雇用形態、経験年数 

 

1）基本属性の結果 

（1）性別（表 3） 

男性 119 名（18.4％）、女性が 526 名（81.6％）と女性が圧倒的に多かった。 

他の先行研究結果においても女性が多く、本研究も同様の結果であった。 
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表 3 対象者の性別人数（n=645） 

       属性 人数（％） 

性別  

            女性  526（81.6） 

            男性  119（18.4） 

 

 

（2）平均年齢および年代（表４） 

44.6 歳（SD±12.8）、18 歳から 74 歳と幅広い年代が従事していた。 

年代は、50 歳代が 30.1％と最も多く、次に 40 歳代、30 歳代が約 20％で、30 歳から 

59 歳で全体の 70％以上を占めていた。10 代が就業しているということは、介護福祉

士資格のない介護職も存在することになり、認知症の理解や接し方など負担が大きく

ストレスが多くなると思われる。 

        

 

 表 4 対象者の平均年齢と年代別の人数（n=645） 

   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）経験年数および平均経験年数（表 5） 

7.13 年（SD±5.5）であった。経験年数 10 年以上が 31.9％と最も多く、次いで 2~5

年は 30.7％と多かった。6~9 年は企業でいえば、介護職のリーダー的存在として、ロー

ルモデルの役割や経験年数の若い介護職へ指導できる立場となる。しかし、経験年数が

少ない介護職が多いことは、リーダーとして管理・指導できる介護職が少なく、専門的

知識や技術の質の向上が困難な状況になるのではないかと思われる。また、実務経験 3

年で国家資格の受験資格が得られるため、2~5 年の経験者が多いのではないかと思われる。 

 

属性 人数（％） 

年齢 
 

平均年齢（SD) 44.6（±12.8）歳 

10 代    3（  0.5） 

20 代   97（15.0） 

30 代  132（20.5） 

40 代  141（21.9） 

50 代  194（30.1） 

60 代    71（ 11.0） 

70 歳以上 7（  1.1） 
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 表 5 対象者の経験年数別（4 群別）人数（n=645） 

属性 人数（％） 

経験年数 
 

平均経験年数（SD) 7.13（±5.5）年 

2 年未満 99（15.3） 

2～5 年 198（30.7） 

6～9 年 142（22.0） 

10 年以上 206（31.9） 

  

       

（4）介護福祉士の有資格者（表 6） 

全体の 56.9％であり、そのうち介護福祉士養成校（専門学校、短期大学、大学）で資

格を得た介護職は有資格者の 48.0％であった。介護福祉士の資格を有する介護職の半数

が実務経験と研修で国家資格を得ている。また、介護福祉士資格のない介護職も 40%程

度存在することから、人権擁護や認知症高齢者の理解、介護技術等、専門的知識技術の

乏しいと思われる。 

 

       表 6 介護福祉士資格の有無と取得方法別人数（n=645） 

         

 

         

 

 

 

 

 

（5）雇用形態（表 7） 

常勤者が 85.6％を占めていた。 

 

          表 7 対象者の雇用形態別人数（n=640） 

        

  

         

 

         

 

属性 人数（％） 

介護福祉士資格の有無 
 

介福士資格無  278（43.1） 

専門的資格有 367（56.9） 

実務経験    191（52.0） 

養成課程    176（48.0） 

属性 人数（％） 

雇用形態 
 

常勤 552（85.6） 

非常勤 73（11.3） 

その他 15（  2.3） 
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（6）夜勤回数（表 8） 

月 5 回以上が 56.3%と半数を超えていた。月 5 回以上ということは、週 1 回以上の夜

勤をしていることになる。この場合、ほとんどが一人夜勤であるため、１ユニット 9 人

の認知症高齢者の夜間帯における排泄や移動、徘徊や興奮等の対応していかなければな

らない。また、事故や病態の悪化による対応も一人で行わなければならない。夜勤の身

体的精神的負担は大きいと考える。 

 

 

      表 8 対象者の夜勤回数別（3 群）人数（n=645） 

      

 

        

 

 

 

 

 

（7）最終学歴（表 9） 

高校卒が 56.7％と多く、専門学校卒が 19.3％、中学卒は 2.8％存在した。約 60%が

実務経験から介護の知識技術を学んでいると思われ、必要性や根拠となる知識が乏し

い可能性がある。 

           

 

 表 9 対象者の最終学歴別人数(n=644) 

最終学歴 人数（％） 

中学校 18（2.8） 

高校 365（56.6） 

専門学校 124（19.2） 

短期大学 79（12.2） 

大学 57（8.8） 

大学院 1（0.2） 

 

          

 

 

 

属性 人数（％） 

夜勤 3 群 
 

なし 106（16.4） 

1-4 回/月 176（27.3） 

5 回以上/月 363（56.3） 
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（8）資格（表 10） 

複数回答でヘルパー2 級を約 50％が取得し、介護支援専門員は 18.4％であった。法的

資格が全くない従事者は 6.4％存在した。その他の資格は 12.6％で、資格は看護師、栄養

士、保育士等であり、多職種が混在している。 

         

 

表 10 対象者の資格別人数（複数回答） 

資格 人数（％） 

介護福祉士 367（56.9） 

ヘルパー1 級 24（ 3.7） 

ヘルパー2 級 300（46.5） 

ヘルパー3 級 6（ 0.9） 

社会福祉士 14（ 2.2） 

介護支援専門員 119（18.4） 

資格無 41（ 6.4） 

その他の資格有 81（12.6） 

 

          

（9）バーンアウト尺度の平均点（表 11） 

情緒的消耗感 13.5 点（SD4.60）脱人格化 11.0 点（SD4.25）、個人的達成感 16.0 点

（SD4.85）であった。この平均点は、それぞれの項目において平均的点数であり、グル

ープホームの介護職が特別高い得点とは言えない。 

  

 

         表 11 対象者のバーンアウト尺度平均点 

     

 

        

 

 

 

（10）介護職の心身の自覚症状の有無（表 12） 

  介護職における現在の心身の自覚症状の有無 20項目については、複数回答であるが「肩

が凝る」が 51.3%と半数以上が回答している。次いで「腰痛がある」は 49.5%、「疲れが

取れない」41.6%と多かった。少なかったのは「食欲がない」は 1.4%、「吐き気・嘔吐が

ある」は 1.5%であった。この 20 項目は、いずれもストレスの指標となっている。首や

ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ尺度平均点 平均点（SD） 

情緒的消耗感 13.5（4.60） 

脱人格化 11.0（4.25） 

個人的達成感 16.0（4.84） 
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肩の凝り、腰痛は立ち仕事や無理な姿勢での介護によって正しい姿勢の保持ができてい

ないことも要因と思われる。疲れが取れない、時々落ち込む、朝起きても疲れがとれな

い等はうつ状態時に現れると言われている。介護職の多くが、身体的精神的負担となり

ストレスに感じていることがわかる。そのため、認知症高齢者への対応が遂行できない

可能性があり、介護職へのストレスの緩和は重要と考える。 

 

           表 12 介護職の心身の自覚症状の有無（人）（n=645） 

    

 

 

2）介護職の年代別と基本属性の関連についての結果（表 13） 

 男性は、30 歳代が 33.3％と最も多く、20 歳代、40 歳代と続き、全体の 78.1％を占めて

いた。女性は、50 歳代が 33.5％と最も多く、40 歳代、30 歳代と続き、全体の 73％を占め

ていた。女性は、結婚や出産等で 20~30 代が少なく、子育てが終わる 40 歳代~50 歳から新

たな仕事を得るために多くなっていると思われる。 

介護福祉士資格は、有資格者も無資格者も 50 歳代が最も多かった。無資格の場合 50 歳

代は、家庭や子育ての終了とともに働くことを考えたとき、資格がなくても働ける介護の

現場を選択したと思われる。10~20 歳代で、介護福祉士の資格がない介護職が約 20%存在

している。やはり、資格がなくても働ける介護の現場を選択したと思われる。グループホ

ームは認知症高齢者の生活の場であり、年齢や家庭生活を経験した 40~50 歳代は、自分の

親世代との関係性や高齢者の特徴を経験から会得している部分もあり、介護を職業として

いくことは不安やストレスは少ないと思われる。しかし、若い世代にとって核家族の環境

で生活してきた人がほとんどであり、高齢者や認知症を理解することは身体的にも精神的

331 
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41 
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168 
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195 

首・肩がこる 
関節痛がある 

腰痛がある 
頭痛・頭が痛い 

動悸・息切れする 
めまい・立ちくらみがある 

食欲がない 
吐き気・嘔吐がある 

手足がしびれる 
胃がもたれる 

下痢・便秘がある 
眠りが浅い 

全身がだるい 
くつろぐ時間がない 

疲れが取れない 
毎日くたくたに疲れる 

やる気が出ない 
いらいらする 
時々落ち込む 

朝起きたときでも疲れを感じる 

心身の自覚症状（n=645） 
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にも負担が大きいと思われる。 

雇用形態も資格同様で、50 歳代が最も多く常勤・非常勤ともに多かった。非常勤者の特

徴として、50 歳以上で 60%以上であった。60 歳以降は正規職員として雇用は難しく、定年

後新たな職場として介護の現場を選択していると思われる。また、50 歳代以降は、年齢に

伴う身体的老化や親の介護、配偶者の世話などが考えられ、非常勤者として就業している

と思われる。非常勤者数は少ないが、チームで認知症高齢者の生活を支える職業として重

要である。しかし、非常勤者であることから、施設全体で同じ目標や質の高い介護など、

少なからず常勤者との違いがあると思われ、職場環境に影響を与えるのではないかと思わ

れる。 

勤務経験年数では、10 年以上の 50 歳代が約 40%と多かった。また、50 歳以上が半数以

上を占めている。また、2 年未満においては 20 歳代が最も多く約 30%であった。そして、

40 歳代、50 歳代あわせて約半数を占めている。2 年未満の 40~50 歳代が多いことは、子育

てが終わり再就職を考え、資格がなくてもできる介護職を選択したと思われる。長期間続

けている介護職は多く、豊富な人生・社会経験、知識や技術を発揮でき認知症高齢者の生

活を支えることができていると思われる。また、勤務経験年数が少なく年齢も若い介護職

の相談を受けたり、指導が充実し、勤務経験年数の多い介護職は職場に必要な存在である

と思われる。そのためには長期間働くための職場環境の充実が求められる。 

夜勤回数は、50 歳代が月 1~4 回 33.5%、5 回以上 29.4％と最も多かった。10 歳代で月 5

回以上も存在する。夜勤回数なしは 30 歳代、50 歳代で 50%を占めた。 

10 歳代の夜勤では、資格がないのは当然であるが、認知症高齢者の理解が乏しく、経験

も少なく一人夜勤をすることは、他の年代に比べて緊張や不安が大きいと思われる。緊急

事態への対応や同時に対応することなど、身体的に精神的負担が大きい中、一人夜勤はそ

れらに耐えられず不適切ケアや虐待が起こる可能性はある。 

 

 

         表 13  対象者の年代別と基本属性における人数（n=645） 

項目 人数（%） 
10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

3（0.5） 97（15.1） 132（20.6） 141（21.9） 192（29.9） 70（10.9） 7（10.9） 

性別  
        

男性 119（18.4） 0（ 0.0） 28（28.9） 44（33.3） 21（14.9） 18（ 9.3） 7（ 9.9） 1（14.3） 

女性 526（81.6） 3（100.0） 69（71.1） 88（66.7） 120（85.1） 176（90.7） 64（90.1） 6（85.7） 

介護士資格 
        

あり 367（56.9） 0（ 0.0） 43（44.4） 94（71.2） 78（55.3） 117（60.3） 32（45.1） 3（42.9） 

なし 278（43.1） 3（100.0） 54（55.6） 38（28.8） 63（44.7） 77（39.7） 39（54.9） 4（57.1） 

雇用形態（n=640) 
       

常勤 552（86.3） 3（100.0） 91（93.8） 119（90.8） 128（91.4） 168（87.0） 41（59.4） 2（38.6） 
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非常勤 73（11.4） 0（0.0） 5（ 5.2） 11（ 8.4） 11（ 7.9） 22（11.4） 21（30.4） 3（42.9） 

その他 15（2.3） 0（0.0） 1（ 1.0） 1（ 0.8） 1（ 0.7） 3（ 1.6） 7（10.1） 2（28.6） 

経験年数 
        

2 年未満 99（15.3） 3（100.0） 28（28.9） 14（10.6） 27（19.1） 21（10.8） 6（ 8.5） 0（ 0.0） 

2～5 年 240（37.2） 0（ 0.0） 54（55.7） 42（31.8） 56（39.7） 60（30.9） 26（36.6） 2（28.6） 

6～9 年 102（15.8） 0（ 0.0） 15（15.5） 26（19.7） 17（12.1） 34（17.5） 9（12.7） 1（14.3） 

10 年以上 204（31.6） 0（ 0.0） 0（ 0.0） 50（37.9） 41（29.1） 79（40.7） 30（42.3） 4（57.1） 

夜勤回数(n=642) 
       

なし 106（16.5） 1（33.3） 7（ 7.2） 27（20.5） 19（13.5） 27（14.1） 22（31.4） 3（42.9） 

1～4 回/月 176（27.4） 0（ 0.0） 23（23.7） 30（22.7） 34（30.7） 59（30.7） 28（40.0） 2（28.6） 

5 回以上/月 360（56.1） 2（66.7） 67（69.1） 75（56.8） 88（62.4） 106（55.2） 20（28.6） 2（28.6） 

 

   

 

3）介護福祉士資格取得方法と基本属性の関連についての結果（表 14） 

 介護福祉士有資格者は 366 人で全体の 56.7％を占めていた。介護福祉士資格の取得方法

について養成課程（専門学校、短期大学、大学等）を修了した人は 176 人、実務経験（実

務経験と国家試験受験）によって取得した人は 191 人と半数以上であった。性別では、実

務経験者、養成課程修了者ともに女性が多かった。 

年代では、実務経験者のうち 50 歳代で約 40%と最も多かった。養成課程修了者は 20~30

歳代で合わせて約 50％を占めていた。10～20 歳代、60 歳代以上は介護福祉士資格なしが

多かった。 

経験年数では実務経験者の 6~9 年は 39.8％、10 年以上は 45.0%を占めていた。資格がな

い場合、2 年以下は 29.1％、2~5 年は 46.0％を占めていた。 

資格がない常勤者は約 80％を占め介護福祉士資格のない状態で、日々の介護ケアを行っ

ており、認知症高齢者と長く過ごす時間は多く、身体的精神的負担は大きいと思われる。 

夜勤回数について、資格がない場合月 5 回以上は 57.6％、月 1~4 回は 24.6%と資格のな

い介護職が夜勤を行っていることが明らかとなった。 

資格の有無について、資格がない介護職が約 40％いることについて、資格がなくても働

くことが可能なため、専門的な知識や技術が乏しい介護職が多い可能性がある。各施設や

外部研修で知識や技術を得ることは可能であるが、研修の受講や機会を得ることが困難な

状況もあるのではないか。そのため、認知症高齢者の理解や人権擁護などの知識が乏し可

能性があり、不適切なケアや虐待を起こす可能性もあると思われる。 
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       表 14 対象者の資格取得方法別と他の基本属性（n=645） 

項目 人数（%） 
実務経験 養成課程 資格なし 

191(29.6) 176(27.3) 278(43.1) 

性別 
    

 男性 119（18.4） 23（12.0） 39（22.7） 57（20.5） 

女性 526（81.6） 168（88.0） 137（77.8） 221（79.5） 

年齢 
    

10 代 3（ 0.5） 0（ 0.0） 0（ 0.0） 3（ 1.1） 

20 代 97（15.0） 12（ 6.3） 31（17.6） 54（19.4） 

30 代 132（20.5） 40（20.9） 54（30.7） 38（13.7） 

40 代 141（21.9） 41（21.5） 37（21.0） 63（22.7） 

50 代 194（30.1） 76（39.8） 41（23.3） 77（27.7） 

60 代 71（11.0） 21（11.0） 11（ 6.3） 39（14.0） 

70 歳以上 7（ 1.1） 1（ 0.5） 2（ 1.1） 4（ 1.4） 

経験年数 
    

2 年未満 99（15.3） 6（ 3.1） 12（6.8） 81（29.1） 

2～5 年 198（46.0） 32（16.8） 38（21.6） 128（46.0） 

6～9 年 142（22.0） 67（35.1） 44（25.0） 31（11.2） 

10 年以上 206（31.9） 86（45.0） 82（46.6） 38（13.7） 

雇用形態(n=640) 
    

常勤 552（86.3） 170（89.5） 162（93.1） 220（79.7） 

非常勤 73（11.4） 17（ 8.9） 11（ 6.3） 45（16.3） 

その他 15（ 2.3） 3（ 1.6） 1（ 0.6） 11（ 4.0） 

夜勤回数（n=642） 
    

なし 106（16.5） 24（12.6） 33（18.8） 49（17.8） 

1～4 回/月 176（27.4） 54（28.3） 54（30.9） 68（24.6） 

5 回以上/月 360（56.1） 113（59.2） 88（50.3） 159（57.6） 

 

 

4）夜勤回数と基本属性の関連についての結果（表 15） 

 月 5 回以上の夜勤は、常勤者で 94.4％が行っていた。非常勤者は夜勤なしが 36.2%であ

った。経験年数では 2～5 年が約 40％で最も多かった。女性は 70%以上が月 5 回以上夜勤

をしている。女性の多くは、子育てや家庭内の世話も行っている場合が多いと思われ、身

体的精神的負担が大きいのではないかとおもわれる。また、経験年数の少ない介護職が一

人夜勤をすることは、夜勤帯の認知症高齢者の行動の変化や緊急時の対応等に苦慮する可

能性が高いと思われ、精神的負担は大きいのではなかと考える。 
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 表 15 夜勤回数別と基本属性（n=645） 

項目  人数（%） 
なし 1～4 回/月 5 回以上/月 

  106(16.4) 176(27.3)   363(56.3) 

雇用形態（n=637） 
    

常勤 549(86.2) 58(55.2) 154(88.0) 337(94.4) 

非常勤 73(11.5) 38(36.2) 19(10.9) 16( 4.5) 

その他 15( 2.4) 9( 8.6) 2( 1.1) 4( 1.1) 

性別(n=642)  
    

男性 119(18.5) 12(11.3) 21(11.9) 86(23.9) 

女性 523(81.5) 94(88.1) 155(88.1) 274(76.1) 

経験年数（n=642） 
    

2 年未満 99(15.4) 22(20.8) 19(10.8)    58（16.1） 

2～5 年 239(37.2) 30(28.3) 61(34.7) 148(41.1) 

6～9 年 101(15.7) 18(17.0) 25(14.2) 58(16.1) 

10 年以上 203(31.6) 36(34.0) 71(40.3) 96(26.7) 

 

 

5）認知症グループホーム介護職の基本属性に関する考察 

調査対象における個人特性の特徴として、女性が圧倒的に多く、そして 50 歳代が最も

多く、経験年数で 40～50 歳代が 2 年未満の約 50％を占め、そのほとんどが介護福祉士

資格のない状況であった。これは、女性の働き方として子育てが終わり再就職に介護職

を選択したことが要因の一つと言える。このことは、資格がなくても働くことができる

介護職を専門的職業として成長させていくことが困難な状況の一因となっていると考え

る。また、介護福祉士資格を有する介護職のうち実務経験により資格を得た人は半数で

あり、やはり専門的職業として必要な理論や知識が十分かは疑問である。 

さらに、資格がない介護職も 50％以上が月 5 回以上の夜勤を行っており、また経験年

数が少ない介護職も月 5 回以上の夜勤を行っている。認知症グループホームの夜勤は多

くの施設で 1 人体制である。資格がないことや夜勤体の対応の経験も少ない介護職の夜

勤帯のストレスは図りえない。このような状況で複数の認知症高齢者の介護にあたると

きには、不適切ケアや虐待が起こる可能性があると思われる。認知症グループホームの

実態調査では、平均 5~8 回が 47.4%であることから、本研究対象者の夜勤回数は多く、

ストレスを感じ易い状況であると思われ、夜勤と資格の有無や経験年数によるストレス

は本研究の結果として特徴の一つと言える。 

しかし、先行研究結果から、介護福祉士資格については認知症グループホームに従事

する介護職の特徴とは言えず、介護老人福祉施設等の介護職にも同様である。これらの
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介護職の資格の有無や取得方法に関する問題は、研修受講や虐待の認識にも関連すると

考えられ、次の項でさらに深めたい。 

   

 

6）認知症グループホーム介護職の基本属性に関する小括 

  本研究の対象者である認知症グループホームの介護職の個人特性について分析した。

以下のことが明らかとなった。 

１．女性が 80%以上を占めていた。 

２．経験年数が 2 年未満の 40~50 歳代が多かった。 

３．介護福祉士の資格を有する介護職のうち実務経験による資格を得た人は半数存在し

ていた。 

４．介護福祉士資格のない常勤者が約 80%存在した。 

５．夜勤は月 5 回以上をしているのは、ほとんど常勤者あった。 

６．資格のない介護職や経験年数の少ない介護職の半数以上が月 5 回の夜勤を行ってい

た。 

７．経験年数 2~5 年が約 50%であった。 

８．心身の自覚症状では約半数が「肩こり、腰痛」、「疲れが取れない」を自覚している

介護職が多い。 

以上のことから、女性が圧倒的に多く、40~50 代の経験年数が少ない女性が多く、

子育てが一段落した女性が再就職していると思われる。専門的知識の乏しい介護職が

多く、また経験年数が少ない人や非常勤者が夜勤をしており、緊張や不安が多い中で

勤務している可能性が高い。さらに「肩こりや腰痛」「疲れがとれない」などを自覚し

ており、これらの症状はストレスが招く症状と言われており、心身ともにストレスを

感じている介護職が多いのではないだろうか。そのストレスによって、不適切なケア

や虐待に結び付く可能性はある。 

 

３．介護職における虐待の認識に関連する結果 

  

1）介護行動に関する虐待の認識の結果（表 16） 

  前項で定義した、介護職の介護行動 33 項目それぞれの項目について虐待と認識してい

るかを質問した。その記述統計において、全項目で 70%以上の人が虐待と思うと回答し

た項目は、33 項目のうち 1/3 の 11 項目であった。 

33 項目を虐待の種類で分けて認識している割合の高い項目の結果を述べる。 

最も虐待と思う割合の多かった項目は、身体的虐待項目の「ベッドに長時間抑制・拘

束した」が 94.3％であった。次に、80％以上の人が虐待と思う割合が多かった項目は、

身体的虐待項目の「利用者に叩かれたので叩き返した」91.6％、心理的虐待項目の「大声
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で怒鳴った」82.3%、「『臭い』『ばっちい』と言っておむつ交換した」86.7%、「利用者か

ら話しかけられても一切無視した」86.4%、ネグレクト項目の「自分で食べられない利用

者に配膳はしたが、食事介助をしない」90.9%、「失禁でシーツや下着が汚れてもそのま

ま放置した」92.1%、「ナースコールが頻回な場合、ナースコールを使えないようにした」

87.4%であった。 

  次に、最も虐待と思う割合が少ない項目は、性的虐待項目の「女性に対して男性介護

者が入浴介助や排せつ介助をした」が 10.2%であり、「元気づけるために安易に体に触れ

た」が 10.9%とであった。次に割合が少ないったのは、ネグレクト項目の「オムツ交換

を時間で行う」が 20.6%であった。 

 

    表 16 介護行動に関する項目を虐待と認識している割合(n=645) 

身体的

虐待 

入浴時、声掛けもなく頭からシャワーをかけたり、着替えの時に何も言わずにズボンを下げた 485（75.2） 

手荒く寝具をかける 361（56.0） 

嫌がる利用者に無理やり食事をさせた 426（66.0） 

利用者に叩かれたので叩き返した 591（91.6） 

ベッドに長時間抑制・拘束した 608（94.3） 

心理的

虐待 

利用者から話しかけられても一切無視した 557（86.4） 

「ちゃん」付で呼ぶ 204（31.6） 

大声で怒鳴った 534（82.8） 

「おじいさん」「おばあさん」と呼んだ 149（23.1） 

他の人の前で排泄に関することを話した 313（48.5） 

認知症なので本人はわからないので「あだ名」で呼んでいた 398（61.7） 

「臭い」「ばっちい」と言っておむつ交換した 559（86.7） 

「頭を撫でる」など子どもに対するような対応や言葉かけをする 247（38.3） 

「あれが悪い」「これができない」など短所ばかり言う 483（74.9） 

説明や声かけをせずケアや処置をした 337（52.2） 

ネグレ

クト 

粉薬をご飯と一緒に混ぜる 231（35.8） 

「今忙しいから」と言って、訴えを後回しにした 215（33.3） 

自分で食べられない利用者に配膳はしたが、食事介助をしない 586（90.9） 

失禁でシーツや下着等が汚れてもそのまま放置した 594（92.1） 

ナースコールが頻回な場合、ナースコールを使えないようにした 564（87.4） 

意思を伝えられない人に対し「もう食べないの」と聞いた 244（37.8） 

運動させない 330（51.2） 

トイレで排泄できる人にオムツで対応する 437（67.8） 

オムツ交換を時間で行う 133（20.6） 
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日中車椅子に座らせたまま放置した 440（68.2） 

本人の返事を待たずに食事膳を片付けた 403（62.5） 

性的虐

待 

女性に対して男性介護者が入浴介助や排泄介助をした 66（10.2） 

下着をはているかどうか、安易にズボンを下げて確認した 382（59.2） 

元気づけるために安易に体に触れた 70（10.9） 

性的な冗談や身体について話題にする 359（55.7） 

他者に見える状態で排泄や入浴の介助をする 517（80.2） 

不適切

ケア 

利用者の前で職員同士が私的な会話をする 137（21.2） 

他の職員が見ていないと対応がぞんざいになる 413（64.0） 

 

 

2）個人および職場環境における虐待に関する認識の結果（表 17） 

 ここでは、分析対象者における個人および職場環境における虐待に関する認識の結果

を述べる。 

 まず、介護職の個人の虐待に関する虐待の認識について、介護職として確実な知識と

して、虐待の種類や通報義務は、わずかであるが認識していない介護職は存在していた。

そして、「虐待までいかないが、不適切なケアがある」は、74.3%、「不適切とわかってい

てもせざるを得ない状況にある」は 61.9％と多かった。これは個人として、普段の介護

支援の中で不適切なケアがあり、やむを得ずしていることで、自責の念にかられ負担と

なっていると思われる。 

 次に、職場環境に関する虐待の認識について、「虐待防止の取り組みがある」や「働き

やすさへの取り組みがある」、「上司との意見交換ができる状況にある」等、60~80%が思

うと回答している。 

しかし、介護の方法に疑問を感じる介護職は約 80%存在することから、話し合える環

境が整っていると思っていても、介護方法や個人的な疑問や意見を言える状況にないこ

とがわかる。職場全体が虐待の認識について、共通理解を得られるような職場の取り組

みが重要である。 

 

 

     表 17 個人および職場環境における虐待に関して認識している割合(n=645) 

 項    目 人数(%) 

虐
待
に
関
す
る
個
人

の
認
識 

高齢者虐待には身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、

放置・放棄がある 
598(92.7) 

虐待を発見した時には通報義務がある 639(99.1) 

虐待の通報先を知っている 468(72.6) 
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介護に関する知識や技術、経験が未熟だと虐待につながりやすい 506(78.4) 

施設内外の研修に参加している 544((84.3) 

虐待までいかないが、不適切なケアがあると思う 479(74.3) 

不適切だとわかっていても、せざるを得ない状況がある 399(61.9) 

虐
待
に
関
す
る
職
場
環
境
の
認
識 

虐待防止についての施設として取り組みがある 484(75.0) 

ケアの質の向上に向けた施設として取り組みがある 540(83.7) 

職員の働きやすさに関する改善に向けた施設としての取り組みがある 390(60.5) 

自分や他職員の介護の仕方に疑問を感じることがある 527(81.7) 

自分の働く施設では虐待がないと思う 506(78.4) 

感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況である 527(81.7) 

 

3）介護職における虐待の認識の有無に関する考察 

 

介護職の介護行動において、虐待と思う割合が多かった項目で「ベッドに長時間抑制・

拘束した」であった。身体拘束は、1999 年に厚生省（現厚労省）令で老人保健施設での身

体拘束の禁止を規定し、「身体拘束ゼロ作戦」が提言され、その後、身体拘束が代表的虐待

として施設における身体拘束ゼロが介護職に浸透していったと考えられ、当然のことと思

われる。そして、虐待と思う割合が多い項目は身体的・心理的・ネグレクトに多く、施設

別における虐待の種類の多い種類と同様であった。そのなかで、「怒鳴る」「叩き返した」「汚

れをそのままにした」等倫理的にも一般的に利用者に接する行動としても明らかに異常と

理解できる項目である。グループホームの介護職は人権擁護や虐待に関して理解できてい

る人が多いといえる。 

しかし、虐待と思う割合の少ない項目は性的虐待であり、「体に触れる」「異性の介助」

等介護職として当然の介護行動と思い、異性を意識することは介護職としてよくないこと

と考えているからではないかと思われる。相手を異性として尊重した態度が必要であると

考える。 

 個人および職場環境に関する虐待の認識では、「不適切ケアがある」「せざるを得ない状

況にある」と回答している介護職が多いことが明らかになった。これは、認知症の理解に

乏しいだけではなく、労働環境がそのような状況を生み出していると思われる。高崎（2010）

は、施設の要因として組織的な劣悪な仕事ぶり、職員の不足等をあげている。グループホ

ームの施設基準において、利用者に対する介護職数は決められており、職員が少ない状況

で、小規模施設ならではの業務の煩雑さがあると思われる。職場環境についても、「職員の

働きやすさへの改善への取り組みがない」と認識している介護職が 40%と多いことからも、 

職場環境が少なからず影響していると思われる。 
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４）介護職の虐待の認識の有無についての小括 

 認知症グループホームの介護職における虐待の認識について以下のようにまとめた。 

１．33 項目の介護行動を虐待と思う割合が 100％の項目はなかった。 

２．33 項目のうち、虐待と思う割合が 70%以上だった項目は 11 項目で 3 分の 1 であった。

３．33 項目のうち、虐待と思わない割合が 60%以上だった項目も 11 項目で全体の 3 分の 1  

であった。 

４．33 項目のうち、介護行動を虐待行為か否かでは 3 割程度の適切な虐待の認識であった。 

５．個人における虐待の認識において、虐待の種別と通報義務があることは 90%以上認識 

していた。 

６．「虐待までいかないが、不適切なケアがある」、「不適切とわかっていてもせざるを得な

い状況にある」と認識している介護職は 60~70%存在する。 

７．介護の方法に疑問を感じる介護職は約 80%存在する。 

これらのことから、本研究の対象となるグループホームの介護職は、介護行動における

虐待に関する知識や理解不足といえる。特に、異性の排せつ介助は虐待と思わない割合が

多く、本来は相手を尊重した態度として配慮すべき行動であるが、介護職として当然の行

為であると思いケアを行っているのではないだろうか。しかし、本研究は、対象者が限ら

れており一般化できず、今後の研究課題である。 

 

  

４．研修受講に関する結果 

 

1）研修受講の有無と基本属性の結果（表 18） 

 過去 1 年間で介護職の個人特性と研修受講の有無について割合をみた。雇用形態では

常勤者の約 90%は受講していた。経験年数では、2~5 年の介護職が約 40%受講していた。

夜勤回数では、月 5 回以上している介護職は 58.1%受講していた。介護福祉士の有資格

者は 58.3%が受講していた。学歴では、高校卒が 56.8％と多く受講していた。年齢 5 群

では、50 歳代が約 30%と多く受講していた。 

 研修について常勤で介護福祉士の資格を有し、夜勤が多い介護職が研修受講をしてい

たことから、自己研鑚を積むことや確実な業務遂行ができること、対象者との効果的な

関係性等を介護職として学ぶ姿勢や必要性を感じていると考える。 

 

 

         表 18 研修の有無別の基本属性人数（n=645） 

項    目 人数 研修受講有無(%) 

Yes 561(87.0) No 84(13.2) 
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性別 男性 119 104（87.4） 15（12.6） 

女性 526 457（86.9） 69（13.1） 

年齢 5群 29歳以下 100 89（89.0） 11（11.0） 

30歳代 132 111（84.1） 21（15.9） 

40歳代 141 125（88.7） 16（11.3） 

50歳代 194 171（88.1） 23（11.9） 

60歳以上 78 65（83.3） 13（16.7） 

介護福祉士

養成課程別 

実務経験 191 175（91.6） 16（8.4） 

養成課程 176 152（86.4） 24（13.6） 

資格無 278 234（84.2） 44（15.8） 

学歴 中学 18 15（83.3） 3（16.7） 

高校 365 318（87.1） 47（12.9） 

専門学校 124 105（84.7） 19（15.3） 

短期大学 79 68（86.1） 11（13.9） 

大学 57 53（93.0） 4（ 7.0） 

大学院 1 1（100.0） 0（ 0.0） 

雇用形態 常勤 552 496（89.9） 56（10.1） 

非常勤 73 50（68.5） 23（31.5） 

その他 15 10（66.7） 5（ 33.3） 

経験 4群 2年未満 99 80（80.8) 19（19.2） 

2-5年 240 178（89.9） 20（10.1） 

6-9年 102 123（86.6） 19（13.4） 

10年以上 204 180（87.4） 26（12.6） 

夜勤 3群 なし 106 84（79.2） 22（20.8） 

1-4回/月 176 151（85.8） 25（14.2） 

5回以上/月 363 326（89.7） 37（10.3） 

     

2）研修受講内容と研修受講人数（表 19、表 20） 

複数回答とし、過去１年間の研修を受講したのは 561 人で全体の 87％であった。研修

内容で最も多かったのは、認知症に関する研修で 74.5%が受講した。次に介護ケアに関

する内容で 61.2％、人権擁護・意思尊重に関する内容で 53.0%に順であった。今後受講

したい研修は、職員のメンタルに関する内容が 61.3%、緊急時の対応に関する内容が

47.5%、認知症理解に関する内容が 44.0%と多かった。虐待の関する内容については、今

後の受講希望は約 20%程度であった。介護職は、認知症高齢者の理解に関する内容に関

心が高く、対象者の理解に努めていると思われる。緊急時の対応に関する内容を多くの

介護職が希望していることから、一人夜勤や緊急事態への対応に苦慮することがあると
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予想できる。それは、職員のメンタルに関する内容を多く希望していることからも、精

神的負担が大きいと感じていると思われる。しかし、虐待に関する研修希望は 20%程度

であることから、虐待への関心が低く、普段の行動における虐待の理解度も確実でない

可能性はある。 

                  

 

  表 19 1 年間研修受講内容別人数(n=564)       

項目        人数（％） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 299（53.0） 

介護ケアに関する内容   345（61.2） 

緊急時の対応に関する内容 247（43.8） 

認知症の理解に関する内容 

虐待に関する内容 

420（74.5） 

227（40.2） 

高齢者の理解に関する内容 181（32.1） 

 

 

 表 20 今後希望する研修内容（n=638） 

項目 人数（％） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 122（19.1） 

介護ケアに関する内容 237（37.1） 

緊急時の対応に関する内容 303（47.5） 

認知症の理解に関する内容 283（44.0） 

虐待に関する内容 122（19.1） 

高齢者の理解に関する内容 160（25.1） 

職員のメンタルケア 391（61.3） 

接遇・コミュニケーション 267（41.8） 

 

 

3）研修受講の有無と性別との関連（表 21） 

 分析対象者の性別は、男性（117 人）女性（521 人）であり、研修受講の有無に関して

男女ともに 60％以上が職員のメンタルケアの研修を希望していた。 

男性の特徴として、虐待に関する内容や高齢者の理解に関する内容は女性に比較して

5%以上多く研修を希望していた。 

女性は、接遇・コミュニケーションが男性に比較して 5%以上多く希望していた。その

他の項目はほぼ同じ割合であった。性差による違いはほとんどないと思われる。女性が

接遇やコミュニケーションを希望している人が男性より多いのは、認知症高齢者と良好
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な関係性を保持するために必要と考えていると思われる。男性は、知識を深める内容が

多いのは客観的知識を高めることで、仕事を継続していくことを考えているのではない

かと思われる。 

                  

 

表 21 介護職の研修受講希望ありと性別 

項目 

性別（n=638） 

男性 女性 

117（18.3） 521（81.7） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 26（22.2） 96（18.4） 

介護ケアに関する内容 47（40.2） 190（36.5） 

緊急時の対応に関する内容 52（44.0) 251（48.2） 

認知症の理解に関する内容 55（47.0） 228（43.8） 

虐待に関する内容 30（25.6） 92（17.7） 

高齢者の理解に関する内容 37（31.6） 123（23.6） 

職員のメンタルケア 73（62.4） 318（61.0） 

接遇・コミュニケーション 43（36.8） 224（43.0） 

 

 

4）研修受講の有無と雇用形態の関連性（表 22） 

 分析対象者の全体では、職員のメンタルケアに関する内容は常勤者では 63.3％、その

他の雇用形態は 71.4％と最も多く希望していた。緊急時の対応に関する内容は、いずれ

の雇用形態も 40%以上が希望していた。認知症の理解に関する内容、および高齢者の理

解に関する内容では、その他の雇用形態と常勤者は非常勤者より多く希望していた。接

遇・コミュニケーションに関する内容はその他の雇用形態が 50%と多かった。人権擁護

や虐待に関する内容は、全体で希望している介護職は 20%を下回っており、その他の雇

用形態では 0％であった。 

 職員のメンタルケアに関する内容を受講したいと考えている介護職が多いことは、ス

トレスが高くその根拠や対処方法等を学び、ストレス緩和やストレスと上手く付き合い

ながら仕事をしていくことを考えていると思われる。緊急時の対応に関する内容を希望

していることは、一人夜勤でなにか起きたらという不安や緊張は高く、また他の入居者

への対処など、緊急時の対応や対処方法等を理解したいと思っているのではないかと考

える。しかし、人権擁護や虐待に関する希望が少なくその必要性の理解が乏しいのでは

ないかと思われる。ストレスが高いことは明らかであり、ストレスが高いと認知症高齢

者に対する接し方や介護方法に影響する可能性がある。 
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  表 22 介護職の研修受講希望ありと雇用形態 

項目 

雇用形態（n=633) 

常勤 非常勤 その他 

547（85.7） 72（11.3） 14（2.2） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 108（19.7） 10（13.9） 3（21.4） 

介護ケアに関する内容 207（37.8） 28（37.8） 2（14.3） 

緊急時の対応に関する内容 263（48.1） 31（43.1） 6（42.9） 

認知症の理解に関する内容 247（45.2） 28（38.9） 6（42.9） 

虐待に関する内容 115（21.0） 7（ 9.7） 0（ 0.0） 

高齢者の理解に関する内容 143（26.1） 13（18.1） 4（28.6） 

職員のメンタルケア 346（63.3） 34（47.2） 10（71.4） 

接遇・コミュニケーション 232（42.4） 25（34.7） 7（50.0） 

 

 

5）研修受講の有無と経験年数の関連性（表 23） 

 分析対象者全体で最も希望していたのは、職員のメンタルケアで 6 年以上の介護職は

約 70％が最も多く希望していた。経験年数があがると割合が多くなっている。 

経験年数が少ない介護職は、仕事や認知症高齢者の理解が乏しく、それによるメンタ

ルケアを学びたいと考えていると思われる。そして、緊急時の対応に関する内容は、2 年

未満の介護職の 60%と最も希望していた。経験年数の少ない介護職が多く希望し、経験

年数が多くなるほど少なくなった。やはり、緊急時の経験不足や一人夜勤の不安や緊張

が関係していると思われる。また、認知症の理解に関する内容についても同様である。

認知症は症状や経過、進行度など多様で経験の少ない介護職は認知症の理解を深めて介

護をしたいと考えていると思われる。しかし、人権擁護や虐待に関する内容を希望する

介護職は 20%程度であり、やはり必要性を理解していない可能性があると思われる。経

験年数の少ない介護職ほど、人権擁護や虐待に関する内容を学び、介護に生かすことが

重要と思われる。 

 

 

表 23 介護職の研修受講希望ありと経験年数 

項目 

経験年数（n=638) 

2 年未満 2‐5 年 6‐9 年 10 年以上 

98（15.4） 194（30.4） 142（22.3） 204（32.0） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 26（26.5） 32（16.5） 18（12.7） 46（22.5） 

介護ケアに関する内容 40（40.8） 75（38.7） 52（36.6） 70（34.3） 

緊急時の対応に関する内容 57（58.2） 95（49.0） 69（48.6） 82（40.2） 
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認知症の理解に関する内容 48（49.0） 83（42.8） 54（45.1） 88（43.1） 

虐待に関する内容 19（19.4） 32（16.5） 27（19.0） 44（21.6） 

高齢者の理解に関する内容 27（27.6） 49（25.3） 38（26.8） 46（22.5） 

職員のメンタルケア 52（53.1） 98（50.5） 98（69.0） 143（70.1） 

接遇・コミュニケーション 41（41.8） 68（35.1） 69（48.6） 89（43.6） 

 

6）研修受講の有無と夜勤回数の関連性（表 24） 

  全体で最も多いのは、職員のメンタルケアに関する内容であり、月 5 回以上の夜勤

を行っている介護職の 60%が希望していた。次に緊急時の対応に関する内容、認知症

に関する内容が多く、夜勤の有無や回数にかかわらず 40%程度が希望していた。やは

り、夜勤回数にかかわらず人権擁護・虐待に関する内容を希望する介護職は少なかっ

た。夜勤はほとんどの施設では一人であり、緊急事態への不安や緊張が高く精神的負

担は大きいと思われる。認知症の理解に関する内容も、夜勤時の対応への理解を深め

たいと考えていると思われる。一人夜勤における対応は個人の問題と職場環境や管理 

の問題も含めた解決策が望まれる。 

   

表 24 介護職の研修受講希望有ありと夜勤回数 

 

項目 

夜勤回数(n=638) 

なし 1‐4 回/月 5 回以上/月 

104（16.3） 174（27.3） 360（56.4） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 18（17.3） 36（20.7） 68（18.9） 

介護ケアに関する内容 42（40.4） 54（31.0） 141（39.2） 

緊急時の対応に関する内容 50（48.1） 79（45.4） 174（48.3） 

認知症の理解に関する内容 48（46.2） 66（37.9） 169（46.9） 

虐待に関する内容 10（ 9.6） 28（16.1） 84（23.3） 

高齢者の理解に関する内容 25（24.0） 34（19.5） 101（28.1） 

職員のメンタルケア 60（57.7） 100（57.5） 231（64.2） 

接遇・コミュニケーション 46（44.2） 66（37.9） 155（43.1） 

 

 

7）介護職の研修受講の有無と学歴の関連性（表 25） 

 職員のメンタルケアに関する内容は、どの学歴においても 50%以上が希望していた。 

特徴的なことは、緊急時の対応に関する内容について中学卒業者は 70%以上希望してい 

た。次いで大学卒業者が 60%程度希望していた。また、人権擁護・虐待に関する内容に 

ついて中学卒業者は、いずれも 44.4%が希望していた。さらに、認知症の理解に関する 
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内容については、40~50%程度希望していた。 

 学歴について、他の個人特性と研修内容の希望有無数は変化していないが、中学校卒 

業者は人権擁護や虐待に関する内容を希望していることは、実践中心では理解しがたい 

内容ではないかと思われ、自分の介護を見直したいと考えていると思われる。資格がな 

く実践中心で介護を行ってきたとき、人権擁護や虐待への理解について、十分な教育や 

指導が必要と考える。 

            

 

 表 25 介護職の研修受講希望ありと学歴 

研修項目 

学歴(n=637) 

中学校 高校 専門学校 短期大学 大学 大学院 

18（2.8） 359（56.4） 123（19.3） 79（12.4） 57（8.9） 1（0.2） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 8（44.4） 56（15.6） 27（22.0） 16（20.3） 14（24.6） 0（ 0.0） 

介護ケアに関する内容 7（38.9） 119（33.1） 50（40.7） 32（40.5） 28（49.1） 1（100.0） 

緊急時の対応に関する内容 13（72.2） 154（42.9） 63（51.2） 38（48.1） 34（59.6） 1（100.0） 

認知症の理解に関する内容 8（44.4） 145（40.4） 59（48.0） 42（53.2） 28（49.1） 0（ 0.0） 

虐待に関する内容 8（44.4） 69（19.2） 27（22.0） 8（10.1） 10（17.5） 0（ 0.0） 

高齢者の理解に関する内容 6（33.3） 85（23.7） 30（24.4） 24（30.4） 14（24.6） 0（ 0.0） 

職員のメンタルケア 9（50.0） 230（64.1） 74（60.2） 49（62.0） 29（50.9） 0（ 0.0） 

接遇・コミュニケーション 9（50.0） 143（38.8） 48（39.0） 43（54.4） 23（40.4） 0（ 0.0） 

 

  

8）研修受講の有無と年代の関連性（表 26） 

 全体を見ると、職員のメンタルケアに関する内容を希望する介護職は、70 歳代を除き

20 歳代から年代が上がるにつれて高い割合になっている。 

20 歳代は、高齢者の理解や介護ケアに関する内容以外の項目において、他の年代に比

較して多く希望している。また、緊急時の対応の関する内容や認知症の理解に関する内

容は 60%近い介護職が希望している。 

30 歳代は介護ケアに関する内容は 45.5%と最も多かった。 

70 歳代は虐待に関する内容について一人も希望していなかった。また、高齢者の理解、

職員のメンタルケア、接遇やコミュニケーションに関する項目を半数以上希望していた。 

 以上から、20 歳代は研修希望が他の年代より多いのは、経験年数も少なく実践中心で

あることから様々なことに疑問をもち、理論的な学習を希望しているのではないかと思

われる。70 歳代は、人生経験や社会経験は豊富であるが、認知症高齢者との接遇やコミ

ュニケーションに関する方法について普段の介護で疑問を持っていると思われる。 

 年代にあった希望する研修内容を計画することも必要である。 



68 

 

 

         表 26  介護職の研修受講希望ありと年代 

項目 

年代(n=638) 

10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

3(0.5) 95(14.1) 132（20.7） 141（22.1） 192（30.1） 68（10.7） 7（1.1） 

人権擁護・意思の尊重等に関

する内容 
0（ 0.0） 25（26.3） 21（15.9） 25（17.7） 38（19.8） 12（17.6） 1（14.3） 

介護ケアに関する内容 0（ 0.0） 40（42.1） 60（45.5） 53（37.6） 62（32.3） 21（30.9） 1（14.3） 

緊急時の対応に関する内容 3（100.0） 55（57.9） 72（54.5） 68（48.2） 77（40.1） 27（39.7） 1（14.3） 

認知症の理解に関する内容 1（33.3） 52（54.7） 60（45.5） 66（46.8） 79（41.1） 22（32.4） 3（42.9） 

虐待に関する内容 1（33.3） 24（25.3） 25（18.9） 30（21.3） 35（18.2） 7（10.3） 0（ 0.0） 

高齢者の理解に関する内容 0（ 0.0） 29（30.5） 37（28.0） 32（22.7） 42（21.9） 16（23.5） 4（57.1） 

職員のメンタルケア 0（ 0.0） 50（52.6） 82（62.1） 88（62.4） 123（64.1） 44（64.7） 4（57.1） 

接遇・コミュニケーション 1（33.3） 42（44.2） 64（48.5） 61（43.3） 71（37.0） 24（35.3） 4（57.1） 

 

 

9）研修受講の有無と介護福祉士資格取得方法（表 27） 

 全体として希望割合が多いのは、職員のメンタルヘルスであり、実務経験者では 70%

以上が希望している。逆に資格のない介護職は半数程度と少なかった。また、緊急時の

対応に関する内容は養成校が 54.3%と半数を超えていた。認知症の理解に関する内容は、

資格の有無取得法にかかわらず 40%以上を占めていた。虐待に関する内容は概ね 20%程

度であったが、人権擁護等に関する内容は実務経験が他より少なかった。 

資格の有無や取得方法について、養成校は緊急時の対応に関する内容を半数以上希望 

 しており、実務経験では実践で得ている場合が多いのではないかと思われる。また、介

護ケアについても同様で養成校が多く希望しており、実践が少ない可能性がある。実務

経験が職員のメンタルケアに関する内容を 70%以上希望していることは学歴と同様に高

校卒が多かったことを考えると、実践中心で考えてきたことで理論的にストレスやメン

タルケアを理解しがたいことが多かったのではないかと考える。さらに、実務経験が人

権擁護等に関する内容について他より明らかに少ないことは、グループホームの介護に

重要な視点であることが理解に乏しいのではないかと思われる。やはり、人権擁護や虐

待等に関する研修の必要性が高いと考える。 

 

 

        表 27 介護職の研修受講希望ありと介護福祉士資格取得方法 

項目 
介護福祉士資格取得方法(n=638) 

実務経験 養成校 介福資格なし 
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191(29.9) 175(27.4) 272(42.6) 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 25（13.1） 40（22.9） 57（21.0） 

介護ケアに関する内容 61(31.9） 70（40.0） 106（39.0） 

緊急時の対応に関する内容 80（41.9） 95（54.3） 128（47.1） 

認知症の理解に関する内容 82（42.9） 80（45.7） 121（44.5） 

虐待に関する内容 39（20.4） 33（18.9） 50（18.4） 

高齢者の理解に関する内容 42（22.0） 46（26.3） 72（26.5） 

職員のメンタルケア 136（71.2） 107（61.1） 148（54.4） 

接遇・コミュニケーション 17（ 8.9） 12（ 6.9） 6（ 2.2） 

 

 

10）過去 1 年間に研修を受講しなかった理由（表 28） 

  過去 1 年間に研修を受講しなかった介護職は 645 人中、84 人（13.0％）存在した。そ

のうち 80 名が受講しなかった理由を選択している。最も多い理由は「研修日と勤務が合

わない」31 人（37.3％）、次に「研修の案内がない」30 人（36.1％）であった。 

受講しなかった理由と今後受講したい研修内容について、「勤務が合わない」と回答し

た介護職は、職員のメンタルケアに関する内容を受講希望してい介護職が多かった。そ

の他の項目は受講希望しないが多かった。次に、「研修の案内がない」はどの項目も希望

しないが多く、特に今後職員のメンタルケアに関する内容を希望しないは多かった。 

研修を受けなかった介護職の 30％以上が、研修日と勤務日程が合わないことや研修自

体の案内がないことが理由であることから、施設管理者の教育指導の重要性の認識が乏

しいことや、研修受講ができる勤務体制や積極的な参加希望できる環境つくりが重要と

考える。 

 

       表 28 過去 1 年間に研修を受講しなかった理由（ｎ＝80） 

理由  人 （％） 

研修日と勤務が合わない 31（37.3） 

研修の時間が長い 2（ 2.4） 

外部の研修場所が遠い 4（ 4.8） 

研修の案内がない 30（36.1） 

関心のある内容ではない 5（ 6.0） 

理解している内容である 5（ 6.0） 

その他 18（21.7） 
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11）研修受講希望と介護行動における虐待の認識との関連 

  介護行動 33 項目はすべて虐待に値する。虐待と認識していないことは、普段の生活を

支援している内容を理解していないということであり、大きな問題である。 

介護行動を虐待と思わない項目は、「『ちゃん』付けでよぶ」、「『おじいさん』『おばあ

さん』と呼んだ」、「『頭をなでる』など子どもに対するような対応や言葉かけをする」、「粉

薬をご飯と一緒に混ぜる」、「『今忙しいから』と言って、訴えを後回しにした」、「元気づ

けるために安易に体に触れた」、「利用者の前で職員同士が私的な会話をする」、「意思を

伝えられない人に対して『もう食べないの』と聞いた」、「オムツ交換を時間で行う」「女

性に対して男性介護者が入浴介助や排泄介助をした」の 10 項目であった。 

研修を希望する人が多い研修内容と上記 10 項目との関連を見る。 

緊急時の対応に関する内容を希望していた項目は、「意思を伝えられない人に対して

『もう食べないの』と聞いた」を除いた 9 項目であった。 

介護ケアに関する内容を希望していた項目は、「粉薬をご飯と一緒に混ぜる」、「元気づ

けるために安易に体に触れた」の 2 項目であった。 

虐待に関する内容は「元気づけるために安易に体に触れた」1 項目だけであった。 

認知症の理解に関する内容は、「『おじいさん』『おばあさん』と呼んだ」、「『頭をなで

る』など子どもに対するような対応や言葉かけをする」、「『今忙しいから』と言って、訴

えを後回しにした」、「元気づけるために安易に体に触れた」、「利用者の前で職員同士が

私的な会話をする」の 5 項目であった。 

接遇・コミュニケーションに関する内容は「オムツ交換を時間で行う」に 1 項目であ

った。 

人権擁護や職員のメンタルに関する内容は希望しない人が多かった。 

緊急時の対応に関する内容は、虐待の認識とは関係ないと思われ、多くの介護職が今

後必要と考えていることがわかる。また、粉薬を混ぜたや安易に体に触れた項目ては、

介護ケアに関する内容を希望していることから、日ごろのケアに疑問や不安を持ってい

るのではないかと思われる。認知症の理解に関する内容を希望しているのは「おじいさ

ん、おばあさんと呼ぶ」や「頭をなでる」「私的な会話をする」などで、子供あつかいを

することや認知症だからわからないこと、認知症の知識に不安を持っているのではない

かと思われる。 

職員のメンタルについて、どの項目も希望していなかった。精神的負担より、介護実

践を確実にしたいと希望しているのではないかと思われる。 

普段の介護行動を見直し、相手を尊重したケアが確実にできるための認知症の理解や

介護ケアについての学びが必要と思われる。しかし、人権擁護については必要と思って

いないこと課題である。虐待と認識していない介護職を中心に、今後必要性を学べる機

会が必要である。 
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     表 29①  研修受講希望と虐待と認識しない割合が多い介護行動との関連  

 

 

表 29② 研修受講希望と虐待と認識しない割合が多い介護行動との関連    

 

 

12）研修受講希望と個人および職場環境の虐待に関する認識との関連（表 30①②） 

 虐待に関する個人の認識と職場環境の認識 13 項目のうち、認識しているより認識して

いないと多く回答した項目はなかった。 

人権擁護・意

思の尊重等
介護ケア

緊急時の

対応
虐待

認知症の

理解

高齢者の

理解

職員の

メンタルケア

接遇・コミュ

ニケーション

122 237 303 122 283 126 391 267

ｙｅｓ 56（45.9） 85（35.9） 91（30.0） 47(38.5) 94（33.2） 55（34.4） 131（33.5） 87（32.6）

ｎｏ 66（54.1） 152（64.1） 212（70.0） 75(61.5) 189（66.8） 105（65.6） 260（66.5） 180（67.4）

ｙｅｓ 36（29.5） 67（28.3） 60（19.8） 33（27.0） 63（22.3） 43（26.9） 99（25.3） 64（24.0）

ｎｏ 86（70.5） 170（71.7） 243（80.2） 89（73.0） 220（77.7） 117（73.1） 292（74.1） 203（76.0）

ｙｅｓ 57（46.7） 96（40.5） 114（37.6） 58（47.5） 103（36.4） 65（40.6） 158（40.4） 102（38.2）

ｎｏ 65（53.3） 141（59.5） 189（62.4） 64（52.5） 180（63.6） 95（59.4） 233（59.6） 165（61.8）

ｙｅｓ 45（36.9） 80（33.8） 102（33.7） 47( 8.5) 89（31.4） 57（35.6） 147（37.6） 99（37.1）

ｎｏ 77（63.1） 157（66.2） 201（66.3） 75(61.5) 194（68.6） 103（64.4） 244（62.4） 168（62.9）

ｙｅｓ 56（45.9） 82（34.6） 100（33.0） 53（43.4） 97（34.3） 52（32.5） 141（36.1） 97（36.3）

ｎｏ 66（54.1） 155（65.4） 203（67.0） 69（56.6） 186（65.7） 108（67.5） 250（63.9） 170（63.7）

粉薬をご飯と一緒に混ぜる

「今忙しいから」と言って、訴えを
後回しにした

「おじいさん」「おばあさん」と呼ん
だ

「頭を撫でる」など子どもに対する
ような対応や言葉かけをする

項　　目
認識の
有無

「ちゃん」付で呼ぶ

人権擁護・意

思の尊重等
介護ケア

緊急時の

対応
虐待

認知症の

理解

高齢者の

理解

職員の

メンタルケア

接遇・コミュ

ニケーション

122 237 303 122 283 126 391 267

ｙｅｓ 108（88.5） 208（87.8） 260（85.8） 108（88.5） 247（87.3） 138（86.3） 345（88.2） 235（88.0）

ｎｏ 451（87.4） 29（12.2） 43（14.2） 14（11.5） 36（12.7） 22（13.8） 46（11.8） 32（12.0)

ｙｅｓ 35（28.7） 62（26.2） 57（18.8） 36（29.5） 61（21.6） 39（24.4） 86（22.0） 56（20.6）

ｎｏ 97（18.8） 175（73.8） 246（81.2） 86（70.5） 222（78.4） 121（75.6） 305（78.0） 212（79.4）

ｙｅｓ 17（13.9） 26（11.0） 30（ 9.9） 16（13.1） 28（9.9） 17（10.6） 46（11.8） 30（11.2）

ｎｏ 105（86.1） 211（89.0） 273（90.1） 106（86.9） 255（90.1） 143（89.4） 345（88.2） 237（88.8）

ｙｅｓ 15（12.3） 22（ 9.3） 29（ 9.6） 13（10.7） 25（ 8.8） 12（ 7.5） 50（12.8） 29（10.9）

ｎｏ 107（87.7） 215（90.7） 274（90.4） 109（89.3） 258（91.2） 148（92.5） 341（87.2） 238（89.1）

ｙｅｓ 36（29.5） 51（21.5） 63（20.8） 32（26.2） 58（20.5） 32（20.0） 87（22.3） 62（23.2）

ｎｏ 86（70.5） 186（78.5） 240（79.2） 90（73.8） 225（79.5） 128（80.0） 304（77.7） 205（76.8）

元気づけるために安易に体に触
れた

利用者の前で職員同士が私的な
会話をする

オムツ交換を時間で行う

女性に対して男性介護者が入浴
介助や排泄介助をした

ナースコールが頻回な場合、ナー
スコールを使えないようにした

項　　目
認識の
有無
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 虐待に関する項目について認識していると思う人のうちで、研修受講希望が多かった

研修内容は、「職員のメンタルに関する内容」で、60%程度が受講希望していた。次に多

かったのは、「緊急時の対応に関する内容」で 50%程度が希望していた。最も希望が少な

かったのは、「人権擁護に関する内容」や「虐待に関する内容」は 20％以下であった。 

しかし、虐待に関する職場環境の項目で認識していると思う介護職より認識していな

い介護職は全体的に研修受講を希望していた。 

各研修内容について、「人権擁護・意思の尊重等に関する内容」の研修を希望する人は、

「自分の働く職場では虐待がない」と認識していない人が多かった。つまり、自分の職

場では虐待があると認識していることになるため、人権擁護等の研修により、確実な知

識を学び、虐待を低減させたいと感じている思われる。 

「緊急時の対応に関する内容」の研修を希望する人は、「虐待防止について施設として

取り組みがある」「感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況である」と認識していない

人は多かった。施設における取り組みがない状況や他者と意見交換ができない状況にあ

り、緊急事態、特に一人夜勤での不測の事態に備え、自分自身の知識や技術を高めたい

と感じているのではないだろうか。 

「認知症の理解に関する内容」の研修を希望しない人は「自分や他職員の介護の仕方

に疑問を感じることがある」と認識しない人が多かった。虐待に関する内容では、「自分

や他職員の介護の仕方に疑問を感じることがある」と認識しない人は研修を希望しない

人が多かった。つまり、普段の介護について疑問を持たず、新しい認知症の知識を入れ

ずケアにあたっており、不適切ケアや虐待を起こしてしまう状況にあると考える。しか

し、研修を希望しない人で「感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況である」「自分の

働く施設で虐待がないと思う」と認識していた人が多かった。自分の施設では、認知症

高齢者の理解ができ、施設内での意見交換もあり、良好な状況にあるため必要ないと感

じている為と思われる。 

「高齢者の理解に関する内容」の研修を希望しない人は、「虐待防止について施設とし

て取り組みがある」「ケアの質の向上に向けた施設としての取り組みがある」と認識して

いる人が多かった。自分の施設では虐待について取り組んでおり、研修の必要性を感じ

ないのではないかと思う。 

「職員のメンタルケアに関する内容」の研修を希望する人では、「職員の働きやすさに

関する改善に向けた施設としての取り組みがある」「自分の働く施設で虐待がないと思う」

「感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況である」と認識していない人が多かった。

また、研修を希望する人は、「自分や他職員の介護の仕方に疑問を感じることがある」と

認識している人は多かった。つまり、改善の取り組みや意見交換がない状況で、介護の

仕方に疑問を持つことは、職場への不満を考えている方法がうまくいかずストレスが多

く、メンタルへの対処を求めていると思われる。 

 以上から、虐待に関する個人の認識がある介護職は、研修受講希望しないことは知識
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や理解があるからではないかと思われる。しかし、虐待に関する職場環境が良好でない

場合に、研修を希望している介護職が多いことから、研修によって虐待や人権擁護等あ

らたな知識や理解を得るためと思われる。虐待に関する職場環境について管理者は、分

析し研修や指導を通してよりよい環境を調整する必要がある。 

 

       

 表 30① 研修受講希望と虐待に関する個人の認識との関連  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権擁護・

意思の尊
重等

介護ケア
緊急時の

対応
認知症の

理解
虐待

高齢者の
理解

職員のメン
タルケア

接遇・コミュ
ニケーション

122 237 303 283 122 160 391 267

yes 112（19.0） 220（37.2） 286（48.4） 268（45.3） 112（19.0） 150（25.4） 370(62.6) 247（41.8）

no 10（21.3） 17（36.2） 17（36.2） 15（31.9） 10（21.3） 10（21.3） 21(44.7) 20（42.6）

yes 121（19.1） 235（37.1） 302（47.7） 281（44.4） 122（19.3） 158（25.0） 387（61.1） 263（41.5）

no 1（20.0） 2（40.0） 1（20.0） 2（40.0） 0（ 0.0） 2（40.0） 4（80.0） 4（80.0）

yes 94(20.3) 169(36.4) 212(45.7) 195(42.0) 91(19.6) 111(23.9) 288(62.1) 194(41.8)

no 28(16.1) 68(39.1) 91(523.) 88(50.6) 31(17.8) 49(28.2) 103(59.2) 73(42.0)

yes 93(18.6) 182(36.3) 236(47.1) 227(45.3) 96(19.2) 125(25.0) 322(64.3) 220(43.9)

no 29(21.2) 55(40.1) 67(48.9) 56(40.9) 26(19.0) 35(25.5) 69(50.4) 47(34.3)

yes 105(19.6) 195(36.3) 261(48.6) 236(43.9) 105(19.6) 131(24.4) 336(62.6) 230(42.8)

no 17(16.8) 42(41.6) 42(41.6) 47(46.5) 17(16.8) 29(28.7) 55(54.5) 37(36.6)

yes 93(19.7) 176(37.2) 227(48.0) 215(45.5) 97(20.5) 119(25.2) 307(64.9) 210(44.4)

no 29(17.6) 61(37.0) 76(46.1) 68(41.2) 25(15.2) 41(24.8) 84(50.9) 57(34.5)

yes 72(18.4) 143(36.5) 199(50.8) 178(45.4) 83(21.2) 99(25.3) 251(64.0) 170(43.4)

no 50(20.3) 94(38.2) 104(42.3) 105(42.7) 39(15.9) 61(24.8) 140(56.9) 97(39.4)

虐
待
に
関
す
る
個

人
の
認
識

高齢者虐待には身体的虐待、心理的虐
待、性的虐待、経済的虐待、放置・放棄が
ある

虐待を発見した時には通報義務がある

虐待の通報先を知っている

介護に関する知識や技術、経験が未熟だと
虐待につながりやすい

施設内外の研修に参加している

虐待までいかないが、不適切なケアがある
と思う

不適切だとわかっていても、せざるを得な
い状況がある

認識の
有無

項目
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表 30② 研修受講希望と虐待に関する職場環境の認識との関連  

 

 

13）研修受講希望と心身の自覚症状との関連（表 31） 

  自分の健康状態と研修への意欲を見るために、20 項目の心身の自覚症状と今後希望す

る研修の関連を見た。 

「職員のメンタルケアに関する内容」について、「寛ぐ時間がない」「疲れが取れない」「毎

日くたくたになる」「やる気が出ない」「いらいらする」「時々落ち込む」「朝起きた時で

も疲れを感じる」と回答した 7 項目は約 70%研修を希望していた。そして、「虐待に関す

る内容」についても同様の項目で約 25%が研修を希望していた。 

「緊急時に関する内容」は「いらいらする」以外の項目で約 50%が受講を希望してい

た。また「人権擁護に関する内容」も「いらいらする」以外の項目約 20%が研修を希望

していた。 

  心身の健康状態はうつ傾向に現れる症状である。メンタルに関する内容を希望してい

ることは、心身共に不調がありストレスが大きいと思われる。虐待に関する内容は少な

いが、やはりストレスによる虐待に可能性があると感じているとも思われる。ストレス

を緩和する方法や知識を得ることが重要と考える。 

   

       

 

 

人権擁護・
意思の尊

重等
介護ケア

緊急時の

対応

認知症の

理解
虐待

高齢者の

理解

職員のメン

タルケア

接遇・コミュ

ニケーション

122 237 303 283 122 160 391 267

yes 91(19.0) 173(36.2) 209(43.7) 203(42.5) 89(18.6) 109(22.8) 29.2(61.1) 197(41.2)

no 31(19.4) 64(40.0) 94(58.8) 80(50.0) 33(20.6) 51(31.9) 99(61.9) 70(43.8)

yes 101(18.9) 197(36.9) 245(45.9) 230(43.1) 101(18.9) 122(22.8) 325(60.9) 222(41.6)

no 21(20.2) 40(38.5) 58(55.8) 53(51.0) 21(20.2) 38(36.5) 66(63.5) 45(43.3)

yes 75(1.4) 138(35.8) 175(45.3) 165(42.7) 76(19.7) 92(23.8) 223(57.8) 160(41.5)

no 47(18.7) 99(39.3) 128(50.8) 118(46.8) 46(18.3) 68(27.0) 168(66.7) 107(42.5)

yes 108(20.7) 243(46.6) 246(47.1) 243(46.6) 111(21.3) 135(25.9) 339(64.9) 221(42.3)

no 14(12.1) 40(34.5) 57(49.1) 40(34.5) 11( 9.5) 25(21.6) 52(44.8) 46(39.7)

yes 90(18.0) 181(36.2) 230(46.0) 222(44.4) 87(17.4) 125(25.0) 294(58.8) 206(41.2)

no 32(23.2) 58(40.6) 73(52.9) 61(44.2) 35(25.4) 35(25.4) 97(70.3) 61(44.2)

yes 95(18.3) 192(36.9) 236(45.4) 225(43.3) 90(17.3) 122(23.5) 309(59.4) 214(41.2)

no 27(22.9) 45(38.1) 67(56.8) 58(49.2) 32(27.1) 38(32.2) 82(69.5) 53(44.9)

認識の
有無

項目

虐
待
に

関
す
る

職
場
環

境
の
認
識

虐待防止についての施設として取り組みが

ある

ケアの質の向上に向けた施設として取り組

みがある

職員の働きやすさに関する改善に向けた施
設としての取り組みがある

自分や他職員の介護の仕方に疑問を感じ
ることがある

自分の働く施設では虐待がないと思う

感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況
である
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表 31  研修受講希望と心身の自覚症状（自覚症状の多い上位 9 項目） 

 

     

 

 

14）介護職の教育(研修）に関する考察  

研修受講について個人特性では、85%以上の介護職が過去 1 年間に研修に参加してい

ることが明らかであり、継続して学習がなされていることが窺える。そして、10～30 代

と若い世代や経験年数 2 年未満と短い人は、「緊急時の対応に関する内容」を希望する人

は希望しない人より割合が多く、経験不足を補うためや不測事態が起こったときの対処

方法の必要性を感じていると考えられる。経験年数 10 年以上は、緊急時の対応に関する

内容の研修を希望しない割合は多く、経験年数が多ければ緊急事態に対応できるような

経験をしている可能性があり、緊急時の対応への研修の必要性は高いと思われる。 

また、6 年目以上の経験者や介護福祉士や介護支援専門員など有資格者は「職員のメン

タルケアに関する内容」について希望するは割合が多かった。古村ら（2013）146は認知

症グループホームの研修に実態と受けたい研修の個人特性を全国のグループホームを無

作為抽出し、介護職 647 人を比較調査している。本研究と人数、性別や平均年齢も同様

の結果であり、比較可能と考えた。古村らの結果では、希望する研修について平均経験

月数未満の介護職は、認知症についてや高齢者の人権について希望する割合が高かった

                                                   
146 古村美津代、草場知子、中島洋子、他 1 名（2013）：認知症高齢者グループホームにおけるケアスタッフの研修の

実態と受けたい研修の個人特性による比較－認知症高齢者グループホームの全国調査より－、日本看護福祉学会誌、19

（2）87-99. 

人権擁護・意
思の尊重等

介護ケア
緊急時の

対応
認知症の

理解
虐待

高齢者の
理解

職員の
メンタルケア

接遇・
コミュニケー

ション

項目 自覚 122 237 303 283 122 160 391 267

yes 22（22.4） 58（40.6） 75（52.4） 60（42.0） 36（25.2） 38（26.6） 98（68.5） 61（42.7）

no 90（18.2） 179（36.2） 228（46.1） 223（45.1） 86（17.4） 122（24.6） 293（59.2） 206（41.6）

yes 21（28.0） 34（45.3） 38（50.7） 37（49.3） 20（26.7) 23（30.7） 51（68.0） 35（46.7）

no 101（17.9） 203（36.1） 265（47.1） 246（43.7） 102（18.1) 137（24.3） 340（60.4） 232（41.2）

yes 32（27.4） 42（35.9） 59（50.4） 61（52.1） 35（29.9） 36（30.8） 89（76.1） 58（49.6）

no 90（17.3） 195（37.4） 244（46.8） 222（42.6） 87（16.7） 124(23.8） 302（58.0） 209（40.1）

yes 52（19.7） 104（39.4） 131（49.6） 125（47.3） 57（21.6） 61（23.1） 177（67.0） 120（45.5）

no 70（18.7） 133（35.6） 172（46.0） 158（42.2） 65（17.4） 99（26.5） 214（57.2） 147（39.3）

yes 31（27.2） 48（42.1） 61（53.5） 56（49.1） 32（28.1） 33（28.9） 91（79.8） 53（46.5）

no 91（17.4） 189（36.1） 242（46.2） 227（43.3） 90（17.2） 127（24.2） 300（57.3） 214（40.8）

yes 20（20.6） 31（32.0） 48（49.5） 40（41.2） 23（23.7） 29（29.9) 69（71.1） 40（41.2）

no 102（18.9） 206（38.1） 255（47.1） 243（44.9） 99（18.3） 131（24.2） 322（59.5） 227（42.0）

yes 31（18.8） 58(35.2） 77（46.7） 71（43.0） 36（21.8） 37（22.4） 128（77.6） 69（41.8）

no 91（19.2） 179（37.8） 226（47.8） 212（44.8） 86（18.2） 123（26.0） 263（55.6） 198（41.9）

yes 48（24.0） 80（40.0） 94（47.0） 99（49.5） 50（25.0） 52（26.0） 144（72.0） 97（48.5）

no 74（16.9） 157（35.8） 209（47.7） 184（42.0） 72（16.4） 108（24.7） 247（56.4） 170（38.8）

yes 43（22.4） 88（45.8） 107（55.7） 92（47.9） 53（27.6） 53（27.6） 137（71.4） 80（41.7）

no 79（17.7） 149（33.4） 196（43.9） 191（42.8） 69（15.5） 107（24.0） 254（57.0） 187（41.9）
朝起きたときでも疲れを感じる

くつろぐ時間がない

疲れが取れない

毎日くたくたに疲れる

やる気が出ない

いらいらする

時々落ち込む

眠りが浅い

全身がだるい
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と報告している。本調査では人権擁護についての内容で 2 年未満は希望する割合が多く、

知識不足や経験が少ない介護職が知識を得たいと思っていることは先行研究を支持する

結果であった。認知症については個人特性で概ね割合に差はなく、過去 1 年間に 75％以

上の介護職が認知症の理解について研修を受講しており、理解はできていると判断した

可能性はある。また、古村らの同調査では円滑な人間関係やストレスの対処法について

70％代が研修を希望するとしている。このことも先行研究を支持する結果であった。本

研究では有介護資格者や有介護支援専門員資格、経験年数 6 年以上では職員のメンタル

ケアに関する内容を希望している割合が多かった。それは、介護の専門職として従事し、

また経験を重ね、リーダーや管理職としての重責も加わり心理的負担が大きくメンタル

ケアをすることでストレスを回避しようとしている可能性はあり、個人特性との関連が

明らかとなり本研究の結果は有意義であると思われる。 

そして、健康問題についても、「毎日くたくたになる」「やる気が出ない」「いらいらす

る」「時々落ち込む」等、身体的心理的負担が多い人がメンタルケアに関する研修を希望

していた。これらのことから、経験年数や有資格、健康状態によって、仕事内容や役職

等における心理的負担が多くなっていることが考えられ、メンタルケアに関する研修を

うけることで何かしらの対処につながることを期待していると思われる。さらに、過去 1

年間研修を受講しなかった理由と今後の研修希望の関連をみたところ、「勤務が合わない」

を理由にした人も「職員のメンタルケアに関する内容」を希望する割合が多く、研修を

受ける意欲はあっても勤務の都合上研修を受講できず、やはり心理的負担があると推測

される。 

一方で、介護行動に関する虐待の認識と今後希望する研修受講について、研修を希望

しない人で 33 項目の介護行動を虐待と認識していない項目は 10 項目であった。介護行

動を虐待と認識していない人で、「緊急時の対応に関する内容」の研修を希望する人が多

いのは、9 項目であった。また、研修を希望しない人は「人権擁護等に関する内容」や「職

員のメンタルに関する内容」が多かった。「緊急時の対応に関する内容」は虐待の認識と

は異なる内容と考えているのではないかと思われる。「職員のメンタルに関する内容」を

希望しないのは、虐待の認識が乏しく必要性を感じていないからと思われる。さらに「人

権擁護に関する内容」も希望しないことは、介護行動を虐待と認識しておらず、認知症

高齢者を尊重したケアがなされていない可能性がある。また、虐待についての研修も必

要ないと感じていることから日常的に人権擁護について疑問を持つことや行動が考えら

れていないと思われる。 

しかし、虐待に関する職場環境の認識においては「自分や他職員の介護の仕方に疑問

を感じる」と認識している人は、「職員のメンタルに関する内容」は多く希望しており、

自分や他のスタッフの介護方法に不安や知識不足を感じ、それが負担となりストレスを

感じていると思われる。また「人権擁護等の研修」や「虐待に関する研修」を希望して

いないことからも理解できる。つまり、日常的な介護行動に関して虐待の可能性がある



77 

 

との認識を持たず、認知症だからわからないからや、忙しいからと業務優先のケアが行

われている可能性が高い。これが、ストレスとどのように関連するかは次の節でさらに

分析を深めたい。 

 

15）介護職の教育に関する小括  

 介護職の教育に関して、過去 1 年間の研修受講、研修受講内容と個人的特性、希望する 

研修受講内容と介護行動、希望する研修受講内容と虐待の認識のそれぞれの関連を分析し 

た。次のことが明らかになった。 

 １．本研究の対象となる介護職は、過去 1 年間で 85%の人が何らかの研修教育を受けて

おり、学習意欲は高いと思われる。 

２．若い世代や経験年数が少ない介護職は「緊急時の対応」に関する研修を求めてい 

た。経験年数の多い介護職は「メンタルケアに関する内容」の研修を求めていた。 

 ３．健康問題を抱えている介護職は「メンタルケアに関する内容」の研修を求めていた。 

 ４．「勤務が合わない」理由で、過去 1 年間研修を受講していない介護職は「メンタルケ

アに関する内容」の研修を希望していた。 

 ５．研修希望と介護行動に関する虐待の認識では、「人権擁護・意思の尊重等に関する内

容」「虐待に関する内容」について介護行動を虐待と認識していない人は、研修を希望

していない割合が多かった。 

 ６．職場環境に関する虐待の認識について、「自分や他職員の介護の仕方に疑問を感じる」

こと認識していない人は、「人権擁護等の研修」や「虐待に関する研修」を希望してい

ない割合が多かった。 

  以上のことから、本研究の対象となった介護職の学習意欲は高い。しかし、虐待の認

識が乏しい介護職や介護の仕方に疑問を持たない介護職は、人権擁護や虐待に関心が少

なく適切なケアが行われないのではないかと思われる。特に若い世代や経験年数の少な

い介護職への教育は重要であり、人権擁護や虐待に関する学習の機会は必要と考える。

さらに経験年数が多い介護職は、「メンタルケアに関する内容」の研修を求めていること

から、精神的負担が大きくストレスを感じている可能性は高いと思われる。よって、ス

トレスの要因や対処、緩和方法の研修企画や外部研修を積極的に受けるような体制も必

要である。 

 

 

５．介護職の自己決定支援の有無に関する結果 

 

1）自己決定支援に関する項目の人数（表 32） 

 グループホームの介護職は、自己決定支援について表のとおりであった。「自己決定支

援は必要である」「自己決定支援したい」の 2 項目は 90%以上が「はい」と回答している。  
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しかし、実際に「自己決定支援をしている」と回答した介護職は約 70%と減少してい

る。自立支援が必要であることや自立支援したいと考えていても、実際に遂行すること

はできていない状況にあるといえる。 

 

 

        表 32 自己決定支援に関する人数（n=645） 

項目 人数（％） 

自己決定支援必要と思う 591（91.6） 

自己決定支援したい 591（91.6） 

自己決定支援している 444（68.8） 

 

 

2）自己決定支援に関する項目と個人特性の関連性（表 33） 

  自己決定支援と個人特性の関連をみた。それぞれの項目について、有無を聞いた。結

果表は、あると回答した数をあげている。 

性別ではほとんど違いはなかった。 

年代において「自己決定支援している」人は、50～60 代が他の年代に比べて割合が多

かった。 

介護福祉士資格において、「自己決定支援必要」、「自己決定支援したい」、「自己決定支

援している」の 3 項目において、資格有は資格なしに比べて割合が多かった。 

学歴において、「自己決定支援したい」人は、学歴が上がるにつれて割合が多かった。

雇用形態では、「自己決定支援必要」、「自己決定支援したい」、「自己決定支援している」

の 3 項目について常勤者は割合が多かった。そのなかで、「自己決定支援必要」と思う人

は、常勤者は他の勤務形態に比べて割合が多かった。  

夜勤回数について、月 5 回以上夜勤をしている人は,他の回数よりも[自己決定支援して

いる」割合が多かった。月 1～４回の夜勤をしている人は「自己決定支援したい」、「自己

決定支援している」が多かった。 

 

 

表 33 自己決定支援と個人特性（n=645） 

項目 人数（％） 
自己決定支

援している 

自己決定支

援したい 

自己決定支

援必要 

性別 
    

男性 119（18.4） 84(70.6) 111(93.3) 108(90.8) 

女性 526（81.6） 360(68.4) 480(91.3) 483(91.8) 
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年代 
    

10 代 3（ 0.5） 3（100.0） 3(100.0) 3(100.0) 

20 代 97（15.0） 59（60.8） 93(95.3) 90(92.8) 

30 代 132（20.5） 85（64.4） 116(87.9) 124(93.9) 

40 代 141（21.9） 86（61.0） 127(90.1) 125(88.7) 

50 代 194（30.1） 152（78.4） 182(93.8) 184(94.8) 

60 代 71（11.0） 56（78.9） 65(91.5) 60(84.5) 

70 代 7（ 1.1） 3（42.9） 5(71.4) 5(71.5) 

学歴 
    

中学校 18（2.8） 15(83.3) 17（94.4） 18(100.0) 

高校 365（56.6） 248(67.9) 332（91.0） 333(91.2) 

専門学校 124（19.2） 85(68.5) 113（91.1） 110(88.7) 

短期大学 79（12.2） 49(62.0) 72(91.1) 73(92.4) 

大学 57（ 8.8） 47(82.5) 56（98.2） 55(96.5) 

大学院 1（ 0.2） 0( 0.0) 0（ 0.0） 1(100.0) 

介護福祉士資格 
    

あり 367（56.9） 272（74.1） 343(93.4) 342(93.2) 

なし 278（43.1） 172（61.9） 248(89.2) 249(89.6) 

雇用形態（n=640) 
    

常勤 552（84.9） 380(68.8) 514（93.1） 513（92.9） 

非常勤 73（11.2） 52(71.2) 59（80.8） 61（83.6） 

その他 15（ 2.3） 9(60.0) 13（86.7） 12(80.0） 

夜勤回数 3 群(n=642) 
    

なし 106（16.5） 76（71.7） 95（89.6） 96（90.6） 

1～4 回/月 176（27.4） 128（72.7） 162（92.0） 158（89.8） 

5 回以上/月 360（56.1） 239（66.4） 331（91.9） 334（92.8） 

 

 

 

3）自己決定支援に関する項目と希望する研修内容の関連性（表 34） 

  自己決定支援と希望する研修内容の関連をみた。 

  「自己決定支援必要」、「自己決定支援をしたい」と回答した人は、全項目 90％を超え

て受講を希望していた。 

「自己決定支援している」と回答した人は、全項目において研修内容を希望していな

い人が多かった。 

自己決定していると回答した人は、自分の介護に自信を持ち充実した介護を実施でき
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ていると自負しているからではないか。一方、自己決定支援は必要、自己決定支援した

いと回答した人は、意欲や気持ちはあるが、まだ実施できておらず、研修の必要性を感

じていると思われる。自己決定支援は、本人を尊重した関わりが重要であり、これがで

きないと不適切ケアや虐待が起こる可能性がある。そのため、人権擁護や虐待、自己決

定についての理解が求められる。 

 

 

               表 34 自己決定支援と希望する研修内容 

項目 

自己決定支

援している 

自己決定支

援したい 

自己決定

支援必要 

439 586 587 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 82(67.2) 119(97.5) 115(94.3) 

介護ケアに関する内容 155(65.4) 218(92.0) 223(94.1) 

緊急時の対応に関する内容 189(62.4) 275(90.8) 279(92.1) 

認知症の理解に関する内容 185(65.4) 264(93.3) 260(91.9) 

虐待に関する内容 75(61.5) 115(94.3) 114(93.4) 

高齢者の理解に関する内容 107(66.9) 151(94.4) 150(93.8) 

職員のメンタルケア 268(68.5) 363(92.8) 361(92.3) 

接遇・コミュニケーション 169(63.3) 246(92.1) 251(94.0) 

 

 

4）自己決定支援に関する項目と個人および職場環境の虐待の認識の関連性（表 35①②） 

  自己決定支援と虐待に関する個人および職場環境の認識 13 項目との関連をみた。 

 「自己決定支援している」人は、「虐待の通報先を知っている」、「施設内外の研修に参加

している」「虐待防止について施設として取り組みがある」「ケアの質の向上に向けた施

設としての取り組みがある」「職員の働きやすさに関する改善に向けた施設としての取り

組みがある」「感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況である」の項目についてそう思

う人は思わない人に比べて、割合が多かった。 

「自己決定支援したい」人は、「介護に関する知識や技術、経験が未熟だと虐待につな

がりやすい」「施設内外の研修に参加している」「虐待防止について施設として取り組み

がある」「ケアの質の向上に向けた施設としての取り組みがある」の項目についてそう思

う人は思わない人に比べて、割合が多かった。 

「自己決定支援必要」と思う人は、「高齢者虐待には身体的虐待、心理的虐待、性的虐

待、経済的虐待、放置・放棄がある」「介護に関する知識や技術、経験が未熟だと虐待に

つながりやすい」「虐待防止について施設として取り組みがある」「自分や他職員の介護

の仕方に疑問を感じることがある」の項目についてそう思う人は思わない人に比べて、
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割合が多かった。特徴的なことは、自己決定支援必要と思う人は「施設内外の研修の参

加している」割合が思わない人より少なかった。つまり、自己決定支援が必要と思って

いても、そのための研修受講が少ないことから、必要と感じていてもその思いを実行に

移す手段が分からない可能性がある。研修受講参加を勧める管理者は、研修の意義や得

られることなどを説明する必要があるのではないかと思われる。 

 

       表 35① 自己決定支援と個人および職場環境の虐待の認識 

項目 
 認識

の有無 

自己決定支

援している 

自己決定支

援したい 

自己決定支

援必要 

444 591 591 

虐
待
に
関
す
る
個
人
の
認
識 

高齢者虐待には身体的虐待、心理的

虐待、性的虐待、経済的虐待、放置・

放棄がある 

ｙｅｓ 414（69.2） 551（92.1） 552（92.3） 

ｎｏ 30（63.8） 40（85.1） 39（83.0） 

虐待を発見した時には通報義務がある 
ｙｅｓ 441（69.0） 586（91.7） 586（91.7） 

ｎｏ 3（50.0） 5（83.3） 5（83.3） 

虐待の通報先を知っている 
ｙｅｓ 340（72.6） 430（91.1） 432（92.3） 

ｎｏ 104（58.8） 181（91.0） 159（89.8） 

介護に関する知識や技術、経験が未熟

だと虐待につながりやすい 

ｙｅｓ 361（71.3） 473（93.5） 473（93.5） 

ｎｏ 83（59.7） 118（84.9） 118（84.9） 

施設内外の研修に参加している 
ｙｅｓ 386（71.0） 505（92.8） 502（92.3） 

ｎｏ 58（57.4） 86（85.1） 89（98.1） 

虐待までいかないが、不適切なケアが

あると思う 

ｙｅｓ 328（68.5） 439（91.6） 440（91.9） 

ｎｏ 116（69.9） 152（91.6） 151（91.0） 

不適切だとわかっていても、せざるを得

ない状況がある 

ｙｅｓ 268（67.2） 360（90.2） 364（91.2） 

ｎｏ 176（71.5） 231（93.9） 227（92.3） 

 

 

表 35② 自己決定支援と個人および職場環境の虐待の認識 

項目 
 認識の 

有無 

自己決定支

援している 

自己決定支

援したい 

自己決定支

援必要 

444 591 591 

虐
待
に
関
す
る
職
場

環
境
の
認
識 

虐待防止についての施設として取

り組みがある 

ｙｅｓ 352（72.7） 454（93.8） 450（93.0） 

ｎｏ 92（57.1） 137（85.1） 141（87.6） 

ケアの質の向上に向けた施設とし

て取り組みがある 

ｙｅｓ 385（71.3） 501（92.8） 498（92.2） 

ｎｏ 59（56.2） 90（85.7） 93（88.6） 
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職員の働きやすさに関する改善に

向けた施設としての取り組みがある 

ｙｅｓ 285（73.1） 364（93.3） 362（92.8） 

ｎｏ 159（62.4） 227（89.0） 229（89.8） 

自分や他職員の介護の仕方に疑

問を感じることがある 

ｙｅｓ 370（70.2） 488（92.6） 489（92.8） 

ｎｏ 74（62.7） 103（87.3） 102（86.4） 

自分の働く施設では虐待がないと

思う 

ｙｅｓ 351（69.4） 466（92.1） 464（91.7） 

ｎｏ 93（66.9） 125（89.9） 127（91.4） 

感じた疑問を同僚や上司と話し合

える状況である 

ｙｅｓ 374（71.0） 488（92.6） 488（92.6） 

ｎｏ 70（59.3） 103（87.3） 103（87.3） 

 

  

 5）自己決定支援と介護行動に関する虐待の認識（表 36①②③④） 

  自己決定支援と介護行動に関する虐待の認識との関連をみた。表は、虐待別に分け結

果を示す。 

「自己決定支援している」、「自己決定支援したい」、「自己決定支援必要」と思っている

人は、33 項目の介護行動すべて虐待と認識している人は認識していない人に比べて、割

合が多かった。自己決定支援を必要であり、実践していることから、虐待の認識は高い

と思われる。自己決定支援について人権擁護の理解が深まれば、虐待を低減、できるの

ではないかと思われる。 

 

 

 

表 36① 自己決定支援と介護行動に関する身体的虐待項目の認識 

 

 

 

 

 

自己決定支
援している

自己決定支
援したい

自己決定支
援必要

591 591 444

ｙｅｓ 454（93.6） 450（92.8） 338（69.7）

ｎｏ 137（85.6） 141（88.1） 106（66.3）

ｙｅｓ 340（94.2） 343（95.0） 262（72.6）

ｎｏ 251（88.4） 248（87.3） 182（64.1）

ｙｅｓ 546（92.4） 398（93.4） 309（71.8）

ｎｏ 45（83.3） 193（88.1） 138（63.0）

ｙｅｓ 412（69.7） 547（92.6） 546（92.4）

ｎｏ 32（59.3） 44（81.5） 45（83.3）

ｙｅｓ 561（92.3） 562（92.4） 426（70.1）

ｎｏ 30（81.1） 29（78.4） 18（48.6）

入浴時、声掛けもなく頭からシャワーをかけたり、
着替えの時に何も言わずにズボンを下げた

手荒く寝具をかける

嫌がる利用者に無理やり食事をさせた

利用者に叩かれたので叩き返した

ベッドに長時間抑制・拘束した

項　　目 認識の有無
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表 36② 自己決定支援と介護行動に関する心理的虐待項目の認識 

 

 

 

表 36③ 自己決定支援と介護行動に関するネグレクト項目の認識 

 

自己決定支
援している

自己決定支
援したい

自己決定支
援必要

591 591 444

ｙｅｓ 519（93.2） 522（93.7） 395（70.9）

ｎｏ 72（81.8） 69（78.4） 49（55.7）

ｙｅｓ 195（95.6） 194（95.1） 155（76.0）

ｎｏ 396（89.8） 397（90.0） 289（65.5）

ｙｅｓ 495（92.7） 499（93.4） 381（71.3）

ｎｏ 96（86.5） 92（82.9） 63（56.8）

ｙｅｓ 118（79.2） 144（96.6） 118（79.2）

ｎｏ 326（65.7） 447（90.1） 326（65.7）

ｙｅｓ 295（94.2） 297（94.9） 235（75.1）

ｎｏ 296（89.2） 294（88.6） 209（63.0）

ｙｅｓ 293（73.6） 371（93.2） 293（73.6）

ｎｏ 151（61.1） 220（89.1） 151（61.1）

ｙｅｓ 395（70.7） 516（92.3） 516（92.3）

ｎｏ 49（57.0） 75（87.2） 75（87.2）

ｙｅｓ 234（94.7） 231（93.5） 189（76.5）

ｎｏ 357（89.7） 360（90.5） 255（64.1）

ｙｅｓ 449（93.0） 449（93.0） 351（72.7）

ｎｏ 142（87.7） 142（87.7） 93（57.4）

ｙｅｓ 320（95.0） 320（95.0） 250（74.2）

ｎｏ 271（88.0） 271（88.0） 194（63.0）

認識の有無項　　目

「頭を撫でる」など子どもに対するような対応や言
葉かけをする

「あれが悪い」「これができない」など短所ばかり
言う

説明や声かけをせずケアや処置をした

「ちゃん」付で呼ぶ

大声で怒鳴った

「おじいさん」「おばあさん」と呼んだ

他の人の前で排泄に関することを話した

認知症なので本人はわからないので「あだ名」で
呼んでいた

「臭い」「ばっちい」と言っておむつ交換した

利用者から話しかけられても一切無視した

自己決定支
援している

自己決定支
援したい

自己決定支
援必要

591 591 444

ｙｅｓ 1（33.3） 51（36.2） 179（77.5）

ｎｏ 2（66.7） 90（63.8） 265（64.0）

ｙｅｓ 159（74.0） 203（94.4） 159（74.0）

ｎｏ 285（66.3） 388（90.2） 285（66.3）

ｙｅｓ 543（92.7） 542（92.5） 543（92.7）

ｎｏ 48（81.4） 49（83.1） 48（81.4）

ｙｅｓ 418（70.4） 546（91.9） 418（70.4）

ｎｏ 26（51.0） 45（88.2） 26（51.0）

ｙｅｓ 393（69.7） 518（91.8） 520（92.2）

ｎｏ 51（63.0） 73（90.1） 71（87.7）

ｙｅｓ 426（70.1） 232（95.1） 183（75.0）

ｎｏ 18（48.6） 359（89.5） 261（65.1）

ｙｅｓ 310（93.9） 312（94.5） 246（74.5）

ｎｏ 281（89.2） 279（88.6） 198（62.9）

ｙｅｓ 409（93.6） 410（93.8） 316（72.3）

ｎｏ 182（87.5） 181（87.0） 128（61.5）

ｙｅｓ 129（97.0） 131（98.5） 103（77.4）

ｎｏ 462（90.2） 460（89.8） 341（66.0）

ｙｅｓ 411（93.4） 411（93.4） 319（72.5）

ｎｏ 180（87.8） 180（87.8） 125（61.0）

ｙｅｓ 381（94.5） 380（94.3） 304（75.4）

ｎｏ 210（86.8） 211（87.2） 140（57.9）

運動させない

トイレで排泄できる人にオムツで対応する

オムツ交換を時間で行う

日中車椅子に座らせたまま放置した

本人の返事を待たずに食事膳を片付けた

粉薬をご飯と一緒に混ぜる

「今忙しいから」と言って、訴えを後回しにした

自分で食べられない利用者に配膳はしたが、食事
介助をしない

失禁でシーツや下着等が汚れてもそのまま放置し
た

ナースコールが頻回な場合、ナースコールを使え
ないようにした

意思を伝えられない人に対し「もう食べないの」と
聞いた

項　　目 認識の有無
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表 36④ 自己決定支援と介護行動に関する性的虐待・不適切ケア項目の認識 

 

 

 

6）自己決定支援に関する考察 

厚労省の報告で、自己決定147は、『個人の尊厳』であり、すべての人に認められる権利

であり、自己決定できないから支援するものではないこと、「本人」が、主体でその支援

は従属的であること確認されている。自己決定支援は個人の意思を尊重し、その人が望

む生活を営むことや意思に伴った行動をとることを支援することである。認知症高齢者

の場合、認知機能が低下したことによって、自己決定が困難になる可能性が高い。その

自己決定を支援できない場合に、不適切なケアや虐待がおこる可能性が高い。人権擁護

や虐待に関する理解を得ることは、認知症グループホームの介護職にとって不可欠であ

る。調査から、自己決定支援をしていると回答した人は、社会経験、人生経験豊富な 50

～60 代であり、介護福祉士の資格を有し、心身の自覚症状もない人が多く、介護職とし

て自信を持って仕事に従事しているためであると推察する。また、虐待の認識について

も「自己決定支援をしている」人は、自ら虐待について知識を得る努力をし、働く環境

が虐待防止への取り組みが充実していると感じている人であると推察する。 

  以上のことから、組織的に虐待防止の取り組みは当然であるが、社会経験や人生経験

豊富な年代を活用し、自己決定支援が確実に実施できることが重要である。 

                                                   

147 厚労省老人保健健康増進等事業：平成28年度認知症の人の意思決定能力を踏まえた支援のあり方に関する研究事業

中間報告 

 

自己決定支
援している

自己決定支
援したい

自己決定支
援必要

591 591 444

ｙｅｓ 47（71.2） 64（97.0） 62（93.9）

ｎｏ 397（68.6） 527（91.0） 529（91.4）

ｙｅｓ 365（95.5） 368（96.3） 288（75.4）

ｎｏ 226（85.9） 223（84.8） 156（59.3）

ｙｅｓ 54（77.1） 69（98.6） 64（91.4）

ｎｏ 390（67.8） 522（90.8） 527（91.7）

ｙｅｓ 254（70.8） 333（92.8） 332（92.5）

ｎｏ 190（66.4） 258（90.2） 259（90.6）

ｙｅｓ 368（71.2） 479（92.6） 368（71.2）

ｎｏ 76（59.4） 112（87.5） 76（59.4）

ｙｅｓ 132（96.4） 132（96.4） 108（78.8）

ｎｏ 459（90.4） 459（90.4） 336（66.1）

ｙｅｓ 310（75.1） 387（93.7） 310（75.1）

ｎｏ 134（57.8） 204（87.9） 134（57.8）

項　　目 認識の有無

下着をはているかどうか、安易にズボンを下げて
確認した

元気づけるために安易に体に触れた

性的な冗談や身体について話題にする

他者に見える状態で排泄や入浴の介助をする

利用者の前で職員同士が私的な会話をする

他の職員が見ていないと対応がぞんざいになる

女性に対して男性介護者が入浴介助や排泄介助
をした
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7）自己決定支援に関する小括 

  認知症ケアには自己決定支援が重要といわれており、認知症高齢者を尊重したケアと

虐待の認識に関連があると考え、自己決定支援と個人的特性、希望研修受講内容、介護

行動、虐待の認識のそれぞれの関連を検討した。 

  次のことが明らかとなった。 

 １．自己決定している介護職は、50~60 代、介護福祉士の有資格者は有意に割合が多か

った。 

 ２．自己決定したいと思っている介護職は、学歴が上がると有意に割合が多かった。 

 ３．自己決定支援を否定する介護職は、研修受講を希望しないことが多かった。 

 ４．自己決定支援を肯定している介護職は、職場環境や個人的に虐待の認識を意識して

いた。 

 ５．自己決定支援を肯定している介護職は、33 項目のうち 30 項目について虐待と認識し

ている割合が多かった。 

   以上のことから、自己決定支援が必要、自己決定支援をしたい、自己決定支援をし

ていると思っている人は、有資格者であり学歴が高く人権擁護や意思を尊重すること

の重要性が理解できる知識があると思われる。また、自己決定支援を肯定している介

護職は虐待の認識もしており、適切な認知症ケアを行っていると思われる。 

 

 

６．ストレスに関する結果 

   

介護職のストレスについて、日本版バーンアウト尺度を利用し、介護職のストレスに

関連する要因を探ることにした。以後、日本版バーンアウト尺度得点を相対的得点とし

て、得点が高ければ「ストレスが高い」、得点が低ければ「ストレスが低い」と表現す

る。達成感の関しては、得点が低ければストレスが高いと表現する。 

今回の分析対象者のバーンアウト尺度 17 項目について因子分析を行ったところ、先

行研究同様 3 つの概念毎に収束し、また因子分解による累積寄与率は 47.4％であった。

信頼性を評価するためにCronbachのα係数を求め、消耗感は0.809、脱人格化は0.833、

達成感は 0.82 であった。 

バーンアウト尺度得点と基本属性、虐待に関する個人および職場環境の認識、介護行

動に関する虐待の認識、研修受講希望、 

  

1）バーンアウト尺度得点と対象者の基本属性の関連性（表 37、表 38） 

分析対象者 645 名におけるバーンアウト尺度平均点は、消耗感は 13.5 点（SD±4.5）、

脱人格化は 11.0 点（SD±4.3）、達成感は 16.0 点（SD±4.8）であった。これらの平均点
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は、とくに高値を示す得点とはいえず、全体としては特に問題はない。藤野148の研究で

は情緒的消耗感は 12.993±4.3 点、脱人格化は 10.142±3.7 点、個人的達成感は 16.53±

4.5 点であった。藤野は社会福祉従事者のバーンアウトとストレスについて調査している。

様々な職種が含まれており相違はあったが、高齢者施設等に施設で従事しているスタッ

フ 2,801 人からの回答を得ており、参考になると考えた。古村ら149は、認知症グループ

ホームのケアスタッフにおけるバーンアウトと個人特性との関連について調査分析して

いる。333 人の回答を得られ、平均年齢や性別の割合等同様の結果であり参考になると考

えた。古村の結果によるバーンアウト得点は、情緒的消耗感は 14.3±4.9 点、脱人格化

11.2±4.5 点、個人的達成感は 16.1±4.6 点で概ね本研究と同様であり、対象者としての

差異はなく分析結果の妥当性はある。 

まず、バーンアウト尺度得点と各個人特性変数間の関連をみた。その結果、性別では、

情緒的消耗感得点は女性が男性に比べて高かった。個人的達成感得点は女性が男性に比

べて低かった。年代は、20 代が 3 つの尺度得点において他の年代に比べて高くストレス

が高かった。 

  経験年数では、個人的達成感は 2～5 年は他の経験年数に比較して低くストレスが高か

った。介護福祉士資格の有無において得点はほとんど差がなかった。雇用形態では、常

勤者は情緒的消耗感および脱人格化の得点が他の勤務形態に比べて高くストレスが高か

った。夜勤回数では、月 5 回以上の夜勤をする人は情緒的消耗感が高くストレスは高か

った。主観的健康感では、あまりよくない・よくないはとても健康・健康、どちらでも

ないを比べて 3 尺度得点は高く、ストレスは高かった。心身の自覚症状では、20 項目の

うち「ある」と回答した人の情緒的消耗感・脱人格化はほとんど高くストレスが高かっ

た。特に、情緒的消耗感は「毎日くたくたになる」「やる気が出ない」が高得点であった。

脱人格化では「やる気が出ない」が高得点であった。個人的達成感では「やる気が出な

い」「いらいらする」「朝起きたときでも疲れを感じる」が低かった。 

 以上から、対象の特性として 20 歳代、常勤者、経験年数が少ない、月 5 回以上の夜勤

をしている介護職は、バーンアウト得点が高く、ストレスに感じていると思われる。こ

れらの条件を基本に、ストレス低減への対策が必要である。 

 

 

 

 

 

 

                                                   

148 藤野好美（2001）：社会福祉従事者のバーンアウトとストレスについての研究、社会福祉学、42（1）、137-149. 

149 古村美津代、石竹達也（2012）：認知症グループホームにおけるケアスタッフのバーンアウトと個人特性と職場環

境要因との関連、日本公衆衛生学会誌、59（11）、822-832. 
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          表 37 バーンアウト尺度得点と対象者の個人的特性 

項目 人数（％） 
情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

M(±SD) M(±SD) M(±SD) 

性別         男性 119（18.4） 12.64（±4.3） 10.98（±4.4） 16.88（±5.2） 

女性 526（81.6） 13.71（±4.6） 10.98（±4.2） 15.84（±5.2） 

年代         10 代 3（ 0.5） 10.00（±3.6） 7.00（±1.0） 16.00（±3.5） 

20 代 97（15.0） 15.30（±4.2） 12.14（±4.7） 15.32（±4.9） 

30 代 132（20.5） 13.82（±4.7） 11.97（±4.5） 15.58（±4.8） 

40 代 141（21.9） 13.99（±4.9） 11.21（±4.1） 15.51（±4.9） 

50 代 194（30.1） 12.81（±4.4） 10.39（±4.1） 16.45（±4.7） 

60 代 71（11.0） 12.08（±3.5） 9.25（±2.8） 17.31（±4.4） 

70 代 7（ 1.1） 8.86（±3.3） 7.14（±1.6） 20.14（±6.8） 

経験年数（n=642)2 年未満 99(15.3) 13.01(±4.9） 10.20（±4.2） 15.90（±4.6） 

2～5 年 197(30.7) 14.03（±4.6） 11.29（±4.2） 15.60（±4.9） 

6～9 年 141(22.0) 13.25（±4.5） 11.19（±4.5） 15.77（±4.9） 

10 年以上 205(31.9) 13.43（±4.3） 10.91（±4.1） 16.68（±4.8） 

介護福祉士資格 実務経験 191（29.6） 13.31（±4.2） 10.92（±4.1） 16.54（±4.7） 

養成コース 176（27.3） 13.85（±4.5） 11.24（±4.4） 15.90（±4.7） 

資格無 278（43.1） 13.44（±4.8） 10.86（±4.2） 15.76（±4.9） 

雇用形態(n=640)    常勤 552（84.9） 13.80（±4.5） 11.19（±4.2） 15.93（±4.8） 

非常勤 73（11.2） 11.74（±4.4） 9.92（±4.3） 16.92（±5.1） 

その他 15（ 2.3） 11.93（±4.7） 8.93（±2.7） 15.53（±4.5） 

夜勤回数(n=642)    なし 106（16.4） 13.09（±5.3） 10.51（±4.6） 16.68（±5.0） 

1～4 回/月 176（27.3） 12.93（±4.1） 10.55（±3.7） 16.35（±4.6） 

5 回以上/月 363（56.3） 13.92（±4.4） 11.33（±4.3） 15.69（±4.8） 

主観的健康 3 群(n=643) 
    

とても健康・概ね健康 473（73.3） 12.70（±4.3） 10.36（±3.8） 16.34（±4.8） 

どちらでもない 99（15.3） 15.06（±4.2） 12.21（±4.4） 15.21（±4.6） 

あまりよくない・よくない 71（11.0） 16.85（±4.7） 13.48（±5.3） 15.11（±5.1） 

ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ尺度平均点   13.51（±4.6） 10.98（±4.3） 16.03（±4.8） 
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   表 38 バーンアウト尺度得点と対象者の個人的特性（心身の症状の有無） 

項    目 人数  
情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

 
M±SD M±SD M±SD 

首・肩がこる 331 
 

14.22(±4.3） 11.32（±4.4） 15.92（±4.6） 

関節痛がある 99 
 

14.45（±4.8） 11.80（±4.8） 16.34（±4.6） 

腰痛がある 319 
 

14.3（±4.6） 11.43（±4.4） 15.76（±4.6） 

頭痛・頭が痛い 134 
 

15.92（±4.4） 12.87（±5.0） 14.81（±4.9） 

動悸・息切れする 41 
 

15.71（±4.4） 12.78（±4.9） 15.80（±4.7） 

めまい・立ちくらみがある 77 
 

15.74（±4.7） 12.70（±5.3） 15.88（±4.9） 

食欲がない 9 
 

14.22(±2.7） 11.67（±5.1） 17.00（±5.5） 

吐き気・嘔吐がある 10 
 

16.10（±4.8） 12.60（±4.3） 17.00（±5.6） 

手足がしびれる 43 
 

15.28（±4.6） 11.23（±3.7） 15.63（±4.3） 

胃がもたれる 84 
 

16.00（±4.6） 12.96（±5.1） 16.39（±5.4） 

下痢・便秘がある 78 
 

16.28（±4.7） 13.26（±5.4） 15.35（±5.6） 

眠りが浅い 147 
 

15.34（±4.2） 12.22（±4.1） 16.29（±4.5） 

全身がだるい 76 
 

16.70（±4.4） 14.07（±4.9） 15.97（±5.3） 

くつろぐ時間がない 121 
 

15.98（±4.8） 12.51（±4.6） 15.64（±5.1） 

疲れが取れない 268 
 

15.56(±4.3） 12.05（±4.5） 15.33（±4.8） 

毎日くたくたに疲れる 114 
 

17.07（±4.1） 13.21（±4.9） 15.25（±4.7） 

やる気が出ない 100 
 

17.63（±4.2） 15.32（±4.5） 14.16（±4.9） 

いらいらする 168 
 

16.60（±4.5） 13.96（±4.9） 14.88（±5.0） 

時々落ち込む 204 
 

15.88（±4.2） 12.80（±4.7） 15.83（±5.2） 

朝起きたときでも疲れを感じる 195 
 

15.73（±4.5） 12.36（±4.7） 14.70（±4.6） 

 

 

2）バーンアウト尺度得点と虐待に関する個人および職場環境の認識（表 39①②） 

  虐待に関する個人および職場環境の認識 13項目とバーンアウト尺度得点の平均点をみ

た。まず、虐待に関する個人の認識では「不適切だとわかっていても、せざるを得ない

状況がある」と回答した介護職は「ない」と回答した介護職に比べて、情緒的消耗感・

脱人格化の得点は高く、個人的達成感は低く、ストレスは高かった。「虐待までいかない

が、不適切なケアがある」と回答した介護職は、「なし」と回答した介護職に比べて、情

緒的消耗感・脱人格化の得点は高くストレスが高かった。 

  次に虐待に関する職場環境の認識では、「職員の働きやすさに関する改善に向けた施設

としての取り組みがある」「感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況である」の 2 項目

において、「思わない」と回答した介護職は、「思う」と回答した介護職に比べて情緒的

消耗感・脱人格化の得点は高く、個人的達成感は低く、ストレスが高かった。そして、「自
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分や他職員の介護の仕方に疑問を感じることがある」と「思う」介護職は、「思わない」

介護職に比べて情緒的消耗感・脱人格化の得点は高く、ストレスが高かった。また、「自

分の働く施設では虐待がない」と「思わない」介護職は「思う」介護職に比べて情緒的

消耗感・脱人格化の得点は高く、ストレスが高かった。 

  個人に関して、不適切とわかっていてもせざるを得ない状況があること、不適切ケア

があると認識していることから、理解していてもできないことでのストレスが高いと思

われる。ストレスを抱えた状態で、ケアにあたるとさらに不適切なケアや虐待が起こっ

てしまうと思われ、虐待の認識にストレスが影響することが明らかとなった。 

          

 表 39① バーンアウト尺度得点と虐待に関する個人の認識との関連 

 

 

表 39② バーンアウトと虐待に関する職場環境の認識との関連 

 

情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感

M±SD M±SD M±SD

ｙｅｓ 598 13.49（±4.5） 10.92（±4.1） 16.01（±4.8）

ｎｏ 47 13.83（±5.2） 11.70（±5.3） 16.23（±4.7）

ｙｅｓ 639 13.49(±4.5） 10.96（±4.2） 16.02（±4.8）

ｎｏ 6 15.50（±6.3） 13.67（±5.9） 17.00（±5.7）

ｙｅｓ 468 13.33（±4.4） 10.77（±4.1) 16.29（±4.7）

ｎｏ 177 13.98（±4.8） 11.53(±4.3） 15.34（±4.9）

ｙｅｓ 506 13.57（±4.5） 11.12（±4.2） 16.11（±4.9）

ｎｏ 139 13.29（±4.7） 10.47（±4.1） 15.72（±4.5）

ｙｅｓ 544 13.44（±4.4） 10.90（±4.1） 16.19（±4.8）

ｎｏ 101 13.87（±5.0） 11.42（±4.5） 15.18（±4.8）

ｙｅｓ 479 13.77（±4.5） 11.38（±4.3） 15.96（±4.7）

ｎｏ 166 12.78（±4.4） 9.82（±3.8） 16.22（±5.2）

ｙｅｓ 399 14.14（±4.6） 11.7（±4.4） 15.54（±4.6）

ｎｏ 246 12.49（±4.3） 9.82（±3.5） 16.83（±4.9）

施設内外の研修に参加している

虐待までいかないが、不適切なケアがあると思

う

不適切だとわかっていても、せざるを得ない状

況がある

項　　　　目
認識の
有無

人数

介護に関する知識や技術、経験が未熟だと虐
待につながりやすい

虐

待
に

関

す
る

個

人
の

認

識

高齢者虐待には身体的虐待、心理的虐待、性

的虐待、経済的虐待、放置・放棄がある

虐待を発見した時には通報義務がある

虐待の通報先を知っている

情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感

M±SD M±SD M±SD

ｙｅｓ 484 13.24（±4.3） 10.8（±4.1） 16.17（±4.8）

ｎｏ 161 14.32（±4.9） 11.53(±4.5） 15.62（±4.9）

ｙｅｓ 540 13.36（±4.4） 10.81（±4.9） 16.12（±4.8）

ｎｏ 105 14.31（±5.2） 11.84（±4.9） 15.57（±4.8）

ｙｅｓ 390 12.79（±4.2） 10.49（±3.9） 16.75（±4.8）

ｎｏ 255 14.61（±4.7） 11.73（±4.6） 14.93（±4.4）

ｙｅｓ 527 13.75（±4.5） 11.26（±4.3） 16.05（±4.7）

ｎｏ 118 12.46（±4.4） 9.75（±3.4） 15.92（±5.2）

ｙｅｓ 506 13.28（±4.3） 10.62（±3.9） 15.96（±4.8）

ｎｏ 139 14.36（±5.0） 12.30（±5.0） 16.27（±4.7）

ｙｅｓ 527 13.07（±4.3） 10.53（±3.9） 16.37（±4.8）

ｎｏ 118 15.47（±4.8） 12.99（±4.9） 14.53（±4.6）

認識の

有無
人数

虐

待

に

関

す

る

職
場

環

境

の

認

識

虐待防止についての施設として取り組みがある

ケアの質の向上に向けた施設として取り組み

がある

感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況であ

る

自分や他職員の介護の仕方に疑問を感じるこ

とがある

自分の働く施設では虐待がないと思う

職員の働きやすさに関する改善に向けた施設

としての取り組みがある

項　　　　目
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3）バーンアウト尺度得点と介護行動に関する虐待の認識との関連（表 40①②③④） 

  グループホームで日常的に実施している介護行動のうち虐待であるとされている 33項

目について、虐待の認識の有無とバーンアウト尺度得点との関連をみた。虐待の種別で

表を分けて結果を示す。 

33 項目のうち虐待と認識していない介護職の情緒的消耗感・脱人格化得点が高く、個

人的達成感得点が低い項目は、「『おじいさん』『おばあさん』と呼んだ」、「『あれが悪い』

『これができない』など短所ばかり言う」、「運動させない」の 3 項目であった。 

脱人格化得点が高く個人的達成感得点が低い項目は、「手荒く寝具をかける」、「意思を

伝えられないひとに対し、『もう食べないの』と聞いた」、「本人の返事を待たずに食事膳

を片付けた」、「下着をはいているかどうか、安易にズボンを下げて確認した」、「他の職

員が見ていないと対応がぞんざいになる」の 5 項目であった。 

  虐待と認識していない項目で情緒的消耗感得点のみが高い項目は、「嫌がる利用者に無

理やり食事をさせた」1 項目であった。また、情緒的消耗感得点が高く個人的達成感得点

が低い項目は、「粉薬をご飯と一緒に混ぜる」1 項目であった。 

脱人格化得点のみが高い項目は、「認知症なので本人はわからないので『あだ名』で呼

んでいた」、「「自分で食べられない利用者に配膳はしたが、食事介助をしない」、「トイレ

で排泄できる人にオムツで対応する」、「他者に見える状態で排泄や入浴の介助をする」4

項目であった。 

個人的達成感得点のみ低い項目は「入浴時、声掛けもなく頭からシャワーをかけたり、

着替えの時に何も言わずにズボンを下げた」、「『ちゃん』付けで呼ぶ」「大声で怒鳴った」、

「他の人の前で排泄の話をした」、「『臭い』『ばっちい』と言っておむつ交換した」、「『頭

をなでる』など子供に対するような対応や言葉かけをする」、「利用者の前で私的な会話

をする」の 7 項目であった。 

33 項目すべてにおいて、虐待と認識しない人が情緒的消耗感、脱人格化得点が高く、

個人的達成感得点が低かったことから、ストレスと虐待と認識しないいことと関連があ

ると推測できる。また、介護ケア項目の中で、バーンアウト得点が高い項目は心理的ケ

アが多いことが明らかになった。ストレスを緩和する対処法を検討する必要がある。 

 

 

表 40① バーンアウト尺度得点と介護行動に関する身体的虐待の認識 

項目 
認識の

有無 
人数 

情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

M（±SD） M（±SD） M（±SD） 

入浴時、声掛けもなく頭からシャワ

ーをかけたり、着替えの時に何も

言わずにズボンを下げた 

ｙｅｓ 485 13.3（±4.5） 10.8（±4.2） 16.3（±4.9） 

ｎｏ 160 
14.1（±4.6） 11.5（±4.3） 15.3（±4.7） 

手荒く寝具をかける ｙｅｓ 361 13.2（±4.6) 10.5（±4.2） 16.6（±5.0） 
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ｎｏ 284 13.9（±4.5） 11.6（±4.2） 15.3（±4.5） 

嫌がる利用者に無理やり食事をさ

せた 

ｙｅｓ 426 13.3（±4.6） 10.8（±4.2） 16.1（±4.8） 

ｎｏ 219 14.0（±4.5） 11.4（±4.3） 16.0（±4.9） 

利用者に叩かれたので叩き返した 

ｙｅｓ 591 13.5（±4.5） 11.0（±4.2） 16.0（±4.9） 

ｎｏ 54 13.2（±4.9） 11.3（±4.3） 16.0（±4.3） 

ベッドに長時間抑制・拘束した 

ｙｅｓ 608 13.5（±4.5） 10.9（±4.2） 16.1（±4.9） 

ｎｏ 37 14.6（±5.4） 12.5（±5.0） 15.8（±4.7） 

 

 

表 40② バーンアウト尺度得点と介護行動に関する心理的虐待の認識 

項目 
認識の

有無 
人数 

情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

M（±SD） M（±SD） M（±SD） 

利用者から話しかけられても一切

無視した 

ｙｅｓ 557 13.4（±4.5） 10.9（±4.2） 16.1（±4.9） 

ｎｏ 88 14.1（±4.7） 11.7（±4.4） 15.1（±4.6） 

「ちゃん」付で呼ぶ 

ｙｅｓ 204 13.2（±4.6） 11.0（±4.6） 16.7（±4.9） 

ｎｏ 441 13.6（±4.5） 11.0（±4.1） 15.7（±4.8） 

大声で怒鳴った 

ｙｅｓ 534 13.4（±4.5） 10.9（±4.2） 16.2（±4.9） 

ｎｏ 111 13.9（±4.6） 11.6（±4.2） 15.2（±4.7） 

「おじいさん」「おばあさん」と呼ん

だ 

ｙｅｓ 149 12.8（±4.5） 10.2（±3.9） 16.8（±4.7） 

ｎｏ 496 13.7（±4.5） 11.2（±4.3） 15.8（±4.9） 

他の人の前で排泄に関することを

話した 

ｙｅｓ 313 13.5（±4.6） 10.8（±4.3） 16.5（±4.9） 

ｎｏ 332 13.6（±4.5） 11.2（±4.2） 15.6（±4.8） 

認知症なので本人はわからないの

で「あだ名」で呼んでいた 

ｙｅｓ 389 13.3（±4.5） 10.6（±4.2） 16.2（±5.0） 

ｎｏ 247 13.8（±4.7） 11.5（±4.2） 15.7（±4.6） 

「臭い」「ばっちい」と言っておむつ

交換した 

ｙｅｓ 559 13.5（±4.5） 10.9（±4.3） 16.2（±4.9） 

ｎｏ 86 13.9（±4.7） 11.5（±4.0） 14.7（±4.3） 

「頭を撫でる」など子どもに対する

ような対応や言葉かけをする 

ｙｅｓ 247 13.1（±4.5） 10.6（±4.3） 16.6（±5.0） 

ｎｏ 398 13.8（±4.6） 11.2（±4.2） 15.7（±4.7） 

「あれが悪い」「これができない」な

ど短所ばかり言う 

ｙｅｓ 483 13.3（±4.5） 10.6（±4.2） 16.3（±4.9） 

ｎｏ 162 14.3（±4.6） 12.2（±4.3） 15.1（±4.6） 

説明や声かけをせずケアや処置を

した 

ｙｅｓ 337 13.4（±4.7） 10.7（±4.4） 16.4（±5.0） 

ｎｏ 308 13.6（±4.4） 11.3（±4.1） 15.7（±4.6） 
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表 40③ バーンアウト尺度得点と介護行動に関するネグレクトの認識 

項目 
認識の

有無 
人数 

情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

M±SD M±SD M±SD 

粉薬をご飯と一緒に混ぜる 
ｙｅｓ 231 13.0（±4.7） 10.6（±4.2） 16.7（±4.8） 

ｎｏ 414 13.8（±4.5） 11.2（±4.3） 15.7（±4.8） 

「今忙しいから」と言って、訴えを後

回しにした 

ｙｅｓ 215 13.1（±4.6） 10.6（±4.1） 16.4（±4.9） 

ｎｏ 430 13.7（±4.5） 11.2（±4.3） 15.9（±4.8） 

自分で食べられない利用者に配膳

はしたが、食事介助をしない 

ｙｅｓ 586 13.5（±4.6） 10.8（±4.2） 16.0（±4.8） 

ｎｏ 59 14.1（±4.6） 12.4（±4.8） 16.0（±5.2） 

失禁でシーツや下着等が汚れても

そのまま放置した 

ｙｅｓ 594 13.5（±4.6） 10.9（±4.3） 16.1（±4.9） 

ｎｏ 51 14.0（±4.5） 12.0（±3.8） 15.1（±4.7） 

ナースコールが頻回な場合、ナー

スコールを使えないようにした 

ｙｅｓ 564 13.4（±4.6） 10.9（±4.3） 16.1（±4.9） 

ｎｏ 81 14.0（±4.3） 11.6（±3.8） 15.4（±4.3） 

意思を伝えられない人に対し「もう

食べないの」と聞いた 

ｙｅｓ 244 13.2（±4.5） 10.4（±4.0） 16.7（±4.9） 

ｎｏ 401 13.7（±4.6） 11.4（±4.3） 15.6（±4.8） 

運動させない 
ｙｅｓ 330 13.2（±4.5） 10.6（±4.2） 16.5（±5.0） 

ｎｏ 315 13.9（±4.6） 11.4（±4.3） 15.6（±4.6） 

トイレで排泄できる人にオムツで対

応する 

ｙｅｓ 437 13.3（±4.6） 10.7（±4.2） 16.2（±4.9） 

ｎｏ 208 14.0（±4.5） 11.6（±4.2） 15.7（±4.8） 

オムツ交換を時間で行う 
ｙｅｓ 133 13.3（±4.8） 10.5（±4.3） 16.4（±4.6） 

ｎｏ 512 13.6（±4.5） 11.1（±4.2） 15.9（±4.9） 

日中車椅子に座らせたまま放置し

た 

ｙｅｓ 440 13.4（±4.5） 10.8（±4.1） 16.1（±4.8） 

ｎｏ 205 13.8（±4.7） 11.4（±4.6） 15.8（±4.9） 

本人の返事を待たずに食事膳を片

付けた 

ｙｅｓ 403 13.4（±4.6） 10.7（±4.2） 16.4（±4.9） 

ｎｏ 242 13.7（±4.5） 11.5（±4.3） 15.4（±4.7） 
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表 40④ バーンアウト尺度得点と介護行動に関する性的虐待・不適切ケアの認識 

項目 
認識の

有無 
人数 

情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

M±SD M±SD M±SD 

女性に対して男性介護者が入浴

介助や排泄介助をした 

ｙｅｓ 66 12.9（±5.0） 10.6（±4.5） 16.8（±5.0） 

ｎｏ 579 13.6（±4.5） 11.0（±4.2） 16.0（±4.8） 

下着をはているかどうか、安易に

ズボンを下げて確認した 

ｙｅｓ 382 13.4（±4.6） 10.6（±4.2） 16.4（±5.1） 

ｎｏ 263 13.7（±4.4） 11.6（±4.2） 15.5（±4.5） 

元気づけるために安易に体に触れ

た 

ｙｅｓ 70 13.3（±4.4） 10.4（±3.8） 16.2（±5.3） 

ｎｏ 575 13.5（±4.6） 11.0（±4.3） 16.0（±4.8） 

性的な冗談や身体について話題

にする 

ｙｅｓ 359 13.1（±4.5） 10.7（±4.3） 16.3（±5.0） 

ｎｏ 286 14.0（±4.6） 11.4（±4.1） 15.7（±4.7） 

他者に見える状態で排泄や入浴

の介助をする 

ｙｅｓ 723 13.3（±4.6） 10.6（±4.2) 16.1（±4.8） 

ｎｏ 180 13.7（±4.5） 11.6(±4.3） 15.8（±4.8） 

利用者の前で職員同士が私的な

会話をする 

ｙｅｓ 137 13.0（±4.6） 10.5（±4.1） 16.9（±5.0） 

ｎｏ 508 13.7（±4.5） 11.1（±4.3） 15.8（±4.8） 

他の職員が見ていないと対応がぞ

んざいになる 

ｙｅｓ 413 13.4（±4.6） 10.7（±4.3） 16.5（±4.9） 

ｎｏ 232 13.8（±4.5） 11.5（±4.1） 15.1（±4.7） 

 

 

 

4）バーンアウト尺度得点と研修受講希望との関連（表 41）、 

  今後受講を希望する研修内容の有無とバーンアウトとの関連において、職員のメンタ

ルケアに関する内容について「希望する」介護職は「希望しない」介護職と比べて 3 尺

度得点は高かった。情緒的消耗感得点は「希望する」人の平均点 13.88±4.6 点、「希望し

ない」人の平均点は 12.82±4.4 点で「希望する」人の得点が高かった。また、脱人格化

得点は「希望する」人の平均点は 11.25±4.4 点、「希望しない」人は 10.41±3.8 点と「希

望する」人の得点が高かった。個人的達成感得点では「希望する」人の平均点は 16.19±

5.0 点、「希望しない」人は 15.84±4.5 点で「希望しない」人の得点が低かった。 

  研修受講希望におけるバーンアウト得点は差がない状況である。しかし、その中で「職

員のメンタルに関する内容」を希望する人は、バーンアウト得点が高く、ストレス対処

をしたいと考えている。やはり、ストレス対処法の研修は必要と思われる。 
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表 41 バーンアウト尺度得点と研修受講希望（n=638） 

項    目 
受講の

有無 
人数（%） 

情緒的 

消耗感 
脱人格化 

個人的 

達成感 

M±SD M±SD M±SD 

過去 1 年間研修を受講した(N=645) 
yes 561(87.0) 13.60(±4.5) 11.00(±4.2) 16.2(±4.9) 

no 84(13.0) 13.30(±4.8) 11.10(±4.4) 15.2(±4.4) 

今
後
受
講
し
た
い
研
修
内
容 

人権擁護・意思尊重に関する

内容 

yes 122（19.1） 13.54(±4.9) 10.90(±4.2) 17.00(±4.7) 

no 516（80.9） 13.46(±4.5) 10.93(±4.2) 15.83(±4.8) 

介護ケアに関する内容 
yes 237（37.1） 13.42(±4.6) 10.78(±3.9) 16.20(±4.7) 

no 401（62.9） 13.50(±4.5) 11.01(±4.3) 16.00(±4.9) 

緊急時の対応に関する内容 
yes 303（47.5） 13.80(±4.5) 11.01(±4.1) 15.79(±4.5) 

no 335（52.5） 13.17(±4.6) 10.85(±4.3) 16.30(±5.1) 

認知症理解に関す内容 
yes 283（44.0） 13.54(±4.5) 10.73(±3.9) 16.28(±4.7) 

no 355（55.6） 13.42(±4.6) 11.08(±4.4) 15.88(±4.9) 

虐待に関する内容 
yes 122（19.1） 14.07(±4.3) 11.11(±4.1) 16.63(±5.1) 

no 516（80.9） 13.33(±4.6) 10.88(±4.2) 15.92(±4.8) 

高齢者理解に関する内容 
yes 100（25.1） 13.24(±4.7) 10.52(±4.0) 16.19(±5.0) 

no 478（74.9） 13.55(±4.5) 11.06(±4.2) 16.01(±4.8) 

職員のメンタルに関する内容 
yes 391（61.3） 13.88(±4.6) 11.25(±4.4) 16.19(±5.0) 

no 247（38.7） 12.82(±4.4) 10.41(±3.8) 15.84(±4.5) 

接遇・コミュニケーションに  

関する内容 

yes 267（41.8） 13.76(±4.8) 11.07(±4.2) 16.04(±4.9) 

no 371（58.2） 13.27(±4.4) 10.82(±4.1) 16.06(±4.7) 

 

 

 

5）バーンアウト尺度得点と自己決定支援に関する項目の関連（表 42） 

  介護職の自己決定支援に関する項目「自己決定支援は必要」、「自己決定支援したい」、

「自己決定支援している」の 3 項目とバーンアウト尺度得点について、いずれの項目も

「いいえ」と回答した人が、平均点が高くストレスが高い傾向にあった。 

  「自己決定支援は必要」の情緒的消耗感について、「必要である」は 13.49±4.5 点、「必

要ない」は 13.78±4.5 点、脱人格化について「必要である」は 10.9±4.2 点、「必要なし」

は 11.44±4.6 点、個人的達成感について「必要である」は 16.07±4.8 点、「必要なし」

は 15.61±5.2 点であった。 

  「自己決定支援したい」の情緒的消耗感について、「したい」は 13.39±4.5 点、「した

くない」は 14.87±5.2 点、脱人格化について「したい」は 10.82±4.2 点、「したくない」

は 12.78±4.8 点、個人的達成感について「したい」は 16.14±4.8 点、「したくない」は
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14.81±4.9 点であった。 

  「自己決定支援している」の情緒的消耗感について、「している」は 13.05±4.4 点、「し

ていない」は 14.54±4.7 点、脱人格化について「している」は 10.67±4.1 点、「してい

ない」は 11.66±4.4 点、個人的達成感について「している」は 16.46±4.8 点、「してい

ない」は 15.8±4.8 点であった。 

  特に「自己決定支援したくない」の個人的達成感は、得点が低く 16 点未満はストレス

が高い傾向にあると言える。このことは、自己決定支援をしたいができないことで個人

的達成感が低くなると考えられ、そう考えていることは認知症高齢者の尊重したケアに

はならず、心理的虐待・ネグレクト等の虐待につながる可能性があると思われる。 

    

 

 表 42 バーンアウト尺度得点と自己決定支援（n=645） 

項目 有無 人数（％） 
情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

M(±SD) M(±SD) M(±SD) 

自己決定支援必要 
yes 591（91.6） 13.49（±4.5） 10.94（±4.2） 16.07（±4.8） 

no 54（ 8.4） 13.78（±4.9） 11.44（±4.6） 15.61（±5.2） 

自己決定支援したい 
yes 591（91.6） 13.39（±4.5） 10.82（±4.2） 16.14（±4.8） 

no 54（ 8.4） 14.87（±5.2） 12.78（±4.8） 14.81（±4.9） 

自己決定支援している 
yes 444（68.8） 13.05（±4.4） 10.67（±4.1） 16.46（±4.8） 

no 201（31.2） 14.54（±4.7） 11.66（±4.4） 15.08（±4.8） 

 

 

6）バーンアウト尺度得点高低 2 群と基本属性との関連（表 43①②③） 

情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感の 3 つの尺度別に結果を表に示す。 

 情緒的消耗感は 19 点以上を消耗感あり、脱人格化は 15 点以上を脱人格化あり、個人 

的達成感は 16点未満を達成感なしとしストレスが高いと定義した。消耗感ありは 92人、 

全体の 14％で平均点 21.3±1.9 点、消耗感なしの平均点は 12.2±3.4 点であった。  

 脱人格化ありは 116 人で全体の 18％、その平均点は 18.3±3.1 点、脱人格化なし 

の平均点は 9.4±2.4 点であった。 

達成感なしは 327 人、全体の 50.7％で平均点は 12.2±2.4 点、達成感ありの平均点 

は 19.9±3.2 点であった。 

得点の高低 2 群の消耗感、脱人格化、達成感150の有無と個人特性、研修受講に関する 

事項、個人の健康状態に関する事項、自己決定支援に関する事項とそれぞれχ２検定を行 

った。 

 バーンアウト尺度得点と対象者の基本属性の関連では、性別において達成感なしの男性

                                                   
150 消耗感は情緒的消耗感、達成感は個人的達成感を略した。 
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は女性に比べて有意に割合が多かった。年齢 3 群において消耗感ありは 40～50 代、脱人

格化ありは 10～30 代がともに 50％以上を占め、他の年代に比べて有意に割合が多くみら

れた。健康感 3 群においては「あまりよくない・よくない」とする消耗感あり、脱人格化

ありは他の主観的健康感に比べて割合が有意に多く 20％を占めていた。消耗感、脱人格化、

達成感のいずれにも経験年数、介護福祉士資格の有無、雇用形態、夜勤回数について関連

はなかった。 

 

        表 43① 高情緒的消耗感 2 群と基本属性との関連 

項目 人数（％） 
高情緒的消耗感 

あり なし p 値 

性別                  男性 119（18.4） 11（12.0） 108（19.5） 
0.052 

                     女性 526（81.6） 81（88.0） 445（80.5） 

年齢 3 群             10～30 代 232（36.0） 42（45.7） 190（34.4） 

0.003                   40～50 代 335（51.9） 48（52.2） 287（51.9） 

                  60 代以上 78（12.1） 2（ 2.2） 76（13.7） 

経験年数 4 群          2 年未満 99（15.3） 14（15.2） 85（15.4） 

0.531 
                   2～5 年 198（30.7） 34（37.0） 164（29.7） 

                   6～9 年 142（22.0） 17（18.5） 125（22.6） 

                  10 年以上 206（31.9） 27（29.3） 179（32.4） 

介護福祉士資格           あり 367（56.9） 47（51.0） 320（57.9） 
0.135 

                     なし 278（43.1） 45（48.9） 233（42.1） 

雇用形態               常勤 552（85.6） 85（92.4） 467（85.2） 

0.146                    非常勤 73（11.2） 5（ 5.4） 68（12.4） 

                   その他 15（ 2.3） 2（ 2.2） 13（ 2.4） 

夜勤回数 3 群            なし 106（16.4） 16（17.4） 90（16.3） 

0.300  1～4 回/月 176（27.3） 19（20.7） 157（28.4） 

5 回以上/月 363（56.3） 57（62.0） 306（55.3） 

主観的健康感 3 群    とても健康・概ね健康 473（73.3） 48（52.2) 425(77.1） 

0.000  どちらでもない 99（15.3） 20（21.7) 79（14.3） 

あまりよくない・よくない 71（11.0） 24（26.1) 47（ 8.5） 

 ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ尺度平均点   21.3（±1.9） 12.2（±3.4） 0.000  

  χ2検定 p＜0.05 
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表 43② 高脱人格化得点高低 2 群と基本属性との関連 

項目 人数（％） 
高脱人格化 

あり なし p 値 

性別                  男性 119（18.4） 20（17.2） 99（18.7） 
792 

                     女性 526（81.6） 96（82.8） 430（81.3） 

年齢 3 群             10～30 代 232（36.0） 62（53.4） 170（32.1） 

0.000                    40～50 代 335（51.9） 49（42.2） 286（54.1） 

                  60 代以上 78（12.1） 5（ 4.3） 73（13.8） 

経験年数 4 群          2 年未満 99（15.3） 12（10.3） 87（16.4） 

0.231 
                   2～5 年 198（30.7） 42（36.2） 156（29.5） 

                   6～9 年 142（22.0） 28（24.1） 114（21.6） 

                  10 年以上 206（31.9） 34（29.3） 172（32.5） 

介護福祉士資格           あり 367（56.9） 66（56.9） 301（56.9） 
1.000  

                     なし 278（43.1） 50（43.1） 228（43.1） 

雇用形態               常勤 552（85.6） 104（89.7） 448（85.5） 

0.372                    非常勤 73（11.2） 11（ 9.5） 62（11.8） 

                   その他 15（ 2.3） 1（ 0.9） 14（ 2.7） 

夜勤回数 3 群            なし 106（16.4） 18（15.5） 88（16.6） 

0.154 1～4 回/月 176（27.3） 24（20.7） 152（28.7） 

5 回以上/月 363（56.3） 74（63.8） 289（54.6） 

主観的健康感 3 群    とても健康・概ね健康 473（73.3） 64（55.2) 409（77.6） 

0.000  どちらでもない 99（15.3） 25（21.6) 74（14.0） 

あまりよくない・よくない 71（11.0） 27（23.3) 44（ 8.3） 

 ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ尺度平均点   18.3（±3.1） 9.4（±2.4） 0.000  

χ2検定 p＜0.05 
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表 43③ 低個人的達成感得点高低 2 群と基本属性との関連 

項目 人数（％） 
低個人的達成感 

あり なし p 値 

性別                  男性 119（18.4） 71（21.7） 48（15.1） 
0.019 

                     女性 526（81.6） 256（78.3） 270（84.9） 

年齢 3 群             10～30 代 232（36.0） 112（34.3） 120（37.7） 

0.179                   40～50 代 335（51.9） 168（51.4） 167（52.5） 

                  60 代以上 78（12.1） 47（14.4） 31（ 9.7） 

経験年数 4 群          2 年未満 99（15.3） 46（14.1） 53（16.7） 

0.203 
                   2～5 年 198（30.7） 95（29.1） 103（32.4） 

                   6～9 年 142（22.0） 69（21.1） 73（23.0） 

                  10 年以上 206（31.9） 117（35.8） 89（28.0） 

介護福祉士資格           あり 367（56.9） 193（59.0） 174（54.7） 
0.301 

                     なし 278（43.1） 134（41.0） 144（45.3） 

雇用形態               常勤 552（85.6） 273（84.5） 279（88.0） 

0.42                    非常勤 73（11.2） 42（13.0） 31（ 9.8） 

                   その他 15（ 2.3） 8（ 2.5） 7（ 2.2） 

夜勤回数 3 群            なし 106（16.4） 62（19.0） 44（13.8） 

0.175 1～4 回/月 176（27.3） 90（27.5） 86（27.0） 

5 回以上/月 363（56.3） 175（53.5） 188（59.1） 

主観的健康感 3 群    とても健康・概ね健康 473（73.3） 253（77.4） 220（69.6） 

0.07 どちらでもない 99（15.3） 45(13.8） 54（17.1） 

あまりよくない・よくない 71（11.0） 29（8.9） 42（13.3） 

 ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ尺度平均点   12.1（±2.4） 19.9（±3.2） 0.000  

χ2検定 p＜0.05 

 

 

7）バーンアウト尺度得点高低 2 群と心身の自覚症状との関連（表 44①②③） 

 心身の自覚症状は有意差のある項目のみ表に示す。 

 バーンアウトと心身の自覚症状 20 項目との関連では、消耗感ありは 15 項目、脱人格化

ありは 16 項目で消耗感なし・脱人格化なしの人数に比べて有意に割合が少なかった。達

成感なしは、「頭痛がある」「疲れが取れない」「毎日くたくたに疲れる」「やる気が出ない」

「いらいらする」「朝起きたときでも疲れを感じる」の項目では、達成感ありに比べて割

合が有意に多かった。つまり、達成感をあまり感じないと心身の自覚症状も現れ、ストレ

スを感じていると思われる。 
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 表 44① 高情緒的消耗感得点高低 2 群と心身の自覚症状との関連  

項    目 人数 
高情緒的消耗感 

あり なし p 値 

腰痛がある 319 259（46.3） 63（68.5） ＜0.000 

頭痛・頭が痛い 134 96（17.4） 38（41.3） ＜0.000 

めまい・立ちくらみがある 77 56（10.1） 21（22.8） 0.001 

手足がしびれる 43 31（ 5.6） 12（13.0） 0.013 

胃がもたれる 84 61（11.0） 23（25.0） 0.001 

下痢・便秘がある 78 55（ 9.9） 23（25.0） ＜0.000 

眠りが浅い 147 113（20.4） 34（37.0） 0.001 

全身がだるい 76 51（ 9.2） 25（27.2） ＜0.000 

くつろぐ時間がない 121 81（14.6） 40（43.5） ＜0.000 

疲れが取れない 268 205（37.1） 63（68.5） ＜0.000 

毎日くたくたに疲れる 114 76（13.7） 38（41.3） ＜0.000 

やる気が出ない 100 59（10.7） 41（44.6） ＜0.000 

いらいらする 168 109（19.7） 59（64.1） ＜0.000 

時々落ち込む 204 152（27.5） 52（56.5） ＜0.000 

朝起きたときでも疲れを感じる 195 145（26.2） 50（54.3） ＜0.000 

χ2 検定 P＜0.05 
    

 

     表 44② 高脱人格化得点高低 2 群と心身の自覚症状との関連  

項    目 人数 
高脱人格化 

あり なし p 値 

首・肩がこる 331 260（49.1） 71（61.2） 0.024 

腰痛がある 319 250（47.3） 69（59.5） 0.018 

頭痛・頭が痛い 134 90（17.0） 44（37.9） ＜0.000 

めまい・立ちくらみがある 77 51（ 9.6） 26（22.4） ＜0.000 

吐き気・嘔吐がある 10 5（ 0.9） 5（ 4.3） 0.02 

胃がもたれる 84 55（10.4） 29（25.0） ＜0.000 

下痢・便秘がある 78 49（ 9.3） 29（25.0） ＜0.000 

眠りが浅い 147 102（19.3） 45（38.8） ＜0.000 

全身がだるい 76 42（ 7.9） 34（29.3） ＜0.000 

くつろぐ時間がない 121 88（16.6） 33（28.4） 0.005 

疲れが取れない 268 197（37.2） 71（61.2） ＜0.000 

毎日くたくたに疲れる 114 75（14.2） 39（33.6） ＜0.000 

やる気が出ない 100 49（ 9.3） 51（44.0） ＜0.000 
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いらいらする 168 99（18.7） 69（59.5） ＜0.000 

時々落ち込む 204 142（26.8） 62（53.4） ＜0.000 

朝起きたときでも疲れを感じる 195 137（25.9） 58（50.0） ＜0.000 

χ2 検定 P＜0.05 
    

 

    表 44③ 低個人的達成感得点高低 2 群と心身の自覚症状との関連  

項    目 人数 
低個人的達成感 

あり なし P 値 

頭痛・頭が痛い 134 77（24.2） 57（17.4） 0.041 

疲れが取れない 268 150（47.2） 118（36.1） 0.005 

毎日くたくたに疲れる 114 67（21.1） 47（14.4） 0.03 

やる気が出ない 100 69（21.7） 31（ 9.5） ＜0.000 

いらいらする 168 99（31.1） 69（21.1） 0.004 

朝起きたときでも疲れを感じる 195 119（37.4） 76（23.2） ＜0.000 

χ2 検定 P＜0.05 
    

 

8）バーンアウト尺度得点高低 2 群と研修受講希望との関連（表 45） 

 3 つの尺度に有意差のあった項目のみ表に示す。 

 バーンアウトと研修受講希望との関連では、「人権擁護・意思の尊重等に関する内容」

を希望する人は達成感なしが達成感ありに比べて有意に割合が多かった。「職員のメンタ

ルケアに関する内容」は消耗感あり、脱人格化ありは消耗感なし、脱人格化なしに比べて

有意に割合が多かった。「接遇・コミュニケーションに関する内容」について脱人格化あ

りは脱人格化なしに比べて有意に割合が多かった。つまり、研修受講を希望している人は、

達成感が低く、生活支援の場では個人の尊厳を守り、意思を尊重することができていない

状況から、不安を持っているための研修受講ではないかと思われる。また、脱人格化は相

手を無視したり、名前を呼ばない等の状況になると言われており、接遇・コミュニケーシ

ョンに関して、ストレス対処したいと考えているためではないかと思われる。 

 

表 45 バーンアウト尺度得点高低 2 群と研修受講希望との関連 

 

あり なし p 値 あり なし p 値 あり なし p 値

人権擁護・意思の尊重等
に関する内容

122 75（23.1） 47（15.0） 0.009

職員のメンタルケア 391 66（74.2） 325（59.2） 0.007 82（72.6） 309（58.9） 0.008

接遇・コミュニケーション 267 57（50.4） 210（40.0） 0.046

χ 2検定　　P＜0.05

項目 人数
高情緒的消耗感 高脱人格化 低個人的達成感
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9）バーンアウト尺度得点高低 2 群と自己決定支援との関連（表 46） 

バーンアウト得点と自己決定支援の関連では、「自己決定支援をしたい」人について消

耗感ありは消耗感なしに比べて有意に割合が少なかった。「自己決定支援している」人に

ついて消耗感あり、脱人格化ありの 2 つの尺度は消耗感なし、脱人格化なしに比べて有意

に割合が少なかった。達成感なしは達成感ありに比べて有意に割合が多かった。自己決定

できているということは、介護職として認知症高齢者へのケアに自信を持って実践してい

るため、ストレスは少ないと思われる。 

 

         表 46 バーンアウト尺度得点高低 2 群と自己決定支援との関連 

項目 
人数

（％） 

高情緒的消耗感 高脱人格化 低個人的達成感 

あり なし p 値 あり なし p 値 あり なし p 値 

92

（14.3） 

553

（85.7） 
  

116

（12.0） 

529

（82.0） 
  

327

（50.7） 

318

（49.3） 
  

自己決定支援    

必要と思う 

591

（91.6） 

81

（88.0） 

510

（92.2） 
0.219 

106

（91.4） 

485

（91.7） 
0.855 

302

（92.4） 

289

（90.9） 
0.57 

自己決定支援       

したい 

591

（91.6） 

78

（84.8） 

513

（92.8） 
0.023 

101

（87.1） 

490

（92.6） 
0.063 

306

（93.6） 

285

（89.6） 
0.087 

自己決定支援       

している 

444

（68.8） 

52

（56.5） 

392

（70.9） 
0.007 

70

（60.3） 

374

（70.7） 
0.035 

242

（74.0） 

202

（63.5） 
0.005 

χ2検定 バーンアウト尺度平均点は t 検定 P＜0.05 

 

 

10）バーンアウト尺度得点のロジスティック回帰分析結果（表 47①②） 

  性別、経験年数、介護福祉士資格、夜勤回数、健康状態を調整因子として、自己決定

支援、虐待に関する認識、介護行動に関する虐待の認識について 2 項ロジスティック回

帰分析を行った。有意な結果のあった項目のみ表に示す。 

職場環境に関する虐待の認識では「感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況である」

「職員の働きやすさに関する改善に向けた施設としての取り組みがある」について、そ

う思う人は思わない人より消耗感あり（オッズ比：2.793、2.333）と脱人格化あり（オ

ッズ比：2.619、1.547）のリスクが有意に高く、達成感なし（オッズ比：0.64、0.598）

のリスクが有意に低い。あわせて、介護行動に関する虐待の認識で「手荒く寝具をかけ

る」「『あれが悪い』『これができない』など短所ばかりを言う」も同様にそう思う人は思

わない人より消耗感あり（オッズ比：1.737、1.981）と脱人格化あり（オッズ比：1.733、

2.177）のリスクが有意に高く、達成感なし（オッズ比：0.682、0.642）のリスクが有意

に低いという結果であった。これは、職場環境が良好であり、介護行動も虐待と認識し

ている介護職はストレスが高い結果となった。これは、現状に満足できないと感じてお
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り、より良い職場環境や介護ケアを求めている為と思われる。 

また、「不適切だとわかっていても、せざるを得ない」と思う人は思わない人より消耗

感ありのリスク（オッズ比：0.496）、脱人格化ありのリスク（オッズ比：0.493）が有意

に低く、達成感なしのリスク（オッズ比：1.463）が有意に高い。これは、自分の倫理観

や認知症高齢者への介護について葛藤していると思われ、仕方がないとあきらめている

ことがストレスとなっていると思われる。 

自己決定支援について、自己決定支援したいと思っている人は、思わない人より消耗

感ありのリスク（オッズ比：2.615）、脱人格化ありのリスク（オッズ比：2.13）が有意

に高かった。そして、自己決定支援していると思っている人は、思わない人より消耗感

ありのリスク（オッズ比：1.935）、脱人格化ありのリスク（オッズ比：1.665）が有意

に高かった。また、達成感なしのリスク（オッズ比：0.633）は有意に低かった。自己

決定支援をしている人は先述したとおり、自信や達成感を持って実践している。しかし、

現実は他の介護職や管理者等は自己決定支援ができていないと感じており、ストレスが

高いと思われる。 

 

 

表 47① バーンアウト尺度得点のロジスティック回帰分析結果 

 

 

オッズ比 95％CI 有意確率 オッズ比 95％CI 有意確率 オッズ比 95％CI 有意確率

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 0.551 0.364-0.834 0.005

虐待に関する内容 0.572 0.327-0.998 0.049

職員のメンタルケア 0.448 0.263-0.764 0.003 0.527 0.33-0.843 0.007

接遇・コミュニケーション 0.612 0.401-0.934 0.023

自己決定支援したい 2.615 1.316-5.195 0.006 2.13 1.105-4.107 0.024

自己決定支援している 1.935 1.206-3.107 0.006 1.665 1.079-2.568 0.021 0.633 0.458-0.914 0.009

虐待までいかないが、不適切なケアがあると思う 0.472 0.273-0.815 0.007

不適切だとわかっていても、せざるを得ない状況が
ある

0.496 0.296-0.831 0.008 0.493 0.309-0.785 0.003 1.463 1.055-2.029 0.022

虐待防止についての施設として取り組みがある 1.71 1.043-2.802 0.033

職員の働きやすさに関する改善に向けた施設として
の取り組みがある

2.333 1.454-3.744 ＜0.000 1.547 1.012-2.367 0.044 0.598 0.43-0.831 0.002

自分や他職員の介護の仕方に疑問を感じることがあ
る

0.42 0.214-0.823 0.012

自分の働く施設では虐待がないと思う 1.745 1.045-2.914 0.033 2.276 1.441-3.595 ＜0.000

感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況である 2.793 1.685-4.632 ＜0.000 2.619 1.639-4.186 ＜0.000 0.64 0.422-0.971 0.036
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表 47② バーンアウト尺度得点のロジスティック回帰分析結果 

 

１）性、経験年数、介護福祉士資格、夜勤回数、健康状態を調整した 

２）研修受講、自己決定支援、虐待に関する個人的および職場環境の認識において、はい=0、いいえ=1、介護行動に関する虐待の

認識において、思う=0、思わない=1 とした。 

３）2 項ロジスティック回帰分析 
  

 

 

11）ストレスに関する考察 

以上のことから、バーンアウト尺度得点と基本属性においては、三徳（2008）ら151の

研究では女性はストレスの要求度が高いことを報告しており、先行研究を支持する結果

となった。三徳らは介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、認知症グループホームの 3

施設で働く介護職 2,171 人を対象として職業性ストレスを調査分析している。ストレス

尺度は異なっているが、施設別のストレスの相違を明らかにしており、認知症グループ

ホームの介護職のストレスについて参考になると考えた。 

次に、20 代、70 代は他の年代に比較して得点に有意差があり、20 代は有意にストレ

                                                   
151 三徳和子、森本寛訓、矢野香代、他 4 名（2008）：施設における高齢者ケア従事者の職業性ストレス要因とその特

徴、川崎医療福祉学会誌、18（1）、121-128. 

オッズ比 95％CI 有意確率 オッズ比 95％CI 有意確率 オッズ比 95％CI 有意確率

手荒く寝具をかける 1.737 1.092-2.764 0.02 1.733 1.138-2.639 0.01 0.682 0.495-0.939 0.019

ベッドに長時間抑制・拘束した 2.295 1.041-5.06 0.039 3.384 1.659-6.903 0.001

「おじいさん」「おばあさん」と呼んだ 2.297 1.274-4.14 0.006 0.635 0.435-0.927 0.019

「臭い」「ばっちい」と言っておむつ交換した 0.558 0.347-0.988 0.016

「あれが悪い」「これができない」など短所ば
かり言う

1.981 1.213-3.237 0.006 2.177 1.395-3.399 0.001 0.642 0.445-0.927 0.018

大声で怒鳴った 0.61 0.399-0.932 0.022

他の人の前で排泄に関することを話した 1.557 1.022-2.372 0.039 0.671 0.489-0.921 0.014

認知症なので本人はわからないので「あだ
名」で呼んでいた

2.057 1.343-3.149 0.001

意思が伝えらない人に対し、「もう食べない
の」と聞いた

1.728 1.097-2.723 0.018 0.627 0.451-0.873 0.006

自分で食べられない利用者に配膳はしたが、
食事介助をしない

2.243 1.22-4.124 0.009

運動させない 1.636 1.027-2.606 0.038

本人の返事を待たずに食事膳を片付けた 1.568 1.03-2.388 0.036

下着をはているかどうか、安易にズボンを下
げて確認した

1.712 1.119-2.618 0.013

性的な冗談や身体について話題にする 1.753 1.106-2.778 0.017

他者に見える状態で排泄や入浴の介助をす
る

1.863 1.153-3.012 0.011

不適切 他の職員が見ていないとぞんざいになる 0.569 0.408-0.794 0.001

性
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スが高く 70 代は有意にストレスが少ないことが明らかになった。藤原（2008）152の先行

研究では情緒的消耗感と脱人格化では 20 代が 40 代に比べて有意に高いとしている。本

研究では 20代は有意にストレスが高いことが明らかになり若い世代がストレスを起こし

やすいことは同様の結果を示した。藤原らは、介護従事者の労働実態とバーンアウトに

ついて調査しており、労働実態として認知症グループホームの介護職も含まれており、

参考にできるのではないかと考えた。しかし、藤原らによると個人的達成感について有

意差はなかったとしているが、本研究ではどの年代よりも個人的達成感は低く、ストレ

スを感じていると思われた。個人的達成感は「ヒューマンサービスの職務に関わる有能

感、達成感」と定義される。成果の急激な落ち込みと有能感や達成感の低下は、離職や

自己否定につながる可能性があると久保（2014）153は説明している。若い年代は意欲的

に介護職に就き、努力を重ねている時期であるが、認知症高齢者との日々の介護で思う

ようにいかないことや経験したことのない状況にあたり、できると思っていたことがう

まくいかず落ち込む結果として、個人的達成感が有意になったのではないかと思われる。

そして、久保はさらに情緒的消耗感は情緒の枯渇であると言われ、日々の介護の中で過

大な情緒的に出し尽くしてしまうことにあると述べている。年代の若い介護職は、人生

経験が少なく認知症高齢者の理解も乏しいなかで、介護職としてひとつひとつ経験を積

みあげる段階であり、認知症高齢者の立場を尊重し、その行動も受け入れ対処していく

ことにエネルギーを費やし、情緒的に疲弊し消耗し、ストレスが高くなっていると思わ

れる。 

年代とは逆に 10 年以上の経験年数者では、個人的達成感が有意に高くストレスが少な

く、介護に従事する中での出来事への対処や経験の積み重ねから認知症高齢者を理解し、

相手を尊重した態度で接することが可能になる。加えて、社会生活を営む者としての認

識や高齢者特有の心身の特徴を理解するなど、様々な経験を積むことがストレスを緩和

している可能性がある。そして、主観的健康感が良くない介護職は、健康感が良いと思

っている介護職に比べてバーンアウト尺度得点が高く、介護職として身体的心理的負担

が大きいことと関連していると思われる。それは、心身の自覚症状と介護行動との関連

をみても、「毎日くたくたになる」「やる気が出ない」「いらいらする」等に有意差があり、

認知症高齢者へのケアの重労働が推測される。特に脱人格化において「やる気が出ない」

の得点はストレスが高く注意すべき点数を超えており、虐待との関連も視野に入れる必

要があると思われる。介護職の主観的健康感についての先行研究はなかった。馬場（2005）

ら154は女性の労働と主観的健康感を就業形態・状況別分析を研究している。その結果で

はホワイトカラーはブルーカラーに比べて主観的健康感が有意に高い傾向にあった。ブ

ルーカラーは身体を使うことが中心の職業であり、病気やけが、体調不良等が生じやす

                                                   
152 藤原和美，小坂淳子，今岡洋二他（2008）：介護従事者の労働実態とバーンアウト．大阪健康福祉短期大学紀要，

第 7 号：125-131． 

153 久保真人（2014）：バーンアウトの心理学 燃え尽き症候群とは、第 4 刷、21-61，株式会社サイエンス社． 
154 馬場康彦、近藤克則（2005）：女性の労働と主観的健康観、季刊家計経済研究 WINTER 、No65、51-59． 
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くなると述べている。介護職は、認知症高齢者の 24 時間の生活を支援しており、食事の

準備から後片付け、居室等の環境調整、身体介護等と身体を使うことが中心でありブル

ーカラーに近いと考えるため、馬場らの研究は参考になると考えた。認知症高齢者のそ

れぞれの症状や状況を個別に把握し、24 時間生活を支援し利用者本位のケアを実施して

いく必要があり、ストレスが高くなる可能性があるのではないだろうか。 

  虐待の認識について、「不適切だとわかっていてもせざるを得ない状況がある」「虐待

までいかないが、不適切なケアがある」と思っている介護職は、認知症高齢者への接し

方やケア方法について不適切だと理解しているが、業務優先や人員不足等で多忙となり、

仕方なく行っていることに葛藤を生じストレスが高くなっていると思われる。そして、

それは職場環境における虐待に関する認識も同様であり、「自分や他職員の介護の仕方に

疑問を感じることがある」と思う介護職は、認知症高齢者への介護の仕方が相手を尊重

した方法か、介護の仕方が適切なのか等について、同僚や上司に相談することや知識を

得たりすることがないか、または機会が少なく、疑問を解消できずにいることがストレ

スに結び付く可能性があると思われる。それは「自分の働く施設では虐待はある」と「思

っている」介護職のストレスが高いことからも、不適切なケアが日常的に行われる可能

性が高い環境にあるが、何も改善しないこともストレスが高くなる要因かもしれない。

そのことは、「職員の働きやすさに関する改善に向けた施設としての取り組みがない」「感

じた疑問を同僚や上司と話し合える状況にないと思う」介護職のストレスが高いことか

らも窺える。渡邉（2012）ら155の研究では高齢者介護施設に従事する介護職は「労働条

件」が整い「個の尊重」が高ければバーンアウトは低減すると報告している。渡邉らは、

高齢者介護施設に従事する介護職員のバーンアウトに与える影響について調査分析して

いる。182 人の介護職を対象にしており、認知症グループホームの介護職も含まれており、

介護職のバーンアウトについて参考にできるのではないかと考えた。本結果もこの先行

研究を支持する結果であった。しかし、虐待の認識に特化した労働条件・環境や個の尊

重についての分析は本研究のみであり特筆すべきことと考える。 

松本（2013）156は、認知症グループホームの介護職を対象として虐待予防因子につい

て調査していた。その結果、4 つの予防因子を挙げており、「負担のない労働環境」は業

務量や時間、職員数に伴う負担感の軽減、「職員の専門性」は相談できる上司や同僚、管

理職の指導・能力の有無が虐待予防となると述べている。本研究では、松本の言う予防

因子ができない状況でストレスが高いことが示された。 

 バーンアウト尺度得点と介護行動に関する虐待の認識について「思う」と「思わない」

を比較し、「思わない」は有意にバーンアウト得点が高くストレスが高い可能性があると

思われる。これらの有意差のあった項目は、心理的虐待およびネグレクトであり、虐待

                                                   
155 渡辺 健、石川久展（2012）：高齢者介護施設に従事する介護職員のバーンアウトに与える影響－組織の支援体制

を中心とした見当－、Human Welfare、4（1）、17-26. 

156 松本 望、今井幸充（2013）：認知症グループホームの介護職員が求める虐待予防因子の構造と課題；職員・職場

の属性による認識の違いをもとに、高齢者虐待防止研究、9（1）、44-53. 
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と思わないということは、いずれも相手を尊重した態度とは言えない。介護職が認知症

高齢者の介護について多大な心理的負荷がかかった状態であり、余裕がなく他者への配

慮ができない状況になっていると思われる。 

 職員のメンタルケアを受講希望する人のバーンアウト得点が有意に高いのは、現状に

おいてストレスが高いもしくは高くなると感じており、ストレスを対処したいと思いメ

ンタルケアを希望すると思われる。古村ら（2011）157の研究でも、今後希望する研修に

ストレス対処が 78％と高い数値を示している。谷口ら（2013）158の管理職への調査でス

タッフの人間関係の不調やプライベートな問題、職場環境変化がメンタルヘルスに影響

すると報告している。谷口らは介護老人福祉施設の職員を対象とした調査であり、この

得点のみからの結果を支持することはできないが参考になると思われる。 

バーンアウト尺度得点を高低の 2 群に分け分析した。得点の高い群すなわちストレス 

が高い人は消耗感で 14％、脱人格化は 18％存在する。そして、達成感は 50％を占めて

いた。これらは、いずれも一般的にバーンアウト尺度では要注意以上の分類に入る。今

回の調査で消耗感・脱人格化では約 20％のストレスが高い介護職が存在する。達成感で

は、約半数にストレスの高いことが明らかになった。これらの介護職はストレスが高い

状態であり、バーンアウトに陥る可能性が高いと思われる。バーンアウトは、個人のス

トレスコーピング能力を超えた、過度で持続的なストレスに対処できないために、張り

詰めた緊張が緩み、意欲が減衰し、疲れ果ててしまった心身の症状を意味すると言われ

ている。3 尺度の関連について久保（2014）159は、レイターのモデルをもとにバーンア

ウトのプロセスモデルを作成している。それには、情緒的消耗感を経験した人は、さら

なる情緒的資源の消耗を防ぐために様々な対処行動をとるようになる。その一つが脱人

格化である。クライエントとの深いかかわりをさけ、彼らから距離をとろうとする行動

をとる。日々の消耗感とクライエントに対する否定的な態度が強まっていくなかでサー

ビスの質が低下する。サービスの質の低下はその人自身の自己評価につながり、自己否

定をすることになり、これが個人的達成感の低下に相当すると説明している。 

 達成感なしはありに比べて「人権擁護や意思の尊重等に関する内容」の研修を希望す 

る人が多いことや、「自己決定支援を実施している」人が多いことは、自分のケアサービ 

スの質を下げないため、自己評価を下げないための対処かもしれない。そして、消耗感 

あり、脱人格化ありはなしに比べて「職員のメンタルケアに関する内容」の研修希望す 

る人が多かった。これは、認知症高齢者との関係性の中で日々過大な情緒的資源を要求 

された結果生じる消耗感であり、そして、サービスの受け手に対する非人間的な対応と 

なる脱人格化が起こり、メンタルケアが必要と考えているストレスの高い介護職のサイ 

                                                   
157 古村美津代、石竹達也（2012）：認知症高齢者グループホームにおけるケアスタッフのバーンアウトと個人特性と

職場環境要因との関連．日本公衆衛生雑誌，59（11）：822-832． 
158 谷口敏代、原野かおり、高木二郎、他 2 名（2013）：介護老人福祉施設におけるメンタルヘルス対策の現状に関す

る質的調査、インターナショナル Nursing Care Research、12（3）、73-82. 

159 久保真人（2014）：バーンアウトの心理学 燃え尽き症候群とは、第 4 刷、49-5、株式会社サイエンス社． 
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ンとも取れる。脱人格化ありは「接遇・コミュニケーションに関する内容」を有意に受 

講希望していることからも、ストレス対処を考えていると思われる。 

 しかし、高情緒的消耗感と高脱人格化ありの項目すべてにおいて、心身の自覚症状が 

なしの人はありに比べて有意に多かった。ストレスの高くない人が自覚症状を訴えてい 

た。 

本研究で調査した心身の自覚症状は、ストレスによって変化する自覚症状であった。 

 ストレスの評価としての身体的反応は、即時的影響としてあげられており、ストレスコ 

 ーピングが困難になる前の状態と考えられ、ストレスの高くない人が訴えていると思わ

れる。このような症状が続くと長期的影響による健康障害やバーンアウトが起こる可能

性がある。 

 職場環境に関する虐待の認識では、「感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況であ

る」、「職員の働きやすさに関する改善に向けた施設としての取り組みがある」について、

そう思う人は思わない人より消耗感ありと脱人格化ありのリスクが有意に高く、達成感

なしのリスクが有意に低い。あわせて、介護行動に関する虐待の認識で「手荒く寝具を

かける」、「『あれが悪い』『これができない』など短所ばかりを言う」も同様にそう思う

人は、思わない人より消耗感ありと脱人格化ありのリスクが有意に高く、達成感なしの

リスクが有意に低いという結果であった。これらのことについて介護職は、職場への改

善の取り組みがされていても、また話し合う状況にあっても現状に満足できておらず、

また努力しても仕事を評価されないと感じており、より良い環境改善を求めている結果

ではないかと考える。また、そのような不満足な職場環境のなかでは、介護行動におい

ても利用者を尊重したケアをする意欲は高いが、十分なケアができずストレスが高くな

る可能性が考えられる。張ら（2007）160は、組織特性において利用者中心的介護、施設

長などのリーダーシップがストレスに関連していると述べている。この研究は、特別養

護老人ホームの介護職を対象としてストレス調査を行っており、ストレス尺度としてバ

ーンアウト尺度を指標として分析しているため、本研究の参考になると考えた。畦地ら

（2004）161は、介護職の主観的ストレスに影響を与える要因について上司との話し合い

が少ない場合ストレスが高いとしている。この研究は、介護職 635 人を対象としてバー

ンアウト尺度を指標として分析しているため、本研究の参考になると考えた。渡邉ら

（2012）は、仕事能力の正当な評価や意見の反映といった「個の尊重」がバーンアウト

に影響するとしている。これらのことから介護職は認知症高齢者の介護負担はもちろん、

組織の一員として個人の意見が反映しづらい状況や労働環境の管理改善に不十分さを感

じ、そしてその労働環境が利用者本位のケアが滞る要因と考えていると思われる。 

また、「不適切だとわかっていても、せざるを得ない」と思う人は思わない人より消耗

                                                   
160 張充槙，長三紘平，黒田研二（2007）：特別養護老人ホームにおける介護職員のストレスに関する研究－小規模ケ

ア型施設と従来型施設の比較－．老年社会学，29（3）：366-374． 
161 畦地良平，小野寺敦志，遠藤忠（2006）：介護職員の主観的ストレスに影響を与える要因―職場特性を中心とした

検討―．老年社会学，27（4）：427-437． 
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感ありのリスク、脱人格化ありのリスクが有意に低く、達成感なしのリスクが有意に高

い。このことは、達成感なしが有意に高いことから、せざるを得ない状況があることは、

よりよい認知症高齢者ケアを提供している介護職の充実感を低下させることになり、ス

トレスが高くなると考える。達成感は提供するサービスの質そのものに影響し、質の低

下を招き自己評価が低下する状況として定義されており、今回の結果は達成感の低下を

示したことになった。 

これらのバーンアウト尺度の結果は先行研究と同様の結果であった。しかし、虐待の

認識がストレスに関連していることを明らかにした。虐待の認識に関する職場環境とス

トレスの関連を明らかにしたものはなく、新たな知見と言える。 

自己決定支援について、自己決定支援したいと思っている人は、思わない人より消耗

感ありのリスク、脱人格化ありのリスクが有意に高かった。そして、自己決定支援して

いると思っている人は、思わない人より消耗感ありのリスク、脱人格化ありのリスクが

有意に高かった。また、達成感なしのリスクは有意に低かった。自己決定支援をしたい

人や自己決定支援をしている人は、認知症高齢者を尊重し利用者本位のケアにまい進し

ていると思われる。それは一定の評価をしながら、しかし利用者本位にすすめるあまり

私的な問題も解決していくことを求められ消耗感リスクを高めることすなわち、ストレ

スの高い状況になっていると思われる。また、脱人格化リスクを高めるのは消耗感が枯

渇した時に副次的に脱人格化が結果として現れるとされており、ストレスが高くなると

相手の人格を無視した思いやりのないケアをしている可能性が高い。 

 

12）ストレスに関する小括 

 介護職のストレスについて日本版バーンアウト尺度を指標にして、個人的特性、希望研

修受講、自子決定支援、介護行動、虐待の認識とそれぞれの関連性について分析した。 

 以下のことが明らかになった。 

 １．対象者の介護職のバーンアウト得点の平均点は、特にストレスが高いとは言えず問

題となる得点といえない。 

 ２．20 代は、他の年代に比べて有意に得点が高くストレスが高い状態である。 

 ３．主観的健康感で「あまりよくない・よくない」と思っている介護職は、それ以外の

健康観に比べて有意に得点が高くストレスが高い状態である。 

 ４．心身の自覚症状について、バーンアウト得点でストレスが高い状態は「やる気が出

ない」であった。 

 ５．虐待に関する職場環境の認識について、ストレスが高いと思われる状態は「感じた

疑問を同僚や上司と話し合える状況にない」場合であった。 

 ６．介護行動に関する虐待の認識について、「おじいさん、おばあさんと呼んだ」「あれ

が悪い、これができないなど短所ばかりを言う」「運動させない」の項目を虐待と認

識していない介護職は、有意にバーンアウト得点の個人的達成感が低得点でありスト
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レスが高い状態であった。 

 ７．本研究の対象者のうち、バーンアウト得点で要注意の得点を示した人は、情緒的消

耗感 92 人で全体の 14%であった。脱人格化 116 人で全体の 18%であった。個人的達

成感 327 人で全体の 50.7％であった。 

 ８．バーンアウト得点について年齢 3 群の 60 歳以上は他の年齢群に比べてストレスが

低い人が有意に多かった。 

 ９．バーンアウト得点の高い群は心身の自覚症状がない人が有意に多かった。 

１０．バーンアウト得点の高い群は自己決定支援している人が有意に多かった。 

１１．バーンアウト得点の高い群は、「感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況にある」

「職員の働きやすさに関する改善に向けた施設としての取り組みがある」と思う人は、

思わない人よりストレスのリスクが有意に高かった。 

１２．バーンアウト得点の高い群は、33 項目の介護行動のうち 11 項目、特に心理的・ネ

グレクト項目について、虐待と認識している人のストレスのリスクは有意に高かった。 

１３．バーンアウト得点の高い群は、自己決定支援したいと思っている人はストレスのリ

スクが有意に高かった。 

 以上のことから、本研究の対象者である GH の介護職のストレスは全体的に問題のない 

状況であった。 

しかし、ストレスの高い群がバーンアウト尺度の項目によって 14％～50％であり、スト 

 レスの高い介護職が多いことが明らかとなった。 

 このバーンアウト得点の高い群は、すなわちストレスの高い介護職である。虐待に関す

る職場環境が整備されていると思っている人ほどストレスが高いことが明らかとなった。

また、介護行動に関して虐待と認識している人ほどストレスが高いことが明らかとなった。 

 これらのことから、虐待に関する職場環境が整備されていても、また介護行動を虐待と

認識できていても、職場環境や認知症ケアの現状に満足できていないことがストレスを高

めている可能性はある。さらに自己決定支援をしたい人やしている人はストレスが高く、

利用者本位にケアを進めている以外のところでストレスが高くなっているのではないか

と思われる。 
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第 4 章 認知症グループホームの管理者の介護職に対する人材育成体制の認識 

 

第 1 節 本章における背景と目的 

  

第 3 章の認知症グループホームの介護職の調査結果において、過去 1 年間に研修を受講

した介護職は 87％と多く、介護職は研修受講によって問題を解決しようとする意識が高い

と思われた。 

 認知症グループホームに従事する介護職は、認知症高齢者のケアを行い、生活を支える

ためには、認知症の理解や認知症高齢者ケア等の専門的知識、技術を継続的に学ぶことが

必要である。しかし、認知症グループホームには、介護福祉士等専門的資格を持った介護

職が少なく、小規模の職場環境において、継続的に学習することが困難な状況があると考

える。そのため、介護職教育や指導等の教育体制が不十分となる可能性があり、管理者の

人材管理責任は大きく、認知症グループホームの管理者が介護職の人材育成に対してどの

ように認識しているのか明らかにする必要があると考えた。 

 そこで、本章の調査目的を認知症グループホームの管理者を対象として介護職への人材

育成に対する認識を明らかにすることとした。このことが明らかになることで、介護職が

自信を持って働き、また専門職として知識技術を発揮でき、認知症高齢者はもちろんその

家族が安心して委ねられる認知症グループホームにおける介護職の人材育成につながるの

ではないかと考えた。 

 

第２節 本章における調査の概要 

 

１．用語の定義 

 本章の調査を実施するうえで、以下の用語について調査における操作的用語の定義を

行う。 

  

1）管理者 

管理者とは認知症グループホームを運営する施設管理者でかつ教育研修等を企画運営

している者とする。 

2）介護職の人材育成 

  デジタル大辞泉162によると、「将来のために有用な人物、専門的な知識を持った人物を

育てること」としている。本論文においても、同様の意味とする。 

  よって、介護職の人材育成とは、認知症高齢者の日常生活を維持するために、介護職

としての専門的な知識技術を持った人材を育成することとする。 

                                                   

162 デジタル大辞泉：人材育成の項目 
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 3）管理者の認識 

  施設責任者として介護者の人材育成について理解すること、理解していること。また、

介護職の人材育成の必要性、期待することや望むこととする。 

 

２．研究方法 

 

1）研究デザイン 

 本調査を質的帰納的記述的研究とした。この研究方法は、良く理解できていない現象

について質的に記述し、理解することを目的とし、日常的な言語で現象やできごとを包

括的に示す方法である。本調査は、認知症グループホームの管理者の人材育成における

認識を明らかにすることを目的とするため、認識について対象者の語りから全体的にま

とめることが必要と考えたため、この方法が妥当と考えた。 

2）対象者  

  本調査の対象者を認知症グループホームの管理者とすることにした。そこで、認知症

グループホームの開設後 3 年以上経過している施設管理者 10 名とした。 

開設後 3 年以上としたのは、認知症グループホームの運営が軌道にのり、教育体制が

整ってくる時期と判断したためである。対象人数を 10 名とした理由は、先行研究163164を

参考に施設管理者を対象とした面接調査の対象人数は 10 名程度であったことから、本研

究も最小人数として 10 名程度が必要と考えた。 

 また管理者の資格は問わないものとした。それは、厚労省の人員基準において認知症

グループホームの管理者は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、老人デイサービ

スセンター、指定認知症対応型共同生活介護の従事者または訪問介護員等として、3 年以

上認知症である者の介護に従事した経験を有することとあり、厚生労働大臣が定める研

修「認知症対応型サービス管理者研修」を受講した者で常勤専従であることとされてい

る。よって、資格の有無に関係なく管理者として従事できることから、本研究対象では

資格は問わないものとした。 

3）対象者の募集 

第 3 章の研究協力依頼した認知症グループホームにおける、A 県内の認知症 GH 全 165 

事業所の管理者あてに郵送で協力依頼した。全事業所としたのは、開設年度の情報が得

られない対象事業所を除外するために県内の全施設とした。次に、研究協力の得られた

管理者で本研究対象施設の基準を満たしている場合に、返信の先着順に電話で連絡し、

口頭で研究協力を得た。 

4）調査方法 

                                                   
163 岡本麻由美、竹崎久美子(2013)：デイサービスを通した要介護高齢者の「安心」を支えるケア 小規模デイサービ 

スの施設管理者に焦点をあてて、高知女子大学看護学会誌、39(1)、34-42． 
164 後藤真澄、間瀬敬子、榎本敬子(2014)：高齢者の看取り介護の現状とあり方についての検討介護保険施設・居住系

サービの管理者インタビューを手がかりに、介護福祉学、21(1)、62-69． 
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 本章の調査方法は、自記式質問紙調査と半構成面接調査とした。 

（1）自記式質問紙調査：研究協力が得られた管理者には、事前に対象者の特性を把握す

ることと面接調査を円滑に行うための資料とするために、性別、年齢、資格と年数、

所属組織の設置主体、過去 1 年間の施設内研修会開催回数や内容について、自記式質

問調査用紙を送付し面接当日までに記載してもらった。 

（2）半構成面接調査：面接は一人 60 分程度行い、会話は本人の承諾を得て IC レコーダ

ーで録音した。面接内容は、「管理者や介護職になった経緯」を語ってもらった。そし

て、その経緯から管理者としての認識につなげることとした。また、「介護職の人材育

成のために実際に行っていること」と「介護職の人材育成における認識」について自

由に本人の認識について語ってもらった。調査中、語りが続かないときや悩んでいる

ような様子の時は、事前の自記式質問紙調査項目を確認しながら面接内容について語

ってもらった。面接の場所は本人のプライバシーの保持ができる環境を調整した。 

5）分析方法 

面接調査内容について、逐語録作成は所属究機関において研究調査に信頼を得られ 

ている音声言語の文字化などを専門に行っている業者に依頼した。その業者への依頼内

容は IC レコーダーの音声の逐語録の作成であった。 

（1）作成された逐語録を熟読し、対象者全体として、認知症グループホームの介護職の

人材育成の実際や人材育成の必要性や期待すること、望むことについて記載されてい

る内容を取り出し、文脈のまとまりを一文とし、その意味を損なわないようにコード

化した。そして、類似性の意味のあるものを組み合わせてサブカテゴリ化し、そのサ

ブカテゴリの意味が共通しているものを合わせて、抽象度をあげてカテゴリを生成し

た。質的研究を専門的に実施している大学教員から助言を受け、内容の妥当性に努め

た。 

（2）作成された逐語録を熟読し、管理者の背景や管理者年数、基礎資格等によっての特

徴をまとめ、また介護職の人材育成に影響している内容をまとめた。 

6）倫理的配慮 

  所属機関における倫理審査委員会の承認を得て（No.15-17）実施した。対象者につい 

ては、事業所宛に協力依頼文書を送付しており、施設から管理者を紹介されたことで、 

承諾を得たと判断した。対象者へ研究の目的、意義、研究方法について文書と口頭で説 

明し、署名による同意を得た。途中で研究参加の中止を申し出ても不利益を被らないこ 

とを説明した。面接内容を録音することを説明し、録音を拒否した場合はメモを取るこ 

との同意を得た。得られたデータは研究者が厳重に保管し、プライバシーの保護に務め、 

また本研究以外に使用しないことを説明した。 

業者依頼した逐語録について、個人情報保護法にかかる確認を契約し、データはセキ 

ュリティのためのパスワード設定がされており、終了後データ消去を約束した。 

研究成果は、学会発表や論文として公表すること、その際は個人が特定できるような
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内容は一切ないことを説明した。 

 

第３節 本章における調査の結果 

  

１．分析対象者の概要（表 1） 

   

対象者と順次面接調査を行い、新たな内容が得られなくなった 11 名とした。女性 8 名、

男性 3 名。平均年齢 59.9 歳で、管理者平均年数は 5.9 年であった。資格は複数回答で介

護福祉士が 5 名と最も多く、看護師 3 名、ヘルパー2 名であった。 

 

２．施設内研修会開催の概要 

   

施設内研修会の企画は 10 施設で企画され、年間計画に則って実施されていた。特に、

法人や併設施設がある場合は合同で実施していることが多かった。施設内研修会を企画

していない 1 施設の管理者は、「（所属施設は）グループホームは多いが、各グループホ

ームから職員さん 3 人以上が研修に出て、自分たちの思いを話す場を設けている」と述

べ、研修に出る場合は、個人の意思にまかせて外部研修会に参加している述べていた。 

研修方法として「ネットから探してきたり、自分の持っている資料から拾い出してき

て、これが当てはまるというものを取ってくる」、「施設で研修会を開きますので、研修

委員会という委員もあって、毎回テーマを決めて、課題を持って業務終了後に 1 時間か

ら 1 時間半ぐらいの講習を開いてくれる」等、介護職がその講師役を務めていたり、イ

ンターネットを基に講義内容を考えたり、また「受講後伝達講習をしている。必要なこ

とを他の人に知ってもらう。」等、自分が参加した研修内容を伝達講義していた。 

過去 1 年間の施設内研修会の内容について、第 3 章で介護職の研修について調査した

項目で、「人権擁護等」、「介護ケア」、「緊急時の対応」、「認知症の理解」、「高齢者の理解」、

「虐待」、「その他」の 7 項目に「看取り」を加え 8 項目の実施を聞いた。最も多かった

のは「緊急時の対応」8 施設、次に「虐待に関する内容」、「人権擁護」は６施設、「介護

ケア」、「認知症高齢者の理解」5 施設の順であった。  

施設内研修内容について、「年度始めに法人で、認知症だけではなくて、人とのコミュ

ニケーションの取り方だったりとか、接遇とか、憲法とか、世の中の動き、制度の問題

から社会保障制度の問題から、いろいろ教育されていきます。」、「全体では記録の書き方

の話をしたり、個人情報の話、守秘義務の話をしたり、接遇研修をしたこともあります

し、清拭の仕方とか、トランスファーの仕方とか、適宜、毎年テーマを見つけながら、1

年間に一つか二つ、そういうのをやるようにはしています。」、「介護の技術といっても、

単なる介護技術だけでなく、例えば認知症の対応や訪問の際の対応など、いろいろなジ

ャンルで分けて、毎月はできませんが、隔月くらいに勉強会をしています。」等と述べら
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れていた。それぞれの施設で、多様な研修内容について、日々のケアに必要な介護ケア

や接し方、社会制度等、対象となる認知症高齢者の症状変化や社会の動きに合わせて実

施されていることが明らかになった。 

外部研修の場合は、「外に出る研修の場合は、一応交通費や宿泊費を出して行ってもら

うという感じです。」、「研修費が1500円なら1500円、研修全部が全部ではないのですが、

研修に行きたいと申請があったら査定します。5 人いれば、この研修内容だったら 1 人、

2 人だねとか。」、「半額は負担しますと。本当に自分で勉強したい人は行ってらっしゃい

と。」、「外部研修は全員受けさせないのですけど、例えばいろんな案内が来ますよね。そ

んなときに、自分がこれは誰か受けてきた方がいいなというものは、例えば 1 人行かせ

て、その後、聞いてきたことをスタッフ会議とかで公表してもらって、全員に言っても

らうとか。スタッフを代表して業務として行ってもらっている」、「外部研修は自己希望」

等、外部研修は、参加人数や研修費・交通費等は各施設の規定に則って査定されていた。

研修内容についても必要なことは管理者が判断し、積極的に研修参加を促し、その後伝

達講習をし介護職員にたいする内容の共有化を図っていた。 

 

             表 1 対象者の概要 

年代 性別 
管理者 

年数 
資格 

介護職

年数 

職員有資格者

割合 

施設内  

研修会  

回数(年) 

設置主体 

60 男性 13 ヘルパー2 級 13 85% 3 特定非営利活動法人 

50 女性 6 社会福祉士・介護福祉士 21 57% 22 有限会社 

70 女性 8 看護師 8 50% 3 医療法人 

50 男性 21 社会福祉士 30 100% 2 社会福祉法人 

80 男性 6 ヘルパー２級 6 92% 4 社会福祉法人 

40 女性 1 介護福祉士 15 100% 12 公益社団法人 

60 女性 1 看護師 1 40% 2 有限会社 

50 女性 1 介護福祉士・保育士 10 100% 12 株式会社 

50 女性 2 介護福祉士・栄養士 9 92% 6 医療法人 

50 女性 3 介護福祉士・栄養士 22 57% 0 社会福祉法人 

60 女性 3 看護師 4 47% 6 株式会社 

 

 

３．管理者の介護職や管理者になった経緯と人材育成について 

 

1）介護職や管理者になった経緯 

介護職や管理者になった経緯について 11 人の語りを抽出した。 
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A「最初は私も、全然こういう職業に就いたことがなくて、資格を持っているわけでもない

し、最初栄養士をしていまして、（中略）紹介されたのがここだったのです。施設の立ち上

げたときから一応管理者というか、主任という形で、（中略）そういう立場で仕事をするこ

とになったのです。」 

 

B「ずっと気にはなっていたのです。ちょうど自分の父がそういう年代になってきたときに、

いろんな出来事が重なって、じゃあやってみようかなという。実務経験で介護福祉士の国

家試験を受けて。」 

 

C「ヘルパーを取ってから、介護福祉士の資格を取った。私は去年４月に管理者を交代して

引き継いだところです。」 

 

D「看護師の資格を取り、かつケアマネの資格を持っている人が急遽必要であるというお誘

いが他からあって。」 

 

E「元々私は、現場の職員だったのが施設長になっている」 

 

F「母は 70 くらいの歳で、最終的に福祉施設へ入れようと思い見て回ったのですが、福祉

施設も非常に爽やかな風の吹くところと、とても暗いところがあったのです。そこで私は

いい施設をつくろうと思って、今まで勤めていたところを辞めて。（中略）要するに家庭で

見ていけるようにと。ホームヘルパーになった。」 

 

G「私と主人が立ち上げて、たくさんの人を見るよりも、寄り添い介護をしたいなという思

いがあって、研修を受けたりして、ぜひグループホームと思って。」 

 

H「老人のこととか認知症のこととかすごく興味があったので、老健さんの仕事が見つかっ

たので、それでその職場に飛び込んだ感じです。そこはマスケアだったので、集められる

形の中で、認知症の人はなかなか萎縮していたりして、関われないというのがあったので、

勉強した最初からグループホームに興味があったので、独立した形でここを始めました。」 

 

I「グループホームのパンフレットを作る仕事が入って、そこの施設を見にいったのです。

こんな（自分）でも（施設経営）できるかなと経営している人に相談したら、「甘い考えの

方はできない」と一発で言われたのです。それならパートで、1 年間ずっと、元の仕事もし

ながら、夜勤もしたり日勤もしたり。週 3 回ぐらいパートをして立ち上げた。」 
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J「自分は（介護は）看護と違うけど面白そう、介護ぐらいできると思ってきた。自分は支

援されて今まで働いてきた。子育て、家事も手伝ってもらってきたから、9 人分の洗濯や食

事掃除をどうしようとおもった。大変やけどおもしろい、これが自分のスタートの体験。」 

 

K「社会福祉士の資格をとって、特養で働いていた。その施設がグループホームを立ち上げ

るときに、施設長としてきた。」 

 

以上の違いは、介護職や管理職になった経緯による違いで４つに分類された。 

まず、B と F は自分の親の介護に関連して介護職を目指し、その後管理者となった。次

に、G、H、I は高齢者介護や認知症に関心があり、自分でグループホームを立ち上げた。

また、A、C、E、K は施設に職員として従事し、管理者となった。さらに、D、J は看護職

であったが、施設長から依頼された管理者になったが、介護施設スタッフとしての経験は

なかった。 

この分類は、資格の有無だけでなく、人生経験や社会経験、環境、認知症や高齢者への

理解度、認知症グループホームへの関心やこれまで受けた教育等、多様な管理者の背景が

関連していると理解した。 

 

そこで、これらの背景に影響したグループホームにおける介護職の人材育成に対する認

識に違いがあるのかについて、特徴のある記述を抽出した。その結果、管理者になった経

緯によってグループホームのケアにあり方と人材育成への影響について相違があった。 

以下にその語りから、考察する。 

 

2）経緯別によるグループホームのケアのあり方（表 2） 

（1）自分で施設を立ち上げた場合 

G は、「一つ一つ人はいいところも悪いところもあるじゃないですか。なるだけいいとこ

ろを見て、楽に楽にやろうという感じで。利用者さんがそれで満足するのなら、それでい

いじゃないのと。」と述べ、「利用者の満足する方法がよい」、つまり利用者本位の介護が重

要と思っている。 

 

Hは、「やはり認知症の人なので、非常にコミュニケーションが一番大事だと思うのです。

おむつ交換の技術などもありますが、それ以上にきちんとその人のことを認められるとい

うと変ですが、普通に人間としてコミュニケーションを取れるか取れないかが一番大きい

と思います。」と述べ、「人として普通にコミュニケーションができること」が大事である

と思っている。 

 

I は、「とにかく穏やかに過ごすように、話し方でも何でもそういうふうに、わざわざし
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ていますけど。」と述べ、「穏やかに過ごす、つまり安心した生活ができること」を大事に

している。 

 

以上特徴のある語りから、自らグループホームを自分で立ち上げた管理者は、入居者で

ある認知症高齢者の意思を尊重し、安心した生活をすることの重要性を大切にしているこ

とがみえてきた。また、そのためには認知症高齢者を理解するための接し方ができること

を重要と考えていることが特徴と思われた。このように、自らグループホームを立ち上げ

るときは、自分の理念や理想を掲げ、そのことを実現するために「相手を尊重し、穏やか

な生活を支援できる」グループホームを創り、それに必要な人材育成をすることを重要と

考えている。 

草地165は、グループホームを立ち上げ、運営していくための最初の企画段階として、「な

せグループホームをやるのか」、「自分はどんなホームを作りたいのか」など、動機や目的、

理念を明らかにすることがポイントと述べている。まさに、自ら立ち上げた管理者の特徴

が、自分で立ち上げ運営していくための理念や理想が人材を育成する根幹となることがあ

きらかとなった。 

 

（2）自分の親の介護から介護職となった場合 

B は、「押し付けては全然楽しそうじゃないし、スタッフも、利用者にしても、全然満足

感がない。どうせグループホームなら、もっとアットホームにみんなで楽しくできればい

いかなと思うので」と述べ、「普通の家庭生活を楽しくできれば満足できること」が大事と

考えている。 

 

F は、「どれだけ一生懸命やっても、失敗することはある。けれども相手に本当に心から

寄り添っていれば、私たちの人生の大先輩なのだから許してくれる。」と述べ、「誠実に相

手に寄り添うこと」が大事であると思っている。 

 

二人の語りからは、「認知症高齢者の日常生活の満足度」や「相手に寄り添うこと」を重

要にしていることが特徴であり、自分の介護経験で得たことがその基盤になっていると思

われる。 

総務省統計局の就業構造調査166では、2011～2012 年は 10.11 万人が介護や看護を理由に

離職しており、少しずつ増えている。女性が 8 割と圧倒的に多く離職しており、主婦・母

親としての役割から介護の担い手となりやすい、また夫婦間で収入の少ない女性が、男性

の代わりに親の介護を担うことが多いと考えられる。また、「親の介護に伴う住まい変化調

                                                   
165 草地真著:グループホームをはじめよう。pp.64-65、ぱる出版． 

166 就業構造基本調査は，国民の就業及び不就業の状態を調査し，全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得る

ことを目的とする。昭和 57 年から 5 年ごとに実施されている。 
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査」167によると、「親の高齢化」62％、「病気やけがで退院後の生活に備えて」37％、等必

要時同居し在宅介護をするという結果であった。 

さらに、小林ら168（2013）は、中年期の親の介護経験のある者の感情労働評価について

の研究をしている。その結果、「親の介護を通して、自分や親の感情や立場をよく理解して、

良い関係を築き、その場の対応ができること」や、「ヤル気を失わないプラスの感情を維持

して介護できる」、「マイナスの感情を抑制して、穏やかに気持ちで介護できる」という 3

つの因子が分析された。 

以上のことから、親の介護経験後に介護職として従事した人は、身体的ケアはもちろん、

介護を通して相手を理解し、感情のコントロールができるようになったことで、その体験

を通して生活の満足感や寄り添うことが重要であることを理解したのではないかと思われ

る。また、親の介護が終わった後に再就職という形で、自分の介護経験で培ったことを生

かせる職業として、介護職を選択したとも考えられる。これらの管理者は親の介護を経験

したことを踏まえた思いや自信が、人材育成に影響していると理解できた。 

 

（3）施設の介護職の経験から管理者となった場合 

E は、「自分だったらどうだって置き換えて考えてと一人一人にいつも言っているのです

けど。自分の家族だったらとか。」、C は、「やはり言葉遣いが少しきついので、そこは 1 本

線を引いて、利用者さんの下に立ってお話しするぐらいの感じで、そういうことをみんな

に考えてほしい」など、「相手を尊重すること」、また、E は、「グループホームって、ここ

でご飯を作っているのもあるけど、同じ釜の飯を食べている、本当に家族のようになっち

ゃう」と「家族同様の関係性を持つこと」等、グループホームのケアの基本となることを

大事にしていることが窺えた。 

第 1 章の第 3 節において介護福祉士教育課程について、以下のように社会福祉士及び介

護福祉士の専門性に対して、①社会福祉に携わる者として必要な倫理性を有すること、②

他職種とチームを組めるよう教養が必要であること、③介護は自立を促す方向であること、

④援助は創意工夫を必要とすることなどが含まれるていたことを述べた。上記の語りは、

施設で介護職として従事していた管理職は、介護福祉士の専門性である、「倫理性を有する

こと」に通じる相手に対する尊厳の保持や、「自立を促す方向」、「援助は創意工夫」等によ

って認知症高齢者の生活を支えるという介護職のケアの基本を重要と考えていると思われ

る。 

 

 

 

                                                   
167 2010 年（株）住環境研究所による「親の介護に伴う住まい変化調査」のデータである。親の介護予定者 616 人、

現在親の介護中、過去介護をした 838 人が回答している。 
168 小林由佳、、長津美代子（2013）中年期における親の介護と感情労働についての考察、群馬大学教育学紀要 芸術・

技術・体育・生活科学編、第 48 巻、217-227. 
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表 2 管理者や介護職になった経緯の違いによるグループホームのケアのあり方 

経緯別 グループホームのあり方についての語り コード 

体験 

押し付けては全然楽しそうじゃないし、スタッフも、

利用者にしても、全然満足感がない。どうせグループ

ホームなら、もっとアットホームにみんなで楽しくで

きればいいかなと思うので 

アットホームにみんなで楽しくできれば満

足感が出る 

どれだけ一生懸命やっても、失敗することはあると。

けれども相手に本当に心から寄り添っていれば、私た

ちの人生の大先輩なのだから許してくれるのだと。 

相手に寄り添うことが大事 

施設    

立ち上げ 

一つ一つ人はいいところも悪いところもあるじゃな

いですか。なるだけいいところを見て、楽に楽にやろ

うという感じで。利用者さんがそれで満足するのな

ら、それでいいじゃないのと。 

利用者の満足する方法がいい 

やはり認知症の人なので、非常にコミュニケーション

が一番大事だと思うのです。おむつ交換の技術なども

ありますが、それ以上にきちんとその人のことを認め

られるというと変ですが、普通に人間としてコミュニ

ケーションを取れるか取れないかが一番大きいと思

います。 

認知症の方とコミュニケーションができる

ことが非常に大事 

とにかく穏やかに過ごすように、話し方でも何でもそ

ういうふうに、わざわざしていますけど。 

入居者が穏やかに過ごすようにわざとして

いる 

介護職から

管理者 

やはり言葉遣いが少しきついので、そこは 1本線を引

いて、利用者さんの下に立ってお話しするぐらいの感

じで、そういうことをみんなに考えてほしい 

相手を尊重した態度を考える 

グループホームって、ここでご飯を作っているのもあ

るけど、同じ釜の飯を食べている、本当に家族のよう

になっちゃう 

同じご飯を食べている家族同様の関係性を

もつ 

自分だったらどうだって置き換えて考えてと一人一

人にいつも言っているのですけど。自分の家族だった

らとか。 

相手を尊重する 

 

 

 

3）管理者となった経緯の違いによる人材育成について重要と考えていること（表 3） 

施設を立ち上げた管理者や介護体験をもとに介護職から管理者となった場合、自分の思
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いや実体験が人材育成に関連していると思われた。しかし、施設に介護職として従事し管

理者となった場合とでは、双方に違いがあるのではないかと考え、介護職の人材育成につ

いてそれぞれ重要と考えていることを抽出し、考察する。 

 

（1）施設の立ち上げや自らの体験後介護職から管理者となった場合 

G は、「専門職としての自覚は、人と人との触れ合いの中でおこる」、「みんなで仲良く、

笑顔で。職員が笑顔なら利用者さんも幸せ。本当に笑顔と言葉掛け。これが介護の基本で

はないかなと。」と述べており、「人との触れ合い」や「言葉かけや笑顔」を重要と思って

いた。 

そして、H は、「対人職が好きか嫌いかとか、人に対してきちんとその人のことを思いや

れるかどうかが一つの基準」と述べており、「介護という仕事が好き」であることや「相手

を思うことができる」ことが重要と思っていた。これらのことから、まず、介護専門職と

して「対人関係を成立させる基本」が重要と考えていると思われる。 

また、F は、「人の動き、それを見て自分を律する、自分がきちんとする。それが習慣に

なっていけば、きちんと育つのではないかということです」と述べており、「他者から学び

習慣化すること」つまり、専門職として「主体的、積極的に学ぶこと」を基本と考えてい

る。 

さらに、B は、「みんなで支え合い、誰がどこでも入れる体制であれば、お互いが楽にな

れる」と述べており、「スタッフ同士の助けあう体制」が重要と思っている。 

以上のことから、介護職の人材育成として、「対人関係の重要性」や「対人関係を作り上

げていく意欲や体制」、「スタッフ間における仕事の調整や学びあう姿勢」を重要と考えて

いると思われる。立花らは169（2012）、施設長が介護職の仕事を長く継続できるうえで最も

大切なことを調査している。その結果から、同僚との良好な人間関係や職場の雰囲気（職

場内の人間関係）が、あわせて約 30%を占めていた。このことからも、グループホームを

立ち上げた管理職や介護経験のある管理者は、介護職が仕事をしやすい環境であること、

特に認知症高齢者の生活を支えるための人間関係が重要と考えている。それが実践できれ

ば、介護職が継続して自信を得て仕事ができると考えているのではないか。そして、前項

で述べた、自分で立ち上げた人は理念や理想から、介護体験から得られたことから、その

人間関係を作っていく姿勢が人材育成にとって最も重要と考えているのではないかと思わ

れる。 

 

 

（2）施設介護職を経て管理者となった場合 

A は、「臨機応変や人間性、気付きの点などが優れている人とか、それは資格だけではな

                                                   
169 立花直樹、九十九綾子（2012）：介護業務における「バーンアウト」改善に向けた調査研究-特別養護老人ホームの

介護職員・施設長に対する調査から見えた課題-、厚生の指標、59（8）、29-37. 
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い、いろいろなことも含めて職員全体のバランスが必要かと思う」、そして、C は、「教育体

制というか、中間管理職のような方たちの教育体制といったものも必要」と述べている。 

また、E は、「9 人見ているということで、プロ意識を持っていかないと駄目なんじゃな

いかと、伝えてみたりはしています」、K は、「ここの管理者なので、ここに起きたことの

全ての責任は私にあります」、「中間的にいる人、年齢的に、うまくリードしてもらえるよ

うな。皆さんが信頼を置けるような人、意外とその人に頼っている、そういう人をうまく

使う」と述べている。 

これらの語りから、施設や法人から管理者の命を受けた管理者の特徴として、管理者と

して組織運営に必要なリーダーの存在や人材教育体制の必要性を重要と考えているが特徴

と言える。また、管理者としての責任感を強く感じていることが窺える。古村170は（2018）、

認知症グループホームの新人介護従事者の支援体制の課題について、「介護従事者の背景に

応じた教育」、「若い世代の未熟さ」、「教育管理能力の不足」、「職場環境の教育体制」など

を抽出している。教育の課題であるということは、これらの課題がグループホームにとっ

て必要であり、重要な人材育成に関わるのではないかととらえた。この結果では、介護職

の年齢や能力、社会性の低下や管理者として教育体制に余裕がない等が挙げられている。

このことから、若い世代の介護職への教育や組織として人材育成に関わるリーダーが必要

であり、管理者を補佐できる人材を育成することが重要と考えているのではないかと理解

した。 

 

表 3 管理者になった経緯の違いによる介護職の人材育成について重要と考えていること 

経緯 人材育成について重要と考えているっと思われる語り コード 

体
験 

専門職としての自覚は、これは人と人との触れ合いの中で、その子がど

こに目覚めるか。 

人とのふれあいで専門職として自

覚する 

対人職が好きか嫌いかとか、人に対してきちんとその人のことを思いや

れるかどうかが一つの基準 

対人職が好きか、相手を尊重でき

るかが基準 

施
設
立
ち
上
げ 

みんながみんなを支え合えないと、助けてと言われたときに、その人知

らないからって、それは困る。誰がどこでも入れる体制であれば、お互い

が楽になれるので。 

スタッフ同士助け合う体制が大事 

人の動き、それを見て自分を律する、自分がきちんとする。それが習慣

になっていけば、きちんと育つのではないかということです 

他者から学び習慣化することが大

事 

介

護

職

か

ら

管
理
者 

教育体制というか、中間管理職のような方たちの教育体制といったもの

も必要。 

中間管理職の教育体制が必要 

                                                   
170 古村美津代（2018）：認知症対応型共同生活介護事業所における新人介護従事者の支援体制の課題-管理者及び新人

介護従事者のインタビュー結果から-、地域ケアリング、20（5）、56-59. 



122 

 

9 人見ているということで、プロ意識を持っていかないと駄目なんじゃ

ないか、全体論として、やんわりと伝えてみたりはしていますけど。 

介護のプロ意識をもつことが大事 

ここの管理者なので、ここに起きたことの全ての責任は私にあります。

ガラスが割れたらなぜ割れたのか、強度が足りなかったのか、自然現象な

のか、何なのか、それだけしかないです。 

管理者としての責任をとる覚悟が

ある 

中間的にいる人、それから年齢的に、そういう方々にうまくリードして

もらえるような。それから若くても皆さんが信頼を置けるような人、意外

とその人に頼っている、そういう人をうまく使う 

リーダー的存在の人を活用する 

 

4）管理者経験年数による特徴 

  

対象となった管理者 11 名は、1 年から 21 年と幅広い経験であった。そこで、経験年数の

短い管理者と経験年数の長い管理者によって、特徴があるのではないかと思われた。 

そこで、管理者経験 1～3年が 6名、管理者経験 6～21年 5 名に分けて記述内容を検討した。 

  

（1）管理者経験 6～21 年 

 まず、G は、「専門職としての自覚は、これは人と人との触れ合いの中でおこる」、F は「人

の動き、それを見て自分を律する、それが習慣になれば、きちんと育つのではないか」、H

は「人間としての豊かさが仕事で得られるという実感があれば、少しモチベーションが上

がらないか」「認知症の理解に関する内容や、意思尊重とか、一応それを意識してやってい

る」等、介護職として人間性や専門性を育成することが重要と考え、それは他者との触れ

合いの中で身につけることや、認知症高齢者を尊重することによって専門職として育成で

きると考えている。そして、そのためには「相手のことをきちんと引き出していけるコミ

ュニケーション能力」「認知症の人なので、非常にコミュニケーションが一番大事」等、対

人職としてコミュニケーション技術が重要であると感じていた。 

 また、K は、「自分が知りたいという気持ちになるということに目を向けてほしい」、「本

当は知らない人の世界で研修、講義を受けてきてほしい」、F は「アフターチェックをしっ

かりしなければ。勉強会をしたというのでは意味がない」等、他者との交流の重要性や自

己研さんの必要性も述べていた。 

さらに、K は、「『知らない』ということは言わせない。相手にそういう情報を伝えて、

はじめて 2 人でできる。お互い同士でやる」と、「スタッフ間の情報の共有」についての必

要性を述べていた。 

以上の特徴ある記述から、管理者経験の長い人は、介護職として認知症高齢者とかかわ

るために「人間性」や「コミュニケーション」などを重要と感じていた。また、「スタッフ

間の情報共有」を大事に考え、「認知症高齢者の理解を深めること」に重点をおいていると

まとめることができた。それらのことを得るためには、「積極的に自己研さん」し、「外部
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での刺激を得る」等を実践し、介護職として成長することが重要であると考えていた。 

 

（2）管理者経験 1～3 年 

 まず、D は、「入居している人も、職員も、自分も、みんな並列の仲間みたいに思う気持

ちがあればうまく行く」、A は、「自分たちがうまく、楽しく仕事できないと、住んでいる人

が楽しいわけがないというのが根本」等、認知症高齢者とスタッフ間の人間関係成立過程

や関係性を保つことを重要と考えていた。また、J は、「認知症の理解は難しい、薬剤管理

や病気，身体のことなどの技術は難しい。抗圧利尿薬を飲んでいれば、排泄回数が多くな

るといらいらする、感情的になる。生理的現象がとらえられない」、D は、「介護の人も、

人の基本的なことを学ぶことによって、人と接する楽しさや怖さを感じるのではないか」

と認知症の理解や薬剤管理、身体を生理的に学ぶこと等が必要と考えていた。また、B は、

「もっと認知症の方と関わるということを勉強してほしい」、「ケアの方法ももっと積極的

に学んでほしい」、「ここしか知らないスタッフだと、老健とか特養スタッフに比べると、

ケアの技術が薄い」等、介護ケア技術の習得を必要と感じていた。 

さらに、D は、「他を知らない人が多いので、外部研修の参加や、介護の現場と地域の連

携や他職種の人たちと、意見交換して自分たちの役割を学び成長してほしい」、B は、「もっ

といろんな情報を持ってほしい、知識を持ってほしい、どこか他の所を見にいってくれた

らいいなと思う」等、他施設や他職種との交流や知識を深めてほしいと感じていた。 

 以上の特徴ある記述から、経験年数の短い管理者は、認知症高齢者とスタッフ、介護職

と「他職種との人間関係を成立させること」や「連携すること」等を重要と考えていた。

また、「介護技術」や「認知症の病気や身体の仕組み」等具体的内容を提示し、理解を求め

ていた。 

  

 管理者経験年数の違いは、経験年数の短い管理者は、介護技術や知識を習得することや

人間関係を成立させる等、介護職として仕事をするための基礎をつくることを重要と考え

ていた。また、経験年数の長い管理者は、介護職の人間性を高めることやコミュニケーシ

ョン技術の向上等、介護職自身を成長させることを重要と考えており、管理者経験による

違いが明らかになった。 

小笠原ら171（2017）は、介護職員の研修に対する経営層の意識調査を実施している。そ

の結果、役職の経験年数が短い人では内部研修が資質向上に役立ち、非常に重視している

傾向にあると報告している。また、年代の高い役職の人は、外部研修が資質向上に役立つ

としていた。これらの結果は、本研究の対象とする管理者の経験年数や年代とは単純に比

較はできない。 

しかし、本研究では経験年数の短い管理者は、「介護技術や知識を習得すること」や「人

                                                   
171 小笠原知子、井上善行（2017）：特別養護老人ホームにおける介護職員の研修に対する経営層の意識調査、自立支

援介護学、10（2）、162-171. 



124 

 

間関係を成立させる」等、介護職の基礎をつくることを重要と考えていた。それは、介護

職としての資質向上であると思われる。このことから、小笠原らの研究と同様に、管理者

経験の短い管理者が、資質向上が重要であるとしていることと一致するのではないかと考

える。本研究における管理者経験年数が長い人は、「介護職自身を成長させること」、つま

り「自己研さんすること」や「外部の刺激を受けること」を重要と考えており、年代の高

い管理者の意識と同様と考えた。それは、本研究の管理者の平均年齢が約 60 歳であり、小

笠原らの研究結果と同様に年代の高い人と同様の意識があると考えられ、外部研修で刺激

を得ることが、資質向上に役立つとしていることと重なるのではないかと思われる。 

 

5）他の資格として看護職を取得している管理者の特徴 

  

11 名中 3 名が看護師であり、管理者になった医療職として特徴があるのではないかと考

え、特徴のある記述をみた。 

 まず、J は、「認知症の理解は難しい、薬剤管理や病気，身体のことなどの技術は難しい。

こんなことわかるやろうと思うことがわからない。生理的現象がとらえられない。」D は、

「介護の人も、人の基本的な、基本のほんの少しかもしれないけれど、それを学ぶことに

よって、人と接する楽しさや怖さを感じるのではないか。」と、介護職の基礎教育の不十分

さを指摘し、その必要性を感じていた。また、J は、「他の人が立てた介護計画を鵜呑みに

するのはだめと言っている。考えてやる」、「人がしてくれると思っている、言われるのを

待つ集団なので、その気にさせるが大変。」等、主体的に行動できないことを指摘し、主体

的に行動できることを重要と感じていた。さらに、J は、「国家資格を持っている介護福祉

士が介護計画を立てられない。それをよしとしている。資格取得してもその資格を使われ

ていない。」等、介護福祉士資格を有効に生かす仕事をしていないとして、有資格者の自覚

と責任が必要と感じていた。     

以上のことから、看護師資格を持つ管理者は、看護師と同じように対人職として、また

専門的職業人として、国家資格を与えられたことに対する自覚を持ち、主体的に行動する

ことを求めていることが特徴と考える。 

邑山ら172（2018）は、事業管理者が認識する看護小規模多機能型居宅介護の課題につい

て研究している。その結果、居宅介護の課題として、「介護職の医学的な知識と技術の習得」

で介護職の知識技術の不足と吸引等に対応できる介護職の育成を認識していた。この先行

研究の事業管理者はほとんど看護職であった。また、看護師の教育では、看護介入は問題

解決型の思考過程を重要視しており、自ら判断し看護計画を立案し、チームでケアにあた

っている。しかし、介護職は介護課程の展開について、専任がいることや主体的な介護に

                                                   
172 邑山玉連、木村美香、清水裕子、他 1 名（2018）：事業管理者が認識する看護小規模多機能型居宅介護の課題－潜

在看護職の再就業を支援する教育プログラムの開発に向けて－、第 48 回日本看護学会論文集在宅看護、35-38. 
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結び付いていないことを問題視していると思われる。さらに、看護師は看護者の倫理綱領173

を看護の基本としており、その第 8 条には「看護者は、常に個人の責任として継続学習に

よる能力の維持・開発に努める」とされている。その資格を生かすことや、能力を維持向

上することを当然として従事していた。 

この 3 名の看護職である管理者は、施設から依頼を受けて管理者となっていることから、

看護師としての知識や技術、倫理性など介護職に対して同様の能力や姿勢を求めていると

思われる。それは介護職にとっても重要なことではあるが、国家資格を持つ専門的知識や

技術を生かすこと、主体性のある学びをすること等、今後の課題と言えるのではないか。

さらに、看護職は、介護の現状を理解していないことも明らかであり、介護職の人材育成

に対する課題は山積していると考える。 

 

以上、介護職や管理者としての経緯、管理者経験年数、看護職をもつ管理者の側面から

特徴についてまとめ、考察した。次に、対象者 11 名の全体の人材育成についてまとめ、考

察する。 

 

４．管理者全体の人材育成に対する認識について（表 4） 

  

1）人材育成に対する認識のカテゴリ 

認知症 GH の管理者 11 名全員における介護職の人材育成の必要性、期待すること、望む 

ことについて語られた逐語録から 6 カテゴリが抽出された。カテゴリを【 】、サブカテゴ

リを≪ ≫、「 」を生データと表記した。前項までは、背景や資格等、個人の持つ特徴を

まとめたため、個人をあらわす記号を用いた。しかし、この項では認知症グループホーム

の管理者全体の人材育成に対する認識をまとめたカテゴリを抽出した。 

 

（1）【認知症高齢者と生活を共にする介護職としての基盤つくり】 

まず、「従業員が豊かに育ってくれれば、絶対利用者さんも豊かになると思いました。」、 

「いいことはできなくても、人間らしくいられたらいい。それにはやはり教育が大事だ

と思います。」等の語りから、≪認知症高齢者とかかわる対人職としての人間性や生活す

る力の育成≫というサブカテゴリとした。次に、「特に人権というか、その人の尊厳とい

うのは、大切にしているところ」、「ずっと私が大事にしているのは、パーソン・センタ

ード・ケアという、ケアの中身です」、「自分だったらどうだって置き換えて考えてと一

人一人にいつも言っているのですけど。自分の家族だったらとか。」等とこれらのことか

ら、≪認知症高齢者の意思を尊重した態度≫というサブカテゴリとした。そして、「ほと

んどほったらかしみたいに見えるけど、そうじゃないのです。あえて、意思を尊重させ

てやっているのです。だから、穏やかにいるのです。」、「なるだけみんなで仲良くして、

                                                   
173 日本看護協会:看護者の倫理綱領 第 8 条 
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笑顔で。職員が笑顔なら利用者さんも幸せ。介護の基本ではないかなと。」等ということ

から、≪認知症高齢者に関わる基本的姿勢≫というサブカテゴリとした。さらに、「押し

付けては全然楽しそうじゃないし、スタッフも、利用者にしても、全然満足感がない。

どうせグループホームなら、もっとアットホームにみんなで楽しくできればいいかなと

思うので」、「自分たちがうまく、楽しく仕事できないと、住んでいる人が楽しいわけが

ないというのが根本だものね。」、「私は入居している人も、職員も、自分も、みんな並列

の仲間みたいに思う気持ちがあればうまくいく。」、等の語りから、≪認知症 GH 入居者

と介護職のアットホームな関係性≫というサブカテゴリとした。 

以上のサブカテゴリから、このカテゴリは 24 時間認知症高齢者と生活を共にするため 

の人間性や生活する力、認知症高齢者とかかわる態度や関係性の必要性が語られていた。 

（2）【認知症ケアに求められる知識・技術の習得】 

「実務経験は豊富であるが、基礎教育はどうかと思う。認知症の理解は難しい、薬剤 

管理や病気，身体のことなどの技術は難しい。こんなことわかるやろうと思うことがわ

からない。」ということから、≪認知症高齢者の生理機能の変化や病気の理解≫というサ

ブカテゴリとした。次に、「介護の人も、人の基本的な、基本のほんの少しかもしれない

けれど、それを学ぶことによって、人と接する楽しさや怖さを感じるのではないかと。」

ということから、≪認知症高齢者との人間関係の維持≫というサブカテゴリとした。そ

して、「相手のことをきちんと引き出していけるコミュニケーション能力だと思います。

それを磨くのは、同時にやはりその人がどんな状態にあるかをきちんとアセスメントで

きないといけないという、両方ですかね。」等という語りから≪認知症高齢者とのコミュ

ニケーション技術の向上≫というサブカテゴリとした。さらに、「もっと認知症の方と関

わるということをもっと勉強してほしいなと思います」、「専門職としての責任はちゃん

と観る。例えば入浴の時、傷がないか発赤はないか等全身観察している。また、掃除に

入るとその人の生活の有り様が見える。」、「一緒に片付けようと言い、一緒にしている。

快適に生活できる生活を支援する」の記述から、≪認知症ケアに必要な技術の習得≫と

いうサブカテゴリとした。 

以上のサブカテゴリから、このカテゴリは認知症高齢者の特徴である異常や苦痛を訴 

えること、意思の疎通が難しい場合が多く、苦痛や思いを察知し、それを理解して対応

ができる知識・技術を必要としていることを述べていた。 

（3）【小規模施設におけるチームの一員としての自覚と責任ある行動の育成】 

  このカテゴリは「1 人で決めるのではなくて、自主性ももらって、でもできないことは 

できない、意見があるのなら言ってほしいということで、割と私のペースで進めたくな 

いなとは思っている。」、「自分たちの知識を増やしていく中で、こういうのはどうですか 

ねと提案するとか、意見を、こういうのはやってもいいですかみたいに聞いてこれるよ 

うなスタッフになってほしいなと思っています。」等という語りから、≪認知症高齢者ケ 

アを考える介護職員間の主体的意見交換≫というサブカテゴリとした。 
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「今研修に投資しなさいと言うのですが、そういうもののホルダーは自分のものになる 

のだと。だから自分で努力しなければ意味がない。」、「アフターチェックをしっかりしな 

ければ。勉強会をした、それで通りすぎたというのでは意味がないので」等の語りから、 

≪介護職としての自己研鑽≫というサブカテゴリとした。 

「国家資格を持っている介護福祉士が介護計画を立てられない。それをよしとしている。 

資格取得してもその資格を使われていない。」、「9 人見ているということで、プロ意識を 

持っていかないと駄目なんじゃないかというのは、割と個人というよりも全体論として、 

ケアカンファレンスの後に、やんわりと伝えてみたりはしていますけど」という語りか 

ら、≪認知症ケアの専門職としての意識の向上≫というサブカテゴリとした。「今疲れて 

いるから私が代わるねみたいにして、フォローするなり、今のはちょっとまずいのでは 

ないかと言えるような間柄になれたらいいなと。」、「本当に申し送りというものがなかっ 

たです。やっぱりそれはみんなの共有事項がないことがおかしい。みんながみんなを支 

え合えないと、助けてと言われたときに、その人知らないからって、それは困る。誰が 

どこでも入れる体制であれば、お互いが楽になれるので。」等という語りから、≪小規模 

施設の介護職員間の情報交換や良好な人間関係≫というサブカテゴリとした。 

以上のサブカテゴリから、このカテゴリは認知症 GH が小規模施設であり、少人数の 

職員でケアが行われているため、チームで考え行動できることが必要であると述べて 

いた。 

（4）【認知症 GH に従事する介護職に必要な人材活用とキャリアアップの整備】 

  このカテゴリは、「臨機応変や人間性、気付きの点などが優れている子とか、ちょっと 

したときにこの人変だよとかがすごく分かる人とか、それは資格だけではないですし、 

いろいろなことも含めて職員全体のバランスが必要かと思います。」、「中間的にいる人、 

それから年齢的に、そういう方々にうまくリードしてもらえるような。それから若くて 

も皆さんが信頼を置けるような人、意外とその人に頼っている、そういう人をうまく使 

う」という記述から、≪認知症 GH に従事する介護職の人材活用≫というサブカテゴリ 

とした。次に、「処遇改善を考えて、資格手当をつけるよう会社に働きかけた。それで手 

当がついた。有資格者はリーダーになってほしいと思っている。」、「他の人が立てた介護 

計画を鵜呑みにするのはだめと言っている。考えてやるまっしと思っている。人がして 

くれると思っている、言われるのを待つ集団なので、その気にさせるが大変。」等の語り 

から、≪有資格者の介護職の処遇と活用≫というサブカテゴリとした。そして、「私ども 

は本質的には、スキルよりもマインドの方を第一に考えてお願いするということです。」、 

「募集する段階では資格の縛りはかけない。要するに対人職が好きか嫌いかとか、人に 

対してきちんとその人のことを思いやれるかどうかが一つの基準」という語りから、≪ 

認知症 GH の介護職の採用基準≫というサブカテゴリとした。さらに、「勤めながら資格 

取る勉強することを、どんどんしてくださいとよく言っていますけど」、「教育体制とい 

うか、中間管理職のような方たちの教育体制といったものも必要。」等いう語りから、≪ 
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介護職のキャリアアップの体制の整備≫というサブカテゴリとした。 

以上のサブカテゴリから、このカテゴリは介護施設では資格がなくても介護職として 

従事できるため、有資格者を活用することや資格を取得すること、リーダー的存在の活

用性を必要と述べていた。 

（5）【小規模施設に従事する介護職として自己の成長を促す他交流との促進】 

  このカテゴリは、「ネットワークづくりは、事業所の中でやるというよりも、いろいろ 

な施設の中で、そうやってやればいいなと思う。例えば、違う職場から 1 人が、違う施 

設から 1 人が、これを受け入れるというパワー、エネルギーというのはすごい」、「もっ 

といろんな情報を持ってほしいというか、知識を持ってほしいというか、ここだけにい 

ると全く進歩しないどこか他の所を見にいってくれたらいいなと思っていて。」等という 

語りから、≪他職種・他施設との交流や情報交換の促進≫をサブカテゴリとした。 

これは、認知症 GH が小規模であることから他の施設や他職種との交流が少なく、刺 

激が少ないことから自己成長を促すために必要と述べていた。 

（6）【認知症 GH の管理者としての自覚と責任】 

  このカテゴリは、「ここの管理者なので、ここに起きたことの全ての責任は私にありま 

す」、「頑張っている人たちは、まず上げてやります。『ああ、見られてるんだな』と思っ 

てもらえるように。」等という語りから、≪管理者としての労働環境の整備≫というサブ 

カテゴリとした。次に、「とにかく穏やかに過ごすように、話し方でも何でもそういうふ 

うに、わざわざしていますけど。」、「今、「駄目ですよ、ちゃん付けで」とたまに来た人 

は言うけれども、もし利用者さんがそれで満足するのなら、それでいいじゃないのと。」 

という語りから、≪認知症高齢者の安定した生活の維持≫というサブカテゴリとした。

さらに、「グループホームからいい発信するよ。みんながフロアで一つになっているの 

を、まずグループホームから発信するよ。」という語りから、≪認知症 GH 情報を地域社 

会へ発信≫というサブカテゴリとした。 

以上のサブカテゴリから、このカテゴリは小規模施設で認知症高齢者の生活を維持す 

るために、介護職の労働環境の整備と認知症高齢者が穏やかに生活できる場として自覚

と責任が必要であると述べていた。また、認知症 GH を地域や社会にアピールし、魅力

ある職場にする必要性も認識していた。 

 

2）考察 

 管理者や介護職の成り立ちの経緯や管理者経験年数、他資格による特徴や違いが明らか 

になった。これらの背景を踏まえて、今回の対象者 11 名全体の認知症 GH の管理者が考え 

る介護職の人材育成の必要性に関する認識として、6 カテゴリが抽出された。人材育成の必 

要性の認識について介護職員個々に対する必要性と施設管理者としての必要性にわけて考 

察する。 

（1）介護職員個々に対する人材育成の必要性 
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  【認知症高齢者と生活を共にする介護職としての基盤つくり】に関して、認知症 GH

は、当然ではあるが他の高齢者施設と比較して、認知機能の低下による認知症高齢者へ

提供される日常生活上のサービス提供は最も多い。それは、入居者が食事の準備から後

片付け、部屋の掃除等を介護職の支援を受けながら行っていること、また、自分たちの

食べる野菜を育て収穫する、庭に草木を植え育てることなどである。この日常生活を支

え、維持しながら認知症高齢者を理解したケアを行っているのが、介護職である。草地

（2011）174は、その生活を支える介護職として大切なのは「生活」の延長でケアができ、

入所者と接することができる「究極の普通の暮らしを支えられる」人材が、極めて重要

と述べている。また、平川ら（2014）175は認知症 GH の介護職の離職しにくい職場環境

について、管理職は介護職の採用には「接遇ができ、五感を大切にする人」が、介護職

に向いていると考えていたことを明らかにした。今回、認知症 GH の管理者は、≪GH 入

居者と介護職のアットホームな関係性≫を持つことや≪認知症高齢者の意思を尊重した

態度≫を基本とし、≪認知症高齢者に関わる基本的姿勢≫を持つことを必要と考えてい

ることと合致する。認知症高齢者を尊重し、人間性豊かで思いやりをもつ人材を対人職

として育てていくことは、認知症高齢者と生活を共にする介護職としての人材育成の基

盤として必要と考えていた。 

【認知症ケアに求められる知識・技術の習得】に関して、認知症は、記憶障害や理解・ 

判断力の障害といった中核症状と、幻覚・妄想、徘徊や暴力等の周辺症状の出現が個々

によって様々であり、介護職としてこれらを理解し介護に生かすことは重要である。佐々

木176は、認知症グループホーム協会の「認知症グループホームのあるべき姿と 7 つのケ

ア機能」を報告している。その機能には、「本人の能力が発揮できるように適切なアセス

メントでの能力評価を行い、自己実現に向けたケアプランの作成が重要となる」、「医療

連携は最後まで安心できる生活を確保することや、重症化対応やターミナルケアの実施

も重要となる」ことなどがあるとしている。まさに、介護専門職として生活を支えるた

め、また自らの不調を訴えることが乏しい認知症高齢者への日々の観察力と、その日や

その時の状況で日常生活ができたりできなかったりと変化が予測できず、その一つひと

つに対応する認知症の知識やケア技術は必要不可欠と言える。そして、認知症の理解や、

少なからず人間の生理機能や病気の症状等を理解することは、医療職との連携を円滑に

し、認知症高齢者の異常の早期発見や早期対応へとつなげるために必要な知識と言える。

管理者が≪認知症高齢者の生理機能の変化や病気の理解≫≪認知症高齢者とのコミュニ

ケーション技術の向上≫≪認知症ケアに必要な技術の習得≫が必要と考えていたことと

                                                   
174 草地 真（2011）：グループホームをはじめよう！、88-99、ぱる出版． 
175 平川仁尚，鈴木悟司（2014）：介護職員が離職しにくい職場環境を作るには‐認知症高齢者グループホームの取材

からの考察‐、ホスピスケアと在宅ケア、22（3）、301-305. 

176 佐々木 薫(2016)：認知症ケアのノウハウを地域へ「認知症グループホームのあるべき姿と 7 つのケア機能」に沿

った提言、介護の経営と運営、34、36-39． 
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一致する。それは、介護福祉士養成ルートの新カリキュラム177では、「こころとからだの

しくみ」として 300 時間を要するとされ、在宅ケアにおける介護職の専門職としての要

になる部分とも一致すると考えられる。しかし、実務経験者ルートの介護職が多く、専

門的知識の不足が否めず、今後の教育内容として必要と考えられる。 

  【小規模施設におけるチームの一員としての自覚と責任ある行動の育成】に関して、

介護職個人として知識技術を習得するとともに、介護職は 24 時間チームで認知症高齢者

の生活を支える必要がある。清水ら（2017）178は、優良な高齢者施設における組織運営

のあり方を第三者評価に基づいて分析しており、優良な高齢者施設は集団参画型に近い

組織であり、その概念について「支持（信頼関係）」「チームづくり（情報共有・協働）」

「意思決定の実践（参画意識・現場優先）」が多く記載されていたと報告している。また、

津田（2014）179は、職員育成のための研修に自己啓発支援があり、それは職員が自分自

身の成長のために主体的に取り組む学習を職場が支援することであると説明している。

このことを管理者は、≪認知症高齢者ケアを考える介護職員間の主体的意見交換≫とし

て期待していた。また、≪小規模施設の介護職員間の情報交換や良好な人間関係≫の必

要性を認識していることと一致しており、チームとしての自覚と責任ある行動する人材

育成の計画が必要と考えられる。 

（2）施設管理者としての人材育成の必要性 

  【小規模施設に従事する介護職として自己の成長を促す他職・他施設との交流促進】

に関して、認知症 GH は、施設の特徴の一つとして小規模施設でアットホームな環境に

ある。この環境で働いていることでの知識不足や情報不足を補うことについて、管理者

は≪他職他施設との交流や情報交換の促進≫につながることを期待していた。これは、

津田（2014）180が職務を離れての研修の特徴としてあげている「研修参加者同士の情報

交換や意見交換ができ、自信につながったり、視野の広がりや多くの気づきや学び、『頑

張ろう』という気持ちの高揚が期待できる」と述べていることと一致する。他を知るこ

とで自分を理解し、介護に関する視野を広げ、他職種との連携ができることで理解が深

まっていくと思われ、管理書としては勤務時間内に施設外研修などを通じて他施設の職

員と交流する機会を確保していくことを望んでいた。 

  【認知症 GH に従事する介護職に必要な人材活用とキャリアアップの整備】について、 

管理者は≪認知症 GH におけるスタッフの人材活用と調整≫の必要性を考えていた。小

木曽ら181は、介護老人施設の看護職と介護職に対し職務改善の認識を分析していた。そ

の結果、介護職はキャリアアップの機会の確保を求めていることを明らかにした。平川

                                                   
177 田中博一(2010)：実務経験者ルート資格取得課程の概要と課題、地域ケアリング、12 (4)、28-32． 
178 清水昌美、坂本 圭(2017)：高齢者福祉施設における組織運営のあり方と人的資源管理について－福祉サービス第 3

者評価結果に基づく優良施設の事例研究－、川崎医療福祉学会誌、26 (2)、220-229. 

179 津田耕一(2014)：福祉現場 OJT ハンドブック 職員の意欲を引き出し高める人財育成．26-29、ミネルヴァ書房． 
180 179 同掲載 
181 小木曽加奈子、祢宜佐統美、今井七重、他(2017)：介護老人保健施設における職務環境の改善に対する認識の内容、

日本医療・病院管理学会誌、54 (2)、57-65． 
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ら（2014）182も職場環境やキャリア支援の充実は働きやすさの要件であると述べていた。

今回の結果から、管理者としてその環境を整備することは介護職のニーズと合致し、働

く環境としても意欲的に働くことができると考えられ、キャリアアップにつながる研修

会の開催や職場内の学習会は重要と考える。しかし、多くの認知症 GH は小規模であり、

単独でキャリアアップ研修を企画運営することは難しい。管理者は、キャリアアップ研

修について関係団体や地域のグループホーム連絡協議会等へ、積極的にその必要性を提

案していくことが期待される。 

  最後に、介護職の人材育成のためには【認知症 GH の管理者としての自覚と責任】が

必要と考えていた。ドラッカーは183、マネジメントについて知識と責任を拠り所にした

専門的な組織運営のことであると述べており、①組織の具体的な目的と使命を果たす。

②業務の生産性をあげ、働き手に達成感を得させる。③社会への影響に対処し、社会的

責任を果たすことであるとしている。認知症 GH の目的は、認知症高齢者が終の棲家と

して、それぞれの意思が尊重され、安心して日常の生活を送ることであり、そこで働く

介護職はその個々の意思を尊重した日常の生活を送ることができるよう支える役割があ

る。管理職はそれを遂行するためには、≪管理者としての労働環境の整備≫≪認知症高

齢者の安定した生活の維持≫が必要と認識していた。それによって介護職は働きやすく

なり、認知症高齢者の生活を支えるという業務の生産性は高くなり、人材育成が円滑に

実施できると考えられる。また≪認知症 GH 情報の地域社会への発信≫ができ、グルー

プホームの概要や介護職の活動等について、外部に理解を求める働きによって外部評価

が得られ、介護職の自信や達成感につながり人材育成が充実すると考えられる。 

 

表 4 認知症 GH の管理者が介護職の人材育成に関して期待することや望むこと 

カテゴリ サブカテゴリ コード 

認知症高齢者と生活

を共にする介護職と

しての基盤つくり 

認知症高齢者と関わ

る対人職としての人

間性や生活する力の

育成 

人とのふれあいで専門職として自覚する 

他者から学び習慣化することが大事である 

スタッフの育成が利用者の生活が豊かになる 

人間らしく生活できるためには教育が大事である 

福祉の力だけでなく、優しさと強さと判断力が大事である 

仕事で得られる人間の豊かさを実感してほしい 

認知症高齢者の意思

を尊重した態度 

認知症の理解や意思尊重を意識することが大事 

その人の尊厳を大切にする 

パーソン・センタード・ケアが大事である 

利用者の下に立って話をする気持ちでいてほしい 

自分や自分の家族の立場を置き換えて考えてほしい 

                                                   
182 175 同掲載 
183 P.F ドラッカー著(2010) 有賀裕子訳：マネジメント 務め、責任、実践Ⅰ、 119-141、日経 BP 社． 
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認知症高齢者に関わ

る基本的姿勢 

入居者を無理強いせず見守ることが大事である 

介護の基本はみんな仲良く笑顔で言葉かけをする 

相手に寄り添うことができれば、高齢者は許してくれる 

認知症 GH入居者と介

護職のアットホーム

な関係性 

アットホームにみんなで楽しくできれば介護職も利用者も

満足感が出る 

介護職が楽しく仕事をすると入居者も楽しいことが根本で

ある 

入居者も介護職も仲間意識を持つ気持ちが必要である 

同じご飯を食べている家族同様の関係性をもつ 

認知症ケアに求めら

れる知識・技術の習得 

認知症高齢者の生理

機能の変化や病気の

理解 

認知症の理解や薬剤管理や病気、身体のこと生理現象とし

て理解する 

認知症高齢者との人

間関係の維持 

人間の生理的な基本を学ぶことが人間関係を学ぶ大事なこ

とである 

認知症高齢者とのコ

ミュニケーション技

術の向上 

相手のことを引き出せるコミュニケーション能力と状態の

アセスメントできることが必要である 

認知症の方とコミュニケーションができることが非常に大

事である 

認知症ケアに必要な

技術の習得 

グループホームの介護職のケア技術を高めたい 

認知症を理解するための学習やケア技術を積極的に学んで

ほしい 

訴えられない利用者に対して責任をもって全身観察をして

ほしい 

入居者と一緒に掃除や片付けをして、快適な生活ができる

よう支援してほしい 

小規模施設における

チームの一員として

の自覚と責任ある行

動の育成 

認知症高齢者ケアを

考える介護職員間の

主体的意見交換 

管理者のペースでなく自主的に意見を言うスタッフになっ

てほしい 

したいことを自主的に提案してほしい 

職員間で気づいて自発的行動ができる 

自分たちの思いを仕事に生かしてほしい 

介護職としての自己

研鑽 

有意議な休暇をとることで仕事もできる 

知りたい気持ちになることを意識する 

研修に自己投資をして自分のものにする 

勉強会後の自己研鑽が大事である 

認知症ケアの専門職 仕事の対価を得る目的を考える 
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として意識の向上 介護福祉士の資格を有効に利用する 

入居者全員を介護するというプロ意識をもつことが大事で

ある 

小規模施設の介護職

間の情報交換や良好

な人間関係 

お互いに情報の共有化ができて仕事ができる 

職員間で支えあう間柄になってほしい 

必要な時に全員で話し合ってほしい 

引き継ぎによる情報共有で助け合う体制を作る 

認知症 GHに従事する

介護職に必要な人材

活用とキャリアアッ

プの整備 

認知症 GHに従事する

介護職の人材活用 

 

 

 

人間性、感性、判断力などいろいろ優れた介護職がいてバ

ランスがとれることが必要である 

上手なコミュニケーションができる人を生かすと日常が研

修になる 

リーダー的存在の人を活用する 

有資格者の介護職の

処遇と活用 

有資格者には処遇手当に見合ったリーダーになってほしい 

主体的に働くための資格取得とその対価が必要である 

資格の有無による仕事量に変化をつけることでストレスを

回避する 

認知症 GHの介護職の

採用基準 

本質的スキルよりマインドが大切である 

採用時は対人職が好きか相手を尊重できるかが基準である 

介護職のキャリアア

ップの体制の整備 

意欲的に資格取得の学習をして楽しい職場でやりたい 

やっていることを可視化し、資格取得につなげたい 

中間管理職の教育体制が必要である 

小規模施設に従事す

る介護職として自己

の成長を促す他交流

との促進 

他職種・他施設との交

流や情報交換の促進 

他施設間の人事交流で違うエネルギーを感じでほしい 

他を知らないことが多いので他職種との連携するなかで自

分を成長させてほしい 

他施設を見に行き情報や知識を得てほしい 

認知症 GHの管理者と

しての自覚と責任 

管理者としての労働

環境の整備 

管理者の立場を必要時出すことでうまくいく 

管理者としての責任をとる覚悟がある 

努力は上司が見守っていると思えるようにする 

認知症高齢者の安定

した生活の維持 

入居者が穏やかに過ごすようにわざとしている 

利用者の満足する方法をとってほしい 

認知症 GH情報を       

地域社会へ発信 

グループホームがまとまっていることをアピールする 
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3）管理者の人材育成についての認識についての小括 

  １．管理者や介護職の成り立ちや経験年数、介護以外の資格を持つ管理者は、人材育

成について、特徴があった。 

  ２．成り立ちから、自ら施設を立ち上げた管理者や体験をもとに介護職となった管理

者は、対象となる認知症高齢者のことを最も大事に考えていることが窺えた。このこと

は、自分の意思や考えとしてグループホームの管理に反映できている可能性があり、管

理者として人材育成に活かされている。 

  ３．管理者経験年数の違いは、経験年数の短い管理者は介護技術や知識を習得するこ

とや人間関係を成立させる等、介護職の基礎をつくることを重要と考えていた。また、

経験年数の長い管理者は、介護職の人間性を高めることやコミュニケーション技術の向

上等、介護職自身を成長させることを重要と考えていた。 

４．看護師資格を持つ管理者は、看護師と同じように対人職として、また専門的職業

人として、国家資格を与えられたことに対する自覚を持ち、主体的に行動することを求

めていることが特徴と考える。 

  ５．認知症 GH の管理者 11 名は、GH の介護職の人材育成の認識として【認知症高齢

者と生活を共にする介護職としての基盤つくり】【認知症ケアに求められる知識・技術の

習得】【小規模施設におけるチームの一員としての自覚と責任ある行動の育成】【認知症 

GH に従事する介護職に必要な人材活用とキャリアアップの整備】【小規模施設に従事す

る介護職として自己の成長を促す他交流との促進】【認知症 GH の管理者としての自覚と

責任】の 6 カテゴリが明らかになった。 

  特に、認知症 GH の介護職の人材育成の特徴として、認知症高齢者の生活を支えるこ

と、認知症ケアの専門的知識・技術を習得すること、小規模集団としてチームで責任あ

る行動をすることがあげられた。 
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第 5 章 虐待防止への対策方法 

  

第 1 節 認知症グループホームの研修について 

  

まず、認知症グループホームの研修について、実践者研修は、地域密着型サービス事業

所の指定基準によって、受講が義務付けられている。この研修は認知症介護の理念、知識

及び技術を修得させることを狙いとして実施されている。基本的に、従事している介護職

は、資格がなくてもこの研修を受講していることになる。また、実践リーダー研修は、実

践者研修で得られた知識・技術をさらに深め、施設・事業所においてケアチームを効果的・

効率的に機能させる能力を養成据えることを狙いとしている。 

この研修について、調査184によると研修は自治体によって、実施体制は委託や指定によっ

て行われており、社会福祉法人が過半数を占めている。実践者研修において、研修実施率

の低い標準教科は、「外部実習（1 日）」約 40％、「援助者の位置づけと人間関係論」約 45％、

「 援助関係を築く演習」約 47％であり、半数以下の実施であったとしている。また、研修

日数の格差も各自治体で異なり、実践者研修は 7.5 倍、実践リーダー研修は 2.0 倍と結果を

示している。さらに、講師の指導スキルの差も大きく、受講者の経験やスキルの差も大き

いという結果であった。さらに、研修期間が長く小規模施設の勤務者は受講しにくく、大

規模施設の受講者に偏る傾向にあるとしている。 

 認知症グループホームを運営していくうえで、勤務体制の確保として事業者は、資質向

上のためにその研修の機会を確保しなければならないという基準185がある。また、管理者

は、認知症他グループホーム事業者管理研修を受講する必要があり、事業所を管理・運営

していくうえで必要な「指定基準の正しい理解」「職員の労務管理」「適切なサービス提供

のあり方」などの知識技術を身につけることを狙いとしている。管理者研修は「地域密着

型サービス基準」「地域密着型サービスの取り組み」「介護従事者の労務管理」「適切なサー

ビス提供のあり方」の 4 科目である。研修として検討すべきは、「適切なサービスの提供の

あり方について」である。それは＜地域との連携＞、＜サービスの質の向上＞、＜その他

＞がある。そのなかでも、研修については『サービスの質の向上と人材育成』とある。管

理者は、サービスの質の向上として必要な知識技術はもちろん、介護職として人材育成に

努める必要がある。しかし、「適切なサービスの提供のあり方について」の講義は、5.5 時

間であり、具体的な内容や方法までは規定されていない。そうなると、管理者の采配によ

るところが大きいと思われる。調査 2 の管理者の特徴において、管理者としての成り立ち

や経験年数によって思いや人材育成方法が異なることがみえてきた。全体としては、介護

                                                   
184 (株)日本能率協会総合研究所：平成 25 年度 老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業 認知症ライフ

サポートモデルを実現するための認知症多職種協働研修における効果的な人材育成のあり方及び既存研修のあり方に関

する調査研究事業報告書（2014.3） 
185 基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、

指定地域密着型サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければならなービス事業者は、常にその事業の

運営の向上に努めなければならないこと。と定めている。 
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職としての基本的な資質や認知症高齢者の生活を保持する方法、キャリアとして必要なこ

と等が明らかになった。 

 以上のことから、介護職や管理者として認知症グループホームで働くためには、基本的

な研修受講が規定されている。しかし、認知症介護実践研修においては、各自治体の研修

実施内容のばらつきが大きく、受講者や指導者の知識や技術の差が大きいことが示された。

また、外部研修に出向く時間がなく、小規模施設の介護職にとって研修の機会を受けにく

く、また経験やスキルが未熟な場合があり、受講しても効果的な研修と言えず、認知症介

護実践研修として成立しがたい状況となっている。さらに、管理者としての人材育成への

思いが研修内容や方法に影響している可能性がある。 

  

第 2 節 調査結果および認知症介護実践者研修から検討すること 

  

第 3 章の「認知症グループホームの介護職におけるストレスの実態と虐待の認識との関

連における調査」から、虐待の認識がストレスに関連していることが明らかになった。そ

の中で、認知症の理解が乏しいことや介護の専門的知識が不足していること、認知症のケ

アのケアの経験が乏しいことが、ストレスを高い状態にしていることが明らかとなった。

よって、介護職のストレスマネジメントをすることによって、ストレスが低減し虐待防止

につながることが確認できた。そして、介護職の人材育成を支援し、達成感が得られるこ

とでストレスが低減し、本研究の目指す認知症高齢者の虐待防止につなげることができる

と思われた。 

また、第 4 章の「認知症グループホームの管理者の介護職に対する人材育成体制の認識

に関する調査」結果と、前節の認知症グループホーム研修の実態から、介護職における研

修受講に大きな格差があることや、事業所として研修計画や受講をさせる必要があること

が示された。対象となった管理者は、これらのことを理解しているが、認知症グループホ

ームが小規模施設であることや、特に夜勤体制などの運営管理方法等を検討すると、効果

的な研修内容や方法が困難な状況となっているのではないかと思われる。さらに、認知症

グループホームの人材育成に不可欠な内容も明らかとなった。 

これらのことから、研修の企画運営を工夫することと虐待や不適切ケアを防止する研修 

は、入居している認知症高齢者にとってもちろん必要であり、管理者と介護職員にとって

も介護職の倫理性を養う上でも重要な研修であると考える。 

 そこで、経験年数や資格の有無、知識やスキルに個々の格差があっても、従事する介護

職にとって効果的な研修企画を検討したいと考える。そして、特に筆者が検討してきた虐

待や不適切ケアを防止する研修内容が必要と考えた。 

これらの研修内容に近似している 2 件の先行研究をあげる。 

伊藤（2011）186は権利擁護に関するプログラム実践の報告をしている。その中で、不適 

                                                   
186 伊藤薫（2011）：認知症介護実践者研修会における権利擁護に関するプログラム開発への実践報告 危険予知トレ
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切ケアに対する危険予知訓練シートを活用し、施設内虐待の教育に活用されるという結果 

を得たと報告している。原田（2014）187は、高齢者の精神認知機能の特徴や、問題への対 

応について、2 時間の研修プログラムを実施した結果、困難感の軽減が図られたと報告して 

いる。この先行研究から、研修の効果はあると思われるが、筆者の方法論とは異なる。 

以下に、方法論を述べる。 

 

第 3 節 調査結果から今後に向けた取り組みの提言 

 

今後も認知症高齢者数は増加し、認知症の症状や進行は個人によって多様である。また、

糖尿病や脳血管疾患、骨・関節疾患等の多様な基礎疾患を持ちながら、認知症となる高齢

者も増加すると思われる。 

認知症グループホームは重要な生活支援の場であり、年々増加している。認知症グルー

プホームで働く介護職は、24 時間認知症高齢者の生活支援を行っているが、施設の規定上、

職員数も限られ、特に一人夜勤はほとんどの施設で行われている状況である。 

虐待の認識とストレスに関する調査から、達成感の低い人はストレスが高いことが明ら

かとなった。また介護行動を虐待と認識している介護職ほど、ストレスが高いことが明ら

かとなった。また、先行研究を支持する結果ではあったが、20 歳代は他の年齢に比較しス

トレスが高いことも明らかとなった。これらの結果を踏まえると認知症高齢者の生活を支

援する介護職のストレスは高く、ストレスマネジメントが重要と考える。 

また、管理者の人材育成に関する認識調査結果から、認知症 GH の介護職の人材育成の

特徴として、認知症高齢者の生活を支えること、認知症ケアの専門的知識・技術を習得す

ること、小規模集団としてチームで責任ある行動をすることが重要であることが明らかに

なった。 

以上の結果をふまえて、介護職として個々の達成感が得られること、適切な知識や技術

を修得することによって、ストレスマネジメントができることを検討する。それが、人材

育成につながることとして、次のような研修内容と方法を提案する。また、その介護職が

ストレスマネジメントをできる、働きやすい職場環境を整備する方法を整理する。 

島井らは、効果的なストレス対処188において、状況に合わせた対処の選択として、自分

の努力で事態を変えられる可能性が高い状況には問題焦点型対処を用いることが有効とし

ている。それは、問題に直接的・積極的に働きかけることであるとされている。また、他

者からの援助や支持は社会的サポートとして、重要な資源となると述べている。これらの

ことを踏まえると、介護職の達成感の低さというストレスに対処するためには、専門家と

いう他者のサポートによって、介護職としての専門的知識や技術を自ら学び習得すること

                                                                                                                                                     
ーニングを用いた研修内容とその評価、日本認知症ケア学会誌、10（3）、369-378. 
187 原田小夜（2014）：介護職の対処能力向上プログラムの効果と課題、日本健康医学会雑誌、22（4）、253-263. 

188 島井哲志・長田久雄・小玉正博（編）健康心理学・入門、有斐閣アルマ、75-82、2016. 
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がストレスに対処できる方法として有効と考える。また、島井らはストレスを乗り越える

うえで重要視されるのは資源の存在であると記述している。筆者は、研修を受けることで、

知識や技術が習得でき、自ら自信を持って介護職として従事できるのではないかと考える。

その知識や技術等が資源となり、介護職のストレスマネジメントにつながることが今回の

研修パッケージの特徴であり、研修方法の工夫が第 1 の提言である。 

さらに、職場環境の調整において、第 3 章の調査結果から虐待に関する認識ついて次の

ことが明らかになった。「不適切とわかっていても、せざるを得ない状況がある」、「職員の

働きやすさの取り組みがない」、「感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況にない」等が、

ストレスを高めていた。管理者は、職場環境を調整する際に、このことを念頭において、

組織マネジメントを検討する資源として検討でき、介護職がストレスマネジメントできる

ことが第 2 の提言の特徴である。 

 

１．ストレスマネジメントに向けた新たな研修方法 

 

1）研修の概要 

介護・看護・福祉の専門家集団が協働し企画運営を行い、介護職を対象として認知症高

齢者の理解やケアの専門的知識、技術を習得する「研修プログラム」と研修日や時間を自

己選択し施設で受講できる「出前方式」を合わせた「研修パッケージ」を検討する。 

2）研修パッケージを検討する目的 

 介護職は、社会情勢や制度の目まぐるしい変化や小規模施設での業務の煩雑さ等、最新

の制度やケア技術等の入手は困難な状況があると思われる。また、無資格者や実地研修制

度のみで業務に従事している者も少なくない。このような状況で、対人援助職としての専

門的知識や技術に不安や戸惑いを抱え、自信がもてず達成感やないことでストレスを感じ、

虐待の引き金となる可能性は否定できない。 

そこで、今回提案する研修を受講することで職務に関する自信や達成感が得られるきっか

けとなり「虐待防止」につながると考える。 

3）研修パッケージの特色と意義 

本研究では、「出前方式」という自らが研修時間や場所等を選択できる受講方法によって

多くの介護職が受講でき、介護・看護・福祉の専門家集団が協働作成した「研修プログラ

ム」で介護職の専門的知識・技術を高めることができる。これらを合わせた研修パッケー

ジによって、介護職が積極的に職務に取り組み、資質向上のために努力しようとする意欲

を高める『きっかけづくり』ができ、それが職務遂行への自信や達成感となってストレス

緩和につながると考える。  

 認知症グループホームの介護職のストレスと研修の関連性において、ストレスは高く「メ

ンタルケア」を必要としている。その一方で、問題を解決しようとする意識は高い。また、

「時間がないから仕方がない」「案内がない」等、学ぶ機会がないことを正当化するような
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介護職も存在すると思われる。 

 蘇（2006）189は介護職員の仕事の動機づけと職務満足について、介護職の動機づけに仕

事の有能感を促進すると仕事のやりがい感などの肯定的感情が伴われ、仕事への強い動機

づけになると述べている。この有能感は達成感につながると思われ、仕事が促進するきっ

かけが、「研修パッケージ」であると考える。 

職務意欲つまり達成感を促進するために、自信をもって職務遂行できるきっかけとなる研

修方法を提案することで、ストレスマネジメントができる意欲につながると理解した。 

4）方法論の提案 

「研修パッケージ」の特徴は、以下のとおりである。 

（1）研修の概要 

対人援助職に必要な専門的知識や技術、態度や相談等の専門家集団の知識を結集した

研修内容である。そして、担当分野の特質を生かし連携協働しながら指導することであ

る。 

（2）研修内容 

認知症の理解や認知症高齢者のケアについて、介護・福祉（社会福祉士、法律家、レ

クリエーション指導者等）・医療職（看護師・薬剤師・栄養士、理学・作業療法士等）の

専門家集団が協働し、研修内容を作成し、研修講師として施設に出向くことである。 

  ①介護保険制度や人権擁護に関する内容 

  ②虐待の理解と介護行動と虐待の関連に関する内容 

③薬剤の効用や副作用の確認方法、確実な服用方法等 

④便秘解消のための食物や方法、高齢者の栄養補給（補食）の取り方 

⑤嚥下しやすい調理法、口腔内のケア、義歯の手当等 

⑥入居者の生活を潤すレクリエーション方法や趣味の場を創る等 

⑦個室の環境や共同利用の環境整備等 

⑧緊急事態（転倒、骨折、嘔吐、窒息、意識障害、脱水等）を理解し、緊急時の状況

に合わせた対応方法 

⑨認知症症状の理解とその特徴、特に周辺症状（徘徊、暴力、幻覚・妄想等）の理解

と対応方法 

⑩高齢者の生理的機能の特徴（視力、聴力、皮膚機能、循環機能等）の理解 

⑪看取りの対応（死の徴候、家族の対応、死後の処置等） 

⑫状況や状態に応じた入浴や排せつ、整容行動のケア 

⑬家族ケア（心配事の相談や、症状や状況への報告・対応等） 

以上の項目等を各専門家のアドバイスをもらいながら、実際に実施できる。 

 

                                                   
189 蘇 珍伊（2006）：介護職員の仕事の動機づけと職務満足に関する文献的考察－内発的動機づけと仕事の有能感に

焦点を当てた実証的研究－、生活科学研究誌、5. 
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（3）研修の受け方 

①日程や時間、内容を自己選択する。 

②自分で講義の内容と日程を申込む。 

③自分で業務調整と時間とを選択する。 

④各施設内で場所を確保する。 

⑤休憩時間で実施も可能とする。 

⑥同僚数名と共同で受講しても構わない。 

⑦提示した内容以外に希望する内容があれば、希望を受け入れることができる。 

⑧経験年数に応じた、受講する内容や順番や回数は規定する。基本的なことから徐々

にステップアップできるように対策案を個人の提案を取り入れ、案を提示する。 

（4）テキスト 

小冊子や DVD を作成する。その内容は介護福祉士養成課程のカリキュラム、研修に関

する国内外先行研究、本研究調査結果から認知症グループホームの介護職にとって重要

となる「認知症の理解」や「認知症高齢者のケア」「グループホームの生活」についての

知識・技術である。研修受講後に、復習できるようなドリル形式や DVD で技術の確認等

ができるようにすることである。 

（5）研修受講の利点 

  提案する研修の受講の利点として以下の３点が挙げられる。 

①今さらスタッフや上司に聞けないことや、基本的な理解が難しい等その人の問題とな

る状況や必要なことを解決できる内容とする。 

②経験年数の違いや資格の有無を考慮した内容方法とする。 

③研修講師が第 3 者として定期的に施設内を訪問することにより、閉鎖的空間で起こり

得る不適切ケアや虐待を未然に防ぐ抑止力につながる。 

（6）研修の運営 

  研修の運営については、現在の介護職の外部研修は、研修場所が遠方でそのための交

通費や１回の受講料等、経済的負担が大きいことが進まない理由の一つである。提案す

る研修は、受講生の経済的負担が少ない方法で実施するための方法である。 

 ①大学や専門機関、病院、行政機関が各地域にある。各専門家の基幹となる機関を中心

として近隣のグループホームと契約し、研修を進める。 

 ②定期的に各専門家集団や機関が進捗状況や新たな研修内容や方法を検討する会議を設

け、連携協働する。 

 ③費用は、可能であれば助成を受け、テキスト作成や開発等に充てる。研修は 1 回 500

円、もしくは交通費（500 円程度まで）を支払うことができればよい。 

 ④研修のフォローアップも役割とする。 

 ⑤基本は施設に出向くことであるが、早期解決のために電話やメールのによるやり取り

も可能である。 
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 ⑥管理者の相談や管理運営についての助言も受ける。 

 ⑦最低 1 年間は契約し、その後はいつでも契約解除でき、専門家集団の予定が整えば、

再開も可能である。 

 

２．ストレスマネジメントに向けた職場環境の調整 

  

施設内のスタッフ間や管理者とスタッフ間の人間関係性を良好にすることが、職場環境

を調整する基本であり、以下の項目の前提条件となる。 

 渡邉らは190（2012）、介護職員の支援体制とバーンアウトの影響について、組織を支援す

る要因として、仕事能力の正当な評価や意見の反映といった「個の尊重」がバーンアウト

を低減すると報告している。また、小木曽ら191（2017）は、職務環境の改善の認識におい

て、介護職は、様々な職種との交流や連携やキャリアアップの機会の確保、個人の正当な

評価や施設の営利を優先しない等を改善してもらいたいことをあげている。これらの先行

研究は、介護職の離職や仕事満足度につながる結果であり、ストレスが高まると満足度が

下がり離職に結び付く可能性がある。そして、前項でも述べた第 3 章の虐待に関する職場

環境の認識においても、同僚や上司と話し合える状況にない場合や、職員の働きやすさの

取り組みがない場合等にストレスが高い傾向を示しており、人間関係や職場環境の改善が

重要と思われる。 

 また、本章の第 1 節で述べたように、管理者は、管理者研修において事業所を管理・運

営していくうえで必要な「指定基準の正しい理解」「職員の労務管理」「適切なサービス提

供のあり方」などの知識技術を身につけることを目的に実施されている。この項目のうち

「適切なサービス提供のあり方」の内容に「サービスの質の向上」に人材育成が含まれて

いる。研修時間は約 5 時間程度である。介護職の人材育成についての知識は不足している

可能性がある。上田192（2015）は、P.F ドラッガーのマネジメントを翻訳している。その

中で、ドラッガーは「人こそ最大の資産である」、「組織の違いは人の働きだけである」と

述べているとしている。あらゆる資源のうち人は最も活用されず、その潜在能力も開発さ

れていない。必要なことは実際に行うことである、と続いている。それは 3 つのうち①共

に働く人たちを生かすべきものとしてとらえる。②強みが成果に結びつくような人を配置

することであると述べている。すなわち、認知症グループの管理者は人材育成に対する知

識が不足しているために、介護職を生かす人として成果を出す重要な役割を持っている人

というとらえ方ができていないと思われる。介護職がいきいきと適材適所で働くために、

職場環境を調整することは、管理者にとって最重要課題と思われる。しかし、前述したと

                                                   
190 渡辺 健、石川久展（2012）：高齢者介護施設に従事する介護職員のバーンアウトに与える影響－組織の支援体制

を中心とした見当－、Human Welfare、4（1）、17-26. 
191 小木曽加奈子、祢宜佐統美、今井七重、他(2017)：介護老人保健施設における職務環境の改善に対する認識の内容、

日本医療・病院管理学会誌、54 (2)、57-65． 
192 P.F ドラッガー著（2015）上田惇生編訳、：エッセンシャル版 マネジメント 基本と原則、ダイヤモンド社、79-82. 
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おり人材育成に関する知識が十分でないため、管理者自ら不安や悩み等が出る可能性もあ

り、管理者自身のストレスマネジメントも必要と理解した。 

以上のことを鑑み、以下の項目について改善していくことで、ストレスマネジメントが

でき、ストレス低減につながり、虐待予防に寄与するのではないかと思われる。 

  

1）同僚や上司等との相互的意見交換を設ける 

同僚や上司と定期的な相互の意見交換の時間を設定する。そして、業務の問題点や施設

の課題、介護職の介護ケア技術の不一致や未熟な点等を話し合う。また、解決のための方

法も話し合い決定していくことが重要である。さらに、不適切な介護や認知症高齢者特有

の BPSD による入居者同士、介護職とのトラブルなど、インシデントに関する危機管理と

してチームで事例検討会を開催し、原因を明らかにするとともに対策を検討し、決定した

ことを周知徹底する。 

2）現任教育の指導体制を整備する 

管理者は介護職の現任教育やリーダーを育成する指導体制を整備し、個人および指導体

制の評価をできるようマネジメントすることが重要である。その際は、施設の運営方針や

認知症高齢者の生活を重要視した介護職が育成解できるような指導をする。そうすること

で、介護職がチームとして認知症高齢者のケアを支え、介護職自身も知識技術等の自己研

さんを重ねることが可能になると考える。 

3）介護職自らのストレスマネジメントの必要性を自覚する 

介護職自身がストレスを感じることができるとともに、ストレスマネジメントの必要性

を自覚することができる。そして、自分に適したストレスマネジメント法を見つけだし、

セルフケアを促し、継続することでストレスを低減することができると理解した。時には、

専門家として臨床心理士等に相談できる体制をとれるよう、医療機関や産業医との連携も

必要と考える。 

4）介護職の日常介護行動に対する自己点検・自己評価をする  

有馬（2008）193は、虐待の防止について自らの専門性を高め客観的な虐待防止の自己点

検・自己評価に努めなければならないと述べている。介護職は、日常の介護行動の一つひ

とつに関して、認知症高齢者を尊重した行動かどうか、倫理的配慮ができていたか、どの

ような対応をすればよいのか等を自らが点検自己評価することができる学習が必要である

と考える。そうすることで、自分を振替えることができ、より良いケアに結び付くと思わ

れる。 

5）管理者自身のストレスマネジメントの必要性を自覚し、対応策を考える 

 スタッフや入居している認知症高齢者、その家族や地域住民、親会社等、関わる人が多

く管理者自身のストレスマネジメントも重要である。特に、介護職の人材育成は重要と思

われる。スタッフ間や入居社との人間関係、研修やキャリアアップ等の教育体制、夜勤や

                                                   
193 有馬良健（2008）：介護・看護職のための虐待防止ケースアドボケイト実践チェックリスト、ｐ3. 
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緊急時の勤務体制等、多様な側面が人材育成に影響する。管理者は、介護職同様心身の健

康を維持することも必要である。そこで、管理者が自分自身の問題を自覚し、対応策を検

討することで、相手を尊重し寄り添うケアができる。それによって、入居者と家族の満足

度も上がり、グループホームの運営や地域への貢献も可能となる。また、管理者として、

介護職として成長し続けていくためにも、研修受講や他職種、他機関管理者との連携も重

要である。本章の 2 節の提案した研修についても、管理者としての役割や運営、制度の理

解を深めることや不安や疑問等の助言等にも利用できると考え、第 3 者を入れることは重

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

第 6 章 本論文のまとめと今後の課題 

 

第 1 節 まとめ 

  

本論文では、認知症グループホームの現状と、そこで働く介護職の教育課程や就労状況、

養介護施設の従事者の虐待の実態を理解した。そして、本論文の中心的検討課題の介護職

のストレスと虐待の認識の関連を明らかにした。また、ストレスと虐待の認識について、

認知症グループホームの管理者の人材育成にも課題があると思い、調査した。その結果と、

それをもとに、筆者が考えるストレスを低減するためのストレスマネジメントのための研

修方法と職場環境について提言した。 

 

１．認知症グループホームの介護職の問題 

 

認知症グループホームで働く介護職には以下の課題があると整理し認知症グループホー

ムで、働く介護職員のストレスは次の 2 点から生じると考えた。①認知症高齢者の生活に

24 時間密着して働くことによる、利用者との関連性から生じるストレスがある。②小規模

施設特有の少人数（特に一人夜勤）勤務による、労働の負担とストレスがある。これらの

ストレスから利用者に対する虐待が生じる可能性が高くなるのではないか。 

 こうした虐待行為を回避するためには、介護福祉士養成課程において「人間の尊厳」等

の人権意識や職業倫理に関する教育が重要な役割を果たしていると考えるが、実際の現場

では、短時間教育と実務経験によって仕事に従事する者の割合が圧倒的に多い。また、実

務経験者に対しては、養成校で実施される「人間の尊厳」等の人権意識や職業倫理に関す

る教育がない。さらに、介護職員の中には介護福祉士以外の者も従事していることから、

相対的に人権意識や職業倫理に関する知識が不足する介護職員が多いことが予測される。

このことは人間としての尊厳を基本とする認知症高齢者に対する理解不足につながり虐待

や不適切ケアにつながるのではないかと考えた。 

 

２．高齢者虐待の関する実態 

  

養護者と養介護施設の従事者が加害者となる高齢者虐待の実態について述べた。養介護

施設別ごとの虐待では、「介護老人福祉施設」30.6％と最も多く、次いで「有料老人ホーム」

20.9％、「認知症グループホーム」15.9％、の順であった。養介護施設の従事者による虐待

の種別は、「身体的虐待」61.4％と最も多く、「心理的虐待」27.6％、「介護放棄（ネグレク

ト）」12.9％であった。 

 本来、養介護施設は高齢者の生活の保障の場である。その安定した生活を保障する養介

護施設の介護職員における虐待がなくならないことは大きな社会的問題であるため、養介
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護施設における虐待予防は急務な課題であるといえる。 

特に認知症グループホームにおいては、認知症高齢者を対象とした日常生活中心の支援

をしていることから、認知症に現れる BPSD（幻覚、妄想、徘徊、異食、暴言暴力等）の

症状に振り回される可能性が高く、介護職員が対応に苦慮する多くは BPSD であると言わ

れている。介護職員は認知症と理解していても、環境条件の違いや人間関係等で急に周辺

症状が出現したりすることもあり、常に細やかな対応をする必要がある。そのため、身体

的・心理的負担が高く、それに伴い「心理的虐待」が起こる可能性が高いと考える。さら

に、資格がないことや研修を受けていないことで認知症や虐待の理解やその対応ができな

い介護職員が多数存在する可能性はある。介護職員の養成課程や施設の研修等について現

状を把握することができた。 

  

３．認知症対応型グループホームの現状 

  

認知症グループホームは、1985 年にスウェーデンで始まった試みであり、民家を改造し

た小規模で家庭的な生活環境の下、介護者と認知症高齢者との共同生活を始めたのが発祥

と言われている。認知症高齢者ケアの実践と認知症グループホームの成果は社会的に評価

され、日本の認知症グループホームの基礎となったと言われている。 

スウェーデンでの取り組みがなされていた同時期に、日本では、独自の宅老所ができてい

る。その発祥は研究者によって異なっているが、その時点の宅老所は行政の制度に則って

おらず、定義自体も明らかでないが、民家などを改造して高齢者が落ち着いて滞在できる

場所を指すと、山井 （2004）は説明している。そして、宅老所は住民やボランティア、福

祉施設の元職員が集まって自然発生的に始めることが多いとも述べている。 

認知症グループホームは、2015 年度介護サービス施設・事業所調査 では、10 月現在

13,003 事業所が登録されており前年比 3.9％増加し、利用者数は 184,500 人となって、微

増していることが明らかとなった。認知症グループホームで働く介護職員の現状から、介

護職員は小規模で家庭的な生活環境で、入居者一人につき介護職員が 0.8 人と概ね 1 対 1

で、他施設と比較すると比較的手厚い介護ができており、少人数で認知症高齢者の生活を

支えている。彼らは、職務満足度において認知症グループホームの介護職員は 75％が満足

と回答していることから、仕事に対してやりがいを持って働いていることが理解できた。 

 

４．介護職の教育、就労状況 

  

資格取得ルートは、養成校ルートと実務経験ルートに大きく分かれている（福祉系高校

ルートは除く）。養成校ルートの養成施設は大学、短期大学、専門学校と多様で、2016 年度

までは養成施設を卒業すると国家資格が与えられた。当初、養成施設は社会状況と将来の

介護ニーズに適合したことで増加し、毎年多くの介護資格を取得した若い世代が介護の現
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場に就業していった。2006 年をピークに養成校の入学者は定員割れとなり、養成校の定員

と入学者について 2016 年度は定員枠が 16,700 人（377 校）に対し入学者は約 7,700 人に

とどまり、この 10 年間で入学者は 50％以下になった。 

 実務経験ルートは、3 年以上の介護等の業務に関する実務経験、及び都道府県知事が指定

する実務者研修等（2016 年度から開始）における必要な知識及び技能の修得を経た後に、

国家試験に合格して資格を取得する方法である。全体では、介護福祉士登録者数は年々増

加しており、厚労省によると 2016 年度では実務経験ルートが約 77,000 人、養成校ルート

が約 8,700 人と約 8 倍実務経験者が多くなっている。実務経験者コースは、教育時間が短

いことから、専門的知識の乏しい介護職員が介護福祉士の多数を占めていることが考えら

れる。 

 

５．介護職の人材確保の課題 

  

介護職の人材確保において、最も大きな課題は、非正規職員の離職率の高さである。養

介護施設の介護職員の 41％は非正規職員であり、非正規職員の離職率は 21.3％と報告され

ている。2 点目の課題は、潜在介護福祉士が多いことである。3 点目は、養成施設の減少で

ある。介護福祉士養成施設への入学者が減少するということは、介護福祉士として専門的

教育を受けた人材が減少することにつながる。4 点目は、賃金や待遇の低さ、労働条件等の

整備不足である。 

人材不足は、新たな人材確保や職員としての教育等、組織管理への影響もあると思われ、

労働環境の整備も重要となる。介護人材の不足は、介護の質を低下させるだけではなく、

不適切なケアや虐待につながる可能性があることが理解できた。 

 

６．調査仮説と解決問題 

 

先行研究の結果から、虐待の関連要因や介護職のストレスの関連要因のそれぞれはまと

められているが、認知症グループホームにおける介護職に関して、認知症高齢者への虐待

の認識と介護職のストレスを分析した研究は見当たらなかった。また、管理者を対象とし

た教育指導体制について認識について分析した研究はなかった。 

介護職のストレスによる虐待の認識との関連が明らかになれば、ストレスを低減するこ

とができ、また介護行動の虐待に関する適切な認識を得ることで、虐待に結び付くことを

予防できるのではないかと、仮説を立てた。そして、本論文における調査によって、スト

レス関連要因の分析することで、介護職の専門的知識や人間の尊厳等、倫理的思考の理解

度が不足していることも、関連していることも明らかになるのではないかと思われる。そ

のため、介護職員の人権意識や職業倫理に関する知識不足を補う手段としては、職場内教

育や外部研修の受講による意識や知識向上が有効と考えた。 
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次に、上記の調査を受けて、管理者の人材育成の体制の認識が明らかになれば、管理者

が必要としている教育支援体制を整備でき、不十分な教育が要因となる虐待が防止できる

可能性があると思われる。 

 

７．認知症グループホームの介護職におけるストレスの実態と虐待の認識との関連 

 

1）調査対象者の基本属性について 

女性が圧倒的に多く、40~50 代の経験年数が少ない女性が多く、子育てが一段落した女

性が再就職していると理解した。専門的知識の乏しい介護職が多く、また経験年数が少な

い人や非常勤者が夜勤をしており、緊張や不安が多い中で勤務している可能性が高い。さ

らに「肩こりや腰痛」「疲れがとれない」などを自覚しており、これらの症状はストレスが

招く症状と言われており、心身ともにストレスを感じている介護職が多いのではないだろ

うか。そのストレスによって、不適切なケアや虐待に結び付く可能性はある。 

2）介護職の虐待の認識について 

本研究の対象となるグループホームの介護職は、介護行動における虐待に関する知識や

理解不足が明らかとなった。特に、異性の排せつ介助は虐待と思わない割合が多く、本来

は相手を尊重した態度として配慮すべき行動であるが、介護職として当然の行為であると

思いケアを行っているのではないだろうか。しかし、本研究は、対象者が限られており一

般化できず、今後の研究課題である。 

 3）介護職の研修について 

 本研究の対象となった介護職の学習意欲は高い。しかし、研修受講や内容について、虐

待の認識が乏しい介護職や介護の仕方に疑問を持たない介護職が多かった。それは、人権

擁護や虐待に関心が少ないことを意味し、適切なケアが行われないの可能性があるという

ことである。特に、若い世代や経験年数の少ない介護職はその傾向が高く、彼らへの教育

は重要であり、人権擁護や虐待に関する学習の機会は重要と考える。さらに経験年数が多

い介護職は、「メンタルケアに関する内容」の研修を求めていた。このことから、経験年数

の高い介護職は、仕事に対する精神的負担が大きくストレスを感じている可能性は高いと

思われる。よって、ストレスの要因や対処、緩和方法のための研修企画や外部研修を積極

的に受けるような職場環境体制も必要である。 

 4）介護職のストレスについて 

 本研究の対象者である認知症グループホームの介護職のストレスは全体的に問題のない

状況であった。しかし、ストレスの高い群がバーンアウト尺度の下位尺度項目によって 14％

～50％であり、ストレスの高い介護職が多いことが明らかとなった。 

 このバーンアウト得点の高い群は、すなわちストレスの高い介護職である。虐待に関す

る職場環境が、整備されていると思っている人ほどストレスが高いこと、また介護行動に

関して、虐待と認識している人ほどストレスが高いことが明らかとなった。 
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 これらのことから、虐待に関する職場環境が整備されていても、また介護行動を虐待と

認識できていても、職場環境や認知症ケアの現状に満足できていないことが、ストレスを

高めている可能性はある。さらに認知症高齢者への自己決定支援をしたい人やしている人

はストレスが高く、利用者本位にケアを進めている以外のところでストレスが高くなって

いるのではないかと思われた。 

 

８．認知症グループホームの管理者の介護職に対する人材育成体制の認識 

  

1）対象者の特性 

 平均年齢 59.9 歳で、管理者平均年数は 5.9 年であった。資格は複数回答で介護福祉士が

5 名と最も多く、看護師 3 名、ヘルパー2 名であった。 

 2）施設内研修開催の概要 

 対象者となった施設のほとんどは、施設内で企画され実施されていた。それぞれ順番に

講師役を務めていた。過去 1 年間の研修内容について、最も多かったのは「緊急時の対応」

8 施設、次に多かったのは「虐待に関する内容」、「人権擁護」で 6 施設、「介護ケア」、「認

知症高齢者の理解」5 施設の順であった。外部研修受講については、各施設で異なっている

が、施設の規定によって参加人数や費用等の査定が行われていた。研修参加後は、他の介

護職員に伝達講習を行い内容の共通化を図っている場合が多かった。 

 3）管理者の人材育成についての認識 

 認知症グループホームの管理者 11 名は、認知症グループホームの介護職の人材育成の認

識として【認知症高齢者と生活を共にする介護職としての基盤つくり】【認知症ケアに求め

られる知識・技術の習得】【小規模施設におけるチームの一員としての自覚と責任ある行動

の育成】【認知症グループホームに従事する介護職に必要な人材活用とキャリアアップの整

備】【小規模施設に従事する介護職として自己の成長を促す他交流との促進】【認知症グル

ープホームの管理者としての自覚と責任】の 6 カテゴリが明らかになった。 

 特に、認知症グループホームの介護職における人材育成の特徴として、認知症高齢者の

生活を支えること、認知症ケアの専門的知識・技術を習得すること、小規模集団としてチ

ームで責任ある行動をすることがあげられた。 

 

第 2 節 本論文の課題 

  

本論文では、認知症グループホームの介護職の問題として、ストレスが虐待の関連する

のではないかと考え、特に介護職の認識に焦点を当てて、認知症高齢者を取りまく社会の

実態や虐待の実態を理解した。そして、介護職の属性、虐待、ストレス、教育、研修等に

ついて、また認知症グループホームに特化した先行研究を文献検討した。その結果、介護

職とストレスや虐待の実態については、高齢者施設全体の問題として分析が行われていた。 
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 よって、本論文における認知症グループホームの介護職に特化した調査としては意義の

ある調査であったと考える。しかし、介護職の基本属性やストレスの要因は、先行研究を

支持する結果が多く、先行研究の文献検討が不足していたため、調査項目・内容や分析方

法が不十分になったと思われる。さらに、海外文献文献は、日本との認知症グループホー

ムの仕組みの違いや看護職が対象の調査が多く、期間も過去 5 年間にしたことで適切な文

献が見当たらなかった可能性もある。虐待は世界注に起こっていることであり、海外では、

すでに虐待防止に関する対策が実践されている国もあり、このことも含めて検討すべきで

あったと思われる。 

また、虐待については虐待防止法の制定により、倫理的問題となることが予測され、実

際に虐待したことがあるかという項目について、調査はできなかった。しかし、介護行動

を虐待と認識しているかどうかによっても虐待に結び付く可能性があるとして、虐待に関

する介護行動を検討した。先行研究を参考に、日常的に行われている 33 項目を選択した。

そして、項目の妥当性を分析したが、特に異質な項目は見当たらなかった。しかし、なぜ

その 33 項目にしたのか基準があいまいであったと思われる。本来であれば、介護職の日常

の支援方法や接し方等について、参加観察等や実態について介護職自身からも調査し、項

目を精選する必要があった。また、5 種類の虐待の種類では身体的虐待の項目が少なく、種

類に偏りがあったと考える。 

調査において、介護職のストレスと虐待の認識について自記式質問紙実態調査を実施し

た。また、その関連には認知症グループホームの管理者の人材育成に関する責任は大きい

と考え、人材育成の認識について面接調査を行った。 

 介護職のストレスと虐待の認識についての調査は、まず、対象者を地域限定としたこと

で、標本に偏りが生じた可能性は否めず、虐待の認識やストレスとの関連等、新たな部分

が出てきたと思われる。本研究の標本の偏りについて、先行研究との比較では、対象とし

た地域には若い世代が少ないこと、経験年数が高いことが特徴として現れた。年齢や経験

年数等も標本として検討すべきであった。また、介護職のストレスとして、日本版バーン

アウト尺度を用いた。この尺度は、対人職に対するストレス調査で用いられており今回も

妥当であったと思われる。しかし、先行研究では、自己効力感や介護肯定感や否定感等、

多様な側面からストレスをとらえていた。そして、分析方法は、ロジスティック回帰分析

を用いて行ったが、因子分析を行っている方法もあり、ストレス要因を十分に分析できな

かったのではないかと理解できた。 

 管理者の人材育成の認識について面接調査を実施した。半構成面接によって、管理者の

認知症グループホームに対する思いや介護職への思いやり、そして人材育成の認識、教育

指導の重要性や必要性、管理者としての環境調整等についての認識が明らかになった。し

かし、１県内の 11 施設の管理者という限定的な対象者であり、対象者数は少ないと思われ、

一般化には至らないと思われる。面接調査ということで、時間的な制約もあり他県まで拡

大することはできなかった。また、人数も調査内容が飽和状態となったところで終了とし
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た。しかし、年齢、管理職の経験年数、施設規模、基本資格等が多様であった。それ故に、

多様な認識が抽出されたと思われ、意義ある調査結果であった。ただ、管理者経験年数の

幅は広く、経験年数の人数による相違も大きく、影響があったのではないだろうか。 

 今後は、対象者を全国的に拡大するとともに他施設との比較検討をし、認知症グループ

ホームの介護職におけるストレスの特徴を把握し、ストレス要因の低減を検討することが

課題である。その際は、調査項目や測定する心理尺度等を精選し、調査の精度をあげた分

析をしたいと考える。終の棲家としてグループホームで人生の最期を迎える認知症高齢者

が増加することは明らかである。このような状況で従事する介護職のストレスを解消する

ことは困難である。しかし、ストレス対処方法を見出すことによって介護職のストレスは

低減され、認知症高齢者の人権を尊重した終の棲家としての生活支援が充実すると願いた

い。 

 また、管理者への人材育成ついての認識を面接調査したが、直接虐待防止に関する人材

育成の認識の面接ではなかったので、今回の調査から直接虐待防止に関連した結果は見い

だすことはできなかった。今後は、虐待防止に特化した研修について管理者の認識や取り

組みについての困難等について調査を進めたい。その際は、面接人数を増やし、経験年数

や基本的資格の有無等から詳細に聞き取りを行い、妥当性・信頼性のある分析を行い、虐

待防止に有効な教育支援につなげていきたい。 
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第 3 章 認知症グループホームの介護職におけるストレスの実態と虐待の認識との関連 
第 2 節 本章における調査全体の概要 
 1．調査方法 
  4）調査項目 
          pp.43-44  表 1 介護行動に関する虐待の認識の項目（33 項目） 

種類 介護行動に関する虐待の認識の項目 

身
体
的
項
目 

入浴時、声掛けもなく頭からシャワーをかけたり、着替えの時に何も言わずにズボンを下げた 

ベッドに長時間抑制・拘束した 

手荒く寝具をかける 

嫌がる利用者に無理やり食事をさせた 

利用者に叩かれたので叩き返した 

心
理
的
項
目 

利用者から話しかけられても一切無視した 

「ちゃん」付で呼ぶ 

大声で怒鳴った 

「おじいさん」「おばあさん」と呼んだ 

他の人の前で排泄に関することを話した 

認知症なので本人はわからないので「あだ名」で呼んでいた 

「臭い」「ばっちい」と言っておむつ交換した 

「頭を撫でる」など子どもに対するような対応や言葉かけをする 

「あれが悪い」「これができない」など短所ばかり言う 

説明や声かけをせずケアや処置をした 

ネ
グ
レ
ク
ト 

 

項
目 

意思を伝えられない人に対し「もう食べないの」と聞いた 

「今忙しいから」と言って、訴えを後回しにした 

自分で食べられない利用者に配膳はしたが、食事介助をしない 

失禁でシーツや下着等が汚れてもそのまま放置した 

ナースコールが頻回な場合、ナースコールを使えないようにした 

粉薬をご飯と一緒に混ぜる 

運動させない 

トイレで排泄できる人にオムツで対応する 

オムツ交換を時間で行う 

日中車椅子に座らせたまま放置した 

本人の返事を待たずに食事膳を片付けた 

性
的 

項
目 

女性に対して男性介護者が入浴介助や排泄介助をした 

下着をはているかどうか、安易にズボンを下げて確認した 

元気づけるために安易に体に触れた 

性的な冗談や身体について話題にする 

他者に見える状態で排泄や入浴の介助をする 

そ
の
他 

他の職員が見ていないと対応がぞんざいになる 

利用者の前で職員同士が私的な会話をする 



 

 

 

pp.45 表 2 日本版バーンアウト尺度質問票 1 

NO  項    目  
いつも

ある 

しばしば

ある 

時々  

ある 

まれに

ある 
ない 

1 「こんな仕事、もうやめたいと思うことがある。 5 4 3 2 1 

2 我を忘れるほど仕事に熱中することがある。 5 4 3 2 1 

3 こまごまと気くばりすることが面倒に感じることがある。 5 4 3 2 1 

4 この仕事は私の性分に合っていると思うことがある。 5 4 3 2 1 

5 同僚や利用者の顔を見るのも嫌になることがある。 5 4 3 2 1 

6 自分の仕事がつまらなく思えて仕方のないことがある。 5 4 3 2 1 

7 1 日の仕事が終わると「やっと終わった」と感じることがある。 5 4 3 2 1 

8 出勤前、職場に出るのが嫌になって、家にいたいと思うことがある 5 4 3 2 1 

9 仕事を終えて、今日は気持ちの良い日だったと思うことがある。 5 4 3 2 1 

10 同僚や利用者と何も話したくなくなることがある。 5 4 3 2 1 

11 仕事の結果はどうでもよいと思うことがある。 5 4 3 2 1 

12 仕事のために心にゆとりがなくなったと感じることがある。 5 4 3 2 1 

13 今の仕事に心から喜びを感じることがある。 5 4 3 2 1 

14 今の仕事は、私にとってあまり意味がないと思うことがある。 5 4 3 2 1 

15 仕事が楽しくて、知らないうちに時間がすぎることがある。 5 4 3 2 1 

16 体も気持ちも疲れ果てたと思うことがある。 5 4 3 2 1 

17 我ながら、仕事をうまくやり終えたと思うことがある。 5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 脚注 143 の同書籍 pp214-215 の表を改変した。 



第３節 本章における調査の結果 
２．基本属性 
 １）分析対象者の基本属性の結果 
（1）性別 

  
pp.48 表 3 対象者の性別数（n=645） 

属性 人数（％） 

性別  

            女性  526（81.6） 

            男性  119（18.4） 

 
 

（2）平均年齢および年代 
 
            pp.48 表４ 対象者の平均年齢と年代別数(n=645） 

属性 人数（％） 

年齢 
 

平均年齢（SD) 44.6（±12.8）歳 

10 代    3（  0.5） 

20 代   97（15.0） 

30 代  132（20.5） 

40 代  141（21.9） 

50 代  194（30.1） 

60 代    71（ 11.0） 

70 歳以上 7（  1.1） 

 
 

（3）経験年数および平均経験年数 
 

pp.49 表 5 対象者の経験年数別（4 群別）人数（n=645） 

属性 人数（％） 

経験年数 
 

平均経験年数（SD) 7.13（±5.5）年 

2 年未満 99（15.3） 

2～5 年 198（30.7） 

6～9 年 142（22.0） 

10 年以上 206（31.9） 

 
 
 



（4）介護福祉士の有資格者 
 

 pp.49 表 6 介護福祉士資格の有無と取得方法別人数（n=645） 

属性 人数（％） 

介護福祉士資格の有無 
 

介福士資格無  278（43.1） 

専門的資格有 367（56.9） 

実務経験    191（52.0） 

養成課程    176（48.0） 

 
 

（5）雇用形態 
pp.49 表 7 対象者の雇用形態別人数（n=640） 

属性 人数（％） 

雇用形態 
 

常勤 552（85.6） 

非常勤 73（11.3） 

その他 15（  2.3） 

 
 
（6）夜勤回数 

pp.50 表 8 対象者の夜勤回数別（3 群）人数（n=645） 

属性 人数（％） 

夜勤 3 群 
 

なし 106（16.4） 

1-4 回/月 176（27.3） 

5 回以上/月 363（56.3） 

 
 

（7）最終学歴 
pp.50 表 9 対象者の最終学歴別人数(n=644) 

最終学歴 人数（％） 

中学校 18（2.8） 

高校 365（56.6） 

専門学校 124（19.2） 

短期大学 79（12.2） 

大学 57（8.8） 

大学院 1（0.2） 

欠損 1 



 
（8）資格 

pp.51 表 10 対象者の資格別人数（複数回答） 

資格 人数（％） 

介護福祉士 367（56.9） 

ヘルパー1 級 24（ 3.7） 

ヘルパー2 級 300（46.5） 

ヘルパー3 級 6（ 0.9） 

社会福祉士 14（ 2.2） 

介護支援専門員 119（18.4） 

資格無 41（ 6.4） 

その他の資格有 81（12.6） 

 
 

（9）バーンアウト尺度の平均点 
 

pp.51 表 11 対象者のバーンアウト尺度平均点 

ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ尺度平均点 平均点（SD） 

情緒的消耗感 13.5（4.60） 

脱人格化 11.0（4.25） 

個人的達成感 16.0（4.84） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（10）介護職の心身の自覚症状の有無 
 

pp.52 表 12 介護職の心身の自覚症状の有無（人）（n=645） 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

331
99

319
134

41
77

9
10

43
84
78

147
76

121
268

114
100

168
204

195

首・肩がこる

関節痛がある

腰痛がある

頭痛・頭が痛い

動悸・息切れする

めまい・立ちくらみがある

食欲がない

吐き気・嘔吐がある

手足がしびれる

胃がもたれる

下痢・便秘がある

眠りが浅い

全身がだるい

くつろぐ時間がない

疲れが取れない

毎日くたくたに疲れる

やる気が出ない

いらいらする

時々落ち込む

朝起きたときでも疲れを感じる

心身の自覚症状（n=645）



2）介護職の年代別と基本属性の関連についての結果 
 

pp.53-54  表 13  対象者の年代別と基本属性における人数（n=645） 

項目 人数（%） 
10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

3（0.5） 97（15.1） 132（20.6） 141（21.9） 192（29.9） 70（10.9） 7（10.9） 

性別  
        

男性 119（18.4） 0（ 0.0） 28（28.9） 44（33.3） 21（14.9） 18（ 9.3） 7（ 9.9） 1（14.3） 

女性 526（81.6） 3（100.0） 69（71.1） 88（66.7） 120（85.1） 176（90.7） 64（90.1） 6（85.7） 

介護士資格 
        

あり 367（56.9） 0（ 0.0） 43（44.4） 94（71.2） 78（55.3） 117（60.3） 32（45.1） 3（42.9） 

なし 278（43.1） 3（100.0） 54（55.6） 38（28.8） 63（44.7） 77（39.7） 39（54.9） 4（57.1） 

雇用形態（n=640) 
       

常勤 552（86.3） 3（100.0） 91（93.8） 119（90.8） 128（91.4） 168（87.0） 41（59.4） 2（38.6） 

非常勤 73（11.4） 0（0.0） 5（ 5.2） 11（ 8.4） 11（ 7.9） 22（11.4） 21（30.4） 3（42.9） 

その他 15（2.3） 0（0.0） 1（ 1.0） 1（ 0.8） 1（ 0.7） 3（ 1.6） 7（10.1） 2（28.6） 

経験年数 
        

2 年未満 99（15.3） 3（100.0） 28（28.9） 14（10.6） 27（19.1） 21（10.8） 6（ 8.5） 0（ 0.0） 

2～5 年 240（37.2） 0（ 0.0） 54（55.7） 42（31.8） 56（39.7） 60（30.9） 26（36.6） 2（28.6） 

6～9 年 102（15.8） 0（ 0.0） 15（15.5） 26（19.7） 17（12.1） 34（17.5） 9（12.7） 1（14.3） 

10 年以上 204（31.6） 0（ 0.0） 0（ 0.0） 50（37.9） 41（29.1） 79（40.7） 30（42.3） 4（57.1） 

夜勤回数(n=642) 
       

なし 106（16.5） 1（33.3） 7（ 7.2） 27（20.5） 19（13.5） 27（14.1） 22（31.4） 3（42.9） 

1～4 回/月 176（27.4） 0（ 0.0） 23（23.7） 30（22.7） 34（30.7） 59（30.7） 28（40.0） 2（28.6） 

5 回以上/月 360（56.1） 2（66.7） 67（69.1） 75（56.8） 88（62.4） 106（55.2） 20（28.6） 2（28.6） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3）介護福祉士資格取得方法と基本属性の関連についての結果 
 

pp.55 表 14 対象者の資格取得方法別と他の基本属性（n=645） 

項目 人数（%） 

実務経験 養成課程 資格なし 

191(29.6) 176(27.3) 278(43.1) 

性別 
    

 男性 119（18.4） 23（12.0） 39（22.7） 57（20.5） 

女性 526（81.6） 168（88.0） 137（77.8） 221（79.5） 

年齢 
    

10 代 3（ 0.5） 0（ 0.0） 0（ 0.0） 3（ 1.1） 

20 代 97（15.0） 12（ 6.3） 31（17.6） 54（19.4） 

30 代 132（20.5） 40（20.9） 54（30.7） 38（13.7） 

40 代 141（21.9） 41（21.5） 37（21.0） 63（22.7） 

50 代 194（30.1） 76（39.8） 41（23.3） 77（27.7） 

60 代 71（11.0） 21（11.0） 11（ 6.3） 39（14.0） 

70 歳以上 7（ 1.1） 1（ 0.5） 2（ 1.1） 4（ 1.4） 

経験年数 
    

2 年未満 99（15.3） 6（ 3.1） 12（6.8） 81（29.1） 

2～5 年 198（46.0） 32（16.8） 38（21.6） 128（46.0） 

6～9 年 142（22.0） 67（35.1） 44（25.0） 31（11.2） 

10 年以上 206（31.9） 86（45.0） 82（46.6） 38（13.7） 

雇用形態(n=640) 
    

常勤 552（86.3） 170（89.5） 162（93.1） 220（79.7） 

非常勤 73（11.4） 17（ 8.9） 11（ 6.3） 45（16.3） 

その他 15（ 2.3） 3（ 1.6） 1（ 0.6） 11（ 4.0） 

夜勤回数（n=642） 
    

なし 106（16.5） 24（12.6） 33（18.8） 49（17.8） 

1～4 回/月 176（27.4） 54（28.3） 54（30.9） 68（24.6） 

5 回以上/月 360（56.1） 113（59.2） 88（50.3） 159（57.6） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4）夜勤回数と基本属性の関連についての結果 
 

pp.56 表 15 夜勤回数別と基本属性（n=645） 

項目  人数（%） 

なし 1～4 回/月 5 回以上/月 

  106(16.4) 176(27.3)   363(56.3) 

雇用形態（n=637） 
    

常勤 549(86.2) 58(55.2) 154(88.0) 337(94.4) 

非常勤 73(11.5) 38(36.2) 19(10.9) 16( 4.5) 

その他 15( 2.4) 9( 8.6) 2( 1.1) 4( 1.1) 

性別(n=642)  
    

男性 119(18.5) 12(11.3) 21(11.9) 86(23.9) 

女性 523(81.5) 94(88.1) 155(88.1) 274(76.1) 

経験年数（n=642） 
    

2 年未満 99(15.4) 22(20.8) 19(10.8)    58（16.1） 

2～5 年 239(37.2) 30(28.3) 61(34.7) 148(41.1) 

6～9 年 101(15.7) 18(17.0) 25(14.2) 58(16.1) 

10 年以上 203(31.6) 36(34.0) 71(40.3) 96(26.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3．介護職における虐待の認識に関連する結果 
1）介護行動に関する虐待の認識の結果 
 

       pp.58-59  表 16 介護行動に関する項目を虐待と認識している割合(n=645) 

身体的

虐待 

入浴時、声掛けもなく頭からシャワーをかけたり、着替えの時に何も言わずにズボンを下げた 485（75.2） 

手荒く寝具をかける 361（56.0） 

嫌がる利用者に無理やり食事をさせた 426（66.0） 

利用者に叩かれたので叩き返した 591（91.6） 

ベッドに長時間抑制・拘束した 608（94.3） 

心理的

虐待 

利用者から話しかけられても一切無視した 557（86.4） 

「ちゃん」付で呼ぶ 204（31.6） 

大声で怒鳴った 534（82.8） 

「おじいさん」「おばあさん」と呼んだ 149（23.1） 

他の人の前で排泄に関することを話した 313（48.5） 

認知症なので本人はわからないので「あだ名」で呼んでいた 398（61.7） 

「臭い」「ばっちい」と言っておむつ交換した 559（86.7） 

「頭を撫でる」など子どもに対するような対応や言葉かけをする 247（38.3） 

「あれが悪い」「これができない」など短所ばかり言う 483（74.9） 

説明や声かけをせずケアや処置をした 337（52.2） 

ネグレ

クト 

粉薬をご飯と一緒に混ぜる 231（35.8） 

「今忙しいから」と言って、訴えを後回しにした 215（33.3） 

自分で食べられない利用者に配膳はしたが、食事介助をしない 586（90.9） 

失禁でシーツや下着等が汚れてもそのまま放置した 594（92.1） 

ナースコールが頻回な場合、ナースコールを使えないようにした 564（87.4） 

意思を伝えられない人に対し「もう食べないの」と聞いた 244（37.8） 

運動させない 330（51.2） 

トイレで排泄できる人にオムツで対応する 437（67.8） 

オムツ交換を時間で行う 133（20.6） 

日中車椅子に座らせたまま放置した 440（68.2） 

本人の返事を待たずに食事膳を片付けた 403（62.5） 

性的虐

待 

女性に対して男性介護者が入浴介助や排泄介助をした 66（10.2） 

下着をはているかどうか、安易にズボンを下げて確認した 382（59.2） 

元気づけるために安易に体に触れた 70（10.9） 

性的な冗談や身体について話題にする 359（55.7） 

他者に見える状態で排泄や入浴の介助をする 517（80.2） 

不適切

ケア 

利用者の前で職員同士が私的な会話をする 137（21.2） 

他の職員が見ていないと対応がぞんざいになる 413（64.0） 

 
 



 
2）個人および職場環境における虐待に関する認識の結果 
     

pp.59-61 表 17 個人および職場環境における虐待に関して認識している割合(n=645) 

 項    目 人数(%) 

虐
待
に
関
す
る
個
人
の
認
識 

高齢者虐待には身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、

放置・放棄がある 
598(92.7) 

虐待を発見した時には通報義務がある 639(99.1) 

虐待の通報先を知っている 468(72.6) 

介護に関する知識や技術、経験が未熟だと虐待につながりやすい 506(78.4) 

施設内外の研修に参加している 544((84.3) 

虐待までいかないが、不適切なケアがあると思う 479(74.3) 

不適切だとわかっていても、せざるを得ない状況がある 399(61.9) 

虐
待
に
関
す
る
職
場
環
境
の
認
識 

虐待防止についての施設として取り組みがある 484(75.0) 

ケアの質の向上に向けた施設として取り組みがある 540(83.7) 

職員の働きやすさに関する改善に向けた施設としての取り組みがある 390(60.5) 

自分や他職員の介護の仕方に疑問を感じることがある 527(81.7) 

自分の働く施設では虐待がないと思う 506(78.4) 

感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況である 527(81.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
４．研修受講に関する結果 

1）研修受講の有無と基本属性の結果 
 

pp.61-62 表 18 研修の有無別の個人特性人数（n=645） 

項    目 人数 研修受講有無(%) 

Yes 561(87.0) No 84(13.2) 

性別 男性 119 104（87.4） 15（12.6） 

女性 526 457（86.9） 69（13.1） 

年齢 5群 29歳以下 100 89（89.0） 11（11.0） 

30歳代 132 111（84.1） 21（15.9） 

40歳代 141 125（88.7） 16（11.3） 

50歳代 194 171（88.1） 23（11.9） 

60歳以上 78 65（83.3） 13（16.7） 

介護福祉士養

成課程別 

実務経験 191 175（91.6） 16（8.4） 

養成課程 176 152（86.4） 24（13.6） 

資格無 278 234（84.2） 44（15.8） 

学歴 中学 18 15（83.3） 3（16.7） 

高校 365 318（87.1） 47（12.9） 

専門学校 124 105（84.7） 19（15.3） 

短期大学 79 68（86.1） 11（13.9） 

大学 57 53（93.0） 4（ 7.0） 

大学院 1 1（100.0） 0（ 0.0） 

雇用形態 常勤 552 496（89.9） 56（10.1） 

非常勤 73 50（68.5） 23（31.5） 

その他 15 10（66.7） 5（ 33.3） 

経験 4群 2年未満 99 80（80.8) 19（19.2） 

2-5年 240 178（89.9） 20（10.1） 

6-9年 102 123（86.6） 19（13.4） 

10年以上 204 180（87.4） 26（12.6） 

夜勤 3群 なし 106 84（79.2） 22（20.8） 

1-4回/月 176 151（85.8） 25（14.2） 

5回以上/月 363 326（89.7） 37（10.3） 

 
 
 
 
 
 
 



 
2）研修受講内容と研修受講人数 
 

pp.63 表 19 1 年間研修受講内容別人数(n=564)       

項目        人数（％） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 299（53.0） 

介護ケアに関する内容   345（61.2） 

緊急時の対応に関する内容 247（43.8） 

認知症の理解に関する内容 

虐待に関する内容 

420（74.5） 

227（40.2） 

高齢者の理解に関する内容 181（32.1） 

 
 

pp.63 表 20 今後希望する研修内容（n=638） 

項目 人数（％） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 122（19.1） 

介護ケアに関する内容 237（37.1） 

緊急時の対応に関する内容 303（47.5） 

認知症の理解に関する内容 283（44.0） 

虐待に関する内容 122（19.1） 

高齢者の理解に関する内容 160（25.1） 

職員のメンタルケア 391（61.3） 

接遇・コミュニケーション 267（41.8） 

 
3）研修受講の有無と性別との関連 
 

pp.64 表 21 介護職の研修受講希望ありと性別 

項目 

性別（n=638） 

男性 女性 

117（18.3） 521（81.7） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 26（22.2） 96（18.4） 

介護ケアに関する内容 47（40.2） 190（36.5） 

緊急時の対応に関する内容 52（44.0) 251（48.2） 

認知症の理解に関する内容 55（47.0） 228（43.8） 

虐待に関する内容 30（25.6） 92（17.7） 

高齢者の理解に関する内容 37（31.6） 123（23.6） 

職員のメンタルケア 73（62.4） 318（61.0） 

接遇・コミュニケーション 43（36.8） 224（43.0） 

 
 



 
4）研修受講の有無と雇用形態の関連性 
 

 pp.65 表 22 介護職の研修受講希望ありと雇用形態 

項目 

雇用形態（n=633) 

常勤 非常勤 その他 

547（85.7） 72（11.3） 14（2.2） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 108（19.7） 10（13.9） 3（21.4） 

介護ケアに関する内容 207（37.8） 28（37.8） 2（14.3） 

緊急時の対応に関する内容 263（48.1） 31（43.1） 6（42.9） 

認知症の理解に関する内容 247（45.2） 28（38.9） 6（42.9） 

虐待に関する内容 115（21.0） 7（ 9.7） 0（ 0.0） 

高齢者の理解に関する内容 143（26.1） 13（18.1） 4（28.6） 

職員のメンタルケア 346（63.3） 34（47.2） 10（71.4） 

接遇・コミュニケーション 232（42.4） 25（34.7） 7（50.0） 

 
 
 

5）研修受講の有無と経験年数の関連性 
 

pp.65-66 表 23 介護職の研修受講希望ありと経験年数 

項目 

経験年数（n=638) 

2 年未満 2‐5 年 6‐9 年 10 年以上 

98（15.4） 194（30.4） 142（22.3） 204（32.0） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 26（26.5） 32（16.5） 18（12.7） 46（22.5） 

介護ケアに関する内容 40（40.8） 75（38.7） 52（36.6） 70（34.3） 

緊急時の対応に関する内容 57（58.2） 95（49.0） 69（48.6） 82（40.2） 

認知症の理解に関する内容 48（49.0） 83（42.8） 54（45.1） 88（43.1） 

虐待に関する内容 19（19.4） 32（16.5） 27（19.0） 44（21.6） 

高齢者の理解に関する内容 27（27.6） 49（25.3） 38（26.8） 46（22.5） 

職員のメンタルケア 52（53.1） 98（50.5） 98（69.0） 143（70.1） 

接遇・コミュニケーション 41（41.8） 68（35.1） 69（48.6） 89（43.6） 

 
 
 
 
 
 
 
 



6）研修受講の有無と夜勤回数の関連性 
 

pp.68 表 24 介護職の研修受講希望有ありと夜勤回数 

項目 

夜勤回数(n=638) 

なし 1‐4 回/月 5 回以上/月 

104（16.3） 174（27.3） 360（56.4） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 18（17.3） 36（20.7） 68（18.9） 

介護ケアに関する内容 42（40.4） 54（31.0） 141（39.2） 

緊急時の対応に関する内容 50（48.1） 79（45.4） 174（48.3） 

認知症の理解に関する内容 48（46.2） 66（37.9） 169（46.9） 

虐待に関する内容 10（ 9.6） 28（16.1） 84（23.3） 

高齢者の理解に関する内容 25（24.0） 34（19.5） 101（28.1） 

職員のメンタルケア 60（57.7） 100（57.5） 231（64.2） 

接遇・コミュニケーション 46（44.2） 66（37.9） 155（43.1） 

 
 

7）介護職の研修受講の有無と学歴の関連性 
 

pp.67 表 25 介護職の研修受講希望ありと学歴 

研修項目 

学歴(n=637) 

中学校 高校 専門学校 短期大学 大学 大学院 

18（2.8） 359（56.4） 123（19.3） 79（12.4） 57（8.9） 1（0.2） 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 8（44.4） 56（15.6） 27（22.0） 16（20.3） 14（24.6） 0（ 0.0） 

介護ケアに関する内容 7（38.9） 119（33.1） 50（40.7） 32（40.5） 28（49.1） 1（100.0） 

緊急時の対応に関する内容 13（72.2） 154（42.9） 63（51.2） 38（48.1） 34（59.6） 1（100.0） 

認知症の理解に関する内容 8（44.4） 145（40.4） 59（48.0） 42（53.2） 28（49.1） 0（ 0.0） 

虐待に関する内容 8（44.4） 69（19.2） 27（22.0） 8（10.1） 10（17.5） 0（ 0.0） 

高齢者の理解に関する内容 6（33.3） 85（23.7） 30（24.4） 24（30.4） 14（24.6） 0（ 0.0） 

職員のメンタルケア 9（50.0） 230（64.1） 74（60.2） 49（62.0） 29（50.9） 0（ 0.0） 

接遇・コミュニケーション 9（50.0） 143（38.8） 48（39.0） 43（54.4） 23（40.4） 0（ 0.0） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8）研修受講の有無と年代の関連性 
 
         pp.68 表 26  介護職の研修受講希望ありと年代 

項目 

年代(n=638) 

10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

3(0.5) 95(14.1) 132（20.7） 141（22.1） 192（30.1） 68（10.7） 7（1.1） 

人権擁護・意思の尊重等に関

する内容 
0（ 0.0） 25（26.3） 21（15.9） 25（17.7） 38（19.8） 12（17.6） 1（14.3） 

介護ケアに関する内容 0（ 0.0） 40（42.1） 60（45.5） 53（37.6） 62（32.3） 21（30.9） 1（14.3） 

緊急時の対応に関する内容 3（100.0） 55（57.9） 72（54.5） 68（48.2） 77（40.1） 27（39.7） 1（14.3） 

認知症の理解に関する内容 1（33.3） 52（54.7） 60（45.5） 66（46.8） 79（41.1） 22（32.4） 3（42.9） 

虐待に関する内容 1（33.3） 24（25.3） 25（18.9） 30（21.3） 35（18.2） 7（10.3） 0（ 0.0） 

高齢者の理解に関する内容 0（ 0.0） 29（30.5） 37（28.0） 32（22.7） 42（21.9） 16（23.5） 4（57.1） 

職員のメンタルケア 0（ 0.0） 50（52.6） 82（62.1） 88（62.4） 123（64.1） 44（64.7） 4（57.1） 

接遇・コミュニケーション 1（33.3） 42（44.2） 64（48.5） 61（43.3） 71（37.0） 24（35.3） 4（57.1） 

 
 
 

9）研修受講の有無と介護福祉士資格取得方法 
 

pp.68-69 表 27 介護職の研修受講希望ありと介護福祉士資格取得方法 

項目 

介護福祉士資格取得方法(n=638) 

実務経験 養成校 介福資格なし 

191(29.9) 175(27.4) 272(42.6) 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 25（13.1） 40（22.9） 57（21.0） 

介護ケアに関する内容 61(31.9） 70（40.0） 106（39.0） 

緊急時の対応に関する内容 80（41.9） 95（54.3） 128（47.1） 

認知症の理解に関する内容 82（42.9） 80（45.7） 121（44.5） 

虐待に関する内容 39（20.4） 33（18.9） 50（18.4） 

高齢者の理解に関する内容 42（22.0） 46（26.3） 72（26.5） 

職員のメンタルケア 136（71.2） 107（61.1） 148（54.4） 

接遇・コミュニケーション 17（ 8.9） 12（ 6.9） 6（ 2.2） 

 
 
 
 
 
 
 
 



10）過去 1 年間に研修を受講しなかった理由 
 

pp.69 表 28 過去 1 年間に研修を受講しなかった理由（ｎ＝80） 

理由  人 （％） 

研修日と勤務が合わない 31（37.3） 

研修の時間が長い 2（ 2.4） 

外部の研修場所が遠い 4（ 4.8） 

研修の案内がない 30（36.1） 

関心のある内容ではない 5（ 6.0） 

理解している内容である 5（ 6.0） 

その他 18（21.7） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11）研修受講希望と介護行動における虐待の認識との関連 
 

pp.71 表 29①  研修受講希望と虐待と認識しない割合が多い介護行動との関連  

   
 

 

 

pp.71 表 29② 研修受講希望と虐待と認識しない割合が多い介護行動との関連    

   
 
 

人権擁護・意

思の尊重等
介護ケア

緊急時の

対応
虐待

認知症の

理解

高齢者の

理解

職員の

メンタルケア

接遇・コミュ

ニケーション

122 237 303 122 283 126 391 267

ｙｅｓ 56（45.9） 85（35.9） 91（30.0） 47(38.5) 94（33.2） 55（34.4） 131（33.5） 87（32.6）

ｎｏ 66（54.1） 152（64.1） 212（70.0） 75(61.5) 189（66.8） 105（65.6） 260（66.5） 180（67.4）

ｙｅｓ 36（29.5） 67（28.3） 60（19.8） 33（27.0） 63（22.3） 43（26.9） 99（25.3） 64（24.0）

ｎｏ 86（70.5） 170（71.7） 243（80.2） 89（73.0） 220（77.7） 117（73.1） 292（74.1） 203（76.0）

ｙｅｓ 57（46.7） 96（40.5） 114（37.6） 58（47.5） 103（36.4） 65（40.6） 158（40.4） 102（38.2）

ｎｏ 65（53.3） 141（59.5） 189（62.4） 64（52.5） 180（63.6） 95（59.4） 233（59.6） 165（61.8）

ｙｅｓ 45（36.9） 80（33.8） 102（33.7） 47( 8.5) 89（31.4） 57（35.6） 147（37.6） 99（37.1）

ｎｏ 77（63.1） 157（66.2） 201（66.3） 75(61.5) 194（68.6） 103（64.4） 244（62.4） 168（62.9）

ｙｅｓ 56（45.9） 82（34.6） 100（33.0） 53（43.4） 97（34.3） 52（32.5） 141（36.1） 97（36.3）

ｎｏ 66（54.1） 155（65.4） 203（67.0） 69（56.6） 186（65.7） 108（67.5） 250（63.9） 170（63.7）

粉薬をご飯と一緒に混ぜる

「今忙しいから」と言って、訴えを
後回しにした

「おじいさん」「おばあさん」と呼ん
だ

「頭を撫でる」など子どもに対する
ような対応や言葉かけをする

項　　目
認識の
有無

「ちゃん」付で呼ぶ

人権擁護・意

思の尊重等
介護ケア

緊急時の

対応
虐待

認知症の

理解

高齢者の

理解

職員の

メンタルケア

接遇・コミュ

ニケーション

122 237 303 122 283 126 391 267

ｙｅｓ 108（88.5） 208（87.8） 260（85.8） 108（88.5） 247（87.3） 138（86.3） 345（88.2） 235（88.0）

ｎｏ 451（87.4） 29（12.2） 43（14.2） 14（11.5） 36（12.7） 22（13.8） 46（11.8） 32（12.0)

ｙｅｓ 35（28.7） 62（26.2） 57（18.8） 36（29.5） 61（21.6） 39（24.4） 86（22.0） 56（20.6）

ｎｏ 97（18.8） 175（73.8） 246（81.2） 86（70.5） 222（78.4） 121（75.6） 305（78.0） 212（79.4）

ｙｅｓ 17（13.9） 26（11.0） 30（ 9.9） 16（13.1） 28（9.9） 17（10.6） 46（11.8） 30（11.2）

ｎｏ 105（86.1） 211（89.0） 273（90.1） 106（86.9） 255（90.1） 143（89.4） 345（88.2） 237（88.8）

ｙｅｓ 15（12.3） 22（ 9.3） 29（ 9.6） 13（10.7） 25（ 8.8） 12（ 7.5） 50（12.8） 29（10.9）

ｎｏ 107（87.7） 215（90.7） 274（90.4） 109（89.3） 258（91.2） 148（92.5） 341（87.2） 238（89.1）

ｙｅｓ 36（29.5） 51（21.5） 63（20.8） 32（26.2） 58（20.5） 32（20.0） 87（22.3） 62（23.2）

ｎｏ 86（70.5） 186（78.5） 240（79.2） 90（73.8） 225（79.5） 128（80.0） 304（77.7） 205（76.8）

元気づけるために安易に体に触
れた

利用者の前で職員同士が私的な
会話をする

オムツ交換を時間で行う

女性に対して男性介護者が入浴
介助や排泄介助をした

ナースコールが頻回な場合、ナー
スコールを使えないようにした

項　　目
認識の
有無



12）研修受講希望と個人および職場環境の虐待に関する認識との関連 
 

pp.73 表 30① 研修受講希望と虐待に関する個人の認識との関連  

   
 
 

pp.74 表 30② 研修受講希望と虐待に関する職場環境の認識との関連  

   
 

人権擁護・

意思の尊

重等

介護ケア
緊急時の

対応

認知症の

理解
虐待

高齢者の

理解

職員のメン

タルケア

接遇・コミュ

ニケーション

122 237 303 283 122 160 391 267

yes 112（19.0） 220（37.2） 286（48.4） 268（45.3） 112（19.0） 150（25.4） 370(62.6) 247（41.8）

no 10（21.3） 17（36.2） 17（36.2） 15（31.9） 10（21.3） 10（21.3） 21(44.7) 20（42.6）

yes 121（19.1） 235（37.1） 302（47.7） 281（44.4） 122（19.3） 158（25.0） 387（61.1） 263（41.5）

no 1（20.0） 2（40.0） 1（20.0） 2（40.0） 0（ 0.0） 2（40.0） 4（80.0） 4（80.0）

yes 94(20.3) 169(36.4) 212(45.7) 195(42.0) 91(19.6) 111(23.9) 288(62.1) 194(41.8)

no 28(16.1) 68(39.1) 91(523.) 88(50.6) 31(17.8) 49(28.2) 103(59.2) 73(42.0)

yes 93(18.6) 182(36.3) 236(47.1) 227(45.3) 96(19.2) 125(25.0) 322(64.3) 220(43.9)

no 29(21.2) 55(40.1) 67(48.9) 56(40.9) 26(19.0) 35(25.5) 69(50.4) 47(34.3)

yes 105(19.6) 195(36.3) 261(48.6) 236(43.9) 105(19.6) 131(24.4) 336(62.6) 230(42.8)

no 17(16.8) 42(41.6) 42(41.6) 47(46.5) 17(16.8) 29(28.7) 55(54.5) 37(36.6)

yes 93(19.7) 176(37.2) 227(48.0) 215(45.5) 97(20.5) 119(25.2) 307(64.9) 210(44.4)

no 29(17.6) 61(37.0) 76(46.1) 68(41.2) 25(15.2) 41(24.8) 84(50.9) 57(34.5)

yes 72(18.4) 143(36.5) 199(50.8) 178(45.4) 83(21.2) 99(25.3) 251(64.0) 170(43.4)

no 50(20.3) 94(38.2) 104(42.3) 105(42.7) 39(15.9) 61(24.8) 140(56.9) 97(39.4)

虐

待

に

関

す

る

個

人

の

認

識

高齢者虐待には身体的虐待、心理的虐

待、性的虐待、経済的虐待、放置・放棄が

ある

虐待を発見した時には通報義務がある

虐待の通報先を知っている

介護に関する知識や技術、経験が未熟だと

虐待につながりやすい

施設内外の研修に参加している

虐待までいかないが、不適切なケアがある

と思う

不適切だとわかっていても、せざるを得な

い状況がある

認識の

有無
項目

人権擁護・

意思の尊

重等

介護ケア
緊急時の

対応

認知症の

理解
虐待

高齢者の

理解

職員のメン

タルケア

接遇・コミュ

ニケーション

122 237 303 283 122 160 391 267

yes 91(19.0) 173(36.2) 209(43.7) 203(42.5) 89(18.6) 109(22.8) 29.2(61.1) 197(41.2)

no 31(19.4) 64(40.0) 94(58.8) 80(50.0) 33(20.6) 51(31.9) 99(61.9) 70(43.8)

yes 101(18.9) 197(36.9) 245(45.9) 230(43.1) 101(18.9) 122(22.8) 325(60.9) 222(41.6)

no 21(20.2) 40(38.5) 58(55.8) 53(51.0) 21(20.2) 38(36.5) 66(63.5) 45(43.3)

yes 75(1.4) 138(35.8) 175(45.3) 165(42.7) 76(19.7) 92(23.8) 223(57.8) 160(41.5)

no 47(18.7) 99(39.3) 128(50.8) 118(46.8) 46(18.3) 68(27.0) 168(66.7) 107(42.5)

yes 108(20.7) 243(46.6) 246(47.1) 243(46.6) 111(21.3) 135(25.9) 339(64.9) 221(42.3)

no 14(12.1) 40(34.5) 57(49.1) 40(34.5) 11( 9.5) 25(21.6) 52(44.8) 46(39.7)

yes 90(18.0) 181(36.2) 230(46.0) 222(44.4) 87(17.4) 125(25.0) 294(58.8) 206(41.2)

no 32(23.2) 58(40.6) 73(52.9) 61(44.2) 35(25.4) 35(25.4) 97(70.3) 61(44.2)

yes 95(18.3) 192(36.9) 236(45.4) 225(43.3) 90(17.3) 122(23.5) 309(59.4) 214(41.2)

no 27(22.9) 45(38.1) 67(56.8) 58(49.2) 32(27.1) 38(32.2) 82(69.5) 53(44.9)

認識の

有無
項目

虐

待

に

関

す

る

職

場

環

境

の

認

識

虐待防止についての施設として取り組みが

ある

ケアの質の向上に向けた施設として取り組

みがある

職員の働きやすさに関する改善に向けた施

設としての取り組みがある

自分や他職員の介護の仕方に疑問を感じ

ることがある

自分の働く施設では虐待がないと思う

感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況

である



13）研修受講希望と心身の自覚症状との関連 
 

pp.75 表 31  研修受講希望と心身の自覚症状（自覚症状の多い上位 9 項目） 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人権擁護・意

思の尊重等
介護ケア

緊急時の

対応

認知症の

理解
虐待

高齢者の

理解

職員の

メンタルケア

接遇・

コミュニケー

ション

項目 自覚 122 237 303 283 122 160 391 267

yes 22（22.4） 58（40.6） 75（52.4） 60（42.0） 36（25.2） 38（26.6） 98（68.5） 61（42.7）

no 90（18.2） 179（36.2） 228（46.1） 223（45.1） 86（17.4） 122（24.6） 293（59.2） 206（41.6）

yes 21（28.0） 34（45.3） 38（50.7） 37（49.3） 20（26.7) 23（30.7） 51（68.0） 35（46.7）

no 101（17.9） 203（36.1） 265（47.1） 246（43.7） 102（18.1) 137（24.3） 340（60.4） 232（41.2）

yes 32（27.4） 42（35.9） 59（50.4） 61（52.1） 35（29.9） 36（30.8） 89（76.1） 58（49.6）

no 90（17.3） 195（37.4） 244（46.8） 222（42.6） 87（16.7） 124(23.8） 302（58.0） 209（40.1）

yes 52（19.7） 104（39.4） 131（49.6） 125（47.3） 57（21.6） 61（23.1） 177（67.0） 120（45.5）

no 70（18.7） 133（35.6） 172（46.0） 158（42.2） 65（17.4） 99（26.5） 214（57.2） 147（39.3）

yes 31（27.2） 48（42.1） 61（53.5） 56（49.1） 32（28.1） 33（28.9） 91（79.8） 53（46.5）

no 91（17.4） 189（36.1） 242（46.2） 227（43.3） 90（17.2） 127（24.2） 300（57.3） 214（40.8）

yes 20（20.6） 31（32.0） 48（49.5） 40（41.2） 23（23.7） 29（29.9) 69（71.1） 40（41.2）

no 102（18.9） 206（38.1） 255（47.1） 243（44.9） 99（18.3） 131（24.2） 322（59.5） 227（42.0）

yes 31（18.8） 58(35.2） 77（46.7） 71（43.0） 36（21.8） 37（22.4） 128（77.6） 69（41.8）

no 91（19.2） 179（37.8） 226（47.8） 212（44.8） 86（18.2） 123（26.0） 263（55.6） 198（41.9）

yes 48（24.0） 80（40.0） 94（47.0） 99（49.5） 50（25.0） 52（26.0） 144（72.0） 97（48.5）

no 74（16.9） 157（35.8） 209（47.7） 184（42.0） 72（16.4） 108（24.7） 247（56.4） 170（38.8）

yes 43（22.4） 88（45.8） 107（55.7） 92（47.9） 53（27.6） 53（27.6） 137（71.4） 80（41.7）

no 79（17.7） 149（33.4） 196（43.9） 191（42.8） 69（15.5） 107（24.0） 254（57.0） 187（41.9）
朝起きたときでも疲れを感じる

くつろぐ時間がない

疲れが取れない

毎日くたくたに疲れる

やる気が出ない

いらいらする

時々落ち込む

眠りが浅い

全身がだるい



５．介護職の自己決定支援の有無に関する結果 
 

1）自己決定支援に関する項目の人数 
 
 

       pp.78 表 32 自己決定支援に関する人数（n=645） 

項目 人数（％） 

自己決定支援必要と思う 591（91.6） 

自己決定支援したい 591（91.6） 

自己決定支援している 444（68.8） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2）自己決定支援に関する項目と個人特性の関連性 

 
pp.78-79 表 33 自己決定支援と個人特性（n=645） 

項目 人数（％） 
自己決定支

援している 

自己決定支

援したい 

自己決定支

援必要 

性別 
    

男性 119（18.4） 84(70.6) 111(93.3) 108(90.8) 

女性 526（81.6） 360(68.4) 480(91.3) 483(91.8) 

年代 
    

10 代 3（ 0.5） 3（100.0） 3(100.0) 3(100.0) 

20 代 97（15.0） 59（60.8） 93(95.3) 90(92.8) 

30 代 132（20.5） 85（64.4） 116(87.9) 124(93.9) 

40 代 141（21.9） 86（61.0） 127(90.1) 125(88.7) 

50 代 194（30.1） 152（78.4） 182(93.8) 184(94.8) 

60 代 71（11.0） 56（78.9） 65(91.5) 60(84.5) 

70 代 7（ 1.1） 3（42.9） 5(71.4) 5(71.5) 

学歴 
    

中学校 18（2.8） 15(83.3) 17（94.4） 18(100.0) 

高校 365（56.6） 248(67.9) 332（91.0） 333(91.2) 

専門学校 124（19.2） 85(68.5) 113（91.1） 110(88.7) 

短期大学 79（12.2） 49(62.0) 72(91.1) 73(92.4) 

大学 57（ 8.8） 47(82.5) 56（98.2） 55(96.5) 

大学院 1（ 0.2） 0( 0.0) 0（ 0.0） 1(100.0) 

介護福祉士資格 
    

あり 367（56.9） 272（74.1） 343(93.4) 342(93.2) 

なし 278（43.1） 172（61.9） 248(89.2) 249(89.6) 

雇用形態（n=640) 
    

常勤 552（84.9） 380(68.8) 514（93.1） 513（92.9） 

非常勤 73（11.2） 52(71.2) 59（80.8） 61（83.6） 

その他 15（ 2.3） 9(60.0) 13（86.7） 12(80.0） 

夜勤回数 3 群

(n=642)     

なし 106（16.5） 76（71.7） 95（89.6） 96（90.6） 

1～4 回/月 176（27.4） 128（72.7） 162（92.0） 158（89.8） 

5 回以上/月 360（56.1） 239（66.4） 331（91.9） 334（92.8） 

 
 
 
 



3）自己決定支援に関する項目と希望する研修内容の関連性 
 

pp.80 表 34 自己決定支援と希望する研修内容 

項目 

自己決定支

援している 

自己決定支

援したい 

自己決定

支援必要 

439 586 587 

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 82(67.2) 119(97.5) 115(94.3) 

介護ケアに関する内容 155(65.4) 218(92.0) 223(94.1) 

緊急時の対応に関する内容 189(62.4) 275(90.8) 279(92.1) 

認知症の理解に関する内容 185(65.4) 264(93.3) 260(91.9) 

虐待に関する内容 75(61.5) 115(94.3) 114(93.4) 

高齢者の理解に関する内容 107(66.9) 151(94.4) 150(93.8) 

職員のメンタルケア 268(68.5) 363(92.8) 361(92.3) 

接遇・コミュニケーション 169(63.3) 246(92.1) 251(94.0) 

 
 

4）自己決定支援に関する項目と個人および職場環境の虐待の認識の関連性 
 

 pp.81 表 35① 自己決定支援と個人および職場環境の虐待の認識 

項目 
 認識

の有無 

自己決定支

援している 

自己決定支

援したい 

自己決定支

援必要 

444 591 591 

虐
待
に
関
す
る
個
人
の
認
識 

高齢者虐待には身体的虐待、心理的

虐待、性的虐待、経済的虐待、放置・

放棄がある 

ｙｅｓ 414（69.2） 551（92.1） 552（92.3） 

ｎｏ 30（63.8） 40（85.1） 39（83.0） 

虐待を発見した時には通報義務がある 
ｙｅｓ 441（69.0） 586（91.7） 586（91.7） 

ｎｏ 3（50.0） 5（83.3） 5（83.3） 

虐待の通報先を知っている 
ｙｅｓ 340（72.6） 430（91.1） 432（92.3） 

ｎｏ 104（58.8） 181（91.0） 159（89.8） 

介護に関する知識や技術、経験が未熟

だと虐待につながりやすい 

ｙｅｓ 361（71.3） 473（93.5） 473（93.5） 

ｎｏ 83（59.7） 118（84.9） 118（84.9） 

施設内外の研修に参加している 
ｙｅｓ 386（71.0） 505（92.8） 502（92.3） 

ｎｏ 58（57.4） 86（85.1） 89（98.1） 

虐待までいかないが、不適切なケアが

あると思う 

ｙｅｓ 328（68.5） 439（91.6） 440（91.9） 

ｎｏ 116（69.9） 152（91.6） 151（91.0） 

不適切だとわかっていても、せざるを得

ない状況がある 

ｙｅｓ 268（67.2） 360（90.2） 364（91.2） 

ｎｏ 176（71.5） 231（93.9） 227（92.3） 

 
 



 
pp.81-82 表 35② 自己決定支援と個人および職場環境の虐待の認識 

項目 
 認識の 

有無 

自己決定支

援している 

自己決定支

援したい 

自己決定支

援必要 

444 591 591 

虐
待
に
関
す
る
職
場
環
境
の
認
識 

虐待防止についての施設として取

り組みがある 

ｙｅｓ 352（72.7） 454（93.8） 450（93.0） 

ｎｏ 92（57.1） 137（85.1） 141（87.6） 

ケアの質の向上に向けた施設とし

て取り組みがある 

ｙｅｓ 385（71.3） 501（92.8） 498（92.2） 

ｎｏ 59（56.2） 90（85.7） 93（88.6） 

職員の働きやすさに関する改善に

向けた施設としての取り組みがある 

ｙｅｓ 285（73.1） 364（93.3） 362（92.8） 

ｎｏ 159（62.4） 227（89.0） 229（89.8） 

自分や他職員の介護の仕方に疑

問を感じることがある 

ｙｅｓ 370（70.2） 488（92.6） 489（92.8） 

ｎｏ 74（62.7） 103（87.3） 102（86.4） 

自分の働く施設では虐待がないと

思う 

ｙｅｓ 351（69.4） 466（92.1） 464（91.7） 

ｎｏ 93（66.9） 125（89.9） 127（91.4） 

感じた疑問を同僚や上司と話し合

える状況である 

ｙｅｓ 374（71.0） 488（92.6） 488（92.6） 

ｎｏ 70（59.3） 103（87.3） 103（87.3） 

 

 

5）自己決定支援と介護行動に関する虐待の認識 
 

pp.82 表 36① 自己決定支援と介護行動に関する身体的虐待項目の認識 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
pp.83 表 36② 自己決定支援と介護行動に関する心理的虐待項目の認識 

    

 
 

pp.83 表 36③ 自己決定支援と介護行動に関するネグレクト項目の認識 

    

自己決定支

援している

自己決定支

援したい

自己決定支

援必要

591 591 444

ｙｅｓ 519（93.2） 522（93.7） 395（70.9）

ｎｏ 72（81.8） 69（78.4） 49（55.7）

ｙｅｓ 195（95.6） 194（95.1） 155（76.0）

ｎｏ 396（89.8） 397（90.0） 289（65.5）

ｙｅｓ 495（92.7） 499（93.4） 381（71.3）

ｎｏ 96（86.5） 92（82.9） 63（56.8）

ｙｅｓ 118（79.2） 144（96.6） 118（79.2）

ｎｏ 326（65.7） 447（90.1） 326（65.7）

ｙｅｓ 295（94.2） 297（94.9） 235（75.1）

ｎｏ 296（89.2） 294（88.6） 209（63.0）

ｙｅｓ 293（73.6） 371（93.2） 293（73.6）

ｎｏ 151（61.1） 220（89.1） 151（61.1）

ｙｅｓ 395（70.7） 516（92.3） 516（92.3）

ｎｏ 49（57.0） 75（87.2） 75（87.2）

ｙｅｓ 234（94.7） 231（93.5） 189（76.5）

ｎｏ 357（89.7） 360（90.5） 255（64.1）

ｙｅｓ 449（93.0） 449（93.0） 351（72.7）

ｎｏ 142（87.7） 142（87.7） 93（57.4）

ｙｅｓ 320（95.0） 320（95.0） 250（74.2）

ｎｏ 271（88.0） 271（88.0） 194（63.0）

認識の有無項　　目

「頭を撫でる」など子どもに対するような対応や言
葉かけをする

「あれが悪い」「これができない」など短所ばかり
言う

説明や声かけをせずケアや処置をした

「ちゃん」付で呼ぶ

大声で怒鳴った

「おじいさん」「おばあさん」と呼んだ

他の人の前で排泄に関することを話した

認知症なので本人はわからないので「あだ名」で
呼んでいた

「臭い」「ばっちい」と言っておむつ交換した

利用者から話しかけられても一切無視した

自己決定支

援している

自己決定支

援したい

自己決定支

援必要

591 591 444

ｙｅｓ 1（33.3） 51（36.2） 179（77.5）

ｎｏ 2（66.7） 90（63.8） 265（64.0）

ｙｅｓ 159（74.0） 203（94.4） 159（74.0）

ｎｏ 285（66.3） 388（90.2） 285（66.3）

ｙｅｓ 543（92.7） 542（92.5） 543（92.7）

ｎｏ 48（81.4） 49（83.1） 48（81.4）

ｙｅｓ 418（70.4） 546（91.9） 418（70.4）

ｎｏ 26（51.0） 45（88.2） 26（51.0）

ｙｅｓ 393（69.7） 518（91.8） 520（92.2）

ｎｏ 51（63.0） 73（90.1） 71（87.7）

ｙｅｓ 426（70.1） 232（95.1） 183（75.0）

ｎｏ 18（48.6） 359（89.5） 261（65.1）

ｙｅｓ 310（93.9） 312（94.5） 246（74.5）

ｎｏ 281（89.2） 279（88.6） 198（62.9）

ｙｅｓ 409（93.6） 410（93.8） 316（72.3）

ｎｏ 182（87.5） 181（87.0） 128（61.5）

ｙｅｓ 129（97.0） 131（98.5） 103（77.4）

ｎｏ 462（90.2） 460（89.8） 341（66.0）

ｙｅｓ 411（93.4） 411（93.4） 319（72.5）

ｎｏ 180（87.8） 180（87.8） 125（61.0）

ｙｅｓ 381（94.5） 380（94.3） 304（75.4）

ｎｏ 210（86.8） 211（87.2） 140（57.9）

運動させない

トイレで排泄できる人にオムツで対応する

オムツ交換を時間で行う

日中車椅子に座らせたまま放置した

本人の返事を待たずに食事膳を片付けた

粉薬をご飯と一緒に混ぜる

「今忙しいから」と言って、訴えを後回しにした

自分で食べられない利用者に配膳はしたが、食事
介助をしない

失禁でシーツや下着等が汚れてもそのまま放置し
た

ナースコールが頻回な場合、ナースコールを使え
ないようにした

意思を伝えられない人に対し「もう食べないの」と
聞いた

項　　目 認識の有無



 
pp.84 表 36④ 自己決定支援と介護行動に関する性的虐待・不適切ケア項目の認識 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自己決定支

援している

自己決定支

援したい

自己決定支

援必要

591 591 444

ｙｅｓ 47（71.2） 64（97.0） 62（93.9）

ｎｏ 397（68.6） 527（91.0） 529（91.4）

ｙｅｓ 365（95.5） 368（96.3） 288（75.4）

ｎｏ 226（85.9） 223（84.8） 156（59.3）

ｙｅｓ 54（77.1） 69（98.6） 64（91.4）

ｎｏ 390（67.8） 522（90.8） 527（91.7）

ｙｅｓ 254（70.8） 333（92.8） 332（92.5）

ｎｏ 190（66.4） 258（90.2） 259（90.6）

ｙｅｓ 368（71.2） 479（92.6） 368（71.2）

ｎｏ 76（59.4） 112（87.5） 76（59.4）

ｙｅｓ 132（96.4） 132（96.4） 108（78.8）

ｎｏ 459（90.4） 459（90.4） 336（66.1）

ｙｅｓ 310（75.1） 387（93.7） 310（75.1）

ｎｏ 134（57.8） 204（87.9） 134（57.8）

項　　目 認識の有無

下着をはているかどうか、安易にズボンを下げて
確認した

元気づけるために安易に体に触れた

性的な冗談や身体について話題にする

他者に見える状態で排泄や入浴の介助をする

利用者の前で職員同士が私的な会話をする

他の職員が見ていないと対応がぞんざいになる

女性に対して男性介護者が入浴介助や排泄介助
をした



６．介護職のストレスに関する結果 
1）バーンアウト尺度得点と対象者の基本属性の関連性 
 

pp.87  表 37 バーンアウト尺度得点と対象者の個人的特性 

項目 人数（％） 
情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

M(±SD) M(±SD) M(±SD) 

性別         男性 119（18.4） 12.64（±4.3） 10.98（±4.4） 16.88（±5.2） 

女性 526（81.6） 13.71（±4.6） 10.98（±4.2） 15.84（±5.2） 

年代         10 代 3（ 0.5） 10.00（±3.6） 7.00（±1.0） 16.00（±3.5） 

20 代 97（15.0） 15.30（±4.2） 12.14（±4.7） 15.32（±4.9） 

30 代 132（20.5） 13.82（±4.7） 11.97（±4.5） 15.58（±4.8） 

40 代 141（21.9） 13.99（±4.9） 11.21（±4.1） 15.51（±4.9） 

50 代 194（30.1） 12.81（±4.4） 10.39（±4.1） 16.45（±4.7） 

60 代 71（11.0） 12.08（±3.5） 9.25（±2.8） 17.31（±4.4） 

70 代 7（ 1.1） 8.86（±3.3） 7.14（±1.6） 20.14（±6.8） 

経験年数（n=642)2 年未満 99(15.3) 13.01(±4.9） 10.20（±4.2） 15.90（±4.6） 

2～5 年 197(30.7) 14.03（±4.6） 11.29（±4.2） 15.60（±4.9） 

6～9 年 141(22.0) 13.25（±4.5） 11.19（±4.5） 15.77（±4.9） 

10 年以上 205(31.9) 13.43（±4.3） 10.91（±4.1） 16.68（±4.8） 

介護福祉士資格 実務経験 191（29.6） 13.31（±4.2） 10.92（±4.1） 16.54（±4.7） 

養成コース 176（27.3） 13.85（±4.5） 11.24（±4.4） 15.90（±4.7） 

資格無 278（43.1） 13.44（±4.8） 10.86（±4.2） 15.76（±4.9） 

雇用形態(n=640)    常勤 552（84.9） 13.80（±4.5） 11.19（±4.2） 15.93（±4.8） 

非常勤 73（11.2） 11.74（±4.4） 9.92（±4.3） 16.92（±5.1） 

その他 15（ 2.3） 11.93（±4.7） 8.93（±2.7） 15.53（±4.5） 

夜勤回数(n=642)    なし 106（16.4） 13.09（±5.3） 10.51（±4.6） 16.68（±5.0） 

1～4 回/月 176（27.3） 12.93（±4.1） 10.55（±3.7） 16.35（±4.6） 

5 回以上/月 363（56.3） 13.92（±4.4） 11.33（±4.3） 15.69（±4.8） 

主観的健康 3 群(n=643) 
    

とても健康・概ね健康 473（73.3） 12.70（±4.3） 10.36（±3.8） 16.34（±4.8） 

どちらでもない 99（15.3） 15.06（±4.2） 12.21（±4.4） 15.21（±4.6） 

あまりよくない・よくない 71（11.0） 16.85（±4.7） 13.48（±5.3） 15.11（±5.1） 

ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ尺度平均点   13.51（±4.6） 10.98（±4.3） 16.03（±4.8） 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

pp.88 表 38 バーンアウト尺度得点と対象者の個人的特性（心身の症状の有無） 

項    目 人数  
情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

 
M±SD M±SD M±SD 

首・肩がこる 331 
 

14.22(±4.3） 11.32（±4.4） 15.92（±4.6） 

関節痛がある 99 
 

14.45（±4.8） 11.80（±4.8） 16.34（±4.6） 

腰痛がある 319 
 

14.3（±4.6） 11.43（±4.4） 15.76（±4.6） 

頭痛・頭が痛い 134 
 

15.92（±4.4） 12.87（±5.0） 14.81（±4.9） 

動悸・息切れする 41 
 

15.71（±4.4） 12.78（±4.9） 15.80（±4.7） 

めまい・立ちくらみがある 77 
 

15.74（±4.7） 12.70（±5.3） 15.88（±4.9） 

食欲がない 9 
 

14.22(±2.7） 11.67（±5.1） 17.00（±5.5） 

吐き気・嘔吐がある 10 
 

16.10（±4.8） 12.60（±4.3） 17.00（±5.6） 

手足がしびれる 43 
 

15.28（±4.6） 11.23（±3.7） 15.63（±4.3） 

胃がもたれる 84 
 

16.00（±4.6） 12.96（±5.1） 16.39（±5.4） 

下痢・便秘がある 78 
 

16.28（±4.7） 13.26（±5.4） 15.35（±5.6） 

眠りが浅い 147 
 

15.34（±4.2） 12.22（±4.1） 16.29（±4.5） 

全身がだるい 76 
 

16.70（±4.4） 14.07（±4.9） 15.97（±5.3） 

くつろぐ時間がない 121 
 

15.98（±4.8） 12.51（±4.6） 15.64（±5.1） 

疲れが取れない 268 
 

15.56(±4.3） 12.05（±4.5） 15.33（±4.8） 

毎日くたくたに疲れる 114 
 

17.07（±4.1） 13.21（±4.9） 15.25（±4.7） 

やる気が出ない 100 
 

17.63（±4.2） 15.32（±4.5） 14.16（±4.9） 

いらいらする 168 
 

16.60（±4.5） 13.96（±4.9） 14.88（±5.0） 

時々落ち込む 204 
 

15.88（±4.2） 12.80（±4.7） 15.83（±5.2） 

朝起きたときでも疲れを感じる 195 
 

15.73（±4.5） 12.36（±4.7） 14.70（±4.6） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2）バーンアウト尺度得点と虐待に関する個人および職場環境の認識 
 

pp.89 表 39① バーンアウト尺度得点と虐待に関する個人の認識との関連 

   

 
 

pp.89 表 39② バーンアウトと虐待に関する職場環境の認識との関連 

   

 
 
 
 

情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感

M±SD M±SD M±SD

ｙｅｓ 598 13.49（±4.5） 10.92（±4.1） 16.01（±4.8）

ｎｏ 47 13.83（±5.2） 11.70（±5.3） 16.23（±4.7）

ｙｅｓ 639 13.49(±4.5） 10.96（±4.2） 16.02（±4.8）

ｎｏ 6 15.50（±6.3） 13.67（±5.9） 17.00（±5.7）

ｙｅｓ 468 13.33（±4.4） 10.77（±4.1) 16.29（±4.7）

ｎｏ 177 13.98（±4.8） 11.53(±4.3） 15.34（±4.9）

ｙｅｓ 506 13.57（±4.5） 11.12（±4.2） 16.11（±4.9）

ｎｏ 139 13.29（±4.7） 10.47（±4.1） 15.72（±4.5）

ｙｅｓ 544 13.44（±4.4） 10.90（±4.1） 16.19（±4.8）

ｎｏ 101 13.87（±5.0） 11.42（±4.5） 15.18（±4.8）

ｙｅｓ 479 13.77（±4.5） 11.38（±4.3） 15.96（±4.7）

ｎｏ 166 12.78（±4.4） 9.82（±3.8） 16.22（±5.2）

ｙｅｓ 399 14.14（±4.6） 11.7（±4.4） 15.54（±4.6）

ｎｏ 246 12.49（±4.3） 9.82（±3.5） 16.83（±4.9）

施設内外の研修に参加している

虐待までいかないが、不適切なケアがあると思

う

不適切だとわかっていても、せざるを得ない状

況がある

項　　　　目
認識の

有無
人数

介護に関する知識や技術、経験が未熟だと虐

待につながりやすい

虐

待

に

関

す

る

個

人

の

認

識

高齢者虐待には身体的虐待、心理的虐待、性

的虐待、経済的虐待、放置・放棄がある

虐待を発見した時には通報義務がある

虐待の通報先を知っている

情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感

M±SD M±SD M±SD

ｙｅｓ 484 13.24（±4.3） 10.8（±4.1） 16.17（±4.8）

ｎｏ 161 14.32（±4.9） 11.53(±4.5） 15.62（±4.9）

ｙｅｓ 540 13.36（±4.4） 10.81（±4.9） 16.12（±4.8）

ｎｏ 105 14.31（±5.2） 11.84（±4.9） 15.57（±4.8）

ｙｅｓ 390 12.79（±4.2） 10.49（±3.9） 16.75（±4.8）

ｎｏ 255 14.61（±4.7） 11.73（±4.6） 14.93（±4.4）

ｙｅｓ 527 13.75（±4.5） 11.26（±4.3） 16.05（±4.7）

ｎｏ 118 12.46（±4.4） 9.75（±3.4） 15.92（±5.2）

ｙｅｓ 506 13.28（±4.3） 10.62（±3.9） 15.96（±4.8）

ｎｏ 139 14.36（±5.0） 12.30（±5.0） 16.27（±4.7）

ｙｅｓ 527 13.07（±4.3） 10.53（±3.9） 16.37（±4.8）

ｎｏ 118 15.47（±4.8） 12.99（±4.9） 14.53（±4.6）

認識の

有無
人数

虐

待

に

関

す

る

職

場

環

境

の

認

識

虐待防止についての施設として取り組みがある

ケアの質の向上に向けた施設として取り組み

がある

感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況であ

る

自分や他職員の介護の仕方に疑問を感じるこ

とがある

自分の働く施設では虐待がないと思う

職員の働きやすさに関する改善に向けた施設

としての取り組みがある

項　　　　目



3）バーンアウト尺度得点と介護行動に関する虐待の認識との関連 
 

pp.90-92 表 40① バーンアウト尺度得点と介護行動に関する身体的虐待の認識 

項目 
認識の

有無 

人

数 

情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

M（±SD） M（±SD） M（±SD） 

入浴時、声掛けもなく頭からシャワーをかけたり、着

替えの時に何も言わずにズボンを下げた 

ｙｅｓ 485 13.3（±4.5） 10.8（±4.2） 16.3（±4.9） 

ｎｏ 160 14.1（±4.6） 11.5（±4.3） 15.3（±4.7） 

手荒く寝具をかける 

ｙｅｓ 361 13.2（±4.6) 10.5（±4.2） 16.6（±5.0） 

ｎｏ 284 13.9（±4.5） 11.6（±4.2） 15.3（±4.5） 

嫌がる利用者に無理やり食事をさせた 

ｙｅｓ 426 13.3（±4.6） 10.8（±4.2） 16.1（±4.8） 

ｎｏ 219 14.0（±4.5） 11.4（±4.3） 16.0（±4.9） 

利用者に叩かれたので叩き返した 

ｙｅｓ 591 13.5（±4.5） 11.0（±4.2） 16.0（±4.9） 

ｎｏ 54 13.2（±4.9） 11.3（±4.3） 16.0（±4.3） 

ベッドに長時間抑制・拘束した 

ｙｅｓ 608 13.5（±4.5） 10.9（±4.2） 16.1（±4.9） 

ｎｏ 37 14.6（±5.4） 12.5（±5.0） 15.8（±4.7） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
pp.91 表 40② バーンアウト尺度得点と介護行動に関する心理的虐待の認識 

項目 
認識の

有無 
人数 

情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

M（±SD） M（±SD） M（±SD） 

利用者から話しかけられても一切

無視した 

ｙｅｓ 557 13.4（±4.5） 10.9（±4.2） 16.1（±4.9） 

ｎｏ 88 14.1（±4.7） 11.7（±4.4） 15.1（±4.6） 

「ちゃん」付で呼ぶ 

ｙｅｓ 204 13.2（±4.6） 11.0（±4.6） 16.7（±4.9） 

ｎｏ 441 13.6（±4.5） 11.0（±4.1） 15.7（±4.8） 

大声で怒鳴った 

ｙｅｓ 534 13.4（±4.5） 10.9（±4.2） 16.2（±4.9） 

ｎｏ 111 13.9（±4.6） 11.6（±4.2） 15.2（±4.7） 

「おじいさん」「おばあさん」と呼ん

だ 

ｙｅｓ 149 12.8（±4.5） 10.2（±3.9） 16.8（±4.7） 

ｎｏ 496 13.7（±4.5） 11.2（±4.3） 15.8（±4.9） 

他の人の前で排泄に関することを

話した 

ｙｅｓ 313 13.5（±4.6） 10.8（±4.3） 16.5（±4.9） 

ｎｏ 332 13.6（±4.5） 11.2（±4.2） 15.6（±4.8） 

認知症なので本人はわからないの

で「あだ名」で呼んでいた 

ｙｅｓ 389 13.3（±4.5） 10.6（±4.2） 16.2（±5.0） 

ｎｏ 247 13.8（±4.7） 11.5（±4.2） 15.7（±4.6） 

「臭い」「ばっちい」と言っておむつ

交換した 

ｙｅｓ 559 13.5（±4.5） 10.9（±4.3） 16.2（±4.9） 

ｎｏ 86 13.9（±4.7） 11.5（±4.0） 14.7（±4.3） 

「頭を撫でる」など子どもに対する

ような対応や言葉かけをする 

ｙｅｓ 247 13.1（±4.5） 10.6（±4.3） 16.6（±5.0） 

ｎｏ 398 13.8（±4.6） 11.2（±4.2） 15.7（±4.7） 

「あれが悪い」「これができない」な

ど短所ばかり言う 

ｙｅｓ 483 13.3（±4.5） 10.6（±4.2） 16.3（±4.9） 

ｎｏ 162 14.3（±4.6） 12.2（±4.3） 15.1（±4.6） 

説明や声かけをせずケアや処置を

した 

ｙｅｓ 337 13.4（±4.7） 10.7（±4.4） 16.4（±5.0） 

ｎｏ 308 13.6（±4.4） 11.3（±4.1） 15.7（±4.6） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pp.92 表 40③ バーンアウト尺度得点と介護行動に関するネグレクトの認識 

項目 
認識の

有無 
人数 

情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

M±SD M±SD M±SD 

粉薬をご飯と一緒に混ぜる 
ｙｅｓ 231 13.0（±4.7） 10.6（±4.2） 16.7（±4.8） 

ｎｏ 414 13.8（±4.5） 11.2（±4.3） 15.7（±4.8） 

「今忙しいから」と言って、訴えを後

回しにした 

ｙｅｓ 215 13.1（±4.6） 10.6（±4.1） 16.4（±4.9） 

ｎｏ 430 13.7（±4.5） 11.2（±4.3） 15.9（±4.8） 

自分で食べられない利用者に配膳

はしたが、食事介助をしない 

ｙｅｓ 586 13.5（±4.6） 10.8（±4.2） 16.0（±4.8） 

ｎｏ 59 14.1（±4.6） 12.4（±4.8） 16.0（±5.2） 

失禁でシーツや下着等が汚れても

そのまま放置した 

ｙｅｓ 594 13.5（±4.6） 10.9（±4.3） 16.1（±4.9） 

ｎｏ 51 14.0（±4.5） 12.0（±3.8） 15.1（±4.7） 

ナースコールが頻回な場合、ナー

スコールを使えないようにした 

ｙｅｓ 564 13.4（±4.6） 10.9（±4.3） 16.1（±4.9） 

ｎｏ 81 14.0（±4.3） 11.6（±3.8） 15.4（±4.3） 

意思を伝えられない人に対し「もう

食べないの」と聞いた 

ｙｅｓ 244 13.2（±4.5） 10.4（±4.0） 16.7（±4.9） 

ｎｏ 401 13.7（±4.6） 11.4（±4.3） 15.6（±4.8） 

運動させない 
ｙｅｓ 330 13.2（±4.5） 10.6（±4.2） 16.5（±5.0） 

ｎｏ 315 13.9（±4.6） 11.4（±4.3） 15.6（±4.6） 

トイレで排泄できる人にオムツで対

応する 

ｙｅｓ 437 13.3（±4.6） 10.7（±4.2） 16.2（±4.9） 

ｎｏ 208 14.0（±4.5） 11.6（±4.2） 15.7（±4.8） 

オムツ交換を時間で行う 
ｙｅｓ 133 13.3（±4.8） 10.5（±4.3） 16.4（±4.6） 

ｎｏ 512 13.6（±4.5） 11.1（±4.2） 15.9（±4.9） 

日中車椅子に座らせたまま放置し

た 

ｙｅｓ 440 13.4（±4.5） 10.8（±4.1） 16.1（±4.8） 

ｎｏ 205 13.8（±4.7） 11.4（±4.6） 15.8（±4.9） 

本人の返事を待たずに食事膳を片

付けた 

ｙｅｓ 403 13.4（±4.6） 10.7（±4.2） 16.4（±4.9） 

ｎｏ 242 13.7（±4.5） 11.5（±4.3） 15.4（±4.7） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
pp.93  表 40④ バーンアウト尺度得点と介護行動に関する性的虐待・不適切ケアの認識 

項目 
認識の

有無 
人数 

情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

M±SD M±SD M±SD 

女性に対して男性介護者が入浴

介助や排泄介助をした 

ｙｅｓ 66 12.9（±5.0） 10.6（±4.5） 16.8（±5.0） 

ｎｏ 579 13.6（±4.5） 11.0（±4.2） 16.0（±4.8） 

下着をはているかどうか、安易に

ズボンを下げて確認した 

ｙｅｓ 382 13.4（±4.6） 10.6（±4.2） 16.4（±5.1） 

ｎｏ 263 13.7（±4.4） 11.6（±4.2） 15.5（±4.5） 

元気づけるために安易に体に触れ

た 

ｙｅｓ 70 13.3（±4.4） 10.4（±3.8） 16.2（±5.3） 

ｎｏ 575 13.5（±4.6） 11.0（±4.3） 16.0（±4.8） 

性的な冗談や身体について話題

にする 

ｙｅｓ 359 13.1（±4.5） 10.7（±4.3） 16.3（±5.0） 

ｎｏ 286 14.0（±4.6） 11.4（±4.1） 15.7（±4.7） 

他者に見える状態で排泄や入浴

の介助をする 

ｙｅｓ 723 13.3（±4.6） 10.6（±4.2) 16.1（±4.8） 

ｎｏ 180 13.7（±4.5） 11.6(±4.3） 15.8（±4.8） 

利用者の前で職員同士が私的な

会話をする 

ｙｅｓ 137 13.0（±4.6） 10.5（±4.1） 16.9（±5.0） 

ｎｏ 508 13.7（±4.5） 11.1（±4.3） 15.8（±4.8） 

他の職員が見ていないと対応がぞ

んざいになる 

ｙｅｓ 413 13.4（±4.6） 10.7（±4.3） 16.5（±4.9） 

ｎｏ 232 13.8（±4.5） 11.5（±4.1） 15.1（±4.7） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4）バーンアウト尺度得点と研修受講希望との関連 
 

pp.94 表 41 バーンアウト尺度得点と研修受講希望（n=638） 

項    目 
受講の

有無 
人数（%） 

情緒的 

消耗感 
脱人格化 

個人的 

達成感 

M±SD M±SD M±SD 

過去 1 年間研修を受講した(N=645) 
yes 561(87.0) 13.60(±4.5) 11.00(±4.2) 16.2(±4.9) 

no 84(13.0) 13.30(±4.8) 11.10(±4.4) 15.2(±4.4) 

今
後
受
講
し
た
い
研
修
内
容 

人権擁護・意思尊重に関する

内容 

yes 122（19.1） 13.54(±4.9) 10.90(±4.2) 17.00(±4.7) 

no 516（80.9） 13.46(±4.5) 10.93(±4.2) 15.83(±4.8) 

介護ケアに関する内容 
yes 237（37.1） 13.42(±4.6) 10.78(±3.9) 16.20(±4.7) 

no 401（62.9） 13.50(±4.5) 11.01(±4.3) 16.00(±4.9) 

緊急時の対応に関する内容 
yes 303（47.5） 13.80(±4.5) 11.01(±4.1) 15.79(±4.5) 

no 335（52.5） 13.17(±4.6) 10.85(±4.3) 16.30(±5.1) 

認知症理解に関す内容 
yes 283（44.0） 13.54(±4.5) 10.73(±3.9) 16.28(±4.7) 

no 355（55.6） 13.42(±4.6) 11.08(±4.4) 15.88(±4.9) 

虐待に関する内容 
yes 122（19.1） 14.07(±4.3) 11.11(±4.1) 16.63(±5.1) 

no 516（80.9） 13.33(±4.6) 10.88(±4.2) 15.92(±4.8) 

高齢者理解に関する内容 
yes 100（25.1） 13.24(±4.7) 10.52(±4.0) 16.19(±5.0) 

no 478（74.9） 13.55(±4.5) 11.06(±4.2) 16.01(±4.8) 

職員のメンタルに関する内容 
yes 391（61.3） 13.88(±4.6) 11.25(±4.4) 16.19(±5.0) 

no 247（38.7） 12.82(±4.4) 10.41(±3.8) 15.84(±4.5) 

接遇・コミュニケーションに  

関する内容 

yes 267（41.8） 13.76(±4.8) 11.07(±4.2) 16.04(±4.9) 

no 371（58.2） 13.27(±4.4) 10.82(±4.1) 16.06(±4.7) 

 
 
 5）バーンアウト尺度得点と自己決定支援に関する項目の関連 
 

pp.95 表 42 バーンアウト尺度得点と自己決定支援（n=645） 

項目 有無 人数（％） 
情緒的消耗感 脱人格化 個人的達成感 

M(±SD) M(±SD) M(±SD) 

自己決定支援必要 
yes 591（91.6） 13.49（±4.5） 10.94（±4.2） 16.07（±4.8） 

no 54（ 8.4） 13.78（±4.9） 11.44（±4.6） 15.61（±5.2） 

自己決定支援したい 
yes 591（91.6） 13.39（±4.5） 10.82（±4.2） 16.14（±4.8） 

no 54（ 8.4） 14.87（±5.2） 12.78（±4.8） 14.81（±4.9） 

自己決定支援している 
yes 444（68.8） 13.05（±4.4） 10.67（±4.1） 16.46（±4.8） 

no 201（31.2） 14.54（±4.7） 11.66（±4.4） 15.08（±4.8） 

 



6）バーンアウト尺度得点高低 2 群と基本属性との関連 
 

pp.96 表 43① 高情緒的消耗感 2 群と基本属性との関連 

項目 人数（％） 
高情緒的消耗感 

あり なし p 値 

性別                  男性 119（18.4） 11（12.0） 108（19.5） 
0.052 

                     女性 526（81.6） 81（88.0） 445（80.5） 

年齢 3 群             10～30 代 232（36.0） 42（45.7） 190（34.4） 

0.003                   40～50 代 335（51.9） 48（52.2） 287（51.9） 

                  60 代以上 78（12.1） 2（ 2.2） 76（13.7） 

経験年数 4 群          2 年未満 99（15.3） 14（15.2） 85（15.4） 

0.531 
                   2～5 年 198（30.7） 34（37.0） 164（29.7） 

                   6～9 年 142（22.0） 17（18.5） 125（22.6） 

                  10 年以上 206（31.9） 27（29.3） 179（32.4） 

介護福祉士資格           あり 367（56.9） 47（51.0） 320（57.9） 
0.135 

                     なし 278（43.1） 45（48.9） 233（42.1） 

雇用形態               常勤 552（85.6） 85（92.4） 467（85.2） 

0.146                    非常勤 73（11.2） 5（ 5.4） 68（12.4） 

                   その他 15（ 2.3） 2（ 2.2） 13（ 2.4） 

夜勤回数 3 群            なし 106（16.4） 16（17.4） 90（16.3） 

0.300  1～4 回/月 176（27.3） 19（20.7） 157（28.4） 

5 回以上/月 363（56.3） 57（62.0） 306（55.3） 

主観的健康感 3 群    とても健康・概ね健康 473（73.3） 48（52.2) 425(77.1） 

0.000  どちらでもない 99（15.3） 20（21.7) 79（14.3） 

あまりよくない・よくない 71（11.0） 24（26.1) 47（ 8.5） 

 ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ尺度平均点   21.3（±1.9） 12.2（±3.4） 0.000  

     χ2検定 p＜0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
pp.97 表 43② 高脱人格化得点高低 2 群と基本属性との関連 

項目 人数（％） 
高脱人格化 

あり なし p 値 

性別                  男性 119（18.4） 20（17.2） 99（18.7） 
792 

                     女性 526（81.6） 96（82.8） 430（81.3） 

年齢 3 群             10～30 代 232（36.0） 62（53.4） 170（32.1） 

0.000                    40～50 代 335（51.9） 49（42.2） 286（54.1） 

                  60 代以上 78（12.1） 5（ 4.3） 73（13.8） 

経験年数 4 群          2 年未満 99（15.3） 12（10.3） 87（16.4） 

0.231 
                   2～5 年 198（30.7） 42（36.2） 156（29.5） 

                   6～9 年 142（22.0） 28（24.1） 114（21.6） 

                  10 年以上 206（31.9） 34（29.3） 172（32.5） 

介護福祉士資格           あり 367（56.9） 66（56.9） 301（56.9） 
1.000  

                     なし 278（43.1） 50（43.1） 228（43.1） 

雇用形態               常勤 552（85.6） 104（89.7） 448（85.5） 

0.372                    非常勤 73（11.2） 11（ 9.5） 62（11.8） 

                   その他 15（ 2.3） 1（ 0.9） 14（ 2.7） 

夜勤回数 3 群            なし 106（16.4） 18（15.5） 88（16.6） 

0.154 1～4 回/月 176（27.3） 24（20.7） 152（28.7） 

5 回以上/月 363（56.3） 74（63.8） 289（54.6） 

主観的健康感 3 群    とても健康・概ね健康 473（73.3） 64（55.2) 409（77.6） 

0.000  どちらでもない 99（15.3） 25（21.6) 74（14.0） 

あまりよくない・よくない 71（11.0） 27（23.3) 44（ 8.3） 

 ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ尺度平均点   18.3（±3.1） 9.4（±2.4） 0.000  

χ2検定 p＜0.05 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pp.98 表 43③ 低個人的達成感得点高低 2 群と基本属性との関連 

項目 人数（％） 
低個人的達成感 

あり なし p 値 

性別                  男性 119（18.4） 71（21.7） 48（15.1） 
0.019 

                     女性 526（81.6） 256（78.3） 270（84.9） 

年齢 3 群             10～30 代 232（36.0） 112（34.3） 120（37.7） 

0.179                   40～50 代 335（51.9） 168（51.4） 167（52.5） 

                  60 代以上 78（12.1） 47（14.4） 31（ 9.7） 

経験年数 4 群          2 年未満 99（15.3） 46（14.1） 53（16.7） 

0.203 
                   2～5 年 198（30.7） 95（29.1） 103（32.4） 

                   6～9 年 142（22.0） 69（21.1） 73（23.0） 

                  10 年以上 206（31.9） 117（35.8） 89（28.0） 

介護福祉士資格           あり 367（56.9） 193（59.0） 174（54.7） 
0.301 

                     なし 278（43.1） 134（41.0） 144（45.3） 

雇用形態               常勤 552（85.6） 273（84.5） 279（88.0） 

0.42                    非常勤 73（11.2） 42（13.0） 31（ 9.8） 

                   その他 15（ 2.3） 8（ 2.5） 7（ 2.2） 

夜勤回数 3 群            なし 106（16.4） 62（19.0） 44（13.8） 

0.175 1～4 回/月 176（27.3） 90（27.5） 86（27.0） 

5 回以上/月 363（56.3） 175（53.5） 188（59.1） 

主観的健康感 3 群    とても健康・概ね健康 473（73.3） 253（77.4） 220（69.6） 

0.07 どちらでもない 99（15.3） 45(13.8） 54（17.1） 

あまりよくない・よくない 71（11.0） 29（8.9） 42（13.3） 

 ﾊﾞｰﾝｱｳﾄ尺度平均点   12.1（±2.4） 19.9（±3.2） 0.000  

χ2検定 p＜0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7）バーンアウト尺度得点高低 2 群と心身の自覚症状との関連 
 

pp.99 表 44① 高情緒的消耗感得点高低 2 群と心身の自覚症状との関連  

項    目 人数 
高情緒的消耗感 

あり なし p 値 

腰痛がある 319 259（46.3） 63（68.5） ＜0.000 

頭痛・頭が痛い 134 96（17.4） 38（41.3） ＜0.000 

めまい・立ちくらみがある 77 56（10.1） 21（22.8） 0.001 

手足がしびれる 43 31（ 5.6） 12（13.0） 0.013 

胃がもたれる 84 61（11.0） 23（25.0） 0.001 

下痢・便秘がある 78 55（ 9.9） 23（25.0） ＜0.000 

眠りが浅い 147 113（20.4） 34（37.0） 0.001 

全身がだるい 76 51（ 9.2） 25（27.2） ＜0.000 

くつろぐ時間がない 121 81（14.6） 40（43.5） ＜0.000 

疲れが取れない 268 205（37.1） 63（68.5） ＜0.000 

毎日くたくたに疲れる 114 76（13.7） 38（41.3） ＜0.000 

やる気が出ない 100 59（10.7） 41（44.6） ＜0.000 

いらいらする 168 109（19.7） 59（64.1） ＜0.000 

時々落ち込む 204 152（27.5） 52（56.5） ＜0.000 

朝起きたときでも疲れを感じる 195 145（26.2） 50（54.3） ＜0.000 

χ2 検定 P＜0.05 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pp.99-100 表 44② 高脱人格化得点高低 2 群と心身の自覚症状との関連  

項    目 人数 
高脱人格化 

あり なし p 値 

首・肩がこる 331 260（49.1） 71（61.2） 0.024 

腰痛がある 319 250（47.3） 69（59.5） 0.018 

頭痛・頭が痛い 134 90（17.0） 44（37.9） ＜0.000 

めまい・立ちくらみがある 77 51（ 9.6） 26（22.4） ＜0.000 

吐き気・嘔吐がある 10 5（ 0.9） 5（ 4.3） 0.02 

胃がもたれる 84 55（10.4） 29（25.0） ＜0.000 

下痢・便秘がある 78 49（ 9.3） 29（25.0） ＜0.000 

眠りが浅い 147 102（19.3） 45（38.8） ＜0.000 

全身がだるい 76 42（ 7.9） 34（29.3） ＜0.000 

くつろぐ時間がない 121 88（16.6） 33（28.4） 0.005 

疲れが取れない 268 197（37.2） 71（61.2） ＜0.000 

毎日くたくたに疲れる 114 75（14.2） 39（33.6） ＜0.000 

やる気が出ない 100 49（ 9.3） 51（44.0） ＜0.000 

いらいらする 168 99（18.7） 69（59.5） ＜0.000 

時々落ち込む 204 142（26.8） 62（53.4） ＜0.000 

朝起きたときでも疲れを感じる 195 137（25.9） 58（50.0） ＜0.000 

χ2 検定 P＜0.05 
    

 
 

pp.100  表 44③ 低個人的達成感得点高低 2 群と心身の自覚症状との関連  

項    目 人数 
低個人的達成感 

あり なし P 値 

頭痛・頭が痛い 134 77（24.2） 57（17.4） 0.041 

疲れが取れない 268 150（47.2） 118（36.1） 0.005 

毎日くたくたに疲れる 114 67（21.1） 47（14.4） 0.03 

やる気が出ない 100 69（21.7） 31（ 9.5） ＜0.000 

いらいらする 168 99（31.1） 69（21.1） 0.004 

朝起きたときでも疲れを感じる 195 119（37.4） 76（23.2） ＜0.000 

χ2 検定 P＜0.05 
    

 
 
 
 
 
 
 



8）バーンアウト尺度得点高低 2 群と研修受講希望との関連 
 

pp.100 表 45 バーンアウト尺度得点高低 2 群と研修受講希望との関連 

  
 
 

9）バーンアウト尺度得点高低 2 群と自己決定支援との関連 
 

     pp.101 表 46 バーンアウト尺度得点高低 2 群と自己決定支援との関連 

項目 
人数

（％） 

高情緒的消耗感 高脱人格化 低個人的達成感 

あり なし ｐ値 あり なし ｐ値 あり なし ｐ値 

92

（14.3） 

553

（85.7） 
  

116

（12.0） 

529

（82.0） 
  

327

（50.7） 

318

（49.3） 
  

自己決定支援    

必要と思う 

591

（91.6） 

81

（88.0） 

510

（92.2） 
0.219 

106

（91.4） 

485

（91.7） 
0.855 

302

（92.4） 

289

（90.9） 
0.57 

自己決定支援       

したい 

591

（91.6） 

78

（84.8） 

513

（92.8） 
0.023 

101

（87.1） 

490

（92.6） 
0.063 

306

（93.6） 

285

（89.6） 
0.087 

自己決定支援       

している 

444

（68.8） 

52

（56.5） 

392

（70.9） 
0.007 

70

（60.3） 

374

（70.7） 
0.035 

242

（74.0） 

202

（63.5） 
0.005 

χ2検定 バーンアウト尺度平均点は t 検定 p＜0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あり なし p 値 あり なし p 値 あり なし p 値

人権擁護・意思の尊重等
に関する内容

122 75（23.1） 47（15.0） 0.009

職員のメンタルケア 391 66（74.2） 325（59.2） 0.007 82（72.6） 309（58.9） 0.008

接遇・コミュニケーション 267 57（50.4） 210（40.0） 0.046

χ2検定　　P＜0.05

項目 人数
高情緒的消耗感 高脱人格化 低個人的達成感



10）バーンアウト尺度得点のロジスティック回帰分析結果 
 

pp.102 表 47① バーンアウト尺度得点のロジスティック回帰分析結果 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オッズ比 95％CI 有意確率 オッズ比 95％CI 有意確率 オッズ比 95％CI 有意確率

人権擁護・意思の尊重等に関する内容 0.551 0.364-0.834 0.005

虐待に関する内容 0.572 0.327-0.998 0.049

職員のメンタルケア 0.448 0.263-0.764 0.003 0.527 0.33-0.843 0.007

接遇・コミュニケーション 0.612 0.401-0.934 0.023

自己決定支援したい 2.615 1.316-5.195 0.006 2.13 1.105-4.107 0.024

自己決定支援している 1.935 1.206-3.107 0.006 1.665 1.079-2.568 0.021 0.633 0.458-0.914 0.009

虐待までいかないが、不適切なケアがあると思う 0.472 0.273-0.815 0.007

不適切だとわかっていても、せざるを得ない状況が

ある
0.496 0.296-0.831 0.008 0.493 0.309-0.785 0.003 1.463 1.055-2.029 0.022

虐待防止についての施設として取り組みがある 1.71 1.043-2.802 0.033

職員の働きやすさに関する改善に向けた施設として

の取り組みがある
2.333 1.454-3.744 ＜0.000 1.547 1.012-2.367 0.044 0.598 0.43-0.831 0.002

自分や他職員の介護の仕方に疑問を感じることがあ

る
0.42 0.214-0.823 0.012

自分の働く施設では虐待がないと思う 1.745 1.045-2.914 0.033 2.276 1.441-3.595 ＜0.000

感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況である 2.793 1.685-4.632 ＜0.000 2.619 1.639-4.186 ＜0.000 0.64 0.422-0.971 0.036

自

己

決

定

支

援

虐

待

に

関

す

る

認

識

項　　　目
高情緒的消耗感 高脱人格化 低個人的達成感

希

望

研

修

内

容



 

pp.103 表 47② バーンアウト尺度得点のロジスティック回帰分析結果 

  
１）性、経験年数、介護福祉士資格、夜勤回数、健康状態を調整した 

２）研修受講、自己決定支援、虐待に関する個人的および職場環境の認識において、はい=0、いいえ=1、介護行動に関す 

る虐待の認識において、思う=0、思わない=1 とした。 

３）2 項ロジスティック回帰分析 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オッズ比 95％CI 有意確率 オッズ比 95％CI 有意確率 オッズ比 95％CI 有意確率

手荒く寝具をかける 1.737 1.092-2.764 0.02 1.733 1.138-2.639 0.01 0.682 0.495-0.939 0.019

ベッドに長時間抑制・拘束した 2.295 1.041-5.06 0.039 3.384 1.659-6.903 0.001

「おじいさん」「おばあさん」と呼んだ 2.297 1.274-4.14 0.006 0.635 0.435-0.927 0.019

「臭い」「ばっちい」と言っておむつ交換した 0.558 0.347-0.988 0.016

「あれが悪い」「これができない」など短所ば

かり言う
1.981 1.213-3.237 0.006 2.177 1.395-3.399 0.001 0.642 0.445-0.927 0.018

大声で怒鳴った 0.61 0.399-0.932 0.022

他の人の前で排泄に関することを話した 1.557 1.022-2.372 0.039 0.671 0.489-0.921 0.014

認知症なので本人はわからないので「あだ

名」で呼んでいた
2.057 1.343-3.149 0.001

意思が伝えらない人に対し、「もう食べない

の」と聞いた
1.728 1.097-2.723 0.018 0.627 0.451-0.873 0.006

自分で食べられない利用者に配膳はしたが、

食事介助をしない
2.243 1.22-4.124 0.009

運動させない 1.636 1.027-2.606 0.038

本人の返事を待たずに食事膳を片付けた 1.568 1.03-2.388 0.036

下着をはているかどうか、安易にズボンを下

げて確認した
1.712 1.119-2.618 0.013

性的な冗談や身体について話題にする 1.753 1.106-2.778 0.017

他者に見える状態で排泄や入浴の介助をす

る
1.863 1.153-3.012 0.011

不適切 他の職員が見ていないとぞんざいになる 0.569 0.408-0.794 0.001
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項　　　目
高情緒的消耗感 高脱人格化 低個人的達成感



第 4 章 認知症グループホームの管理者の介護職に対する人材育成体制の認識 
 
第３節 本章における調査の結果 

 
１．分析対象者の概要 

            
pp.114 表 1  対象者の概要 

年代 性別 
管理者 

年数 
資格 

介護職

年数 

職員有資格者

割合 

施設内  

研修会  

回数(年) 

設置主体 

60 男性 13 ヘルパー2 級 13 85% 3 特定非営利活動法人 

50 女性 6 社会福祉士・介護福祉士 21 57% 22 有限会社 

70 女性 8 看護師 8 50% 3 医療法人 

50 男性 21 社会福祉士 30 100% 2 社会福祉法人 

80 男性 6 ヘルパー２級 6 92% 4 社会福祉法人 

40 女性 1 介護福祉士 15 100% 12 公益社団法人 

60 女性 1 看護師 1 40% 2 有限会社 

50 女性 1 介護福祉士・保育士 10 100% 12 株式会社 

50 女性 2 介護福祉士・栄養士 9 92% 6 医療法人 

50 女性 3 介護福祉士・栄養士 22 57% 0 社会福祉法人 

60 女性 3 看護師 4 47% 6 株式会社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2）経緯別によるグループホームのケアのあり方 
 

pp.119  表 2 管理者や介護職になった経緯の違いによるグループホームのケアのあり方 

経緯別 グループホームのあり方についての語り コード 

体験 

押し付けては全然楽しそうじゃないし、スタッ

フも、利用者にしても、全然満足感がない。ど

うせグループホームなら、もっとアットホーム

にみんなで楽しくできればいいかなと思うので 

アットホームにみんなで楽しくできれ

ば満足感が出る 

どれだけ一生懸命やっても、失敗することはあ

ると。けれども相手に本当に心から寄り添って

いれば、私たちの人生の大先輩なのだから許し

てくれるのだと。 

相手に寄り添うことが大事 

施設立ち上

げ 

一つ一つ人はいいところも悪いところもあるじ

ゃないですか。なるだけいいところを見て、楽

に楽にやろうという感じで。利用者さんがそれ

で満足するのなら、それでいいじゃないのと。 

利用者の満足する方法がいい 

やはり認知症の人なので、非常にコミュニケー

ションが一番大事だと思うのです。おむつ交換

の技術などもありますが、それ以上にきちんと

その人のことを認められるというと変ですが、

普通に人間としてコミュニケーションを取れる

か取れないかが一番大きいと思います。 

認知症の方とコミュニケーションがで

きることが非常に大事 

とにかく穏やかに過ごすように、話し方でも何

でもそういうふうに、わざわざしていますけど。 

入居者が穏やかに過ごすようにわざと

している 

介護職から

管理者 

やはり言葉遣いが少しきついので、そこは 1 本

線を引いて、利用者さんの下に立ってお話しす

るぐらいの感じで、そういうことをみんなに考

えてほしい 

相手を尊重した態度を考える 

グループホームって、ここでご飯を作っている

のもあるけど、同じ釜の飯を食べている、本当

に家族のようになっちゃう 

同じご飯を食べている家族同様の関係

性をもつ 

自分だったらどうだって置き換えて考えてと一

人一人にいつも言っているのですけど。自分の

家族だったらとか。 

相手を尊重する 

 
 
 
 
 



3）管理者となった経緯の違いによる人材育成について重要と考えていること 
 
pp.121-122  表 3 管理者になった経緯の違いによる介護職の人材育成について重要と考えていること 

経緯 人材育成について重要と考えていると思われる語り コード 

体
験 

専門職としての自覚は、これは人と人との触れ合いの中で、その

子がどこに目覚めるか。 

人とのふれあいで専門職とし

て自覚する 

対人職が好きか嫌いかとか、人に対してきちんとその人のことを

思いやれるかどうかが一つの基準 

対人職が好きか、相手を尊重で

きるかが基準 

施
設
立
ち
上
げ 

みんながみんなを支え合えないと、助けてと言われたときに、

その人知らないからって、それは困る。誰がどこでも入れる体制

であれば、お互いが楽になれるので。 

スタッフ同士助け合う体制が

大事 

人の動き、それを見て自分を律する、自分がきちんとする。そ

れが習慣になっていけば、きちんと育つのではないかということ

です 

他者から学び習慣化すること

が大事 

介
護
職
か
ら
管
理
者 

教育体制というか、中間管理職のような方たちの教育体制といっ

たものも必要。 

中間管理職の教育体制が必要 

9 人見ているということで、プロ意識を持っていかないと駄目なん

じゃないか、全体論として、やんわりと伝えてみたりはしていま

すけど。 

介護のプロ意識をもつことが

大事 

ここの管理者なので、ここに起きたことの全ての責任は私にあり

ます。ガラスが割れたらなぜ割れたのか、強度が足りなかったの

か、自然現象なのか、何なのか、それだけしかないです。 

管理者としての責任をとる覚

悟がある 

中間的にいる人、それから年齢的に、そういう方々にうまくリー

ドしてもらえるような。それから若くても皆さんが信頼を置ける

ような人、意外とその人に頼っている、そういう人をうまく使う 

リーダー的存在の人を活用す

る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４．管理者全体の人材育成に対する認識について 
 1）人材育成に対する認識のカテゴリ 
 

pp.131-133 表 4 認知症 GH の管理者が介護職の人材育成に関して期待することや望むこと 

カテゴリ サブカテゴリ コード 

認知症高齢者と生活

を共にする介護職と

しての基盤つくり 

認知症高齢者と関わ

る対人職としての人

間性や生活する力の

育成 

人とのふれあいで専門職として自覚する 

他者から学び習慣化することが大事である 

スタッフの育成が利用者の生活が豊かになる 

人間らしく生活できるためには教育が大事である 

福祉の力だけでなく、優しさと強さと判断力が大事である 

仕事で得られる人間の豊かさを実感してほしい 

認知症高齢者の意思

を尊重した態度 

認知症の理解や意思尊重を意識することが大事 

その人の尊厳を大切にする 

パーソン・センタード・ケアが大事である 

利用者の下に立って話をする気持ちでいてほしい 

自分や自分の家族の立場を置き換えて考えてほしい 

認知症高齢者に関わ

る基本的姿勢 

入居者を無理強いせず見守ることが大事である 

介護の基本はみんな仲良く笑顔で言葉かけをする 

相手に寄り添うことができれば、高齢者は許してくれる 

認知症 GH入居者と介

護職のアットホーム

な関係性 

アットホームにみんなで楽しくできれば介護職も利用者も

満足感が出る 

介護職が楽しく仕事をすると入居者も楽しいことが根本で

ある 

入居者も介護職も仲間意識を持つ気持ちが必要である 

同じご飯を食べている家族同様の関係性をもつ 

認知症ケアに求めら

れる知識・技術の習得 

認知症高齢者の生理

機能の変化や病気の

理解 

認知症の理解や薬剤管理や病気、身体のこと生理現象とし

て理解する 

認知症高齢者との人

間関係の維持 

人間の生理的な基本を学ぶことが人間関係を学ぶ大事なこ

とである 

認知症高齢者とのコ

ミュニケーション技

術の向上 

相手のことを引き出せるコミュニケーション能力と状態の

アセスメントできることが必要である 

認知症の方とコミュニケーションができることが非常に大

事である 

認知症ケアに必要な

技術の習得 

GHの介護職のケア技術を高めたい 

認知症を理解するための学習やケア技術を積極的に学んで

ほしい 

訴えられない利用者に対して責任をもって全身観察をして

ほしい 



入居者と一緒に掃除や片付けをして、快適な生活ができる

よう支援してほしい 

小規模施設における

チームの一員として

の自覚と責任ある行

動の育成 

認知症高齢者ケアを

考える介護職員間の

主体的意見交換 

管理者のペースでなく自主的に意見を言うスタッフになっ

てほしい 

したいことを自主的に提案をしてほしい 

職員間で気づいて自発的行動ができる 

自分たちの思いを仕事に生かしてほしい 

介護職としての自己

研鑽 

有意議な休暇をとることで仕事もできる 

知りたい気持ちになることを意識する 

研修に自己投資をして自分のものにする 

勉強会後の自己研鑽が大事である 

認知症ケアの専門職

として意識の向上 

仕事の対価を得る目的を考える 

介護福祉士の資格を有効に利用する 

入居者全員を介護するというプロ意識をもつことが大事で

ある 

小規模施設の介護職

間の情報交換や良好

な人間関係 

お互いに情報の共有化ができて仕事ができる 

職員間で支えあう間柄になってほしい 

必要な時に全員で話し合ってほしい 

引き継ぎによる情報共有で助け合う体制を作る 

認知症 GHに従事する

介護職に必要な人材

活用とキャリアアッ

プの整備 

認知症 GHに従事する

介護職の人材活用 

人間性、感性、判断力などいろいろ優れた介護職がいてバ

ランスがとれることが必要である 

上手なコミュニケーションができる人を生かすと日常が研

修になる 

リーダー的存在の人を活用する 

有資格者の介護職の

処遇と活用 

有資格者には処遇手当に見合ったリーダーになってほしい 

主体的に働くための資格取得とその対価が必要である 

資格の有無による仕事量に変化をつけることでストレスを

回避する 

認知症 GHの介護職の

採用基準 

本質的スキルよりマインドが大切である 

採用時は対人職が好きか相手を尊重できるかが基準である 

介護職のキャリアア

ップの体制の整備 

意欲的に資格取得の学習をして楽しい職場でやりたい 

やっていることを可視化し、資格取得につなげたい 

中間管理職の教育体制が必要である 

小規模施設に従事す

る介護職として自己

の成長を促す他交流

との促進 

他職種・他施設との交

流や情報交換の促進 

他施設間の人事交流で違うエネルギーを感じでほしい 

他を知らないことが多いので他職種との連携するなかで自

分を成長させてほしい 

他施設を見に行き情報や知識を得てほしい 

認知症 GHの管理者と

しての自覚と責任 

管理者としての労働

環境の整備 

管理者の立場を必要時出すことでうまくいく 

管理者としての責任をとる覚悟がある 



努力は上司が見守っていると思えるようにする 

認知症高齢者の安定

した生活の維持 

入居者が穏やかに過ごすようにわざとしている 

利用者の満足する方法をとってほしい 

認知症 GH情報を       

地域社会へ発信 

グループホームがまとまっていることをアピールする 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅰ あなたご自身のことについてうかがいます。                

 

問１．あなたの年齢は何歳ですか。（平成 26年 10月 1日現在の年齢）         

   （      ） 歳   

 

問２．あなたの性別についてうかがいます。どちらかに○をつけて下さい。 

     1 男性     2 女性    

 

問３．現在、あなたの持っている介護系・福祉系資格についてうかがいます。下記の項目で該当する

番号すべてに○をつけて下さい。 

   

 1 介護福祉士     2 ヘルパー（   ）級   3 社会福祉士 

 

   4 介護支援専門員   5  資格はない  6  その他（            ） 

 

 

問４．あなたの最終学歴についてうかがいます。下記の項目で該当する番号に○をつけて下さい。 

 

    1 中学校  2  高校  3  専門学校  4  短期大学   5  大学   6  大学院 

 

 

Ⅱ あなたの現在の職場についてうかがいます。 

 

問５．あなたが現在働いている施設がある県名を教えてください。 

     （            ）県 

 

問６．あなたの雇用形態について、下記の項目で該当する番号に○をつけて下さい。 

 

      1  常勤    2  非常勤   3  その他（             ） 

 

 

問７．あなたの介護施設における経験年数について教えてください。（平成 26年 10月 1日現在）        

     

（      ）年  （       ）ヶ月 

 

問８．あなたの過去 1か月間の夜勤回数についてうかがいます。 

  

（      ）回   

 

 

 

 



 

問９．あなたの担当部署における現在の認知症高齢者の人数についてうかがいます。 

 

 （      ）人  

 

 

Ⅲ あなたの職場での研修会や勉強会についてうかがいます。 

 

問 10．過去 1年間において研修会や勉強会に参加したことはありますか。どちらかに○をつけて 

下さい。 

   1  ある（ 1）へ進んでください）     2  ない（ 2）へ進んでください  ）  

 

 １）「ある」と答えた方はどのような研修を受けましたか。下記の項目で該当する番号すべてに 

○をつけて下さい。 

  

1  人権擁護・意思の尊重等に関する内容    2  介護ケアに関する内容 

 

   3  緊急時の対応等に関する内容        4  認知症の理解に関する内容 

 

 5  虐待に関する内容              6  高齢者の理解に関する内容  

 

7  その他（                             ） 

 

 

 ２）「ない」と答えた方は参加できなかった理由について、下記の項目で該当する番号すべてに 

○をつけて下さい。 

 

  1  研修日と勤務が合わない         2 研修の時間が長い  

 

 3 外部の研修場所が遠い          4 研修の案内がない 

 

 5 関心のある内容ではない         6 理解している内容である 

 

 7 その他（                             ） 

 

 

 

 

 

 

 



問 11．今後あなたが受けたい研修の内容についてうかがいます。下記の項目で該当する番号すべて

に○をつけてください。 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

Ⅳ あなたの現在の健康についてうかがいます。 

 

問 12．最近のあなたの健康状態についてどう思いますか。下記の該当する番号に○をつけて下さい。 

 

1  非常に健康      2  まあ健康     3  どちらともいえない 

 

4  あまりよくない    5  とてもよくない 

 

 

問 13．下記の 20項目の症状のうち、最近気になる症状はありますか。該当する番号すべてに○を 

つけてください。 

 

1  首・肩がこる 2  関節が痛い 3  腰が痛い 

4  頭痛・頭が痛い 5  動悸、息切れ 6  めまい・立ちくらみ 

7  食欲がない 8  吐き気・嘔吐 9  手足がしびれる 

10 胃がもたれる 11下痢・便秘 12 眠りが浅い 

13 全身がだるい 14 くつろぐ時間がない 15 疲れが取れない 

16 毎日くたくたに疲れる 17 やる気が出ない 18 いらいらする 

19 時々落ち込む 20 朝起きた時でも疲れを感じる 

 

問 14．今までに医師の診断を受けた病気はありますか。どちらかに○をつけて下さい。 

  

     1  ある（問 14へ進んでください）    2  ない（問 15へ進んでください）    

  

 

1  人権擁護・意思の尊重等に関する内容    2  介護ケアに関する内容 

  

3  緊急時の対応等に関する内容        4  認知症の理解に関する内容 

 

5  虐待予防に関する内容            6  高齢者の理解に関する内容  

 

7  職員のメンタルケア           8 接遇・コミュニケーション 

 

9 その他（                             ） 



問 15. 問 14 で １「ある」と答えた人は、下記の該当する番号すべてに○をつけてください。 

  

1  高血圧    2  心筋梗塞・狭心症     3  その他の心臓病    4  脳梗塞・脳出血 

 

   5  糖尿病    6  腎臓病    7  脂質異常症    8  その他（         ） 

 

 

問 16．現在、週 1回以上飲んでいる薬についてうかがいます。 

下記の該当する番号すべてに○をつけてください。 

  

1  血圧の薬     2  血糖を下げる薬   3  コレステロールを下げる薬 

 

   4  心臓の薬     5  痛み止めの薬     6   睡眠薬    7  精神安定剤 

 

   8  その他（           ）    9   なし 

 

問 17．最近「悩みや心配ごと」はありますか。どちらかに○をつけてください。  

      

 1  ある         2  ない   

 

問 18．あなたの感情について質問をいたします。お尋ねする質問の中には、あなたに当てはまらない質

問があるかも知れません。今日を含めて１週間の間にどう思ったかを基本にして、各質問 NO１～15 につ

いて右の「はい」「いいえ」のどちらかあてはまる番号に○をつけて下さい。 

 

NO 項   目 はい いいえ 

1 あなたは、あなたの人生に、ほぼ満足していますか 1 2 

2 これまでやってきたことや、興味があったことの多くをやめてしまいましたか 1 2 

3 あなたは、あなたの人生はむなしいと感じていますか 1 2 

4 しばしば退屈になりますか 1 2 

5 あなたはたいてい機嫌がよいですか 1 2 

6 あなたに何か悪いことが起ころうとしているのではないかと、心配ですか 1 2 

7 たいてい幸せだと感じていますか 1 2 



8 あなたはしばしば無力であると感じていますか 1 2 

9 外出して新しいことをするよりも、自宅にいる方が良いと思いますか 1 2 

10 たいていの人よりも、記憶が低下していると思いますか 1 2 

11 現在、生きていることは素晴らしいことだと思いますか 1 2 

12 あなたは、現在のありのままのあなたをかなり価値がないと思いますか 1 2 

13 あなたは、元気いっぱいですか 1 2 

14 あなたの状況は絶望的だと思いますか 1 2 

15 たいていの人は、あなたより良い暮らしをしていると思いますか 1 2 

 

 

問 19．あなたは最近 6ヶ月ぐらいの間に、次のようなことをどの程度経験しましたか。各質問 

NO1～17について「いつもある」「しばしばある」「時々ある」「まれにある」「ない」のうち 

もっともあてはまる番号に○をつけて下さい。 

NO  項    目  
いつも

ある 

しばし

ばある 

時々

ある 

まれ

にあ

る 

ない 

1 「こんな仕事、もうやめたいと思うことがある。 5 4 3 2 1 

2 我を忘れるほど仕事に熱中することがある。 5 4 3 2 1 

3 こまごまと気くばりすることが面倒に感じることがある。 5 4 3 2 1 

4 この仕事は私の性分に合っていると思うことがある。 5 4 3 2 1 

5 同僚や利用者の顔を見るのも嫌になることがある。 5 4 3 2 1 

6 自分の仕事がつまらなく思えて仕方のないことがある。 5 4 3 2 1 

7 
1 日の仕事が終わると「やっと終わった」と感じることがあ

る。 
5 4 3 2 1 

8 
出勤前、職場に出るのが嫌になって、家にいたいと思うこと

がある。 
5 4 3 2 1 



9 
仕事を終えて、今日は気持ちの良い日だったと思うことが 

ある。 
5 4 3 2 1 

10 同僚や利用者と何も話したくなくなることがある。 5 4 3 2 1 

11 仕事の結果はどうでもよいと思うことがある。 5 4 3 2 1 

12 仕事のために心にゆとりがなくなったと感じることがある。 5 4 3 2 1 

13 今の仕事に心から喜びを感じることがある。 5 4 3 2 1 

14 
今の仕事は、私にとってあまり意味がないと思うことが 

ある。 
5 4 3 2 1 

15 仕事が楽しくて、知らないうちに時間がすぎることがある。 5 4 3 2 1 

16 体も気持ちも疲れ果てたと思うことがある。 5 4 3 2 1 

17 我ながら、仕事をうまくやり終えたと思うことがある。 5 4 3 2 1 

 

 

Ⅴ あなたと介護している認知症高齢者との関係についてうかがいます。 

 

問 20．以下の質問項目 NO1～20について、右の「はい」「ややある」「あまりない」「ない」のうち 

もっともあてはまる番号に○をつけてください。 

NO 項  目 はい 
やや 

ある 

あまり 

ない 
ない 

1 高齢者は、あなたのことで、身内に愚痴をいいますか 1 2 3 4 

2 
あなたは、高齢者が繰り返し同じことを言う時相手をします

か 
1 2 3 4 

3 あなたは、高齢者のものを大事に扱いますか 1 2 3 4 

4 高齢者は、自分のお金をあなたに使ってよいと言いますか 1 2 3 4 

5 あなたは、高齢者の顔を立てるように心がけていますか 1 2 3 4 

6 あなたは、高齢者を笑わせたり、喜ばせたりしますか 1 2 3 4 

7 あなたは、日頃他の人に、高齢者のことで愚痴をいいますか 1 2 3 4 

8 高齢者は、あなたによく文句を言いますか 1 2 3 4 



9 あなたは、高齢者を尊敬していますか 1 2 3 4 

10 あなたは、高齢者が一生懸命仕事をしてきたと思いますか 1 2 3 4 

11 高齢者は、あなたに、無理なことを言いますか 1 2 3 4 

12 高齢者は、あなたが呼んでも、聞こえないふりをしますか 1 2 3 4 

13 高齢者は、あなたが注意すると、怒りますか 1 2 3 4 

14 高齢者のものを、あなたが使うと、いやがりますか 1 2 3 4 

15 高齢者は、他人に、あなたのことで、愚痴をいいますか 1 2 3 4 

16 高齢者は、あなたの注意を、素直に聞いてくれますか 1 2 3 4 

17 あなたは高齢者をほめてあげますか 1 2 3 4 

18 あなたは、高齢者を大切にしますか 1 2 3 4 

19 高齢者は、あなたに乱暴をしますか 1 2 3 4 

20 あなたは、日頃、高齢者のことで身内に愚痴をいいますか 1 2 3 4 

 

 

Ⅵ 高齢者の虐待に関することについてあなたの「知識」や「思い」等について 

うかがいます。 

 

問 21．以下の質問項目 NO1～13について、右の「はい」「いいえ」のどちらかあてはまる番号に 

○をつけてください。 

 

NO 項  目 はい いいえ 

1 
高齢者虐待には身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、放置・

放棄がある 
1 2 

2 虐待を発見した時には通報義務がある 1 2 

3 虐待の通報先を知っている 1 2 

4 介護に関する知識や技術、経験が未熟だと虐待につながりやすい 1 2 

5 虐待防止についての施設として取り組みがある 1 2 



6 ケアの質の向上に向けた施設として取り組みがある 1 2 

7 施設内外の研修に参加している 1 2 

8 職員の働きやすさに関する改善に向けた施設としての取り組みがある 1 2 

9 自分や他職員の介護の仕方に疑問を感じることがある 1 2 

10 自分の働く施設では虐待がないと思う 1 2 

11 虐待までいかないが、不適切なケアがあると思う 1 2 

12 感じた疑問を同僚や上司と話し合える状況である 1 2 

13 不適切だとわかっていても、せざるを得ない状況がある 1 2 

 

 

                           

問 22．以下の質問項目について「虐待」と思いますか。右の「思う」「やや思う」「あまり思わない」

「全く思わない」のうち、最もあてはまる番号に○をつけて下さい。 

2ページにわたる質問で NO１～33まであります。 

NO 項目 思う やや思う あまり 

思わない 

全く  

思わない 

1 入浴時、声掛けもなく頭からシャワーをかけり、着

替えの時に何も言わずにズボンを下げた 

1 2 3 4 

2 粉薬をご飯と一緒に混ぜる 1 2 3 4 

3 手荒く寝具をかける 1 2 3 4 

4 嫌がる利用者に無理やり食事をさせた 1 2 3 4 

5 利用者に叩かれたので叩き返した 1 2 3 4 

6 利用者から話しかけられても一切無視した 1 2 3 4 

7 「ちゃん」付で呼ぶ 1 2 3 4 

8 「今忙しいから」と言って、訴えを後回しにした 1 2 3 4 



9 大声で怒鳴った 1 2 3 4 

10 「おじいさん」「おばあさん」と呼んだ 1 2 3 4 

11 他の人の前で排泄に関することを話した 1 2 3 4 

12 認知症なので本人はわからないので「あだ名」で呼

んでいた 

1 2 3 4 

13 「臭い」「ばっちい」と言っておむつ交換した 1 2 3 4 

14 「頭を撫でる」など子どもに対するような対応や言

葉かけをする 

1 2 3 4 

15 「あれが悪い」「これができない」など短所ばかり言

う 

1 2 3 4 

16 自分で食べられない利用者に配膳はしたが、食事介

助をしない 

1 2 3 4 

17 失禁でシーツや下着等が汚れてもそのまま放置した 1 2 3 4 

18 ナースコールが頻回な場合、ナースコールを使えな

いようにした 

1 2 3 4 

19 ベッドに長時間抑制・拘束した 1 2 3 4 

20 意思を伝えられない人に対し「もう食べないの」と聞

いた 

1 2 3 4 

21 運動させない 1 2 3 4 

22 トイレで排泄できる人にオムツで対応する 1 2 3 4 

23 オムツ交換を時間で行う 1 2 3 4 

24 日中車椅子に座らせたまま放置した 1 2 3 4 

25 本人の返事を待たずに食事膳を片付けた 1 2 3 4 

26 女性に対して男性介護者が入浴介助や排泄介助をし

た 

1 2 3 4 

27 下着をはているかどうか、安易にズボンを下げて確

認した 

1 2 3 4 

28 元気づけるために安易に体に触れた 1 2 3 4 



29 説明や声かけをせずケアや処置をした 1 2 3 4 

30 性的な冗談や身体について話題にする 1 2 3 4 

31 利用者の前で職員同士が私的な会話をする 1 2 3 4 

32 他の職員が見ていないと対応がぞんざいになる 1 2 3 4 

33 他者に見える状態で排泄や入浴の介助をする 1 2 3 4 

 

 

問 23．問 22 と同様の質問に対し、「今まで行いそうになったこと」はありますか。右の「かなりあ

る」「時々ある」「ほとんどない」「全くない」のうち、最もあてはまる番号に○をつけて下さい。 

2ページにわたる質問で NO１～33まであります。 

NO 項  目 
かなり 

ある 

時々 

ある 

ほとんど

ない 

全く 

ない 

1 
入浴時、声掛けもなく頭からシャワーをかけたり、 

着替えの時に何も言わずにズボンを下げた 
1 2 3 4 

2 粉薬をご飯と一緒に混ぜる 1 2 3 4 

3 手荒く寝具をかける 1 2 3 4 

4 嫌がる利用者に無理やり食事をさせた 1 2 3 4 

5 利用者に叩かれたので叩き返した 1 2 3 4 

6 利用者から話しかけられても一切無視した 1 2 3 4 

7 「ちゃん」付で呼ぶ 1 2 3 4 

8 「今忙しいから」と言って、訴えを後回しにした 1 2 3 4 

9 大声で怒鳴った 1 2 3 4 

10 「おじいさん」「おばあさん」と呼んだ 1 2 3 4 

11 他の人の前で排泄に関することを話した 1 2 3 4 

12 認知症なので本人はわからないので「あだ名」で 1 2 3 4 



呼んでいた 

13 「臭い」「ばっちい」と言っておむつ交換した 1 2 3 4 

14 
「頭を撫でる」など子どもに対するような対応や 

言葉かけをする 
1 2 3 4 

15 
「あれが悪い」「これができない」など短所ばかり 

言う 
1 2 3 4 

16 
自分で食べられない利用者に配膳はしたが、食事介

助をしない 
1 2 3 4 

17 失禁でシーツや下着等が汚れてもそのまま放置した 1 2 3 4 

18 
ナースコールが頻回な場合、ナースコールを使えな

いようにした 
1 2 3 4 

19 ベッドに長時間抑制・拘束した 1 2 3 4 

20 
意思を伝えられない人に対し「もう食べないの」 

と聞いた 
1 2 3 4 

21 運動させない 1 2 3 4 

22 トイレで排泄できる人にオムツで対応する 1 2 3 4 

23 オムツ交換を時間で行う 1 2 3 4 

24 日中車椅子に座らせたまま放置した 1 2 3 4 

25 本人の返事を待たずに食事膳を片付けた 1 2 3 4 

26 
女性に対して男性介護者が入浴介助や排泄介助を 

した 
1 2 3 4 

27 
下着をはているかどうか、安易にズボンを下げて 

確認した 
1 2 3 4 

28 元気づけるために安易に体に触れた 1 2 3 4 

29 説明や声かけをせずケアや処置をした 1 2 3 4 

30 性的な冗談や身体について話題にする 1 2 3 4 

31 利用者の前で職員同士が私的な会話をする 1 2 3 4 



32 他の職員が見ていないと対応がぞんざいになる 1 2 3 4 

33 他者に見える状態で排泄や入浴の介助をする 1 2 3 4 

 

 

Ⅶ 施設に入所し、生活している認知症高齢者の「自己決定」についてあなたの考えを 

うかがいます。 

  

「自己決定」とは、高齢者が自分の意思で決定して行動する一連の過程とします。 

このことを踏まえて以下の質問にお答え下さい。 

（例）①物品名を聞く  ②選択してもらう  ③何がしたいかを聞く 

   ④選択するのを待つ  等 

 

問 24．あなたは認知症高齢者が「自己決定」することは必要だと思いますか。 

下記の質問項目のうち最もあてはまる番号に○をつけて下さい。 

 

     1 思う       2 思わない     3 わからない  

  

上記の質問に対して、あなたが選んだ回答についてその理由をお答えください。 

【その理由】 

  

問 25．あなたは認知症高齢者の「自己決定」することへのサポートをしたいと思いますか。 

   下記の質問項目のうち最もあてはまる番号に○をつけて下さい。 

 

 １ 思う      2 思わない     3 わからない  

 

上記の質問に対して、あなたが選んだ回答についてその理由をお答えください。 



【その理由】 

 

問 26．あなたは認知症高齢者の「自己決定」に関する支援をしていると思いますか。 

   下記の質問項目のうち最もあてはまる番号に○をつけて下さい。 

 

 １ していると思う   2 していると思わない   3 わからない   

 

上記の質問に対して、あなたが選んだ回答についてその理由をお答えください。 

【その理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に 

 

認知症高齢者のケアに携わっていることについて思うことを自由に記載して下さい。 

 

 



                             

以上で質問を終わります。 

回答にもれがないかご確認くださいますようお願い申し上げます。 

 全 13 ページあります。ご確認くださいますようお願いいたします。 

 

ご協力ありがとうございました。 

                                                         

 

 


